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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 

一部を改正する法律案について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

薬機法等の制度改正に向けた動きについては、「薬機法等制度改正に関すると

りまとめについて」（６福薬発第３０２号令和７年１月 16 日付）でお知らせし

たところですが、去る２月 12 日、同とりまとめを踏まえた「医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」

が閣議決定され、国会に上程された旨、日薬より連絡がございましたのでお知ら

せいたします。（別添） 

つきましては、貴会におかれましても改正法の趣旨・内容につきご了知いただ

きますよう、お願い申し上げます。 
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を

改正する法律案について 

 

平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

薬機法等の制度改正に向けた動きについては、厚生科学審議会・医薬品医療機器

制度部会による薬機法等制度改正に関するとりまとめが公表された旨お知らせし

たところですが（令和７年１月 14 日付.日薬業発第 388 号）、去る２月 12 日、同

とりまとめを踏まえた「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に上程されました

（別添）。 

 改正法案は施行時期ごとに構成されており、薬局・薬剤師に関する主な事項とし

ては、１年以内施行：濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化、要指導医

薬品関係（要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加、適正使用のための

必要事項等の確認について対面で行うことが適切である品目はオンライン服薬指

導による情報提供等のみにより販売可能な対象から除外できるようにする（特定

要指導医薬品）、要指導医薬品から一般用医薬品に移行しないことを可能とする、

等）、２年以内施行：薬局の機能等のあり方の見直し（健康サポート薬局の法定化）、

処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止、調剤業務の一部外部委託の制度

化、デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売、処方箋等の保

存期間の見直し、３年以内施行：薬局機能情報提供制度の見直し―等です。 

 また、薬機法第１条の５（医薬関係者の責務）の改正案において、薬局開設者は

「関係行政機関との連携等により」医薬品供給等を行うとされています。この規定

は、本会が従前より主張してきた、医薬品提供体制については行政施策に根拠をも

って整備されるべきとの意見の一端を反映いただいたものと受け止めています。 

 つきましては、貴会におかれましても改正法の趣旨・内容につきご了知いただき

ますよう、お願い申し上げます。 

 

 

＜別添＞ 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を

改正する法律案  

・概要 

・法律案新旧対照条文 




医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律案の概要


１．医薬品等の品質及び安全性の確保の強化【医薬品医療機器等法】
① 製造販売業者における医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置を法定化する。
② 指定する医薬品の製造販売業者に対して、副作用に係る情報収集等に関する計画の作成、実施を義務付ける。
③ 法令違反等があった場合に、製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を可能とする。


２．医療用医薬品等の安定供給体制の強化等【医薬品医療機器等法、医薬基盤・健康・栄養研究所法、麻向法、医療法】
① 医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置、出荷停止時の届出義務付け、供給不足時の増産等の必要な協力の要請等を法定化する。
また、電子処方箋管理サービスのデータを活用し、需給状況のモニタリングを行う。


② 製造販売承認を一部変更する場合の手続について、変更が中程度である場合の類型等を設ける。
③ 品質の確保された後発医薬品の安定供給の確保のための基金を設置する。


３．より活発な創薬が行われる環境の整備【医薬品医療機器等法、医薬基盤・健康・栄養研究所法】
① 条件付き承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とする。
② 医薬品の製造販売業者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化する。
③ 革新的な新薬の実用化を支援するための基金を設置する。


４．国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等【医薬品医療機器等法、薬剤師法】
① 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一部の外部委託を可能とする。
② 濫用のおそれのある医薬品の販売について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務付ける。
③ 薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売を可能とする。


改正の概要


不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ
適正に提供していくため、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化等、より活発な創薬が行われ
る環境の整備、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等の必要な措置を講ずる。


改正の趣旨


施行期日
公布後６月以内に政令で定める日（ただし、３①②及び４②は公布後１年以内に政令で定める日、１①②③、２①の一部及び４①③は


公布後２年以内に政令で定める日、２②は公布後３年以内に政令で定める日）


等
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て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
又
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令


で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


目
次


目
次


第
一
章
～
第
七
章


（
略
）


第
一
章
～
第
七
章


（
略
）


第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
査
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
三
条
）


第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
定
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
三
条
）


第
九
章
～
第
十
八
章


（
略
）


第
九
章
～
第
十
八
章


（
略
）


附
則


附
則


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２
～


（
略
）


２
～


（
略
）


16


16


こ
の
法
律
で
「
特
定
医
薬
品
」
と
は
、
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医


（
新
設
）


17
薬
品
以
外
の
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。


一


第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品


二


第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品


三


薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
製
造
し


、
当
該
薬
局
に
お
い
て
直
接
需
要
者
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
医
薬
品


（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
成
分


以
外
の
有
効
成
分
を
含
有
し
な
い
医
薬
品
に
限
る
。
）


四


そ
の
他
製
造
販
売
又
は
販
売
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
及
び


18


17


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
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項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


項
（
同
条
第
十
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


（
略
）


（
略
）


19


18


（
開
設
の
許
可
）


（
開
設
の
許
可
）


第
四
条


（
略
）


第
四
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


四


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類


、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
要


ロ


そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
一


指
導
医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販


般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者


売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て


と
の
間
の
通
信
手
段
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載


、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導


し
た
書
類


医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又


は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ


の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を


記
載
し
た
書
類


五


（
略
）


五


（
略
）


４


（
略
）


４


（
略
）


５


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


５


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物


の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
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報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


又
は
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な


に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と


が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
若
し


が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


く
は
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら


て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
対
面
等
」
と


い
う
。
）
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ


れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意


見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
一
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
と
有


ロ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
と
有


効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て


と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て


か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲
げ


か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


る
医
薬
品
を
除
く
。
）


ハ
・
ニ


（
略
）


ハ
・
ニ


（
略
）


ホ


次
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
医
薬
品


（
新
設
）


四


（
略
）


四


（
略
）


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ


（
新
設
）


ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬


品
を
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
指
定
す
る
こ
と


が
で
き
る
。


一


イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
、


そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品


ロ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
と
有
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効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品


二


一
般
用
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
及
び
使
用
の
実
態
そ
の
他
を
勘
案
し


て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供


及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


き
る
。


き
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い


は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い


る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与


る
者
に
対
し
て
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一


す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方


般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合


法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む


。
）
に
関
す
る
事
項


イ


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬


（
新
設
）


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬


（
新
設
）


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）


２


（
略
）


２


（
略
）


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


第
九
条
の
四


薬
局
開
設
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
処
方


第
九
条
の
四


薬
局
開
設
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
処
方


箋
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
当
該
薬
剤
を
販
売
し


箋
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
当
該
薬
剤
を
販
売
し


、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面


そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面


等
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項


（
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら


が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て


通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
の
適
正
な
使


は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計


用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
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算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
第
三
十
六
条


省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁


を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方


的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示


式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら


し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な


れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


の
を
い
う
。
以
下
第
三
十
六
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ


て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て
必
要
な
情
報


を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


２
～
６


（
略
）


２
～
６


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
四
条


（
略
）


第
十
四
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の


粧
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令


資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お


該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は


い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ


、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か


る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集


つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
削
る
）


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該


医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
検
証
す
る
た
め
の
十
分
な
人
数
を
対
象
と


す
る
臨
床
試
験
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
の
規
定


に
よ
り
添
付
す
る
も
の
と
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の


一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


６


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申
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請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の


も
の
を
除
く
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と


を
除
く
。
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と
の
成


の
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査


分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査
を
含


を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第


む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第
三
項


三
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か


か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う


ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す


か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


る
。


６
～
８


（
略
）


７
～
９


（
略
）


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
次
の
各


（
新
設
）


号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い


て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規


定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
薬
品
の
審
査


又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含


む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一


既
に
第
一
項
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承


認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項


の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
ら
れ


て
い
る
医
薬
品
（
次
号
に
お
い
て
「
既
承
認
の
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
と


有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
用
途
に
関
し
、
外
国
（
医
薬
品


の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
我
が
国
と
同
等
の
水
準


に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
制
度
又
は
こ
れ
に


相
当
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
国
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。


）
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で


貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
る


こ
と
。
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二


既
承
認
の
医
薬
品
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
充
足
さ
れ
て
い
な
い
と
認


め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
以
外
に
医
療
上
適
当
な
方
法
が
な
い
こ
と
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
審
査
又
は
調
査
を
行


（
新
設
）


10
い
、
第
一
項
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る


。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


11


10


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
七
項
若
し
く
は
前


八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て


項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行


行
う
こ
と
が
で
き
る
。


う
こ
と
が
で
き
る
。


（
略
）


（
略
）


12


11


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
関
し
、
第
五
項
の
規
定
に


12
基
づ
き
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い


こ
と
と
し
た
医
薬
品
に
つ
い
て
第
一
項
の
承
認
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
医


薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
の
実
施
、
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め


に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
条
件
を
付
し
て
す
る
も
の
と
し
、
当
該
条


件
を
付
し
た
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
当
該
条
件
に
基
づ
き
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
当
該
医


薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提


出
し
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
受
け


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
件
を
付
し
た
同
項
の


承
認
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ


、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関


13
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
資
料
に
基
づ
き


、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
（
当
該
医
薬
品
が
同
項
後
段
の
厚
生
労
働
省


令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適


合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
及
び
同


項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
）
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
調
査
の
結
果
を
踏
ま
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え
、
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
し
、
又
は
当
該
承
認
を


受
け
た
者
に
対
し
て
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
及
び
適


正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が


で
き
る
。


（
削
る
）


第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
、


14
第
十
二
項
後
段
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た


者
又
は
こ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
資
料


の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は


な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


13


15


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
十
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
略
）


（
略
）


14


16


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


15


17


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若


項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若


し
く
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項


し
く
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項


の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚


粧
品
が
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
、
認
定
又
は
登
録
に
係


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
、
認
定
又
は
登
録
に
係


る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理


る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理


又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に


対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、


対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、
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そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


（
条
件
付
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


（
新
設
）


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限


る
。
）
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴


い
て
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使
用


の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
そ


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


申
請
に
係
る
医
薬
品
が
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特


定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ


る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


二


申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の


で
あ
る
こ
と
。


三


申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
に
比
し
て
著
し
く
有
害
な
作
用
を
有
す
る


こ
と
に
よ
り
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る


も
の
で
な
い
こ
と
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
と
さ


れ
た
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資


料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
当
該
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は


、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か


つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き


は
、
当
該
資
料
及
び
同
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び


安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
同
項
前
段
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
医
薬
品
が
同
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項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
調
査
及


び
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面


に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
）
を
行
う
際
に
得
ら
れ
て
い
る
知
見
に
基
づ


き
、
当
該
調
査
を
行
い
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず


れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更


し
、
又
は
当
該
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、


同
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の


再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


第
二
項
後
段
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
二
項
後
段
の
規
定
に


よ
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
法


人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
）
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な


く
、
当
該
資
料
の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密


を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様


と
す
る
。


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
が


同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用


す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
医
薬


品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
な
い
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
医


薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定


で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号


三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
の
規


ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に


定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の


か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
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確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し


の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ


て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
品


け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
使


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、


調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


。
５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三
項
の
規
定
に


け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三
項
の
規
定
に


よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に
、
改
め
て
同


よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に
、
改
め
て
同


条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第


三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関


す
る
資
料
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す


る
資
料
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
と
す
る
。


６


（
略
）


６


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
八
項
、
第
十
四
条
の


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
並
び
に
第
十
三
項
（


二
第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二


同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
十


二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
五
項
の


。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と


準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の


い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
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る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（
同


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
七
項
若
し


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第
二


く
は
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
申
請
者
又


合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
申


は
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、


請
者
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機


機
構
が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機


構
が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構


構
に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第


六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


七
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第
十


２


第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条


四
条
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
新
医
薬
品
等
の
再
審
査
）


（
新
医
薬
品
等
の
再
審
査
）


第
十
四
条
の
四


次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
（
第


第
十
四
条
の
四


次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
（
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も


十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
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の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受


を
受
け
た
者
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に


け
た
者
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
申
請


申
請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


既
に
第
十
四
条
の
承
認
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に


一


既
に
第
十
四
条
の
承
認
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に


お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び


及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を


期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え


与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、


ら
れ
て
い
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果


効
果
等
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
承
認


等
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
承
認
の
際


の
際
指
示
し
た
も
の
（
以
下
「
新
医
薬
品
」
と
い
う
。
）


次
に
掲
げ
る


指
示
し
た
も
の
（
以
下
「
新
医
薬
品
」
と
い
う
。
）


次
に
掲
げ
る
期
間


期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た


（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か


日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
（
次
号
に
お
い
て
「
申
請
期
間
」
と


ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
（
次
号
に
お
い
て
「
申
請
期
間
」
と
い
う


い
う
。
）


。
）


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


既
に
第
十
四
条
の
承
認
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て


ロ


特
定
用
途
医
薬
品
又
は
既
に
第
十
四
条
の
承
認
若
し
く
は
第
十
九
条


い
る
医
薬
品
と
効
能
又
は
効
果
の
み
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
（
イ


の
二
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
と
効
能
若
し
く
は
効
果
の
み


に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬


が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
（
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
そ
の


品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る


他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審


も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
認
の
あ
つ
た
日
後
六
年
に
満
た
な
い
範
囲


議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
認
の
あ


内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
期
間


つ
た
日
後
六
年
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定


す
る
期
間


ハ


（
略
）


ハ


（
略
）


二


（
略
）


二


（
略
）


２


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の


２


第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に


。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承


掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
申
請
し
て


認
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ


、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
申
請
し
て
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
再


審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
医
薬
品
の
再
審
査
を
適
正
に
行
う
た
め
特
に
必
要


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
医
薬
品
の
再
審
査
を
適
正
に
行
う
た
め
特
に
必
要


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
調
査
期
間
を


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
調
査
期
間
を


、
そ
の
承
認
の
あ
つ
た
日
後
十
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す


、
そ
の
承
認
の
あ
つ
た
日
後
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る


る
こ
と
が
で
き
る
。


こ
と
が
で
き
る
。
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４


（
略
）


４


（
略
）


５


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


５


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料


性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定


生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働


め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基


省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な


準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


。


６


（
略
）


６


（
略
）


７


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は


７


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
の
成
績


性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行


に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果


い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


（
略
）


８


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


第
十
五
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


第
十
七
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


令
で
定
め
る
。


令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬







- 15 -


部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
三
項
の
厚


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
五
項
の
厚


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７
～


（
略
）


７
～


（
略
）


11


11


（
小
児
用
の
医
薬
品
に
係
る
開
発
の
促
進
）


第
十
四
条
の
八
の
二


薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


（
新
設
）


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
児
用
の
薬
局
医
薬
品
の
開
発
を
促
進
す
る
た


め
に
必
要
な
小
児
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
す
る
医
薬
品
の


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
の
収
集
に
関
す
る
計
画
を
作
成


す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
資
料
の
収
集


を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
七
条


（
略
）


第
十
七
条


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造
を
実
地
に
管


５


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造
を
実
地
に
管


理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所


理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所


ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
の
製
造


ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
製
造
の
管


所
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
製
造
所
に


理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
又
は
第


お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術


十
三
条
の
二
の
二
の
登
録
を
受
け
た
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
お
い
て
は


者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も


つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
医
薬
品
を
製
造


（
新
設
）


す
る
場
合


二


第
十
三
条
の
二
の
二
の
登
録
を
受
け
て
保
管
の
み
を
行
う
場
合


（
新
設
）


三


薬
剤
師
を
置
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の


（
新
設
）


他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
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６
～


（
略
）


６
～


（
略
）


14


14


（
出
荷
停
止
等
の
お
そ
れ
の
報
告
）


第
十
八
条
の
三


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る


（
新
設
）


特
定
医
薬
品
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
に
そ
の
出
荷
の
停
止
若
し
く
は
制
限
を


す
る
こ
と
と
し
た
と
き
、
又
は
六
月
以
内
に
そ
の
出
荷
の
停
止
若
し
く
は
制


限
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た


事
項
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


（
出
荷
停
止
等
の
届
出
）


第
十
八
条
の
四


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る


（
新
設
）


特
定
医
薬
品
に
つ
い
て
、
そ
の
出
荷
の
停
止
又
は
制
限
を
し
た
と
き
は
、
直


ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の


旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
を
し
た
事
項
に
変
更


が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、


当
該
届
出
に
係
る
情
報
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。


（
報
告
徴
収
）


第
十
八
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
医
薬
品
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の


（
新
設
）


三
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ


つ
た
場
合
そ
の
他
の
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た


め
に
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
効
能
及
び
効
果
に
つ
い
て
当
該
特
定
医
薬
品
と


代
替
性
の
あ
る
医
薬
品
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
代
替
薬
」
と
い
う
。
）
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の
製
造
販
売
又
は
販
売
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に


は
、
製
造
販
売
業
者
、
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
そ


の
他
の
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
の
製
造
販
売
又
は
販
売
に
係
る
関
係


者
に
対
し
、
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
又
は
授


与
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
、
第
十
四
条
の
二
の
二
並
び
に
第
十
四
条


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


の
二
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


条
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


条
第
十
七
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


用
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
の
二
ま
で
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
を


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
ま
で
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用


準
用
す
る
。


す
る
。


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製


造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
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条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十


二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
の
承


四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準


認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受


十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
者
又


け
た
者
又
は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る


の
と
す
る
。


。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の


薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令


資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お


該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定


い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働


め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、


省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た


資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作


も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
削
る
）


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


診
断
用
医
薬
品
が
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品


、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若


し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認


め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
検
証
す
る
た
め
の
十
分
な
人
数
を
対
象
と


す
る
臨
床
試
験
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
の
規
定


に
よ
り
添
付
す
る
も
の
と
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の


一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


５
～
８


（
略
）


６
～
９


（
略
）
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９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


（
新
設
）


診
断
用
医
薬
品
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合


に
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三


号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を


、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
の
審
査
又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は


調
査
を
含
む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一


既
に
第
一
項
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に


よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の


六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
次
号
に
お


い
て
「
既
承
認
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
と


成
分
、
分
量
、
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
、
性
能
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
用


途
に
関
し
、
外
国
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
我
が
国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め


ら
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
制
度


又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
国
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も


の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
販
売
若
し
く
は
授
与
の


目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提


供
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で


あ
る
こ
と
。


二


既
承
認
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
対
す
る
需
要
が
著
し


く
充
足
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
以
外
に
医
療
上


適
当
な
方
法
が
な
い
こ
と
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
審
査
又
は
調
査
を
行


（
新
設
）


10
い
、
第
一
項
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る


。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


11


10


診
断
用
医
薬
品
が
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品


診
断
用
医
薬
品
が
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品
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、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若


、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若


し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認


し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認


め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
七
項
若
し
く
は
前


八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の


項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
審


審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、


12


11


申
請
に
係
る
医
療
機
器
が
、
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


申
請
に
係
る
医
療
機
器
が
、
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限


を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用


を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用


方
法
、
効
果
、
性
能
等
が
明
ら
か
に
異
な
る
と
き
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ


方
法
、
効
果
、
性
能
等
が
明
ら
か
に
異
な
る
と
き
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ


い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
関
し
、
第
五
項
の
規
定
に


12
基
づ
き
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い


こ
と
と
し
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
第
一
項
の
承
認


を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成


績
に
関
す
る
調
査
の
実
施
、
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の


実
施
そ
の
他
の
条
件
を
付
し
て
す
る
も
の
と
し
、
当
該
条
件
を
付
し
た
同
項


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


条
件
に
基
づ
き
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外


診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
を
厚
生
労
働


大
臣
に
提
出
し
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
当
該
条
件
を
付
し
た
同
項
の
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診


断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ


て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


13
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と


き
は
、
当
該
資
料
に
基
づ
き
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
（
当
該
医
療
機
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器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
同
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の


規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調


査
及
び
同
項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
）
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
調
査
の
結


果
を
踏
ま
え
、
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
し
、
又
は
当


該
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
及
び
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な


措
置
の
再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
削
る
）


第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
、


14
第
十
二
項
後
段
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た


者
又
は
こ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
資
料


の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は


な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。


・


（
略
）


・


（
略
）


13


14


15


16


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


15


17


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項


第
二
十
三
条
の
二
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同
条


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同
条


の
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質


の
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質


管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体


基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も


の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
準
適
合
証
を
交


の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
準
適
合
証
を
交


付
す
る
。


付
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造


二


当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
と
同
一
の
前
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


品
と
同
一
の
前
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
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区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造


区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造


す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の


工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の


み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
前
号
に
掲


み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
前
号
に
掲


げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
（
当
該
承


げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
（
当
該
承


認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
を
し


認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
を
し


、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所
に
お
い
て
、
同
号
に


の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所
に
お
い
て
、
同
号
に


掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
し
て
行
わ
れ


掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
し
て
行
わ
れ


て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


２


前
項
の
基
準
適
合
証
の
有
効
期
間
は
、
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で


２


前
項
の
基
準
適
合
証
の
有
効
期
間
は
、
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で


定
め
る
期
間
と
す
る
。


定
め
る
期
間
と
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
条
件
付
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


（
新
設
）


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同


条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
項
の


規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
医
療
機
器
又


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し


て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使


用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て


そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
希
少
疾
病
用
医
療


機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆


的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若
し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他


の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


二


申
請
に
係
る
効
果
又
は
性
能
を
有
す
る
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の


で
あ
る
こ
と
。


三


医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
、
申
請
に
係
る
効
果
又
は
性
能
に
比
し
て
著
し
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く
有
害
な
作
用
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
機
器
と
し
て
使
用
価
値
が
な


い
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受


け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ


り
条
件
と
さ
れ
た
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を


受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に


従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き


は
、
当
該
資
料
及
び
同
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
同
項
前
段
に
規
定
す


る
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
同
項
後
段
の
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当


該
調
査
及
び
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い


て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
）
を
行
う
際
に
得
ら
れ
て
い
る
知


見
に
基
づ
き
、
当
該
調
査
を
行
い
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る


。
４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更


し
、
又
は
当
該
条
件
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者


に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必


要
な
措
置
の
再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


第
二
項
後
段
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
二
項
後


段
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ


ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
）
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
正


当
な
理
由
な
く
、
当
該
資
料
の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
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た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い


て
も
、
同
様
と
す
る
。


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を


受
け
た
者
が
同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に


お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号


イ
中
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な


い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き


る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に


は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。


は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。


）
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


）
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要


な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る


な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る


同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他


る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報


労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三


項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に


項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に


、
改
め
て
同
条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
改
め
て
同
条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お


け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
臨
床
試
験
の
試


験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
医
療
機
器
又
は
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体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
」
と
す
る
。


６


（
略
）


６


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に


お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
こ


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て


む
。
）
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
の


）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に


規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基


第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
及
び
同


準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の


条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
療
機
器


受
付
（
以
下
「
医
療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で


等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
療
機
器
等
審
査
等
を


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
療
機
器
等
審
査
等
を


行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体


行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同


条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く


条
第
七
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い


は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
の
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構
が


六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構
が
行
う
審


行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に
基


査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に
基
準
適
合


準
適
合
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、


品
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し


同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
八


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


第
二
十
三
条
の
二
の
八


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療
機
器


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療
機
器


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、


厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十


厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十


二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目


一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目


に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第


２


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第


二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
使
用
成
績
評
価
）


（
使
用
成
績
評
価
）


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は


当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期


に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期


間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申


間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申


請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な


請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


ら
な
い
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定


の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付


め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医


該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定


療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又


め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
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厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た


定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば


も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
ら
な
い
。


５


（
略
）


５


（
略
）


６


第
一
項
の
指
定
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二


６


第
一
項
の
指
定
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二


十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及


ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関


び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、


す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚


そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


（
略
）


７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十


医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


第
二
十
三
条
の
二
の
十


医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
七
（
第
四
項
及
び
第
五
項


条
の
二
の
五
第
十
七
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
七
（
第
四
項
及
び
第
五
項


を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的


を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的


読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
医


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
医


療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い


療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い


て
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
製
造
方
法
の
変
更


て
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
製
造
方
法
の
変
更
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そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
に
限
る
。
）
を
行
う
日
の
厚
生
労


そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
に
限
る
。
）
を
行
う
日
の
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


働
省
令
で
定
め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第


り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第


十
三
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


十
五
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７


（
略
）


７


（
略
）


８


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
が
第
二
十
三
条
の
二
の


８


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
が
第
二
十
三
条
の
二
の


五
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
確


五
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
確


認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
第
六
項
に
規
定
す
る
製
造
方
法
の


認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
第
六
項
に
規
定
す
る
製
造
方
法
の


変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
を
行
う
場
合
を
除
く
。


変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
を
行
う
場
合
を
除
く
。


）
に
つ
い
て
同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
に


）
に
つ
い
て
同
条
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
に


お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る


お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
代
え
て
、
当
該
変
更
計
画
に


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
代
え
て
、
当
該
変
更
計
画
に


従
つ
た
変
更
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の


従
つ
た
変
更
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の


調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


９
～


（
略
）


９
～


（
略
）


12


12


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


（
略
）


２
～
９


（
略
）


２
～
９


（
略
）


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造


10


10


を
実
地
に
管
理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め


を
実
地
に
管
理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め


に
、
製
造
所
（
設
計
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
工
程
の
み
行
う
製


に
、
製
造
所
（
設
計
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
工
程
の
み
行
う
製


造
所
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し


造
所
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し


、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当


、
そ
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
体
外
診
断
用
医
薬


す
る
場
合
は
、
当
該
製
造
所
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


品
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外


に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る


の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


。一


そ
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
体
外
診
断
用
医


（
新
設
）


薬
品
を
製
造
す
る
場
合


二


薬
剤
師
を
置
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の


（
新
設
）


他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
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～


（
略
）


～


（
略
）


11


14


11


14


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
（
第
一
号


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
（
第
一
号


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の


六
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
の
七
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


六
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
の
七
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
に
つ


い
て
は
、
同
条
第
十
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
、
第
二
十
三
条
の
二
の


い
て
は
、
同
条
第
十
七
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
二


六
の
二
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


の
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選


任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る


任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る


物
が
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機


物
が
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機


器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る


器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は


「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、


「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、


第
八
項
及
び
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
九
項
及
び
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一


項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承


項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承


認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
」
と
あ
る


認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
の
六
の
三
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「


の
二
の
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の


の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の


規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
選
任
外
国


規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
選
任
外
国


製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）
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（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
認
証
）


（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
認
証
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者
は


５


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者
は


、
そ
の
認
証
に
係
る
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に


、
そ
の
認
証
に
係
る
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に


も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


一


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者


一


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者


が
既
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基
準
適
合
証
又
は
次
条
第
一
項


が
既
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基
準
適
合
証
又
は
次
条
第
一
項


の
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
基
準


の
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
基
準


適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
第
二
十
三


適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分


条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分


に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。


に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。


二


（
略
）


二


（
略
）


６
～
８


（
略
）


６
～
８


（
略
）


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
項
に


（
新
設
）


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
。


こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
登
録
認
証


機
関
に
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
前
項
の
立
会
い
及
び
助
言
を
行
わ
せ
る
こ


（
新
設
）


10
と
が
で
き
る
。


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に


（
新
設
）


11
よ
り
機
構
に
立
会
い
及
び
助
言
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め


る
。


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四


登
録
認
証
機
関
は
、
前
条
第
四
項
（
同
条
第
七


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四


登
録
認
証
機
関
は
、
前
条
第
四
項
（
同
条
第
七


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同


条
の
認
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品


条
の
認
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品


質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生


質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
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労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ


労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ


る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い


る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い


る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


、
基
準
適
合
証
を
交
付
す
る
。


、
基
準
適
合
証
を
交
付
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た
者
が
製
造


二


当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た
者
が
製
造


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
と
同
一
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労


品
と
同
一
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
を
製
造
す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
を
製
造
す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
も
の
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ


で
定
め
る
も
の
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ


。
）
が
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す


。
）
が
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す


る
製
造
所
（
当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た


る
製
造
所
（
当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た


者
が
製
造
販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は


者
が
製
造
販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所


に
お
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


に
お
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


工
程
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


工
程
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
承
継
）


第
二
十
三
条
の
八
の
二


登
録
認
証
機
関
が
そ
の
登
録
に
係
る
事
業
の
全
部
を


（
新
設
）


譲
渡
し
、
又
は
登
録
認
証
機
関
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
当


該
登
録
に
係
る
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と


き
は
、
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人


以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
べ
き


相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く


は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
そ
の
事
業
の
全
部
を


承
継
し
た
法
人
は
、
そ
の
登
録
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
す
る
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
遅
滞
な
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く
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届


け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
財
務
諸
表
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）


（
財
務
諸
表
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）


第
二
十
三
条
の
十
七


登
録
認
証
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に


第
二
十
三
条
の
十
七


登
録
認
証
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に


、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支


、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支


計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が


計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が


さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
九
十


さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
九
十


一
条
第
二
号
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間


一
条
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
業
所


事
業
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の


効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を


資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
料


該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ


作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の


三
十
七
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


三
十
七
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


六
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


六
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も


の
を
除
く
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と
の


の
を
除
く
。
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と
の
構


構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
構
造
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効


成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
構
造
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果


果
、
性
能
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。


、
性
能
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
第
三
項
後


の
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
第
三
項
後
段


段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地


の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の


の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


６
～
８


（
略
）


６
～
８


（
略
）


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


（
新
設
）


、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
再
生


医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項


若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、


他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
審
査
又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先


し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含
む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一


既
に
第
一
項
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三


条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の


を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）


を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
（
次
号
に
お
い
て
「
既
承
認
の
再


生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）
と
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
構
造
、
用


法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
、
性
能
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と


認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
用
途
に
関
し
、
外
国
（


再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
我
が


国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売


の
承
認
の
制
度
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
国
と
し
て
政


令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販


売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
す
る
こ
と
が
認
め


ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
こ
と
。


二


既
承
認
の
再
生
医
療
等
製
品
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
充
足
さ
れ
て
い


な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
以
外
に
医
療
上
適
当
な
方
法
が
な


い
こ
と
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
審
査
又
は
調
査
を
行


（
新
設
）


10
い
、
第
一
項
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る


。
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厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


11
、
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品
、
先
駆
的
再
生
医
療
等
製
品
又
は
特
定
用


、
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品
、
先
駆
的
再
生
医
療
等
製
品
又
は
特
定
用


途
再
生
医
療
等
製
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら


途
再
生
医
療
等
製
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら


れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第


れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第


三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調


三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査


査
を
、
他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が


を
、
他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で


で
き
る
。


き
る
。


（
略
）


（
略
）


12


10


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


13


11


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
九
項
及
び
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
略
）


（
略
）


14


12


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


15


13


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お


い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は


は
化
粧
品
が
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は


、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「


、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二


項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、


項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、


同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に


あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
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規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と


規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と


、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」


十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」


と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当


と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当


す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
条
件
及
び
期
限
付
承
認
）


（
条
件
及
び
期
限
付
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
者
が


第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
者
が


製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再


製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再


生
医
療
等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


生
医
療
等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
第
三


三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ


号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見


ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め


を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
七
年
を


に
必
要
な
条
件
及
び
七
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目


超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
第
一
項
の
承
認


に
係
る
同
条
第
一
項
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


３


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と


、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣


省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け


に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
ば
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合


に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
な
い


は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
な
い


」
と
、
同
号
ロ
中
「
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
る
」
と
す
る


」
と
、
同
号
ロ
中
「
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
る
」
と
す
る


。


。


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限


（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の


（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の


）
内
に
、
改
め
て
同
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


）
内
に
、
改
め
て
同
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「


臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の


再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
」
と
す
る
。


６
・
７


（
略
）


６
・
７


（
略
）


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生


医
療
等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大


医
療
等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大


臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第


臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第


六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


六
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て


て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な


、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い


い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と


範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が


が
で
き
る
。


で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定
に
か


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は


か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生
医
療


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生
医
療


等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は


等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は


、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず


、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る


る
こ
と
が
で
き
る
。


こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
再
審
査
）


（
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
再
審
査
）


第
二
十
三
条
の
二
十
九


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
九


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
成
績
に
関


及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付


す
る
資
料
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
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し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
再


な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


生
医
療
等
製
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
と
き


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は


は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ


か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


（
略
）


５


（
略
）


６


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
十
五


６


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
十
五


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚


再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で


生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告


定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な


し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


ら
な
い
。


７


（
略
）


７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第
四


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第
四


項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
）


第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二


（
略
）


第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
再


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
再


生
医
療
等
製
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の
確
認


生
医
療
等
製
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の
確
認


を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大


日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
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臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
三
項
の
厚
生
労


臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
一
項
の
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７
～


（
略
）


７
～


（
略
）


11


11


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（


第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の


第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の


二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
承
認
に
つ


い
て
は
、
同
条
第
十
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
二
十
三


い
て
は
、
同
条
第
十
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
二
十
三


条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
四
十


第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国


第
二
十
三
条
の
四
十


第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国


製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物


製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物


が
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療


が
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療


等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い


等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い


て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
あ
る


十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
」
と
あ
る
の


の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、


は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第


第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
二


第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二


十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十


二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「


五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ


項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


は
「
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十


二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者


八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
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又
は
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と


の
と
す
る
。


す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
の
種
類
）


（
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
の
種
類
）


第
二
十
五
条


医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応


第
二
十
五
条


医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応


じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
行
う
。


じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
行
う
。


一


店
舗
販
売
業
の
許
可


要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
、
店
舗


一


店
舗
販
売
業
の
許
可


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規


に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
業
務


定
す
る
要
指
導
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
を


、
店
舗
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
業
務


二
・
三


（
略
）


二
・
三


（
略
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


第
二
十
六
条


（
略
）


第
二
十
六
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


そ
の
店
舗
に
お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
要
指


五


そ
の
店
舗
に
お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
一
般


導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販


用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
と
の


売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段


間
の
通
信
手
段
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書


そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類


類


六


（
略
）


六


（
略
）


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）


（
店
舗
販
売
品
目
）


（
店
舗
販
売
品
目
）


第
二
十
七
条


店
舗
販
売
業
者
（
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。


第
二
十
七
条


店
舗
販
売
業
者
（
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。


以
下
同
じ
。
）
は
、
薬
局
医
薬
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く


以
下
同
じ
。
）
は
、
薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し


く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


る
こ
と
が
で
き
る
。


る
こ
と
が
で
き
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
店
舗
に


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
店
舗
に


お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲


お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
一
般
用
医
薬
品
を
販


げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間


売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応


の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


イ


要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


（
新
設
）


ロ


一
般
用
医
薬
品


（
新
設
）


２


（
略
）


２


（
略
）


（
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


（
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


第
三
十
六
条
の
五


（
略
）


第
三
十
六
条
の
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


（
新
設
）


に
よ
り
、
特
定
要
指
導
医
薬
品
に
つ
き
、
薬
剤
師
に
、
対
面
に
よ
り
、
販
売


さ
せ
、
又
は
授
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
要
指
導
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


（
要
指
導
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


第
三
十
六
条
の
六


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
要
指
導
医
薬
品
の


第
三
十
六
条
の
六


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
要
指
導
医
薬
品
の


適
正
な
使
用
の
た
め
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に


適
正
な
使
用
の
た
め
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お


い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面
等
に
よ
り
、


い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面
に
よ
り
、
厚


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記


生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記
録


録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を


に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い


生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て


て
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を


必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行


行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与


わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す


す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該
当


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
一
項
に
該
当


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


二
・
三


（
略
）


二
・
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
提
供
等
）


第
三
十
六
条
の
十
一


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は


（
新
設
）


、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
濫
用
を
し
た
場
合
に
中
枢


神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の


防
止
を
図
る
必
要
が
あ
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の


意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
」
と
い


う
。
）
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し


く
は
授
与
し
、
又
は
配
置
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
又
は
そ
の
業
務
に
係
る
都
道
府
県
の


区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
若
し
く
は
授
与
又
は
配
置
販
売
に
従
事
す
る


薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た


書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁


的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示


し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。
た
だ
し
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
薬
剤
師


等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一


薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
製
造
し


、
当
該
薬
局
に
お
い
て
直
接
需
要
者
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
医
薬
品


（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
成
分


以
外
の
有
効
成
分
を
含
有
し
な
い
医
薬
品
に
限
る
。
）


二


要
指
導
医
薬
品


三


一
般
用
医
薬
品


２


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に


よ
る
情
報
の
提
供
を
行
わ
せ
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販


売
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者


の
他
の
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
使
用
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
事
項
を
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は
、
指
定
濫
用
防
止


医
薬
品
ご
と
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
量
を
超
え
て
指
定
濫
用
防
止
医


薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
、
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢


に
満
た
な
い
者
に
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
て


は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
き
（
配
置
販


売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
。


二


そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に
お
い
て
又
は
配
置
販
売
に
よ
つ
て
指
定
濫


用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
年
齢
以
上
の
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
で
あ


る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
又
は
そ
の
業
務
に
係
る
都


道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
若
し
く
は
授
与
又
は
配
置
販
売


に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
、
対
面
等
に
よ
り
、
第
一
項
本


文
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
行
わ
せ
る
と
き
。


４


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は
、
第
一
項
本
文
の


規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
が
で
き
な
い
場
合
そ
の
他
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品


を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と


認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し


て
は
な
ら
な
い
。
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第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
査


第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
定


（
検
査
）


（
検
定
）


第
四
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
は


第
四
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
は


、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
者
の
検
査
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し


、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
者
の
検
定
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し


た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目


た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目


的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省


的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省


令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
療
機
器
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る


２


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
療
機
器
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る


者
の
検
査
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し


者
の
検
定
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し


、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯


、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯


蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
、
電


蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
、
電


気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


３


前
二
項
の
検
査
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


３


前
二
項
の
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


４


第
一
項
及
び
第
二
項
の
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ


４


第
一
項
及
び
第
二
項
の
検
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ


と
が
で
き
な
い
。


と
が
で
き
な
い
。


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品


二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
日
本
薬


質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
、


局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
名
称
、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が


第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に


あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
一
般
的
名
称
）


お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
日
本
薬
局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
名
称


、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
一
般


的
名
称
）


三
～
五


（
略
）


三
～
五


（
略
）


六


日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品
質
が
日


（
新
設
）
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本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
性
状
又


は
品
質
に
つ
い
て
適
正
な
も
の
と
し
て
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の


承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
有
効
成
分
の
名
称


（
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
一
般
的
名
称
）
及
び
そ


の
分
量
（
有
効
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
及
び
製
造


方
法
の
要
旨
）


七
・
八


（
略
）


六
・
七


（
略
）


九


指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


（
新
設
）


十
～
十
七


（
略
）


八
～
十
五


（
略
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


第
五
十
五
条


（
略
）


第
五
十
五
条


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
又
は


一


日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
又
は


品
質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
か
つ
、
次
の
イ
及
び


品
質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の


ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
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イ


そ
の
性
状
及
び
品
質
が
適
正
な
も
の
と
し
て
第
十
四
条
又
は
第
十
九


（
新
設
）


条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
も
の


ロ


そ
の
性
状
及
び
品
質
が
適
正
な
も
の
と
し
て
第
十
四
条
又
は
第
十
九


（
新
設
）


条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の


二


（
略
）


二


（
略
）


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
六
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


四
～
九


（
略
）


四
～
九


（
略
）


（
陳
列
等
）


（
陳
列
等
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す


（
新
設
）


る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
よ
う
、


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
陳
列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
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条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又


は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第


は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第


五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の


五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の


三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る


三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る


の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
八


の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
八


項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と


項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と


、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は


、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は


第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品


品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品


」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と


」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と


、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し


、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し


く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


六
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）


」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能


」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第


」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
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二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認


二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認


証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「


証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働


に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働


大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又


は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、


は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、


第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条


第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条


の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第


る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第


八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」


八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」


と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く


と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く


は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


は
第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
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二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九


二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九


条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医


薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬


薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬


品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、


品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、


「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く


「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く


は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四


は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」


）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」


と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一


と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項


中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四


条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に


条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に


規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大


規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大


臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
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前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


若
し
く
は
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
療
機
器
は
、
販
売
し
、


第
六
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
療
機
器
は
、
販
売
し
、


貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造


貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造


し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム


し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム


に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。


に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
厚
生
労


二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


認
証
を
受
け
た
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ


認
証
を
受
け
た
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ


の
承
認
又
は
認
証
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


の
承
認
又
は
認
証
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
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四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


六
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い


な
い
も
の
を
除
く
。
）


な
い
も
の
を
除
く
。
）


三
～
七


（
略
）


三
～
七


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
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二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


く
は
第
十
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
厚
生
労
働
大
臣


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
厚
生
労
働
大
臣


の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は


の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は


性
能
が
そ
の
承
認
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


性
能
が
そ
の
承
認
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


四
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


二
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）


。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）


三
～
六


（
略
）


三
～
六


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
感
染
症
評
価
報
告
）


（
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
感
染
症
定
期
報
告
）


第
六
十
八
条
の
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再


第
六
十
八
条
の
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再


生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け


よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け


た
再
生
医
療
等
製
品
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に


た
再
生
医
療
等
製
品
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に


よ
る
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ


よ
る
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ


き
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
評
価
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


き
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
評
価
し
、
そ
の
成
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
定
期
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よ
り
、
そ
の
成
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


的
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
評
価
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
定
期
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


第
六
十
八
条
の
十
五


（
略
）


第
六
十
八
条
の
十
五


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
生
物
由
来
製
品
に
関
す
る
感
染
症
評
価
報
告
）


（
生
物
由
来
製
品
に
関
す
る
感
染
症
定
期
報
告
）


第
六
十
八
条
の
二
十
四


生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
製
造
医
薬


第
六
十
八
条
の
二
十
四


生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
製
造
医
薬


品
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、


品
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第


十
九
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
生
物
由


十
九
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
生
物
由


来
製
品
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に
よ
る
感
染
症
に


来
製
品
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に
よ
る
感
染
症
に


関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
当
該
生
物
由


関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
当
該
生
物
由


来
製
品
を
評
価
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
成
果


来
製
品
を
評
価
し
、
そ
の
成
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
定
期
的
に
報
告
し
な
け


を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
ば
な
ら
な
い
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
評
価
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
定
期
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


第
六
十
八
条
の
二
十
五


（
略
）


第
六
十
八
条
の
二
十
五


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
立
入
検
査
等
）


（
立
入
検
査
等
）


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十


三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条


三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条


の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二


の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二


第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十


者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十


二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条


二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
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第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五


第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五


項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
十
四
条
の
三


項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
項
若
し
く
は
第
十
六
項
、
第
十
四
条
の
三


第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


で
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は


で
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二


第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
、
第
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
十


条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く


五
項
若
し
く
は
第
十
六
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条


は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら


で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る


三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四
十
条
の


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て


三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
、
第
二


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九


十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
十
三
項


、
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
二


若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
三


十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第


十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条
の
四
十


三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条
の
四
十
二
、
第
四
十


二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第


条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い


八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
六


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若


条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第


し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の


六
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項


二
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第


若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は


四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら


第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項


第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
、
第
六
十
八


、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十


条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
六
、
第
六
十


六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、


八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条


第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し


の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
項


く
は
第
七
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
又


、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
一


は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の


条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第


二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く


七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五


は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
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条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た


確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等


め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、


に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該


、
又
は
当
該
職
員
に
、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医


職
員
に
、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬


薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り


業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類


扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物


そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問


件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と


さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


２
～
９


（
略
）


２
～
９


（
略
）


第
七
十
二
条
の
四


（
略
）


第
七
十
二
条
の
四


（
略
）


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機


器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の


器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の


販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医


販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医


療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業


療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業


者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の


者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
第
十
四
条
第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一


二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一


の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項


六
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に


又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
す
る
行
為


違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修


が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局


理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
条
件


開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
条
件
に
対
す
る
違
反


に
対
す
る
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず


を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


（
承
認
の
取
消
し
等
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の


定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の


二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
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規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条


六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）


の
二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等


十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い


）
を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ


等
製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お


か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
一


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十


た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至


期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二


つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を


第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認


付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項


め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
に
お


第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


き
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四


た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断


条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号


性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条


の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三


第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る


条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
十


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四


六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し


の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
に
お


と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体


の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項


外
診
断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は


に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該


第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条


当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認


含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三
条


を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号


の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用


若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若


医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
二
十
三
条


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
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す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付


い
。


し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診


断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十


三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二


十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十


五
の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き


、
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四


項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に


該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承


認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


三


第
十
四
条
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
、
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項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


六
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又
は


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四
・
五


（
略
）


四
・
五


（
略
）


六


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第


六


第
十
四
条
第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項


二
の
五
第
十
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条


、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項


の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
九


又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
の
二


条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二


の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た


十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。


と
き
。


七


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


七


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該


一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し


当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。


八


（
略
）


八


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
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第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る


は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
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五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
」
と
、


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
七
項
若
し
く
は
第


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


く
は
第
九
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
七
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
三


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
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第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第


五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


第
五
項
後
段
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
十
二
項
、
第


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
、
第
二
十
三


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


第
十
二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一


第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条


十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三


一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の


六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六


の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
五
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は


第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六


の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
特
例
承
認
の
取
消
し
等
）


（
特
例
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条


第
七
十
五
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条


第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て


は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条
の
二


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認


の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認


に
係
る
品
目
が
第
十
四
条
の
三
第
一
項
各
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一


に
係
る
品
目
が
第
十
四
条
の
三
第
一
項
各
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一


項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当


項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当


し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断


し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十


用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十


三
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に


三
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に


よ
る
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条


よ
る
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の


の
二
の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の


承
認
を
受
け
た
者
が
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


承
認
を
受
け
た
者
が
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
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の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す


の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項


二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し


反
し
た
と
き
、
又
は
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
を
防
止
す


た
と
き
、
又
は
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
を
防
止
す
る
た


る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と


め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で


が
で
き
る
。


き
る
。


（
手
数
料
）


（
手
数
料
）


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


一
～
七


（
略
）


一
～
七


（
略
）


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


八


第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
四
条
第
十
五
項


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第


又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
二


十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四


十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二


条
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


る
者


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
申
請
す
る
者


八
の
二
～
十
三


（
略
）


八
の
二
～
十
三


（
略
）


十
四


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定


十
四


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
こ


を
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
（
第
二


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二


十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十


八
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
申
請
す
る
者


を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


十
五
～
二
十
三


（
略
）


十
五
～
二
十
三


（
略
）


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
第
二
十
三
条


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第


八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
八


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


む
。
）
の
調
査
を
申
請
す
る
者


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
適
用
除
外
等
）


（
適
用
除
外
等
）


第
八
十
条


（
略
）


第
八
十
条


（
略
）


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


８


第
十
四
条
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


８


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
第
十
四


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三


合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お


条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二


九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三
条
の


十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定


二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に


を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
療
機
器


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に


若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第


規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の


認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政
令
で


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が


、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六
十
五
条
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さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
、
第
六


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
若


十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五
条
か
ら


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
か
ら
第
六


第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
八
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
十
七
、


）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二


の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政


の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ
と
が


令
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六
十


で
き
る
。


五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
、


第
六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五
条


か
ら
第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
か
ら


第
六
十
八
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
十


七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十


の
二
の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ


と
が
で
き
る
。


９


（
略
）


９


（
略
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


十
五
項
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一


三
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か


項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及


ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
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十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第
七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十


項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、
第
七
十
五
条


七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条


の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条


の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の


の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、


二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第


第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、


七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十


第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を
除
く
。
）
中


七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を
除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る


「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省


の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水


令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま


産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る


で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道


の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が


府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に


保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市


あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に


長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八


第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二


条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一


を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の


を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医


同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び


薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
ロ
、
第
二
十
五
条
第
二
号
、
第
二


、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対


十
六
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条


面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品


、
第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し


と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指


、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用


導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を


一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ


受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九


る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る


条
第
一
項
第
二
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す


者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一


る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


項
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲


、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と


げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ


、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に


中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ


係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
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る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に


、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象


動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ


動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で


い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質


定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使


（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に


用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化


残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に


し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し


他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る


て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
十
項


お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら


、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十


れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の


五
第
九
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
第
五


二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項


項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
中
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十


数
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第


五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上


一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の


」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


八
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二


第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ


十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の


と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用


は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第


さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の


三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ


程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に


る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場


供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ


合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら


る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
中
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
又
は


み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の


生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」


二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の


と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若


二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第


し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、


二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一


又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ


項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は


る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度


健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と


か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ


あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め


れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ


ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に


と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、


従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の


第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お


残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他


け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬


の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お


局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
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そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ


地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は


る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が


、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十


当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医


二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は


薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当


「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二


該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十


第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と


一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る


」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第


場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十


生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」


六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有


と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の


す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従


は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は


い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食


当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に


用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第


は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有


一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医


す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合


薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産


品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地


物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、


が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、


第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の


市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六
条
の
九
（
見


あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要


出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七


指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十


項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「


六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が


医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所


指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」


在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て


と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び


は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条


」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品


第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十


の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同


六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


項
第
五
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一


品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在


般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中


地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は


「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（


、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に


以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及


お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
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び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と


見
出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条


あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類


第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及


又
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
七
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第


び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九


三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医


条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置


薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る


す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。


の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
三
号
及
び
第
五
十
九


次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」


条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第


と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
箋


二
項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項


品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、


中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第


第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ


五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一


れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七


項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」


条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五


と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の


十
七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条


処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体


の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認


」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
要
指
導
医


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条


薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」


若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二


と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は


十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項


第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」


第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の


と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
と
あ
る
の


厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ


は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
七
条
」
と
、
「
、


る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者


第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条


の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に


の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三


よ
り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五


条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条


条
の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま


の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


で
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四


、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の


条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と


は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「


あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二


る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ


十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一


れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
よ
り
当
該
動
物
の
た


項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読


め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
及
び
第


み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第


五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
」
と
、
「
、
第
五


二
項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
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十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若


の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


し
く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し


若
し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、


」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る


の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条


の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
中
「
医
学
医
術


の
五
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条


」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事


の
三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都


（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機


道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七


器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
に


十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事


あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す


、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又


る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第


は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保


七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七


健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、


十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
三
条


第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の


、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及
び
第
八


四
中
「
対
象
者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の


十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


は
「
数
」
と
す
る
。


同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項


並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す


る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」


と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市


又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条
の
二
第


一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象
者
」
と


あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と
す
る
。


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
五
項
及
び
第
十
九


用
す
る
場
合
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適


条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
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用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第


度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
第
三
号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残


ど
う
か
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
残
留


性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内


閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第


３


農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七


二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
二
十
三


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
二
十
三


条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画
の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、


条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画
の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、


当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ


当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ


り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
（
当


り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
（
当


該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に


該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に


供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係


供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係


る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
（
第
二
十
三
条


る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
（
第
二
十
三
条


の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。


の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。


）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十


）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十


六
の
二
第
一
項
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用


六
の
二
第
一
項
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用


に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健


に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健


康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
り
、
こ
れ
ら
の


康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
り
、
こ
れ
ら
の


規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
当
該
再
生
医
療
等


）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
当
該
再
生
医
療
等


製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産


製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産


物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
る


物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
る


。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な


。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


条
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


条
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


は
、
第
二
十
七
条
中
「
薬
局
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二
の


は
、
第
二
十
七
条
中
「
薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る


三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬
品


薬
局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬


又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
、


品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤


同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
販


師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と


売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三


、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該


ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の
二


販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の


第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の


二
第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


第
八
十
三
条
の
九


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
と
し
て
、
指


第
八
十
三
条
の
九


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
と
し
て
、
指


定
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
と
き
又
は
指


定
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者
又
は
指
定


定
薬
物
を
所
持
し
た
と
き
（
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列


薬
物
を
所
持
し
た
者
（
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
た


し
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
拘


者
に
限
る
。
）
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金


禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁


為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に


刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一


第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


四


第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
又
は
第
二
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十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た


六


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た


と
き
。


者


七


第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


七


第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
二


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


九


第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十


第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十


第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
一


第
三
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
三
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
二


第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
二


第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
三


第
四
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三


第
四
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
四


第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
四


第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
五


第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
五


第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
六


第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
六


第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
七


第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
七


第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
八


第
五
十
五
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及


十
八


第
五
十
五
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及


び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


十
九


第
五
十
五
条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び


十
九


第
五
十
五
条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び


第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反


第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反


し
た
と
き
。


し
た
者


二
十


第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場


二
十


第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二
十
一


第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十


二
十
一


第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十


四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
者


二
十
二


第
五
十
七
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五


二
十
二


第
五
十
七
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五


条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
二
十
三


第
六
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
三


第
六
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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二
十
五


第
六
十
八
条
の
二
十
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
五


第
六
十
八
条
の
二
十
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二
十
六


第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
六


第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


二
十
七


第
七
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
七


二
十
七


第
七
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
七


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
第
七
十
条
第
三
項
若
し
く


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
第
七
十
条
第
三
項
若
し
く


は
第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
を
拒
み


は
第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
を
拒
み


、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。


、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者


二
十
八


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
（
前
条
に
該
当
す
る


二
十
八


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
前
条
に
該
当
す
る
者


と
き
を
除
く
。
）
。


を
除
く
。
）


二
十
九


第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


二
十
九


第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


八
十
三
条
の
三
又
は
第
八
十
三
条
の
四
第
二
項
（
第
八
十
三
条
の
五
第
二


八
十
三
条
の
三
又
は
第
八
十
三
条
の
四
第
二
項
（
第
八
十
三
条
の
五
第
二


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁


為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第


一


第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第


二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
第


二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
第


一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


三


第
十
四
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


五


第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た


六


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


と
き
。


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
一
項
、
第
五
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
一
項
、
第
五
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


八


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
九


第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


九


第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
十


第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十


第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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十
一


第
四
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
四
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
二


第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
二


第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
三


第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三


第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
四


第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
四


第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
五


第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項


十
五


第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項


を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定


を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定


に
違
反
し
た
と
き
。


に
違
反
し
た
者


十
六


毒
薬
又
は
劇
薬
に
関
し
第
五
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
六


毒
薬
又
は
劇
薬
に
関
し
第
五
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
七


第
六
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
制
限
そ
の


十
七


第
六
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
制
限
そ
の


他
の
措
置
に
違
反
し
た
と
き
。


他
の
措
置
に
違
反
し
た
者


十
八


第
六
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
八


第
六
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
九


第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令


十
九


第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令


に
違
反
し
た
と
き
。


に
違
反
し
た
者


二
十


第
七
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
施
設
の
使


二
十


第
七
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
施
設
の
使


用
禁
止
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。


用
禁
止
の
処
分
に
違
反
し
た
者


二
十
一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


二
十
一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


二
十
二


第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
二


第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


二
十
三


第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
三


第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


二
十
四


第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


二
十
四


第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


二
十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き


二
十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


。
二
十
六


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た


二
十
六


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た


と
き
。


者


二
十
七


第
八
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
七


第
八
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


２


（
略
）


２


（
略
）


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の


反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に


拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


処
す
る
。
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一


第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に


一


第
十
四
条
第
十
四
項
（
同
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
四
条
の
四
第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


二


第
十
四
条
の
四
第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
の
六
第
六
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


三


第
十
四
条
の
六
第
六
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


四


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


四


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
同
条
第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し


二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


た
と
き
。


条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に


違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て


五


第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


六


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


七


第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
六
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


七


第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
六
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
六
十
八
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


八


第
六
十
八
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


九


第
六
十
八
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
六
十
八
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十


第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十


第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
一


第
八
十
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
八
十
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


２


（
略
）


２


（
略
）


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


罰
金
に
処
す
る
。


一


第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び


一


第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び


に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第


に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第


二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
四
条
第
十
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三


第
十
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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四


第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と


六


第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


き
。


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


八


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十


第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


十


第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
十
一


第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
二


第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
二


第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
三


第
六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八


十
三


第
六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
第


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
第


六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項


六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項


の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規


の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規


定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
四
項


定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
四
項


若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収


若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収


去
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う


去
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う


も
の
を
含
む
。
）
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
六
十
九


も
の
を
含
む
。
）
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
六
十
九


条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


に
よ
る
質
問
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機


に
よ
る
質
問
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機


構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
せ
ず


構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
せ
ず


、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。


、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者


十
四


第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
四


第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


十
六


第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
前
段
又
は
第
五
項
の
規


十
六


第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
前
段
又
は
第
五
項
の
規


定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
者


十
七


第
八
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
七


第
八
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為







- 78 -


を
し
た
登
録
認
証
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


を
し
た
登
録
認
証
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


す
る
。


す
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
二
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽


三


第
二
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
基
準
適


の
届
出
を
し
て
、
基
準
適
合
性
認
証
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し


合
性
認
証
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。


、
又
は
廃
止
し
た
と
き
。


四


（
略
）


四


（
略
）


第
九
十
一
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の


第
九
十
一
条


第
二
十
三
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等


過
料
に
処
す
る
。


を
備
え
て
置
か
ず
、
財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し


一


第
二
十
三
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚


く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
条
第
二
項
各
号


偽
の
届
出
を
し
た
者


の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。


二


第
二
十
三
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等
を
備
え


て
置
か
ず
、
財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は


虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
条
第
二
項
の
規
定


に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
者
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○


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【


公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
医
薬
関
係
者
の
責
務
）


（
医
薬
関
係
者
の
責
務
）


第
一
条
の
五


（
略
）


第
一
条
の
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
開
設
者
は
、
関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
等
に
よ
り
、
医
療
を
受
け
る


３


薬
局
開
設
者
は
、
医
療
を
受
け
る
者
に
必
要
な
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
安
定


者
に
必
要
な
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
安
定
的
な
供
給
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該


的
な
供
給
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
師
に
よ
る
前
項
の


薬
局
に
お
い
て
薬
剤
師
に
よ
る
前
項
の
情
報
の
提
供
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ


情
報
の
提
供
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２
～


（
略
）


２
～


（
略
）


16


16


こ
の
法
律
で
「
特
定
医
薬
品
」
と
は
、
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医


こ
の
法
律
で
「
特
定
医
薬
品
」
と
は
、
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医


17


17


薬
品
以
外
の
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


薬
品
以
外
の
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。


一


第
四
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品


一


第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品


二


第
四
条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品


二


第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品


三
・
四


（
略
）


三
・
四


（
略
）


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
四
項
及
び


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び


18


18


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


（
略
）


（
略
）


19


19
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（
開
設
の
許
可
）


（
開
設
の
許
可
）


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


区
長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一


区
長
。
次
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一


項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て


項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て


。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば


。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
開
設
し
て
は
な
ら
な


、
開
設
し
て
は
な
ら
な
い
。


い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


そ
の
薬
局
に
係
る
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託
を


（
新
設
）


す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要


な
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


五


そ
の
薬
局
に
お
い
て
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託


（
新
設
）


を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要


な
構
造
設
備
及
び
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
書
類


六


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


四


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類


、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類


イ
・
ロ


（
略
）


イ
・
ロ


（
略
）


ハ


そ
の
薬
局
に
係
る
受
渡
委
託
（
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す


（
新
設
）


る
登
録
受
渡
業
者
に
対
し
て
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登


録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し


を
委
託
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は


、
当
該
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び
体
制
に
関


す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


七


（
略
）


五


（
略
）


４


（
略
）


４


（
略
）
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５


第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
薬
局
に
係
る
第
九
条
の
五
に
規
定


（
新
設
）


す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託
を
し
、
若
し
く
は
そ
の
薬
局
に
お
い
て
委
託
を


受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
そ
の
薬
局
に
係
る
受
渡
委
託
を
し
よ
う
と
す


る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可


を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


（
新
設
）


ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地


三


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


７


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


（
新
設
）


。一


そ
の
薬
局
に
係
る
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託
を


す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要


な
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


二


そ
の
薬
局
に
お
い
て
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託


を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要


な
構
造
設
備
及
び
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
書
類


三


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
で
あ
つ
て
当


該
薬
局
に
係
る
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
九
条
の
五


第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び


体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


８


第
五
項
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
の
残
存
期
間


（
新
設
）


と
す
る
。


９


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


５


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
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の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情


報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


又
は
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な


又
は
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な


が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
若
し


が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
若
し


く
は
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら


く
は
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら


れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
対
面
等
」
と


れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
対
面
等
」
と


い
う
。
）
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ


い
う
。
）
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ


れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意


れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意


見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
三
項
に
該


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲


げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）


げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ
～
ホ


（
略
）


ロ
～
ホ


（
略
）


四


（
略
）


四


（
略
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ


10
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬


ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬


品
を
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
指
定
す
る
こ
と


品
を
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
指
定
す
る
こ
と


が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


一


イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
、


一


イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
、


そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び


そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
三
項
に
該


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品


ロ


（
略
）


ロ


（
略
）


二


（
略
）


二


（
略
）


（
許
可
の
基
準
）


（
許
可
の
基
準
）
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第
五
条


前
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
の


第
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可


各
号
（
同
項
の
許
可
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
）
の
い
ず
れ
か
に


を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が


で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責


三


申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責


任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。
第
六
条
の
五
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
二


任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。
第
六
条
の
四
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
二


項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す


項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す


る
と
き
。


る
と
き
。


イ
～
ト


（
略
）


イ
～
ト


（
略
）


（
地
域
連
携
薬
局
）


（
地
域
連
携
薬
局
）


第
六
条
の
二


薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又


第
六
条
の
二


薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又


は
薬
剤
師
が
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
す
る
他
の
医
療
提
供
施
設
と
連
携
し
、


は
薬
剤
師
が
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
す
る
他
の
医
療
提
供
施
設
と
連
携
し
、


地
域
に
お
け
る
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
の
推
進
及
び
効
率
的
な
提


地
域
に
お
け
る
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
の
推
進
及
び
効
率
的
な
提


供
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
実
施
す
る
た


供
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
実
施
す
る
た


め
に
必
要
な
機
能
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の


め
に
必
要
な
機
能
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
地
域
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
地
域
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と


が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


一


構
造
設
備
が
、
薬
剤
及
び
医
薬
品
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
又
は
薬
学
的


一


構
造
設
備
が
、
薬
剤
及
び
医
薬
品
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
又
は
薬
学
的


知
見
に
基
づ
く
指
導
を
受
け
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
心


知
見
に
基
づ
く
指
導
を
受
け
る
者
（
次
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「


身
の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で


利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
も


定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と


。


二
～
四


（
略
）


二
～
四


（
略
）


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨


三


前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
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四


（
略
）


四


（
略
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
）


（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
）


第
六
条
の
三


（
略
）


第
六
条
の
三


（
略
）


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨


四


前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要


五


（
略
）


五


（
略
）


３
～
５


（
略
）


３
～
５


（
略
）


（
健
康
増
進
支
援
薬
局
）


第
六
条
の
四


薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品


（
新
設
）


の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
当
該
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
利


用
者
に
お
け
る
健
康
の
保
持
増
進
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見


に
基
づ
く
指
導
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要


件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て


健
康
増
進
支
援
薬
局
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


構
造
設
備
が
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な


も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ


と
。


二


利
用
者
に
お
け
る
主
体
的
な
健
康
の
保
持
増
進
の
支
援
に
関
係
す
る
機


関
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
と
連
携
す
る
体
制
が
、
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


三


利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
当
該


利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
利
用
者
に
お
け
る
健
康
の
保
持
増
進
に
必


要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
う
体
制
が
、
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ







- 85 -


ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地


三


前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨


四


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


３


健
康
増
進
支
援
薬
局
で
な
い
も
の
は
、
こ
れ
に
健
康
増
進
支
援
薬
局
又
は


こ
れ
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
の
認
定
は
、
一
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期


間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


（
認
定
の
基
準
）


（
認
定
の
基
準
）


第
六
条
の
五


第
六
条
の
二
第
一
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項


第
六
条
の
四


第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
者
が
、


の
認
定
の
申
請
者
が
、
第
七
十
五
条
第
四
項
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定


第
七
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
受
け
た
認
定
を
取
り


に
よ
り
そ
の
受
け
た
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を


消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、


経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
六
条
の
二
第
一
項
、
第
六
条
の
三
第
一


第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る


項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


。


２


第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
六
条
の
二
第


２


第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
六
条
の
二
第


一
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る


一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


。（
薬
局
の
管
理
）


（
薬
局
の
管
理
）


第
七
条


薬
局
開
設
者
が
薬
剤
師
（
薬
剤
師
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に


第
七
条


薬
局
開
設
者
が
薬
剤
師
（
薬
剤
師
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に


よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規


よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規


定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
、
第
二
十
八


定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
、
第
二
十
八


条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
三


条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
四


十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、


十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
自
ら
そ
の
薬
局
を
実
地
に
管


自
ら
そ
の
薬
局
を
実
地
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬


理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る


局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
他
の
薬
剤
師
の
う
ち
か
ら
薬


実
務
に
従
事
す
る
他
の
薬
剤
師
の
う
ち
か
ら
薬
局
の
管
理
者
を
指
定
し
て
そ


局
の
管
理
者
を
指
定
し
て
そ
の
薬
局
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の


の
薬
局
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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限
り
で
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
の
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
義


３


薬
局
の
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に


務
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行


同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び


し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る


に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必


た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


薬
局
の
管
理
者
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
局
を
実
地
に
管
理
す
る
薬
局


４


薬
局
の
管
理
者
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
局
を
実
地
に
管
理
す
る
薬
局


開
設
者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


開
設
者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の


は
、
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
薬
局
の
管
理
（
受
渡
委
託
を
す
る


薬
局
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
薬
局
の
管
理
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に


場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の


従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都


第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
の
管
理
を
含
む
。
以
下
同
じ


道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


。
）
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。


た
だ
し
、
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は


、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
管
理
者
の
義
務
）


（
管
理
者
の
義
務
）


第
八
条


（
略
）


第
八
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


薬
局
の
管
理
者
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ


（
新
設
）


た
第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
受
渡
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


き
る
。


き
る
。


一


薬
局
に
お
け
る
医
薬
品
の
試
験
検
査
そ
の
他
の
医
薬
品
の
管
理
の
実
施


一


薬
局
に
お
け
る
医
薬
品
の
試
験
検
査
そ
の
他
の
医
薬
品
の
管
理
の
実
施


方
法
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規


方
法
に
関
す
る
事
項


定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
四
号
に


規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
の
実
施
方
法


を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
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二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


は
授
与
の
実
施
方
法
（
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
実
施
方
法
を
含
む
。
）


は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い


に
関
す
る
事
項


る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与


イ


そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次


す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方


の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お


法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法


イ


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬


⑴


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬


⑵


一
般
用
医
薬
品


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）


ロ


受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定


す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡


し
の
実
施
方
法


２


（
略
）


２


（
略
）


（
調
剤
の
業
務
の
委
託
）


第
九
条
の
五


薬
局
開
設
者
は
、
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
に
必
要
な


（
新
設
）


情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に


調
剤
の
業
務
の
効
率
化
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
特
定
調
剤
業
務
（
調


剤
の
業
務
の
う
ち
当
該
業
務
に
著
し
い
影
響
を
与
え
な
い
定
型
的
な
業
務
と


し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
薬
局
の


薬
局
開
設
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
薬
局
に
お
け
る
掲
示
）


（
薬
局
に
お
け
る
掲
示
）


第
九
条
の
六


（
略
）


第
九
条
の
五


（
略
）


（
製
造
販
売
業
の
許
可
）


（
製
造
販
売
業
の
許
可
）


第
十
二
条


（
略
）


第
十
二
条


（
略
）


２


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大


臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、


三


第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏


第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名


名


四


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、


（
新
設
）


第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
同
項
に
規


定
す
る
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
の
氏
名


五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る


（
新
設
）


者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品


等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名


六


（
略
）


四


（
略
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
製
造
業
の
許
可
）


（
製
造
業
の
許
可
）


第
十
三
条


（
略
）


第
十
三
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働


こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働


大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十


四


医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十


七
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
の
氏
名


七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
の
氏
名


五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に


五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に


あ
つ
て
は
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
等
責


あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術


任
技
術
者
の
氏
名


者
の
氏
名


六


（
略
）


六


（
略
）


４
～
９


（
略
）


４
～
９


（
略
）


（
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
）


（
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
）


第
十
三
条
の
二
の
二


（
略
）


第
十
三
条
の
二
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


３


第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
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る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生


労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


医
薬
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る


三


医
薬
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る


者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者


者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
の


の
氏
名


氏
名


四


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請


四


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請


を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
六
項
に
規
定


を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
医


す
る
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
氏
名


薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
氏
名


五


（
略
）


五


（
略
）


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
四
条


（
略
）


第
十
四
条


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た


も
の
を
除
く
。
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と


も
の
を
除
く
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と


の
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査


の
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査


を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第


を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第


三
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


三
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か


ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す


ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す


る
。


る
。


６


（
略
）


６


（
略
）


７


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が


（
新
設
）


前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ


れ
て
い
る
調
査
に
つ
い
て
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
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質
管
理
の
方
法
が
第
二
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
少
な


い
と
評
価
し
た
と
き
は
、
そ
の
回
の
調
査
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の


場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
調
査
を
行
わ
な
い


旨
を
当
該
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。


８


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区


分
を
い
う
。
次
条
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製


分
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
同
条


造
工
程
に
つ
い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き


第
三
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に


は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
六
項
の
調
査
を
受
け


係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


る
こ
と
を
要
し
な
い
。


９


（
略
）


８


（
略
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
次
の
各


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
次
の
各


10
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い


号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い


て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規


て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規


定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
薬
品
の
審
査


定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
薬
品
の
審
査


又
は
調
査
（
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含


又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含


む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


（
略
）


（
略
）


11


10


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


12


11


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て


八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て


行
う
こ
と
が
で
き
る
。


行
う
こ
と
が
で
き
る
。


（
略
）


（
略
）


13


12


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


14


13


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労
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働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
十
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
略
）


（
略
）


15


14


第
一
項
及
び
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


16


15


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
十
四
条
の
二


（
略
）


第
十
四
条
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
区
分
が
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
関
し
特
に
注
意


（
新
設
）


が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
該
当
す
る
と
き
は


、
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
区
分
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の


製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
そ
の
確
認
に
特
に
専
門
的
知
識


を
必
要
と
す
る
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
厚


生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
事
項
に
係
る
確
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。
４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、


（
新
設
）


実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
当
該
確


認
に
係
る
過
去
の
調
査
結
果
等
を
勘
案
し
て
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
場


合
に
は
、
当
該
調
査
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
そ


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
そ
の
製
造
所
に


の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
前
条
第
二
項
第
四


お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す


号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ


と
き
は
、
そ
の
製
造
所
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認


の
製
造
所
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と


さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一


よ
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工


項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご


程
の
区
分
ご
と
に
、
基
準
確
認
証
を
交
付
す
る
。


と
に
、
基
準
確
認
証
を
交
付
す
る
。


６


（
略
）


４


（
略
）


７


第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
製
造
業
者
が
、
次


５


第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
製
造
業
者
が
、
次


の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、


の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、







- 92 -


当
該
基
準
確
認
証
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


当
該
基
準
確
認
証
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


（
条
件
付
承
認
）


（
条
件
付
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限


る
。
）
及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴


る
。
）
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴


い
て
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て


い
て
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使
用


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使
用


の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
そ


の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
そ


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
が


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
が


同
条
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用


同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用


す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
医
薬


す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
医
薬


品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
な
い
」


品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
な
い
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
医


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
医


薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
」


薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ


う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令


う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令


で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
三
項
の
規


三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
の
規


定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の


定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の


確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し


確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し


て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）
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２
～
６


（
略
）


２
～
６


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
九
項
、
第
十
四
条
の


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
八
項
、
第
十
四
条
の


二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項


二
第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二


（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
十


、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
並
び
に
第
十
四
条
の
二


四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
五
項
の


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と


る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）


い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（
同


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（
同


条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第
二


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第
二


項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る


項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
申
請
者
又


調
査
の
申
請
者
、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
申
請
者
又
は
第


は
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、


十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


機
構
が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機


が
行
う
審
査
、
調
査
、
評
価
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は


構
に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


機
構
に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）
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（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第


六
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


第
十
六
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


第
十
五
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


令
で
定
め
る
。


令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
四
項
の
厚


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
三
項
の
厚
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生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７
～


（
略
）


７
～


（
略
）


11


11


（
小
児
用
の
医
薬
品
に
係
る
開
発
の
促
進
）


（
小
児
用
の
医
薬
品
に
係
る
開
発
の
促
進
）


第
十
四
条
の
八
の
二


薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


第
十
四
条
の
八
の
二


薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
児
用
の
薬
局
医
薬
品
の
開
発
を
促
進
す
る
た


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
児
用
の
薬
局
医
薬
品
の
開
発
を
促
進
す
る
た


め
に
必
要
な
小
児
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
す
る
医
薬
品
の


め
に
必
要
な
小
児
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
す
る
医
薬
品
の


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
の
収
集
に
関
す
る
計
画
を
作
成


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
の
収
集
に
関
す
る
計
画
を
作
成


す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
資
料
の
収
集


す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
資
料
の
収
集


を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
七
条


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


第
十
七
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生


に
よ
り
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
（
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
お
け
る
品
質
管
理


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


を
そ
の
全
体
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
の
品
質
を
確
保
す
る
こ


の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
薬
品
の


と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理


製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
薬
剤
師
を
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造


の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ


販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
を
、


し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定


そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者


め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ


に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省


と
が
で
き
る
。


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代


え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
に
関
し
薬
剤
師
を


一


そ
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
し
薬
剤
師
を
必
要
と


必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
に
つ
い
て


し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
み
そ


の
み
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


二


（
略
）


二


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及


統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任


び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
品


者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
第
四
項


等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規


第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及


項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
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び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売


３


医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


後
安
全
管
理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は


品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め


、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述


。


べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販


４


医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


売
後
安
全
管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に
医
薬
品
総
括
製
造
販


粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び


売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


に
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


５


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
次
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
品
質
保
証


（
新
設
）


責
任
者
及
び
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
を
監
督
す
る
と
と
も
に
、
第
七
項
及


び
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
医
薬


品
安
全
管
理
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


（
新
設
）


、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
監
督
の
下
に
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
の


統
括
を
行
う
者
（
以
下
「
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
」
と
い
う
。
）
及
び
医


薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
（
以
下
「
医
薬
品
安
全
管


理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
は
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
の
統
括
の
遂
行
の
た


（
新
設
）


め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
し
、
意
見


を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
の
品
質
保
証
の
統
括
の
た
め
に


（
新
設
）


必
要
な
業
務
及
び
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


９


医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
は
、
第
七
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
前
項
に
規


（
新
設
）


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経


験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括


（
新
設
）


10
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に


対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統


（
新
設
）


11
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事


項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
は
、
第
十
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
前
項
に


（
新
設
）


12
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
並
び
に
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者


が
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
あ
つ
て


は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
に
規


定
す
る
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
並
び
に
そ
の
結


果
に
基
づ
く
評
価
及
び
必
要
な
措
置
の
実
施
を
遂
行
し
、
並
び
に
前
項
に
規


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及


び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
略
）


５


（
略
）


13


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と
し
て
置
か
れ
る
者


６


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と
し
て
置
か
れ
る
者


14
（
以
下
「
医
薬
品
製
造
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
及
び
第
十
六
項
に


（
以
下
「
医
薬
品
製
造
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
及
び
第
八
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
第
十
七
項
に
規


い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
第
九
項
に
規
定
す


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経


生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を


験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


～


（
略
）


７
～
９


（
略
）


15


17


（
削
る
）


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


10
こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た


め
に
、
製
造
所
ご
と
に
、
責
任
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と


11
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
は


、
次
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義


務
並
び
に
第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管


12
理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
業
者
に
対


し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
削
る
）


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準


13
用
す
る
。


（
削
る
）


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
行
う
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の


14
管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
遵
守
す
べ


き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


（
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
遵
守
事
項
等
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
遵
守
事
項
等


）


第
十
八
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
医
薬
品
の
製
造
管
理
若


第
十
八
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


し
く
は
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
実
施
方
法
、
医
薬
品
総
括


又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理


製
造
販
売
責
任
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
品
の
製


の
実
施
方
法
、
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の


造
販
売
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き


配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
が


る
。


そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た


２


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
三
項


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守


の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊


の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ


重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き


、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及


は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い


び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に


保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
の
製
造
所


（
新
設
）


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
施
設
（
次


項
に
お
い
て
「
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品
質
管


理
の
業
務
が
、
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準


そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
基
づ
き
適
正
に
遂
行
さ
れ
て
い


る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
及
び
こ
れ
を
適
切
に


保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
の
製
造
所


（
新
設
）


等
（
当
該
製
造
販
売
業
者
が
製
造
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
に


関
連
す
る
業
務
を
委
託
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る


。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
の
製
造
管
理
及


び
品
質
管
理
の
実
施
状
況
に
係
る
記
録
そ
の
他
の
当
該
製
造
所
等
に
お
け
る
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製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
係
る
情
報
を
収
集
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
製
造
所
に
お
け
る
医
薬
品
の
試


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
製
造
所
に
お
け
る
医
薬
品
、
医


験
検
査
の
実
施
方
法
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮


薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
試
験
検
査
の
実
施
方
法
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
又


事
項
そ
の
他
医
薬
品
の
製
造
業
者
又
は
医
薬
品
を
製
造
す
る
医
薬
品
等
外
国


は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他


製
造
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
又
は
医
薬
品
等
外
国


。


製
造
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る


。


６


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
前
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医


４


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
条
第
七
項
又
は


薬
品
製
造
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措


第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
品
製
造
管
理
者
又
は
医
薬
部
外


置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措


品
等
責
任
技
術
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措


置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由


置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措


）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由


）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
そ
の
製
造
す
る
医
薬
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第


（
新
設
）


四
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品


質
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
の
う


５


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後


ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


安
全
管
理
に
係
る
業
務
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、


こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
に
委
託


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に


す
る
こ
と
が
で
き
る
。


行
う
能
力
の
あ
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
法
令
遵
守
体
制
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
法
令
遵
守
体


制
）


第
十
八
条
の
二


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
医
薬
品
の
品
質
管
理
及
び
製


第
十
八
条
の
二


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、


造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
を
適


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管


正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保


理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ


す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措


と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚


置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一


医
薬
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ


一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安


い
て
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び


全
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の


二


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安


他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す


全
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令


る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を


に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬


有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
販


事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に


売
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労


係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に


働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。


必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。


三


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
医
薬


三


医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


品
安
全
管
理
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
、
第
十
二


者
に
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を


条
の
二
第
一
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
て
医
薬


遵
守
し
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販


品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な


売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の


権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
従
業
者


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
製
造
販
売
業


の
製
造
販
売
業
者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す


者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


こ
と
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と


る
措
置


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


２


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
を
記
録


２


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に


し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


掲
げ
る
措
置
の
内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


３


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他


３


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部


の
製
造
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法


外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業


令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守


に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各


号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
薬
品
製
造
管
理


一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に


者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


つ
い
て
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
又
は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
有
す


る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の


二


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ


遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
業


の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
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者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の


た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
業
者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る


監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め


役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業


に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と


務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定


。


め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。


三


医
薬
品
製
造
管
理
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
、
第
十


三


医
薬
品
製
造
管
理
者
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
そ
の
他
の
厚
生
労


四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
て
医
薬


働
省
令
で
定
め
る
者
に
、
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で


品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与


定
め
る
基
準
を
遵
守
し
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管


及
び
そ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


理
又
は
品
質
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら


の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
の
製
造
業
者
の
従
業
者
に
対


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務


の
製
造
業
者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と


の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


４


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
を
記
録
し
、


４


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ


こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


る
措
置
の
内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
八
条
の
二
の
二


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で


（
新
設
）


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
特
定
医
薬
品
に
関
す
る
製


造
販
売
の
計
画
の
策
定
、
当
該
特
定
医
薬
品
の
供
給
状
況
の
調
査
並
び
に
製


造
業
者
及
び
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
そ
の
他
の
当


該
特
定
医
薬
品
の
供
給
に
係
る
関
係
者
と
の
連
絡
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
当


該
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
（
以
下
「
供
給
体
制
の
管
理
」
と
い
う


。
）
の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
を


置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
は
、
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管


理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販


売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
が
行
う
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の


管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任


者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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４


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び


前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能


力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
等
）


第
十
八
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
特
定
医
薬
品


（
新
設
）


の
供
給
体
制
の
管
理
の
実
施
方
法
、
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
の


義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が


供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と


が
で
き
る
。


２


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら


れ
た
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、


法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講


じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、


そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


（
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
法
令
遵
守
体
制
）


第
十
八
条
の
二
の
四


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
特
定
医
薬
品
の
供


（
新
設
）


給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に


関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
特
定
医


薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適


合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬
事
に


関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る


体
制
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
適


正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体


制
を
整
備
す
る
こ
と
。
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三


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
者
に
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権


限
の
付
与
及
び
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
従


業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
製
造
販


売
業
者
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も


の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


２


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
を


記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
八
条
の
二
の
五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生


（
新
設
）


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
保


証
（
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
に
お
け
る
品
質
管
理
を
そ
の
全


体
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
を
確
保


す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
製
造
販
売
後
安


全
管
理
の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該


当
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販


売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
部
外


品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及


び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に


同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要


な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の


品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た


め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り


述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並


び
に
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
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は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


５


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た


め
に
、
製
造
所
ご
と
に
、
責
任
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と


し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
は


、
次
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務


並
び
に
第
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並


び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に


必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管


理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
業
者
に
対


し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準


用
す
る
。


９


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
行
う
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の


管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
遵
守
す
べ


き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


（
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
遵
守
事
項
等
）


第
十
八
条
の
二
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
医
薬
部
外
品


（
新
設
）


又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理


の
実
施
方
法
、
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
義
務
の
遂
行
の
た


め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
が
そ
の


業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に


よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す


る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、


当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合


に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存


し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
製
造
所
に
お
け
る
医
薬
部
外
品


又
は
化
粧
品
の
試
験
検
査
の
実
施
方
法
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
義


務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
製


造
業
者
又
は
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
医
薬
品
等
外
国
製


造
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り


述
べ
ら
れ
た
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、


法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講


じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、


そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


５


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理


に
係
る
業
務
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
能
力


の
あ
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
法
令
遵
守
体
制
）


第
十
八
条
の
二
の
七


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
医
薬


（
新
設
）


部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業


務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬


事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に


関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
有
す


る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に


関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す


る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬
事
に
関
す


る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制


そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も


の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
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三


医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
者
に
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基


準
を
遵
守
し
て
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後


安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の
者
が


行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販


売
業
者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の


他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


２


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措


置
の
内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の


製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す


る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製


造
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体


制
、
当
該
製
造
業
者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び


従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
適
正


を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制


を
整
備
す
る
こ
と
。


三


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に


、
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し


て
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
を
行
わ
せ
る
た


め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他


の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業


者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
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製
造
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
措
置


４


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の


内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
休
廃
止
等
の
届
出
）


（
休
廃
止
等
の
届
出
）


第
十
九
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の


第
十
九
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の


事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
事
業
を
再
開
し
た
と
き
、


事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
事
業
を
再
開
し
た
と
き
、


又
は
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
若
し
く
は


又
は
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者


項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内


け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


条
第
十
六
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


条
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


用
す
る
。


用
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
の
二
ま
で
、
第
十
八
条
第
五
項
及
び
第
十
八


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
の
二
ま
で
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
を


条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。


準
用
す
る
。


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
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造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
三
項


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四


二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四


条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十


四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準


四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受


用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受


け
た
者
又
は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


け
た
者
又
は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


の
と
す
る
。


の
と
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
製
造
業
の
登
録
）


（
製
造
業
の
登
録
）


第
二
十
三
条
の
二
の
三


業
と
し
て
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の


第
二
十
三
条
の
二
の
三


業
と
し
て
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の


製
造
（
設
計
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ


製
造
（
設
計
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
、
組
立
て
、
滅
菌
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で


品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
、
組
立
て
、
滅
菌
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
同
項
に
お
い
て
同
じ


定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
同
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣


。
）
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣


の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
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お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
こ


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
こ


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
八
項
の


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
の


規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基


規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基


準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の


準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の


受
付
（
以
下
「
医
療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で


受
付
（
以
下
「
医
療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で


き
る
。


き
る
。


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


（
使
用
成
績
評
価
）


（
使
用
成
績
評
価
）


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は


一
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け


当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
厚
生


に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期


労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。
）


間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申


を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申
請
し
て
、
厚
生
労


請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な


働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


ら
な
い
。


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


（
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
性
能
等
再
評
価
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
て
い
る


（
新
設
）


者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
体
外
診
断
用
医
薬


品
の
範
囲
を
指
定
し
て
性
能
等
再
評
価
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、


同
条
の
承
認
の
取
得
後
に
当
該
承
認
に
係
る
性
能
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
事
項
（
第
七
項
に
お
い
て
「
性
能
等
」
と
い
う
。
）
を
再
評
価
す


る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
べ
き
旨
を
公
示
し
た
と
き
は
、


そ
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
性
能
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等
再
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
の
性
能
等
再
評
価
は
、
性
能
等
再
評
価
を
行
う
際
に
得
ら


れ
て
い
る
知
見
に
基
づ
き
、
前
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
第


二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
又
は
ハ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認


す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。


３


第
一
項
の
公
示
は
、
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ
き
者
が
提
出
す
べ
き
資


料
及
び
そ
の
提
出
期
限
を
併
せ
行
う
も
の
と
す
る
。


４


第
一
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ
き
者
が


提
出
す
る
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、


か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
お
い
て
は
、
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ


き
者
が
提
出
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
第
一
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医


薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
前
項
に


規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
資
料
が
同
項
の
規
定
に
適


合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う


も
の
と
す
る
。


６


第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ


き
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ
き
者
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の


収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
と


き
は
、
そ
の
役
員
）
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
資


料
の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て


は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。


７


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
性
能
等
の
適
正
を
図
る
た
め
に
必


要
な
情
報
を
収
集
し
、
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ


き
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
措
置


を
講
ず
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


働
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三


体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使


（
新
設
）


用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の


二
の
七
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場


合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


機
構
に
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は


、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め


る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提


出
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


（
略
）


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売


業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
機
器
又
は
体
外


業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
機
器
又
は
体
外


診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理


診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理


の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
厚


を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働


生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
を
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製


省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
を
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売


造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
薬
剤
師
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


業
者
に
あ
つ
て
は
薬
剤
師
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ


。
た
だ
し
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
、
次
の
各
号


し
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括


一


そ
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
し


に
関
し
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
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体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
み
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
み
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


二


（
略
）


二


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及


び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か


び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者


れ
る
者
（
以
下
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、


（
以
下
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に


次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


規
定
す
る
義
務
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を


業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守


を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら


す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。


３


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


３


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を


薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
公
正
か


公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対


つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意


し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


４


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括


医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
た
め


の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守


に
必
要
な
業
務
並
び
に
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き


す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


５
～


（
略
）


５
～


（
略
）


14


14


（
政
令
へ
の
委
任
）


（
政
令
へ
の
委
任
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二


こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二


こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業


の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
製
造
業
又
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登


の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
製
造
業
又
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登


録
又
は
登
録
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価


録
又
は
登
録
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
又
は
使
用
成
績
に
関
す
る
評


又
は
性
能
等
再
評
価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の
他
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の
他
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取


売
業
又
は
製
造
業
（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造


得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


２
～
６


（
略
）


２
～
６


（
略
）


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を
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製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
第
八
十
条
第
六
項
に
お


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程


い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第


に
つ
い
て
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
基
準
確
認
証


十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該


の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お


製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要


け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


し
な
い
。


８
～


（
略
）


８
～


（
略
）


15


15


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製


い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る


は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は


政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同


、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「


条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二


」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と


項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、


、
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


第
四
号
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て


あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は


規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と


第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の


、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


は
「
に
該
当
す
る
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の


十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は


と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当


「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規


す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読


み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４
～
７


（
略
）


４
～
７


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
二
十
三
条
の
三
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働


第
二
十
三
条
の
三
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
保
証
（
再
生
医


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造


療
等
製
品
の
製
造
販
売
に
お
け
る
品
質
管
理
を
そ
の
全
体
を
通
じ
て
行
う
こ


販
売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣


と
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ


医
師
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
技
術
者
を
置
か


の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
わ
せ
る


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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た
め
に
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安


全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品


全
管
理
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製


総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
第


造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
第
四
項
に


四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項


規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能


す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び


力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質


３


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質


保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に


管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が


必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ


あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


ば
な
ら
な
い
。


４


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
再
生
医
療
等
製
品
の
品


４


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
再
生
医
療
等
製
品
の
品


質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に


質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に
再
生
医


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は


療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


労
働
省
令
で
定
め
る
。


５
～
９


（
略
）


５
～
９


（
略
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


第
二
十
六
条


店
舗
販
売
業
の
許
可
は
、
店
舗
ご
と
に
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地


第
二
十
六
条


店
舗
販
売
業
の
許
可
は
、
店
舗
ご
と
に
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特


の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特


別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項


別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二


及
び
第
七
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項


十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
与
え
る
。


及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
与
え


る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
前
号
の
者
以
外
に
そ
の
店


三


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
前
号
の
者
以
外
に
そ
の
店


舗
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者


舗
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
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（
第
四
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
を
い
う
。
以
下
同
じ


（
第
四
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
を
い
う
。
以
下
同
じ


。
）
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
氏
名


。
）
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
氏
名


及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類


及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類


四
・
五


（
略
）


四
・
五


（
略
）


六


そ
の
店
舗
に
係
る
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
九
条


（
新
設
）


の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
五
第


九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び
体


制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


七


（
略
）


六


（
略
）


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）


６


第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
店
舗
に
係
る
受
渡
委
託
を
し
よ
う


（
新
設
）


と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の


許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


（
新
設
）


ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
店
舗
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地


三


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


８


そ
の
店
舗
に
係
る
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
申
請
書


（
新
設
）


に
は
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
第


二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構


造
設
備
及
び
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


９


第
四
項
の
規
定
は
、
第
六
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


（
新
設
）


第
六
項
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間


（
新
設
）


10
の
残
存
期
間
と
す
る
。


（
店
舗
の
管
理
）


（
店
舗
の
管
理
）


第
二
十
八
条


（
略
）


第
二
十
八
条


（
略
）
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２


（
略
）


２


（
略
）


３


店
舗
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
義
務


３


店
舗
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
同


並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


店
舗
管
理
者
は
、
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
店
舗
の
管
理
（
受


４


店
舗
管
理
者
は
、
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
店
舗
の
管
理
そ
の


渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録


他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、


受
渡
店
舗
で
の
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
の
管
理
を
含


そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限


む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て


り
で
な
い
。


は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を


受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
店
舗
管
理
者
の
義
務
）


（
店
舗
管
理
者
の
義
務
）


第
二
十
九
条


（
略
）


第
二
十
九
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


店
舗
管
理
者
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た


（
新
設
）


第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
受
渡
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。


（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


る
こ
と
が
で
き
る
。


る
こ
と
が
で
き
る
。


一


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合


一


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項


に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
一


般
用
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
次
の
イ
及
び


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
店
舗
に


ロ
に
掲
げ
る
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲


イ


そ
の
店
舗
に
お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次


げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間


の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お


の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
実
施
方
法


イ


要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
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⑴


要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


一
般
用
医
薬
品


⑵


一
般
用
医
薬
品


ロ


受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定


す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡


し
の
実
施
方
法


２


（
略
）


２


（
略
）


（
登
録
受
渡
店
舗
に
係
る
登
録
）


第
二
十
九
条
の
五


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、


（
新
設
）


業
と
し
て
店
舗
に
お
い
て
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
当
該
受
渡
し
を


行
お
う
と
す
る
店
舗
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い


る
も
の
に
お
け
る
受
渡
し
に
つ
い
て
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知


事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
登
録
は
、
同
項
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
、


受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
ご
と
に
行
う
。


３


第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知


事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地


三


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
構
造
設
備
の
概
要


四


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
に
お
い
て
一
般
用
医
薬
品
の
受
渡


し
の
業
務
を
行
う
体
制
の
概
要


五


第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
三
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
し


な
い
旨
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


４


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。一


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
平
面
図


二


第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
の
氏
名


を
記
載
し
た
書
類
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三


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


５


第
一
項
の
登
録
は
、
六
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期


間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


６


都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一


項
の
登
録
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
構
造
設
備
が
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
き
。


二


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
に
お
い
て
受
渡
し
の
業
務
を
行
う


体
制
が
、
適
切
に
受
渡
し
を
行
う
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
し
な
い
と
き
。


７


第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
登
録


に
つ
い
て
準
用
す
る
。


８


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
が
受
渡
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、


当
該
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
つ
い
て


、
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。


９


こ
の
条
に
お
い
て
「
受
渡
し
」
と
は
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者


が
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
委
託
を
受


け
て
、
そ
の
販
売
し
、
又
は
授
与
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
当
該
薬
局


開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に
代
わ
つ
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
の
引
渡
し
を


行
う
こ
と
を
い
う
。


（
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に
よ
る
受
渡
し
の
管
理
）


第
二
十
九
条
の
六


前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
同
条
第
八
項
の
規
定


（
新
設
）


に
よ
り
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
以
下
「


登
録
受
渡
業
者
」
と
い
う
。
）
に
受
渡
し
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡


し
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
す
る
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者


は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
そ
の
指
定
す
る
者
に
受
渡
し
を
管
理
さ


せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
受
渡
し
を
管
理
す
る
者
（
以
下
「
受
渡
管
理
者
」
と


い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
又
は
登


録
販
売
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３


受
渡
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
義
務


並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


受
渡
管
理
者
は
、
そ
の
薬
局
の
管
理
者
若
し
く
は
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所


で
業
と
し
て
薬
局
の
管
理
に
従
事
す
る
者
又
は
そ
の
店
舗
の
店
舗
管
理
者
若


し
く
は
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
店
舗
の
管
理
に
従
事
す
る
者
で


あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府


県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
受
渡
管
理
者
の
義
務
）


第
二
十
九
条
の
七


受
渡
管
理
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が


（
新
設
）


な
い
よ
う
に
、
そ
の
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び
体


制
並
び
に
当
該
受
渡
し
に
係
る
業
務
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。


２


受
渡
管
理
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、


そ
の
受
渡
し
に
つ
き
、
そ
の
薬
局
の
管
理
者
又
は
そ
の
店
舗
の
店
舗
管
理
者


に
対
し
、
必
要
な
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


受
渡
管
理
者
が
行
う
受
渡
し
の
管
理
に
関
す
る
業
務
及
び
受
渡
管
理
者
が


遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


４


受
渡
管
理
者
は
、
第
二
十
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た


次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と


も
に
、
当
該
意
見
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。（
登
録
受
渡
業
者
に
よ
る
登
録
受
渡
店
舗
の
管
理
）


第
二
十
九
条
の
八


登
録
受
渡
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


（
新
設
）


よ
り
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
店
舗
（
同
条
第
八
項
の


規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
た
薬
局
又
は
店
舗


を
含
む
。
以
下
「
登
録
受
渡
店
舗
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め


に
、
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務


並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
の
義
務
）


第
二
十
九
条
の
九


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る


（
新
設
）


お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
に
勤
務
す
る
従
業
者
を
監
督


し
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
の
構
造
設
備
及
び
医
薬
品
そ
の
他
の
物
品
を
管
理


し
、
そ
の
他
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
の
業
務
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。


２


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い


よ
う
に
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
の
業
務
に
つ
き
、
受
渡
管
理
者
及
び
登
録
受


渡
業
者
に
対
し
、
必
要
な
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
が
行
う
登
録
受
渡
店
舗
の
管
理
に
関
す
る
業
務
及


び
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省


令
で
定
め
る
。


（
登
録
受
渡
業
者
の
遵
守
事
項
）


第
二
十
九
条
の
十


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


（
新
設
）


項
そ
の
他
登
録
受
渡
店
舗
の
業
務
に
関
し
登
録
受
渡
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事


項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
一
般
用
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
に
関
す


る
事
項


二


登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
受
渡
し
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項


２


登
録
受
渡
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
登
録
受
渡


店
舗
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を


講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の


内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を


記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
掲
示
）


第
二
十
九
条
の
十
一


登
録
受
渡
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


（
新
設
）


に
よ
り
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
で
あ
つ
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
登
録
受
渡
店
舗
の
見
や
す
い
場
所


に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
薬
局
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


（
薬
局
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


第
三
十
六
条
の
三


（
略
）


第
三
十
六
条
の
三


（
略
）


２


薬
局
開
設
者
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
か
ら
処
方
箋
の
交
付
を


（
新
設
）


受
け
た
者
以
外
の
者
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
く
、
薬
局
医
薬
品
の
う
ち


、
処
方
箋
の
交
付
を
受
け
て
使
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指


定
す
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の


各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


薬
剤
師
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し


く
は
販
売
業
者
、
医
師
、
歯
科
医
師
若
し
く
は
獣
医
師
又
は
病
院
、
診
療


所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
（
以
下
「
薬
剤
師
等
」
と
い


う
。
）
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合


二


医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
か
ら
処
方
箋
の
交
付
を
受
け
た
者
以
外


の
者
に
対
し
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
場
合
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合


３


薬
局
開
設
者
は
、
薬
局
医
薬
品
（
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医


２


薬
局
開
設
者
は
、
薬
局
医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
対


薬
品
を
除
く
。
）
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
、
正
当
な


し
て
、
正
当
な
理
由
な
く
、
薬
局
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
て
は
な


理
由
な
く
、
薬
局
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ


ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
剤
師
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、


し
、
薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
医
師
、
歯
科
医
師
若
し
く
は
獣
医
師
又
は


病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
（
以
下
「
薬
剤
師


等
」
と
い
う
。
）
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い


。


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
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が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
三
項
に
該
当


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該
当


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


二
・
三


（
略
）


二
・
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
販
売
方
法
等
の
制
限
）


（
販
売
方
法
等
の
制
限
）


第
三
十
七
条


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
店
舗
に
よ
る
販
売
又
は
授


第
三
十
七
条


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
店
舗
に
よ
る
販
売
又
は
授


与
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
受
渡
し
を
含
む
。
）
以
外
の
方
法
に


与
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
配
置
販
売
業
者
は
配
置
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
そ


よ
り
、
配
置
販
売
業
者
は
配
置
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
医
薬
品
を


れ
ぞ
れ
医
薬
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
そ
の
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目


販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
そ
の
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
医
薬
品
を
貯


的
で
医
薬
品
を
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


２


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
が
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は


（
新
設
）


、
登
録
受
渡
店
舗
で
の
受
渡
し
に
お
い
て
は
、
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は


直
接
の
被
包
（
内
袋
を
含
ま
な
い
。
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項


を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
開
き
、
そ
の
医
薬
品
を
分
割
販
売
し
て
は
な
ら


な
い
。


３


配
置
販
売
業
者
は
、
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
を
開
き
、


２


配
置
販
売
業
者
は
、
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
（
内
袋
を


そ
の
医
薬
品
を
分
割
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。


含
ま
な
い
。
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。


）
を
開
き
、
そ
の
医
薬
品
を
分
割
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
三
十
八
条


店
舗
販
売
業
及
び
登
録
受
渡
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び


第
三
十
八
条


店
舗
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を


第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。


準
用
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）
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第
四
十
条


第
三
十
九
条
第
一
項
の
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
貸


第
四
十
条


第
三
十
九
条
第
一
項
の
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
貸


与
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項
、
第
八
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第


与
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項
、
第
八
条
、
第
九
条
（
第
一
項
各
号
を


九
条
（
第
一
項
各
号
を
除
く
。
）
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第


除
く
。
）
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用


十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
「


す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る


次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に


の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
」
と
、
「
同
条


お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ


第
三
項
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に
お


り
、
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る


い
て
準
用
す
る
次
条
第
三
項
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項


次
条
第
三
項
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は


」
と
あ
る
の
は
「
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販


「
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
又
は
貸
与


売
業
又
は
貸
与
業
の
営
業
所
に
お
け
る
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守


業
の
営
業
所
に
お
け
る
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器


管
理
医
療
機
器
の
品
質
確
保
の
実
施
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
品
質
確
保
の
実
施
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
四
十
条
の
七


再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項


第
四
十
条
の
七


再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項


、
第
八
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
九
条
（
第
一
項
各
号
を
除
く
。
）
、


、
第
八
条
、
第
九
条
（
第
一
項
各
号
を
除
く
。
）
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条


第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の


第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七


場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
「
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項


条
第
三
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お


」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項


い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
り
、
及
び
「
同


及
び
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
三


は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
三
項
」
と
、
第
九


項
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医


条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
製
品
の
販


療
等
製
品
の
販
売
業
の
営
業
所
に
お
け
る
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
確
保
の


売
業
の
営
業
所
に
お
け
る
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
確
保
の
実
施
方
法
」
と


実
施
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）
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二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品


二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品


質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
、


質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
、


第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号


第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に


ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
日
本
薬
局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た


お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
日
本
薬
局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
名
称


名
称
、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の


、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
一
般


一
般
的
名
称
）


的
名
称
）


三
～
十
七


（
略
）


三
～
十
七


（
略
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


第
五
十
二
条


医
薬
品
（
次
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容


第
五
十
二
条


医
薬
品
（
次
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容


器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通


器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通


信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ


信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ


り
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二


り
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二
項
に


項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号


規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の


そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労


他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省


働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


第
五
十
五
条


第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、


第
五
十
五
条


第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六


第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条


十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二


の
二
の
七
の
規
定
に
違
反
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売


の
五
の
規
定
に
違
反
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し


若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た


く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し


だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い


、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


。
２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
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十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


四
～
九


（
略
）


四
～
九


（
略
）


（
陳
列
等
）


（
陳
列
等
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て


（
新
設
）


登
録
受
渡
店
舗
に
お
い
て
一
般
用
医
薬
品
を
陳
列
す
る
と
き
は
、
登
録
受
渡


業
者
に
対
し
て
、
一
般
用
医
薬
品
の
適
切
な
管
理
に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


登
録
受
渡
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
い
て
陳
列
す
る
場


（
新
設
）
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合
を
除
き
、
登
録
受
渡
店
舗
に
お
い
て
一
般
用
医
薬
品
を
陳
列
し
て
は
な
ら


な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又


条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第


、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三


五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の


条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と


三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る


あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「


の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
八


第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項


項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と


」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し


、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十


の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条


九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第


の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医


品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
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薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品


」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と


」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「


、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し


若
し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


第
十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）


。
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能


性
能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二


」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第


条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認


の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と


証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「


、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第


四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生


に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働


労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
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、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又


条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二


は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、


項
、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十


第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条


三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」


の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


と
あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、


る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第


「
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八


八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」


項
」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若


と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く


し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第


二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九


十
九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、


条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医


た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用


薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」


品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、


と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若


「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く


し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四


十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。


）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」


）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五


と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」


能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条


と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項


一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証


認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第


「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四


十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二


条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に


号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労


規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大


働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


第
六
十
三
条
の
二


医
療
機
器
（
次
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
除
く
。
）
は


第
六
十
三
条
の
二


医
療
機
器
（
次
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
除
く
。
）
は


、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他


、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他


の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た


も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条


同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番


第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、


号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し


記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚


、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
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若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


第
六
十
五
条
の
三


再
生
医
療
等
製
品
は
、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情


第
六
十
五
条
の
三


再
生
医
療
等
製
品
は
、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情


報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方


報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方


法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
の


法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
第


三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項


一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情


等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ


報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て


れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を


い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た


し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
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第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）
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二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
厚
生
労
働
大
臣


再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ
の
承
認


の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は


の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
（
第
二
十
三


性
能
が
そ
の
承
認
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


四
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


反
し
て
い
な
い
も
の
又
は
疾
病
の
治
療
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
再
生


。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）


医
療
等
製
品
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を


除
く
。
）


三
～
六


（
略
）


三
～
六


（
略
）


２


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者


（
新
設
）


は
、
前
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
を
販
売
し


、
又
は
授
与
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚


生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に


（
新
設
）


使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
前


項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
届
出
の
受
理
に
係
る
事
務


（
新
設
）


を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項


の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構


に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省


（
新
設
）


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


第
十
一
章


医
薬
品
等
の
安
全
対
策


第
十
一
章


医
薬
品
等
の
安
全
対
策


（
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
に
関
す
る
計
画
の
作


成
等
）


第
六
十
八
条
の
二


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す


（
新
設
）


る
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
医
薬
品
の
安
全
性
及


び
有
効
性
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
と
し
て
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
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製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
う
ち
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報


収
集
、
調
査
、
試
験
そ
の
他
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
伴
う
副
作
用
の
発


生
等
の
最
小
化
を
図
る
た
め
の
対
策
の
実
施
（
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い


て
「
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
」
と
い
う
。
）
に


関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


３


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
料
及
び


最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
第
一
項
の
計
画
を


作
成
し
、
又
は
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


、
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
を
す
る
と
と
も
に
、


そ
の
結
果
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
評
価
及
び
必
要
な
措
置
の
実
施
に
つ
い
て


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と


き
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働


大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
伴
う
副
作
用
の
発
生
等
の
最


小
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


６


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
計
画
に
従
つ
て
、
厚
生
労
働
省


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
に
、
医
薬
品


の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
並
び
に
そ
の
結
果
に
基
づ
く
評


価
及
び
必
要
な
措
置
の
実
施
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
に
関
す


る
報
告
の
受
理
）


第
六
十
八
条
の
二
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
前
条
第
二
項
及
び
第


（
新
設
）


四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
並
び
に
同
条
第
五
項
の
指
導
及
び
助
言
に


係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
報
告
の
受
理
に
係
る
事
務
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を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ


る
報
告
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。


第
六
十
八
条
の
二
の
三
・
第
六
十
八
条
の
二
の
四


（
略
）


第
六
十
八
条
の
二
・
第
六
十
八
条
の
二
の
二


（
略
）


（
注
意
事
項
等
情
報
の
届
出
等
）


（
注
意
事
項
等
情
報
の
届
出
等
）


第
六
十
八
条
の
二
の
五


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


第
六
十
八
条
の
二
の
三


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
若
し
く
は
医
療
機
器
又


販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
若
し
く
は
医
療
機
器
又


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各


号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
に
定
め


号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事


る
事
項
、
当
該
医
療
機
器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項


項
、
当
該
医
療
機
器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し


若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該


く
は
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該
再
生
医
療


再
生
医
療
等
製
品
の
同
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
使
用
及
び
取
扱


等
製
品
の
同
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
使
用
及
び
取
扱
い
上
の
必


い
上
の
必
要
な
注
意
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
厚
生
労
働


要
な
注
意
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届


大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も


け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と


、
同
様
と
す
る
。


す
る
。


２


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項


２


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項


の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


よ
り
、
直
ち
に
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項


よ
り
、
直
ち
に
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項


若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
、
当
該
医


若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
、
当
該
医
療
機


療
機
器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十


器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条


八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品


の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
同
項
第


の
同
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す


三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ


る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け


の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら


れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。
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第
六
十
八
条
の
二
の
六
・
第
六
十
八
条
の
二
の
七


（
略
）


第
六
十
八
条
の
二
の
四
・
第
六
十
八
条
の
二
の
五


（
略
）


（
情
報
の
提
供
等
）


（
情
報
の
提
供
等
）


第
六
十
八
条
の
二
の
八


医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の


第
六
十
八
条
の
二
の
六


医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の


製
造
販
売
業
者
、
卸
売
販
売
業
者
、
医
療
機
器
卸
売
販
売
業
者
等
（
医
療
機


製
造
販
売
業
者
、
卸
売
販
売
業
者
、
医
療
機
器
卸
売
販
売
業
者
等
（
医
療
機


器
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
の
う
ち
、
薬
局
開
設
者
、
医
療
機
器
の
製
造


器
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
の
う
ち
、
薬
局
開
設
者
、
医
療
機
器
の
製
造


販
売
業
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療
所
若
し


販
売
業
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療
所
若
し


く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機
器
を
販


く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機
器
を
販


売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
も
の
又
は
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療


売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
も
の
又
は
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療


所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機


所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機


器
を
貸
与
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
再
生
医
療
等
製


器
を
貸
与
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
再
生
医
療
等
製


品
卸
売
販
売
業
者
（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
の
う
ち
、
再
生
医
療
等


品
卸
売
販
売
業
者
（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
の
う
ち
、
再
生
医
療
等


製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は


製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は


飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
再
生
医
療
等
製
品
を


飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
再
生
医
療
等
製
品
を


販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外


販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外


国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取


国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取


得
者
若
し
く
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
外


得
者
若
し
く
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
外


国
特
例
承
認
取
得
者
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再


国
特
例
承
認
取
得
者
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再


生
医
療
等
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
医
薬
品
、
医


生
医
療
等
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
医
薬
品
、
医


療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
（
第


療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
（
第


六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療


六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療
機
器


機
器
の
保
守
点
検
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
収


の
保
守
点
検
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
収
集
し


集
し
、
及
び
検
討
す
る
と
と
も
に
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く


、
及
び
検
討
す
る
と
と
も
に
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼


は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
販


育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
販
売
業


売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者


者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
又
は


又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
に
対
し


医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
に
対
し
、
こ


、
こ
れ
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
開
設
者
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師


３


薬
局
開
設
者
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師


、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療


、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療


等
製
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
、
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
に
第


等
製
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
、
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
に
第
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一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
の
活
用
（
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第


一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
の
活
用
（
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項


二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療
機
器
の
保
守
点
検
の
適


第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療
機
器
の
保
守
点
検
の
適
切
な


切
な
実
施
を
含
む
。
）
そ
の
他
必
要
な
情
報
の
収
集
、
検
討
及
び
利
用
を
行


実
施
を
含
む
。
）
そ
の
他
必
要
な
情
報
の
収
集
、
検
討
及
び
利
用
を
行
う
こ


う
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
危
害
の
防
止
）


（
危
害
の
防
止
）


第
六
十
八
条
の
九


（
略
）


第
六
十
八
条
の
九


（
略
）


２


薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者


２


薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者


、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者


、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
販


、
医
療
機
器
の
販
売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等


売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者


製
品
の
販
売
業
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医


又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
は
、
前


薬
関
係
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医


項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は


療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
が
行
う
必


取
得
者
が
行
う
必
要
な
措
置
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら


要
な
措
置
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。


（
回
収
の
報
告
）


（
回
収
の
報
告
）


第
六
十
八
条
の
十
一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


第
六
十
八
条
の
十
一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
特
例
承
認
取
得
者
又
は
第
八


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
特
例
承
認
取
得
者
又
は
第
八


十
条
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、


十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外


医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
は
、
そ


者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
製
造
を
し
、
又
は
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


の
製
造
販
売
を
し
、
製
造
を
し
、
又
は
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


三
条
の
二
の
十
七
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


の
十
七
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
回
収
す


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
回
収
す
る
と
き
（


る
と
き
（
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
回
収
す
る
と
き


第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
回
収
す
る
と
き
を
除
く
。


を
除
く
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
回
収
に
着
手


）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
回
収
に
着
手
し
た
旨
及


し
た
旨
及
び
回
収
の
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


び
回
収
の
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


。（
生
物
由
来
製
品
の
製
造
管
理
者
）


（
生
物
由
来
製
品
の
製
造
管
理
者
）


第
六
十
八
条
の
十
六


第
十
七
条
第
十
三
項
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
五
項
並


第
六
十
八
条
の
十
六


第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
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び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
五
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず


二
の
十
四
第
五
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
物
由
来
製
品
の


、
生
物
由
来
製
品
の
製
造
業
者
は
、
当
該
生
物
由
来
製
品
の
製
造
に
つ
い
て


製
造
業
者
は
、
当
該
生
物
由
来
製
品
の
製
造
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣


は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
自
ら
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
す
る


の
承
認
を
受
け
て
自
ら
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の


場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所
（
医
療


製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
生
物
由
来
製
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
製


用
医
薬
品
た
る
生
物
由
来
製
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
製
造
工
程
の
う
ち
第
二


造
工
程
の
う
ち
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
、
組
立
て


十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
、
組
立
て
、
滅
菌
そ
の
他
の
厚


、
滅
菌
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
に
、
厚
生
労
働


ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
医
師
、
細
菌
学
的
知
識
を
有


大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
医
師
、
細
菌
学
的
知
識
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
技


す
る
者
そ
の
他
の
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
八
条
の
十
九


生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、


第
六
十
八
条
の
十
九


生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
保
健
衛
生
上
特
別
の
注


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
保
健
衛
生
上
特
別
の
注


意
を
要
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
生
物
由
来
製


意
を
要
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
生
物
由
来
製


品
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


品
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
又
は
第
六
十
八


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
又
は
第
六
十
八


条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中


条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中


「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八


「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の


条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
、
「
又
は
第
六


二
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
二
の
三
」
と
、
「
又
は
第
六
十
八


十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
六
十
八
条
の
二
の
七
、
第
六
十
八


条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の


条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す


十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
」
と


五
十
一
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
」
と
、
「


、
「
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、


販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与


授
与
し
、
又
は
販
売
、
貸
与
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


し
、
又
は
販
売
、
貸
与
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
）


（
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
）


第
六
十
八
条
の
二
十
の
二


生
物
由
来
製
品
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
生


第
六
十
八
条
の
二
十
の
二


生
物
由
来
製
品
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
生
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物
由
来
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者


物
由
来
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者


は
、
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


は
、
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か


ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方


、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ


法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば


の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ


な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限


の
限
り
で
な
い
。


り
で
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


（
立
入
検
査
等
）


（
立
入
検
査
等
）


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十


条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の


三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条


三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若


の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二


し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条


第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業


者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十


者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第


二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条


六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五


）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
四
項
若
し
く


項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
十
四
条
の
三


は
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
三
第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第


第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第


で
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は


十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項


第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
、
第
二
十
三


か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
七
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の


条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く


四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の


は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


二
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら


十
三
条
の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第


三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
、
第
二
十
三
条
の
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四


十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て


十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
十
三
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同


若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
三


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五


十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の


第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項


三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条
の
四
十
二
、
第
四
十


、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い


で
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若


の
四
十
二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を


し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の


同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第


二
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第


四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の


四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら


七
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五


第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
、
第
六
十
八


第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若


条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
六
、
第
六
十


し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十


八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条


第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八


の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
項


条
の
十
六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項


、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
一


ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第


条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第


五
項
若
し
く
は
第
十
一
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一


七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五


項
の
規
定
又
は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第


条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た


七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二


め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、


条
の
八
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該


第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必


職
員
に
、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に


扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物


、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


が
で
き
る
。


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


る
。


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若
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し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五


二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の


、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条


五
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の


の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の


三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医


二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


販
売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第


売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
五


五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四


条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十


十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項


条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
、


、
第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用


第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び


び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に


）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第
一
項
及


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び


び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八


）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条


条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い


、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条


条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


）
、
第
二
十
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九


、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


条
の
四
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
か
ら
第


）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
四
ま
で
、
第
二
十


三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
五
条
か


九
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十
九
条


ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第


の
十
一
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
か
ら
第


三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
三
十
九
条
の


三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
五
条
か


三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は


ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第


第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は


三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
三
十
九
条
の


第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
五
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第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は


第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
五
項


第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
、
第
六
十
八
条
の
五


、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
五
項


八
十
条
第
七
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一


若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項


項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七


、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵


八
十
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第


守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は


一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第


、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を


必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他


遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業


は
、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ


り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店


の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ


舗
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再


せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若


し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他


の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第


３


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第


二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る


二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る


か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
地
域
連


か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
地
域
連


携
薬
局
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
若
し
く
は
健
康
増
進
支
援
薬
局
（
以
下


携
薬
局
若
し
く
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
地


こ
の
章
に
お
い
て
「
地
域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。
）
の
開
設
者
が
第
六
条


域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。
）
の
開
設
者
が
第
六
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は


の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
の


第
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
五


四
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
五
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の


項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か


二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に


ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
薬
局
開


必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
当
該
地
域
連


設
者
若
し
く
は
当
該
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省


携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬


必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局


局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局
等
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳


等
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）
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６


厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は


６


厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は


特
別
区
の
区
長
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


特
別
区
の
区
長
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


と
き
は
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の


と
き
は
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の


開
設
者
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医


開
設
者
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医


療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
登
録
受
渡


療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
医
療
機
器


業
者
、
医
療
機
器
の
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
第
八
十
条
の
六
第
一


の
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け


項
の
登
録
を
受
け
た
者
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機


た
者
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生


器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
又
は
第
十
八
条
第
八


医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
又
は
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十
三
条


項
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第


の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五


二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の


第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六


七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
に


項
の
委
託
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、


り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
病
院
、
診
療
所
、
飼


又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
病
院
、
診
療
所
、
飼
育
動
物
診
療
施
設
、
工
場


育
動
物
診
療
施
設
、
工
場
、
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ


査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
第
七
十
条
第


、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
第
七
十
条
第
一
項
に


一
項
に
規
定
す
る
物
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
物
を
、
試
験
の
た
め
必
要
な


規
定
す
る
物
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
物
を
、
試
験
の
た
め
必
要
な
最
少
分


最
少
分
量
に
限
り
、
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


量
に
限
り
、
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


７
～
９


（
略
）


７
～
９


（
略
）


（
緊
急
命
令
）


（
緊
急
命
令
）


第
六
十
九
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


第
六
十
九
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は


医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は


拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部


拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者


、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
、
医
療
機
器
の
貸
与
業


、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理


者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
五
項


業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第


条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六


六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条


項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
、
第
八
十


の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
、
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を


条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
薬
局
開
設
者
に
対
し
て
、
医
薬
品
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受
け
た
者
又
は
薬
局
開
設
者
に
対
し
て
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品


、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売


、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
若
し
く
は
授
与
、
医
療
機


若
し
く
は
授
与
、
医
療
機
器
の
貸
与
若
し
く
は
修
理
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ


器
の
貸
与
若
し
く
は
修
理
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
電
気
通
信
回
線
を


ラ
ム
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
そ
の
他
保
健


通
じ
た
提
供
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又


衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置
を
と
る


は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と


べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


（
廃
棄
等
）


（
廃
棄
等
）


第
七
十
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


第
七
十
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
に
対


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
に
対


し
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳


し
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳


列
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
、
同
項
の
規
定
に
違
反


列
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
、
同
項
の
規
定
に
違
反


し
て
販
売
さ
れ
、
若
し
く
は
授
与
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


し
て
販
売
さ
れ
、
若
し
く
は
授
与
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


品
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て


品
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て


い
る
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
販
売
さ
れ
、
貸
与
さ
れ
、
若
し


い
る
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
販
売
さ
れ
、
貸
与
さ
れ
、
若
し


く
は
授
与
さ
れ
た
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
電
気
通
信
回
線
を


く
は
授
与
さ
れ
た
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
電
気
通
信
回
線
を


通
じ
て
提
供
さ
れ
た
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
五


通
じ
て
提
供
さ
れ
た
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
五


十
五
条
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
の
四
及


十
五
条
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
の
四
及


び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五


び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五


条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四


条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第


六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
第
二
項
（


六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
第
二
項
（


第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十


を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
五
条
の
五
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の


八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若


二
十
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は


し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
、
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
性


再
生
医
療
等
製
品
、
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
性
認
証
を


認
証
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十


取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十
四
条
の


四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号


二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（


ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
項
第
五
号
を
除
く
。
）
を
第
七
十
五
条
の
二
の


こ
れ
ら
の
規
定
（
同
項
第
五
号
を
除
く
。
）
を
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二


二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
若
し
く


若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
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若
し
く
は
化
粧
品
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の


は
化
粧
品
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、


承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
二
十


第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消


三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た


さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
、
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
の


再
生
医
療
等
製
品
、
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
の
三
第
一


三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ


定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医


る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
薬
品
、


薬
品
、
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（


第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の


三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に


規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を


承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十


取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十
五
条
の


五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の


三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第


四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の


三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た


二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
再
生
医


再
生
医
療
等
製
品
又
は
不
良
な
原
料
若
し
く
は
材
料
に
つ
い
て
、
廃
棄
、
回


療
等
製
品
又
は
不
良
な
原
料
若
し
く
は
材
料
に
つ
い
て
、
廃
棄
、
回
収
そ
の


収
そ
の
他
公
衆
衛
生
上
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
に
足
り
る
措
置
を
と
る


他
公
衆
衛
生
上
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
に
足
り
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ


べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
改
善
命
令
等
）


（
改
善
命
令
等
）


第
七
十
二
条


（
略
）


第
七
十
二
条


（
略
）


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造


販
売
業
者
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
製


販
売
業
者
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
製


造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
（
以
下
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
と
総


造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
（
以
下
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
と
総


称
す
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
八
十
条
第


称
す
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
八
十
条
第


一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部


一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
に
対


粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
に
対
し
て
、
そ


し
て
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法


の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
（
医
療
機


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ


器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
物
の
製


の
物
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。


造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
十


）
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、


四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
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第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
に
規
定


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生


す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ
の
製
造
管
理
若


労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品


し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医


質
管
理
の
方
法
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若


療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条


六
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医


の
五
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は


療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定


再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製


す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い


品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
製
造


て
は
、
そ
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は


管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う


そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命


ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品


３


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品


を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造
設
備
が
、
第
十
三


業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造
設
備
が
、
第
十
三


条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二
第
五


条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二
第
五


項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ


項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ


の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お


く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の


五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


五
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再


く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由


生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品


来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の


に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
設


構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の


備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の
全
部
若


全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業


４


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条


者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器


第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し


の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対


く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造


し
て
、
そ
の
構
造
設
備
が
、
第
五
条
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号


設
備
が
、
第
五
条
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
、
第
三
十
四
条
第


（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
の
五


三
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十


第
六
項
第
一
号
、
第
三
十
四
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
三
十
九


条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ


条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労


ず
、
又
は
そ
の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
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働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ
の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬


療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
に
規


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
、
第
六
十
五
条


定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十


若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し


八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ


く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由


が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改


来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の


善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を


構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の


禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造


５


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造


設
備
が
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第


設
備
が
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規


六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準


定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
い
て


に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は


は
、
そ
の
構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当


そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る


該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き


こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


第
七
十
二
条
の
二


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は


第
七
十
二
条
の
二


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に


登
録
受
渡
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
登
録
受
渡
店
舗
が
第
五


対
し
て
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
が
第
五
条
第
二
号
又
は
第
二
十
六
条
第
四
項


条
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す


第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な


る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ


つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
の
体
制


く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は


を
整
備
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を
命


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
地
域


３


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
地
域


連
携
薬
局
等
が
第
六
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
六
条


連
携
薬
局
等
が
第
六
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
又
は
第
六


の
三
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
又
は
第
六
条
の
四
第
一
項
各
号
（


条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ


第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
要
件


た
と
き
は
、
当
該
要
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
を
行
う
体
制
を
整
備


に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ


す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
が
で
き
る
。


第
七
十
二
条
の
二
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧


第
七
十
二
条
の
二
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
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造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局


造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局


開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九


開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九


条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医


条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医


療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第


療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第


一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
二
の
四
、
第
十
八
条
の
二
の


を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十


七
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
九
条
の
三
、
第


二
、
第
二
十
九
条
の
三
、
第
三
十
一
条
の
五
又
は
第
三
十
六
条
の
二
の
二
の


三
十
一
条
の
五
又
は
第
三
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
不
十
分


規
定
に
よ
る
措
置
が
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
改


で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ


善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
七
十
二
条
の
四


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
第
六
十


（
新
設
）


八
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚


偽
の
報
告
を
し
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
に
対
し


、
そ
の
報
告
を
行
い
、
又
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正
す
べ
き
こ
と
を
命
ず


る
こ
と
が
で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
伴
う
副
作
用
の
発
生
等


の
最
小
化
を
図
る
た
め
に
十
分
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
十
八
条
の


二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
計
画
の
変
更
を
命
ず


る
こ
と
が
で
き
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
第
六
十
八
条
の
二
第
六


項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
に
対


し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る


。
第
七
十
二
条
の
五


第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、


第
七
十
二
条
の
四


第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器


の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販


の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販


売
業
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十


売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
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九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生


機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者


医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基


に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反


づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
健
衛
生


す
る
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡


上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と


大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業


き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販


者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に


売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
の
運
営
の


対
し
て
、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命


改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


第
七
十
二
条
の
六
・
第
七
十
二
条
の
七


（
略
）


第
七
十
二
条
の
五
・
第
七
十
二
条
の
六


（
略
）


（
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
の
変
更
命
令
）


第
七
十
二
条
の
八


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


（
新
設
）


医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
つ
い


て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く


は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
場
合
又
は
そ
の
薬
事
に


関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
が
第
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
十
三
条


第
六
項
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
、


第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係


る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
十
二
条
の
二
第


二
項
等
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
に


至
つ
た
場
合
若
し
く
は
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二


十
三
条
の
二
十
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
二
の
許
可
若
し
く
は
第
十
三


条
の
二
の
二
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
の
登
録
を
受
け
た
時
点
に
お


い
て
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
が
第
十
二
条
の
二
第


二
項
等
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
規
定
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明


し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を


変
更
し
な
け
れ
ば
、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た


め
に
必
要
な
業
務
の
運
営
の
改
善
が
見
込
ま
れ
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ


の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
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責
任
を
有
す
る
役
員
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
変
更
命
令
）


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
変
更
命
令
）


第
七
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
部


第
七
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
療


外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
若
し


機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売


く
は
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者


責
任
者
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
、
医
療
機
器


、
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
、
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
、
医
薬


責
任
技
術
者
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


品
製
造
管
理
者
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
、
医
療
機
器
責
任
技
術
者
、


品
製
造
管
理
者
又
は
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知


体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者


事
は
、
薬
局
の
管
理
者
又
は
店
舗
管
理
者
、
区
域
管
理
者
若
し
く
は
医
薬
品


又
は
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
の


営
業
所
管
理
者
、
医
療
機
器
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
の
管
理
者
若
し
く


管
理
者
又
は
店
舗
管
理
者
、
受
渡
管
理
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者


は
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
そ
の


、
区
域
管
理
者
若
し
く
は
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
、
医
療
機
器
の
販
売
業
若


他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処


し
く
は
貸
与
業
の
管
理
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
に
つ


分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
者
が
管
理
者
若
し
く
は
責


い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る


任
技
術
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者


も
の
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
、
又


、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対


は
そ
の
者
が
管
理
者
若
し
く
は
責
任
技
術
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め


し
て
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者


、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
変
更
を
命


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
承
認
の
取
消
し
等
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の


定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の


規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条


規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条


の
二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


の
二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


）
を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療


）
を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療


等
製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
に
お


等
製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お







- 151 -


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至


つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を


つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を


付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項


付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項


第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と


第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と


き
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


き
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四


条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条


性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条


第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る


第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る


に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同


条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た


と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は


外
診
断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は


第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条


第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三
条


含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用


の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
二
十
三
条


医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
二
十
三
条


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付


し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診


し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診


断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三


断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
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三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二


十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十


十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十


五
の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


五
の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き


二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き


、
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に


、
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四


項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に


項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に


該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承


一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承


認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二


認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


四


第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再


十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
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審
査
若
し
く
は
再
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
又
は
第
二
十
三


審
査
若
し
く
は
再
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
又
は
第
二
十
三


条
の
二
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
の
規


条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な


定
に
よ
り
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
若
し
く
は
性
能
等
再
評
価
を
受
け
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
資


け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
資


料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
資
料


料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
資
料


若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二


若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
、


し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
資
料
を
提


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第


出
し
た
と
き
。


四
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。


五
～
八


（
略
）


五
～
八


（
略
）


（
許
可
の
取
消
し
等
）


（
許
可
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条


（
略
）


第
七
十
五
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ


４


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ


か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
を
取
り
消
す
こ


か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
を
取
り
消
す
こ


と
が
で
き
る
。


と
が
で
き
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条


二


地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条


第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）


第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）


の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


三


（
略
）


三


（
略
）


５


都
道
府
県
知
事
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号


５


都
道
府
県
知
事
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の


認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定


三


専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定


又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に


又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に


限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


四


（
略
）


四


（
略
）


６


都
道
府
県
知
事
は
、
健
康
増
進
支
援
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号
の
い


（
新
設
）
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ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
健
康
増
進
支
援
薬
局
の
認
定
を
取


り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一


健
康
増
進
支
援
薬
局
が
、
第
六
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を


欠
く
に
至
つ
た
と
き
。


二


健
康
増
進
支
援
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
又
は


同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る


。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


三


健
康
増
進
支
援
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
七
十
二
条
第
五
項
又
は
第
七
十


二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


（
登
録
の
取
消
し
等
）


（
登
録
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又


第
七
十
五
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又


は
医
療
機
器
の
製
造
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
受
渡
業
者


は
医
療
機
器
の
製
造
業
者
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法


に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の


令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為


若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
、
不
正
の


が
あ
つ
た
と
き
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く


手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
、
又
は
当
該
者
（


若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
、
又
は
当
該
者


当
該
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す


（
当
該
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有


る
役
員
を
含
む
。
）
が
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


す
る
役
員
を
含
む
。
）
が
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二


五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三


の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五


第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の


条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き


規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間


は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し


を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二
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項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


第
十
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
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一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
」
と


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
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二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
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の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第


十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条


十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十


十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二


三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条


の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の


の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三


六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六


条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
五
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十


の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


二
の
六
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二


第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第


第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六


一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３


基
準
適
合
性
認
証
を
受
け
た
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業


３


基
準
適
合
性
認
証
を
受
け
た
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業


者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
同
項
中
「
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方


お
い
て
、
同
項
中
「
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方


法
（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、


法
（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、


そ
の
物
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ


そ
の
物
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号


。
）
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号


、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と


、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と


あ
る
の
は
「
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の


あ
る
の
は
「
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の
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五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器


五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器


若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器


若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器


等
が
」
と
、
「
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


等
が
」
と
、
「
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の


含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
若


は
「
若
し
く
は
第
六
十
五
条
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


し
く
は
第
六
十
五
条
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機


医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機


器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
若
し


器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改


く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行


善
を
行
う
ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」


う
ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る


と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
取


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
取


消
し
等
）


消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第


二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か


二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か


に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を


に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を


取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請


三


次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請


求
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。


求
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。


四
・
五


（
略
）


四
・
五


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


２


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す


る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、


る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、


「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ


品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ


い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「


売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
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二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造


受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局


業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与


開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命


業
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す


ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
課
徴
金
納
付
命
令
）


（
課
徴
金
納
付
命
令
）


第
七
十
五
条
の
五
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
五
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合


３


第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合


に
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
者
に
対
し
て
同
項
の
課
徴
金
を
納
付
す
る
こ
と
を


に
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
者
に
対
し
て
同
項
の
課
徴
金
を
納
付
す
る
こ
と
を


命
じ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


命
じ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


一


第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
の
六
第
一
項
の
命
令
を
す


一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
命
令
を
す


る
場
合
（
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
に
与
え
る
影
響
が
軽
微


る
場
合
（
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
に
与
え
る
影
響
が
軽
微


で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）


で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）


二


（
略
）


二


（
略
）


４


（
略
）


４


（
略
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
、
第
六
条
の
四
第
四
項
、
第
十
三
条
の
三
第


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
、
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お


る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三


い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
第
二


二
十
二
第
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
九


十
三
条
の
二
十
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
の


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
の
更
新
又
は
第
十
三
条
の
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更
新
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お


二
の
二
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
（
第
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
二


十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
六
第
三


三
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
五
項
の
登
録
の
更
新
を
拒


項
の
登
録
の
更
新
を
拒
も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し


も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し
、
そ
の
処
分
の
理
由
を


、
そ
の
処
分
の
理
由
を
通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を


通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な


与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


い
。


（
手
数
料
）


（
手
数
料
）


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


一
～
七


（
略
）


一
～
七


（
略
）


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（


又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
二


第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条


十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
又
は
第
十
四


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す


条
第
七
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


る
者


）
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


八
の
二


第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て


八
の
二


第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


九
～
十
五


（
略
）


九
～
十
五


（
略
）


十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
一
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の


十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の


規
定
を
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


規
定
を
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


十
六
～
二
十
八


（
略
）


十
六
～
二
十
八


（
略
）
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二
十
九


第
八
十
条
第
一
項
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
調


二
十
九


第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
調
査
を
申
請
す
る
者


査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八


十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の


十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の


二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用


二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二


第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、


第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


の
医
療
機
器
等
審
査
等
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い


の
医
療
機
器
等
審
査
等
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確


認
、
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二


認
、
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九
項
に
お


十
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項


（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
又
は
第
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
又
は
第
二


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
、
医
薬


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
、
医
薬


品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性
認
証
又
は
再
生


品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性
認
証
又
は
再
生


医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の


医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の


手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
適
用
除
外
等
）


（
適
用
除
外
等
）


第
八
十
条


輸
出
用
の
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項


第
八
十
条


輸
出
用
の
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項


か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造


に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
そ
の
製


業
者
は
、
そ
の
製
造
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
政
令
で
定


造
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
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め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品


と
き
は
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が


質
管
理
の
方
法
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で


第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適


定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
製
造
を
し
よ
う
と
す


合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
そ


る
と
き
、
及
び
そ
の
開
始
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過


の
開
始
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
、
厚


す
る
ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受


生
労
働
大
臣
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら


け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
同
項
の
調
査
を
受
け


（
新
設
）


た
者
は
、
当
該
調
査
に
係
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
調
査
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製


造
工
程
の
区
分
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基


準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製


造
所
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
行
う
同
項
の
調


査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


３


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
製
造
を
し
よ
う


（
新
設
）


と
す
る
と
き
に
第
一
項
の
調
査
を
受
け
た
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


又
は
化
粧
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、


当
該
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製


造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
書
面


に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い


て
、
当
該
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、


当
該
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４
・
５


（
略
）


２
・
３


（
略
）


６


前
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
同
項
の
調
査
を
受
け


（
新
設
）


た
者
は
、
当
該
調
査
に
係
る
輸
出
用
の
再
生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造


所
が
、
当
該
調
査
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
に


属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す


る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、


当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経


過
す
る
ご
と
に
行
う
同
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
製
造
を
し
よ
う


（
新
設
）
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と
す
る
と
き
に
第
五
項
の
調
査
を
受
け
た
輸
出
用
の
再
生
医
療
等
製
品
の
特


性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
用
の
再


生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地


の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
輸
出
用
の
再


生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
は
、
当
該
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の


４


第
一
項
又
は
第
二
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の
規
定
を
準


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
化
粧
品


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
化
粧
品
」
と
あ
る


」
と
あ
る
の
は
「
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


の
は
「
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ


目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は


。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が


体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
前
条


、
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更


許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る


新
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四


む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二


項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て


項
中
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第


、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新


四
項
の
許
可
の
更
新
を
す
る
と
き
は
、
機
構
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知


を
す
る
と
き
は
、
機
構
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
調
査
の
結
果
を


す
る
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
な


考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
と


い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
化
粧
品
」
と
あ
る
の
は
「
、


、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
化
粧
品
」
と
あ
る
の
は
「
、
化
粧
品
、
医
療
機
器


化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
、
「
前
条
第
一
項
若
し


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
、
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可


く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「
第


又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
一
項
又
は


八
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す


第
二
項
の
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


る
。


９


第
五
項
又
は
第
七
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
の
規


５


第
三
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定
を
準
用
す


定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若


る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八


し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す


項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い


む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第


て
の
同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」


七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
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と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
七
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
行


「
第
八
十
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ


わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第


の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の


一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
を
す
る
と


許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
を
す
る
と
き
は
、
機
構
が
第
四
項
の


き
は
、
機
構
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
な


規
定
に
よ
り
通
知
す
る
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ


け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第


る
の
は
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
若


三
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可


し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「


の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
七
項
の
調
査
」
と
読
み


第
八
十
条
第
三
項
の
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


替
え
る
も
の
と
す
る
。


第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
ほ
か
、
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬


６


第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
ほ
か
、
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬


10
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政
令


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政
令


で
、
こ
の
法
律
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る


で
、
こ
の
法
律
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る


こ
と
が
で
き
る
。


こ
と
が
で
き
る
。


（
略
）


７


（
略
）


11


第
十
四
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


８


第
十
四
条
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


12
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
第
十


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
第
十
四


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に


合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十


十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三
条


九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三
条
の


の
二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に


二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
療
機


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
療
機
器


器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第


若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一


一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第


第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の


の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が


が
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二


さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


十
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
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準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
若


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八


八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十


）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、


の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政


政
令
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六


令
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六
十


十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


）
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に


、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
、


、
第
六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


第
六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五


む
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五
条


条
か
ら
第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
の


か
ら
第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
か
ら


三
か
ら
第
六
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
、
第
六
十
八


第
六
十
八
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
十


条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条


七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十


の
二
十
の
二
の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定


の
二
の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ


め
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
が
で
き
る
。


（
略
）


９


（
略
）


13
（
事
務
の
区
分
）


（
事
務
の
区
分
）


第
八
十
一
条
の
三


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一
、
第
二
十
三


第
八
十
一
条
の
三


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一
、
第
二
十
三


条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第


条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第


六
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、


六
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、


第
七
十
二
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
か
ら


第
七
十
二
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
か
ら


第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七


第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七


十
六
条
の
七
の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府


十
六
条
の
七
の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府


県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二


県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二


年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受


年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受


託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）
と


託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）
と


す
る
。


す
る
。


２


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条


２


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
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第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
七
十


第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
七
十


二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る


二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る


こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。


こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一


、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項


項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及


ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、


項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、


第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、


第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、


第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及


第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及


び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十


び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十


六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を


六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を


除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「


除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「


厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か


厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か


ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一


ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一


項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別


項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別


区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
七
条
第


区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
五
項
及


四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一


び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項


項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
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並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）


）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬


）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三


品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「


項
第
六
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医


医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に


薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の


薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要


適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る


指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議


定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除


会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬


く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
厚
生
労
働


品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医


品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八


療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、


条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る


第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
次
の
イ


動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四


又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二


条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡


項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る


医
薬
品
（
医
薬
品
の
う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
動
物
の
身
体
に


と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、


対
す
る
作
用
が
著
し
く
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に


そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
適
切
な
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
と
認
め


有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林


ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
と
、
同
項
第
二


水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留
性
（


号
イ
中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化


、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と


学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を


、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に


い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の


係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に


肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が


、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な


動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ


い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
十


い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質


四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
第
二
号
及


（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に


び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十


残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に


三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
四
条
の


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し


二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、


て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
十
項
第
二
号
及
び


「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法


第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て


第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一


の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
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号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療


他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る


上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号


お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
中
「
同
号
ロ
中
「


及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「


医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
第
十


若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第


に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動


第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の


物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も


二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物


の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項


の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中


中
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し


「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る


く
は
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第


の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る


一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条


使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物


の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及


に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉


び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と


、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生


あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第


産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い


一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ


と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬


る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該


局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造


変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で


有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係


あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区


る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を


域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一


損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い


使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都


て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十


道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ


五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十


て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は


授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市


」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使


又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、


用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳


第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五


そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ


条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第


れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三


二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ


三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る


る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用


の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又


さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供


は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対


さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
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象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な


こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品


う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六


の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有


条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第
五


す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用


項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ


あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ


の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ


の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い


は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十


て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号


一
条
、
第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見


中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


出
し
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一


品
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く


般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都


。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の


道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区


八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項
及
び


る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同


第
七
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び


条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類


第
六
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
号


は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医


中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の


薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
五
号
中


十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品


、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二


健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長


十
九
条
の
五
第
三
項
第
四
号
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
第
一


又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て


号
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し


あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ


中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
項


中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品


及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又
は
指


」
と
、
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農


示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六


林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以


条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に


外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二


あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の
は
「


類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬


獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
五
十
九
条
第
九


品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品


号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
中


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ


「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
以
外


る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の


の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類


営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
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合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条


の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で


の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
七
条


第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬


」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、


品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く


処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く


あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る


は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号


方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号


中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労


及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、


働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は


第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は


「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者
の
生
活


「
要
指
示
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第


の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
よ
り
当


一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定


該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五
条
の
二


医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
」
と


か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条


、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


ま
で
及
び
第
五
十
七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第


条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四


の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の


条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九


の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と


号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え


、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医


る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
中


薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み


「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
都


替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中


道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し
く
は


「
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者


管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若
し
く


又
は
管
理
者
に
よ
り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条


は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健


中
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五


所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又


十
五
条
の
二
ま
で
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、


は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十


一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、


七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の


第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の


十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ


二
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十


知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条


四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


の
三
第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
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第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八


所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道


条
の
二
の
八
第
二
項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六


府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を


十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十


医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く


七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「


。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録


対
象
者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数


受
渡
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の


」
と
す
る
。


区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第


七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、


第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一


項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及


び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事


」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三


第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を


設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県


知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置


す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条


の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象


者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と


す
る
。


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適


用
す
る
場
合
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適


用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程


度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残
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留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
残
留


す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
残
留


性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内


性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内


閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


条
、
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
並


条
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


び
に
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
中
「


は
、
第
二
十
七
条
中
「
薬
局
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二
の


薬
局
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ


三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬
品


り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師


五
第
九
項
中
「
店
舗
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規


又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
、


定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た


同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
販


店
舗
販
売
業
者
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従


売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三


事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事


ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の
二


す
る
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る


第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


の
は
「
当
該
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中


「
又
は
授
与
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
受
渡
し
を
含
む
。
）
」
と


あ
る
の
は
「
又
は
授
与
」
と
し
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
、
第
六
項
及


び
第
八
項
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
六


か
ら
第
二
十
九
条
の
十
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五


項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七


十
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


３


動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
第
三
項


３


動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項


の
規
定
を
準
用
す
る
。


の
規
定
を
準
用
す
る
。


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に


為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
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処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一


第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


（
略
）


二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


四


（
略
）


四


（
略
）


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


九


第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と


九


第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


き
。


十
～
二
十
三


（
略
）


十
～
二
十
三


（
略
）


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


第
八
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁


為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に


刑
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一


第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第


三


第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第


六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


四


第
六
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
六
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
六
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


五


第
六
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
七
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


六


第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


七


第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に


七


第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に


違
反
し
た
と
き
。


違
反
し
た
者


八


第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に
違
反
し


八


第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に
違
反
し


た
と
き
。


た
者


九


第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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十


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き


十


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


。


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
十
三
項
、
第
十
八
条
の
二
の


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
第
一
項
又
は
第
十
八
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に


違
反
し
た
と
き
。


五
～
九


（
略
）


五
～
九


（
略
）


十


第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
ず
に
受
渡
し
を


（
新
設
）


行
つ
た
と
き
。


十
一
～
二
十
一


（
略
）


十
～
二
十


（
略
）


二
十
二


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令


（
新
設
）


に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
三


第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


二
十
一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
と
き
。


二
十
四


第
七
十
二
条
の
八
又
は
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反


二
十
二


第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


し
た
と
き
。


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
三
～
二
十
七


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違


反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に


反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に


処
す
る
。


処
す
る
。


一
～
五


（
略
）


一
～
五


（
略
）


六


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
六
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お


（
新
設
）


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


七
～
十
二


（
略
）


六
～
十
一


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三
～
十
七


（
略
）


三
～
十
七


（
略
）


第
八
十
八
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
八
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の


為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


罰
金
に
処
す
る
。


一


第
六
条
、
第
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
四
項
又
は
第
六
条
の


一


第
六
条
、
第
六
条
の
二
第
三
項
又
は
第
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
違


四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


二


第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


四


第
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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○


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
【


公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
開
設
の
許
可
）


（
開
設
の
許
可
）


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


区
長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
、
第
八
条
の
二
第
一


区
長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一


項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第


項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て


三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て


る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば


る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
開
設


、
開
設
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
て
は
な
ら
な
い
。


２
～


（
略
）


２
～


（
略
）


10


10


（
薬
局
開
設
者
に
よ
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
）


（
薬
局
開
設
者
に
よ
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
）


第
八
条
の
二


（
略
）


第
八
条
の
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を


４


都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を


確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
そ
の
他
の
官
公


確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
そ
の
他
の
官
公


署
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ


署
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
薬
局
に
関
し
必
要
な
情


て
は
、
市
又
は
特
別
区
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す


報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
薬
局
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区


５


都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
は
、
第
一
項
又
は
第


及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


い
。


こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
報
告
の
内
容
を
厚
生
労
働
大
臣
（
薬
局
の
所
在
地
が
保


健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生


労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
。
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
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報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


薬
局
開
設
者
が
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
、
電
子
情


（
新
設
）


報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方


法
で
あ
つ
て
そ
の
内
容
を
当
該
薬
局
開
設
者
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道


府
県
知
事
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
よ
り
行


つ
た
と
き
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ


る
報
告
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。


７


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
都


（
新
設
）


道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
情
報
の
提
供


の
た
め
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
し
必
要
な


助
言
、
勧
告
そ
の
他
の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
）


第
十
三
条
の
三


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


第
十
三
条
の
三


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


又
は
化
粧
品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者


又
は
化
粧
品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者


」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
登
録
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


２


前
項
の
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


に
行
う
。


に
与
え
る
。


３


第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
六
号


３


第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
三
項
（
同
項
第
一
号
、
第
二


に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規


号
及
び
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
並


定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
中
「
許
可
の
」
と
あ


び
に
第
十
三
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三


る
の
は
「
登
録
の
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生


条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
」
と


労
働
大
臣
の
登
録
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
」


、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
」
と
、
「
第
一
項
」
と
あ


と
、
「
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
（
第
一
号
及
び


る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く


第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る


は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


も
の
と
す
る
。


合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の


同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し


く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
八
項
の
認
定
又
は
第
十
三
条


の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ


の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
の
三
第
三
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
七
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準


用
す
る
前
条
第
九
項
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
若


し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第


八
項
の
認
定
又
は
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項


の
認
定
の
更
新
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
）


（
削
る
）


第
十
三
条
の
三
の
二


医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
は
、
保
管
の
み
を
行
お
う
と


す
る
製
造
所
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
三
項
（
同


項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の


規
定
を
準
用
す
る
。


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
四
条


（
略
）


第
十
四
条


（
略
）


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


い
。


い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所


二


申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所


が
、
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で


が
、
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で


き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の


き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
（


登
録
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
登
録
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造


申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。


が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
な
い
と
き
。


）
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
登
録
を
受


け
て
い
な
い
と
き
。


三
・
四


（
略
）


三
・
四


（
略
）


３
～
７


（
略
）


３
～
７


（
略
）


８


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


８


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
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分
を
い
う
。
第
十
七
項
、
次
条
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


分
を
い
う
。
次
条
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製


に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け


造
工
程
に
つ
い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き


て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
六
項
の


は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
六
項
の
調
査
を
受
け


調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


る
こ
と
を
要
し
な
い
。


９
～


（
略
）


９
～


（
略
）


14


14


特
に
適
切
な
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働


（
新
設
）


15
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
一
項
の
承


認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
承
認
を
受
け
た
品
目
の
製
造
方
法
そ
の
他
の
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
厚


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当


該
承
認
の
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
も
の
と
す


る
。厚


生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
同
項
の


（
新
設
）


16
規
定
に
よ
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は


、
当
該
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生


労
働
大
臣
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
す
る


理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
十
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に


（
新
設
）


17
つ
い
て
第
十
四
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医


薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係


る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ


い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製


造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六


項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
五
項
に
規
定
す


（
新
設
）


18
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
の
第
十
四
項
の


承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し


て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
項
第
四
号


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
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つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ


の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
を
受


け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微


19


15


軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生


な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働


労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
第
十
四
項
の
厚
生


（
新
設
）


20
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
が
品
質
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
い
も
の
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
軽
微


変
更
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
代


え
て
、
年
度
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変


更
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
、
こ
れ
が
特
定
軽
微
変
更
で
あ
る
旨


の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結


（
新
設
）


21
果
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


第
一
項
及
び
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
並
び
に
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る


第
一
項
及
び
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


22


16


報
告
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、


項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若


そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規


し
く
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項


定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
又
は
登
録
に
係
る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品


粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚


、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
、
認
定
又
は
登
録
に
係


二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る


る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理


か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
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は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、
そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に


る
。


対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、


そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
並
び
に
第
十
八
項
、


四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
九
項
、
第
十
四
条
の


第
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に


二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項


前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定


（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査


に
よ
る
調
査
、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
、
同
条
第


、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
並
び
に
第
十
四
条
の
二


二
十
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
並


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ


び
に
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条


る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）


第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審


を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
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よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


第
二
十
二
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）


第
十
六
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


政
令
で
定
め
る
。


令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


、
第
三
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、
第
十
九
項
、
第
二
十
項
及
び
第
二
十
二
項


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


条
第
十
五
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
及
び
第
二
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二


条
第
十
六
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


用
す
る
。


７


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に


（
新
設
）


つ
い
て
は
、
同
条
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
二
項
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の


三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
政
令
へ
の
委
任
）


（
政
令
へ
の
委
任
）


第
二
十
三
条


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
の


第
二
十
三
条


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
の


許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
又
は
登
録
の
更


許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
又
は
認
定
の
更


新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の


新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の


他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な


製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な


事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
登
録
）


（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
）


第
二
十
三
条
の
二
十
四


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製


第
二
十
三
条
の
二
十
四


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製


品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
」


品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
」







- 184 -


と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
登
録
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


２


前
項
の
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


に
行
う
。


に
与
え
る
。


３


第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
三
項
（
第
一
号


３


第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
三
項
（
第
一
号


及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び


、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
か
ら
第
九
項


第
九
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
中
「
許


ま
で
並
び
に
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三


可
の
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
の
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
」
と
あ
る


条
の
二
十
二
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「


の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の


認
定
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
」
と
、
「
第
一


は
「
登
録
」
と
、
「
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
（


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く


第
一
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
と


は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の


同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
八
項
の
認
定
又
は
次
条
第
三
項
に
お
い


て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
九
項


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認


定
の
更
新
に
つ
い
て
の
次
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
七
項
（
次


条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
九
項
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三


項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の


更
新
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用


す
る
前
条
第
八
項
の
認
定
又
は
次
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四


項
の
認
定
の
更
新
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


い
。


い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
第
二
十
三
条


二


申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
第
二
十
三
条


の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る


の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る


区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
前
条
第
一
項
の
登
録
（
申
請
を
し
た


区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
（
申
請
を
し
た


品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て


品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
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い
な
い
と
き
。


い
な
い
と
き
。


三
・
四


（
略
）


三
・
四


（
略
）


３
～
６


（
略
）


３
～
６


（
略
）


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を


製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
第
十
六
項
及
び
第
八
十


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
第
八
十
条
第
六
項
に
お


条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い


い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る


十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該


と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受


製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要


け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


し
な
い
。


８
～


（
略
）


８
～


（
略
）


13


13


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
承
認
を
受
け
た
品
目
の
製
造
方
法


（
新
設
）


14
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
前
項
の


規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
厚
生
労


働
大
臣
は
、
当
該
承
認
の
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断


す
る
も
の
と
す
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
同
項
の


（
新
設
）


15
規
定
に
よ
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は


、
当
該
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生


労
働
大
臣
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
す
る


理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に


（
新
設
）


16
つ
い
て
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再


生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る


と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
十
三
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
六
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
項
に
規
定
す


（
新
設
）


17
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る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
の
第
十
三
項
の


承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と


認
め
る
と
き
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又


は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実


地
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
を
受


け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微


18


14


軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生


な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働


労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
第
十
三
項
の
厚
生


（
新
設
）


19
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
が
品
質
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
い
も
の
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
軽
微


変
更
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
代


え
て
、
年
度
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変


更
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
、
こ
れ
が
特
定
軽
微
変
更
で
あ
る
旨


の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結


（
新
設
）


20
果
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
並
び
に
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


21


15


報
告
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
を
受
け


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製


造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る


造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
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政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同


政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同


条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号


条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号


」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と


」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と


、
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


、
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


第
四
号
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の


第
四
号
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六


十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て


十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は


第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の


第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の


は
「
に
該
当
す
る
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の


は
「
に
該
当
す
る
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は


「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規


「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規


定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読


定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読


み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
八
項
並
び
に
第
十
七
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


五
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
通
知


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ


る
こ
と
が
で
き
る
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）
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４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定
に
か


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定
に
か


か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第
四


四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て


項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


を
除
く
。
）
、
第
三
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
十
八
項
、
第
十
九
項
及
び


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（


第
二
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三


第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の


条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


い
て
は
、
同
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
及
び
第
二
十
一
項
、
第
二
十


い
て
は
、
同
条
第
十
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
二
十
三


三
条
の
二
十
六
第
四
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る


条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


。
７


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
九
項
の
規
定
に


（
新
設
）


よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
十
項
及
び
第
二
十
一
項
並
び
に
第
二
十


三
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
政
令
へ
の
委
任
）


（
政
令
へ
の
委
任
）


第
二
十
三
条
の
四
十
二


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は


第
二
十
三
条
の
四
十
二


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は


製
造
業
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
登


製
造
業
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認


録
又
は
登
録
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製


定
又
は
認
定
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製


造
所
の
管
理
そ
の
他
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


造
所
の
管
理
そ
の
他
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し


製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し


必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


第
五
十
五
条


（
略
）


第
五
十
五
条


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造
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方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


四
～
九


（
略
）


四
～
九


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九


条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条


、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三


の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
の
登
録
」
と
、
「
第
八
項
若
し


条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と
、
「
、


あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「


第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三


第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
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三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条


四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の


の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は


九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
あ


二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た


る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と
、
「
、


医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医


品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品


薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品


質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（


」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


若
し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」
と
、


第
十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」


含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む


と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」
と
あ


。
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」


五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は


と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「


性
能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三


条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二


条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と


第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く


あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四


は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の


の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と


九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定


、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「


す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」


第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第


と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生


労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
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中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一


条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二


条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二


項
、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
十
三


項
、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十


条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
の
登
録
」
と
、
「
第
八
項
若


三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と
、
「


と
あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、


、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十


「
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八


三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


項
」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三


第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第


の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又


十
九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け


あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、
「
、
品


た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用


質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」


が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は


し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」
と
、
同


十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。


あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」
と
あ
る


）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性


あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第


能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条


十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第


の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ


一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九


認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
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」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す


「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第


る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と


十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労


働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十


若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
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の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


も
の
と
す
る
。


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
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十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


と
す
る
。


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た


再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ
の
承
認


再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ
の
承
認


の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
八
項
（
第
二
十
三


の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
（
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


反
し
て
い
な
い
も
の
又
は
疾
病
の
治
療
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
再
生


反
し
て
い
な
い
も
の
又
は
疾
病
の
治
療
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
再
生


医
療
等
製
品
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を


医
療
等
製
品
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を


除
く
。
）


除
く
。
）


三
～
六


（
略
）


三
～
六


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


（
立
入
検
査
等
）


（
立
入
検
査
等
）


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八
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条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の


三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若


三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若


し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条


し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条


の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業


の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業


者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第


者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第


六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
四
項
若
し
く


）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
四
項
若
し
く


は
第
十
九
項
、
第
十
四
条
の
三
第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第


は
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
三
第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第


十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第


十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第


十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項


十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項


か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
七
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の


か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
七
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の


四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の


四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の


二
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項


二
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項


、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二


、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二


十
三
条
の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


十
三
条
の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第


四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四


十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一


十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項


第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項


、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


で
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条


で
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条


の
四
十
二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を


の
四
十
二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を


同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第


同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第


四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の


四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の


七
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五


七
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五


第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若


第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
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し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十


し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十


第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八


第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八


条
の
十
六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項


条
の
十
六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項


ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第


ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第


五
項
若
し
く
は
第
十
一
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一


五
項
若
し
く
は
第
十
一
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一


項
の
規
定
又
は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第


項
の
規
定
又
は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第


七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二


七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二


条
の
八
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二


条
の
八
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二


第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必


第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に


、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
三


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五


、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第


、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条


一
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二


の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の


及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の


二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


販
売
業
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と


売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
五


い
う
。
）
が
、
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条


条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十


第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
、


若
し
く
は
第
四
項
、
第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一


第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び


一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用


第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十


）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お


条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び


四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用


第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
第


）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条


一
項
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の


、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て


七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お


十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条


十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用


、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条


）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
四
ま
で
、
第
二
十


の
四
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の


九
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十
九
条


六
か
ら
第
二
十
九
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、


の
十
一
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
か
ら
第


第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま


三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
五
条
か


で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第


ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第


三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の


三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
三
十
九
条
の


二
、
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項


三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は


、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六


第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は


条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十


第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
、
第
六
十
八
条
の
五


、
第
六
十
八
条
の
五
第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の


第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
五
項


七
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六


若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項


十
八
条
の
十
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は


、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


第
八
項
若
し
く
は
第
八
十
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、


八
十
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第


第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第


一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第


七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一


七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を


項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が


遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で


は
、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、


り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店


店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医


舗
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
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療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り


生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若


、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し


し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他


く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


都
道
府
県
知
事
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事


３


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第


、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
）
は
、
次
の
各
号
に


二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る


掲
げ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働


か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
地
域
連


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、


携
薬
局
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
若
し
く
は
健
康
増
進
支
援
薬
局
（
以
下


薬
局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
若
し
く
は
健
康


こ
の
章
に
お
い
て
「
地
域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。
）
の
開
設
者
が
第
六
条


増
進
支
援
薬
局
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
地
域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。


の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
の


）
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


四
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
五
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に


る
。


必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
当
該
地
域
連


一


薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は


携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め


必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局


る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


当
該
薬
局
開
設
者


等
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


二


地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
が
第
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
又
は
第
七


る
。


十
二
条
第
五
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵


守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


当
該
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者


４
～
９


（
略
）


４
～
９


（
略
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
四
条
の
二


（
略
）


第
七
十
四
条
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。
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一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
、
第


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


八
項
若
し
く
は
第
十
七
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
と
き
。


四
～
八


（
略
）


四
～
八


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
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十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


第
十
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
」
と


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
八
項
、
第
十
四
条
の
二


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
、
第
八


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


項
若
し
く
は
第
十
七
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
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の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第


く
は
第
九
項
、
第
十
九
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


八
項
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
七
項
又
は
第
二
十
三
条


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十


の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第


四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九


十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条


第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十


の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し


九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九


第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十


第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第


三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条


二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三


四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第


の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六


十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の


条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十


三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の


二
の
六
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
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十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二


三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二


「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第


第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る


一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定


の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
四


削
除


第
七
十
五
条
の
四


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十


三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該


当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
認
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り


消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い


て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。


二


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
三


条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者


の
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
、


医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所


に
お
い
て
そ
の
構
造
設
備
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
の
検


査
を
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
に


お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
忌
避
さ
れ
、
又


は
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
が
さ
れ
ず
、
若
し
く


は
虚
偽
の
答
弁
が
さ
れ
た
と
き
。
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三


次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に


応
じ
な
か
つ
た
と
き
。


四


こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ


れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
。


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受


け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場


合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施


設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
あ
る
の
は
、


「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３


第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
質
問
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
五


条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
等
の
登
録
の
取
消
し
等
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
取


消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第


条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か


者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当


に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を


該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項


一


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第


、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
、


登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
求
め
た
場
合
に


要
な
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽


お
い
て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。


の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。


二


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
三


二


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
三


条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け


十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
の
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医


た
者
の
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医


薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り


療
機
器
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
お
い
て
そ
の
構
造
設
備
又
は
帳
簿
書


扱
う
場
所
に
お
い
て
そ
の
構
造
設
備
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
に
つ


類
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
の
検
査
を
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者


い
て
の
検
査
を
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
よ
う
と
し


に
質
問
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ


た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
忌
避


ら
れ
、
若
し
く
は
忌
避
さ
れ
、
又
は
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由


さ
れ
、
又
は
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
が
さ
れ
ず


な
し
に
答
弁
が
さ
れ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
が
さ
れ
た
と
き
。
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、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
が
さ
れ
た
と
き
。


三


（
略
）


三


（
略
）


四


不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四


四


不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。


二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。


五


（
略
）


五


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三


２


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
五


を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す


条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の


る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、


は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機


「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は


品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ


医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医


い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
第
一


売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の


二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造


登
録
を
受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者


業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与


、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与
業
者
」
と
あ
る
の


業
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す


は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え


る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


る
も
の
と
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
第
六
条
の
四
第
四
項
の
認
定
の
更


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
、
第
六
条
の
四
第
四
項
、
第
十
三
条
の
三
第


新
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
、
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
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用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
三
第
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


二
十
二
第
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に


十
三
条
の
二
十
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
の


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四


更
新
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
（
第
二


す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
五
項
の
登
録
の
更
新


十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


を
拒
も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し
、
そ
の
処
分
の
理


三
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
五
項
の
登
録
の
更
新
を
拒


由
を
通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な


も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し
、
そ
の
処
分
の
理
由
を


ら
な
い
。


通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


（
手
数
料
）


（
手
数
料
）


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


一
～
三
の
二


（
略
）


一
～
三
の
二


（
略
）


四


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
申
請
す
る
者


四


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
申
請
す
る
者


五


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
の
登
録


五


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
の
認
定


の
更
新
を
申
請
す
る
者


の
更
新
を
申
請
す
る
者


六


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
八
項
の
登
録


六


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
八
項
の
認
定


の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
登
録
を
申
請
す
る
者


の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
を
申
請
す
る
者


（
削
る
）


六
の
二


第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
二


の
二
第
四
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
者


七


（
略
）


七


（
略
）


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
八
項
（
第
十
九
条
の
二
第
六


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（


。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二


第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条


項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
又
は
第
十
四


九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
又
は
第


条
第
七
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
四
条
第
七
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


）
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


む
。
）
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


八
の
二


第
十
四
条
第
二
十
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


（
新
設
）


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


八
の
三
～
十
九


（
略
）


八
の
二
～
十
九


（
略
）


二
十


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
申
請
す
る
者


二
十


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
申
請
す
る
者


二
十
一


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


二
十
一


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
二
第
四
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
者


の
二
十
二
第
四
項
の
認
定
の
更
新
を
申
請
す
る
者


二
十
二


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


二
十
二


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
二
第
八
項
の
登
録
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
登
録
を
申
請
す
る


の
二
十
二
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
を
申
請
す
る


者


者


二
十
三


（
略
）


二
十
三


（
略
）


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
項
（


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第


第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


し
く
は
第
十
七
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
八


場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


条
の
二
十
八
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る


。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


二
十
四
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
九
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
新
設
）


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す


る
者


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条


十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の
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の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び


二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用


第
十
九
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
第
十
九
条
の
四


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第


第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、


一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三


び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
機
器
等
審
査
等
、


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


の
医
療
機
器
等
審
査
等
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い


。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九


十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、
第
二
十
三
条
の
十
八


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確


第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
第
八
十
条


認
、
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二


第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九
項
に
お


十
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
か
ら


（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


第
七
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


査
等
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
又
は
第
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


該
調
査
、
医
薬
品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
、
医
薬


認
証
又
は
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令


品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性
認
証
又
は
再
生


で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の


手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項


、
第
八
条
の
二
第
五
項
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及


、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項


び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三


ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及
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十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


十
二
条
第
五
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七


十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


十
五
条
の
五
の
三
、
第
七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


項
及
び
第
八
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


、
第
七
十
五
条
の
五
の
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


の
五
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


第
三
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


五
条
の
五
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七


項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、


十
五
条
の
五
の
十
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二


第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、


、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七


第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及


十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条


び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十


の
八
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び


六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を


に
第
八
十
一
条
の
四
を
除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農


除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「


林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」


厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か


と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動


ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一


物
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を


項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区


区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
五
項
及


長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項


び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項


、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三


並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る


）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三


場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」


項
第
六
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医


と
、
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品


薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の


及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導


適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る


医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授


こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議


与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大


会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬


臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特


品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ


品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八


る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省


条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る


令
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣


動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
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医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
（
保
健


条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡


所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
市
又
は
特
別
区
。
第
七
項
に


医
薬
品
（
医
薬
品
の
う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
動
物
の
身
体
に


お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
都


対
す
る
作
用
が
著
し
く
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に


道
府
県
知
事
（
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区


規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
適
切
な
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
と
認
め


域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府


ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
と
、
同
項
第
二


県
知
事
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、


号
イ
中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


「
厚
生
労
働
大
臣
（
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区


、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
。


、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に


次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」


係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に


と
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
四
号


、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
（
医
薬
品


動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ


の
う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
動
物
の
身
体
に
対
す
る
作
用
が
著


い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質


し
く
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受


（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に


渡
店
舗
に
お
け
る
適
切
な
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し


残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に


て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
次
の
⑴


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し


項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る


て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
十
項
第
二
号
及
び


と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、


第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一


有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林


号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療


水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留
性
（


上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号


医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化


及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「


学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を


若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請


い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の


に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対


肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が


象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動


生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な


物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も


い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
十
項
第
二
号
及
び
第
十
二
項
、
第
十


の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項


四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
第
二
号
及


中
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し


び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十


く
は
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第


三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は


一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条


「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
四
条
の


の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
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二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、


び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と


「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法


あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第


に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て


一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ


の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の


る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該


他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る


変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
中
「
同
号
ロ
中
「


有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係


医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
第
十


る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第


損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都


第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の


道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ


二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物


て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は


の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中


授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市


「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る


又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、


の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る


第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五


使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物


条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第


に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉


二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生


三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る


産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い


の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又


と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬


は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対


局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造


象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な


し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で


う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二


あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区


の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有


域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一


す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い


方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ


て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十


の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ


五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十


る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は


は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十


」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使


一
条
、
第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見


用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳


出
し
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一


そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ


般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都


れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三


道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
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号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項
及
び


る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用


第
七
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び


さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供


第
六
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の


さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る


は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医


こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品


薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
五
号
中


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六


「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品


条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第
五


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二


項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


十
九
条
の
五
第
三
項
第
四
号
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
第
一


あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ


号
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
二
十


中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品


八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第


」
と
、
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農


二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知


林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以


事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用


外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
要
指
導
医
薬
品


類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬


（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「


品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品


医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
五
第
三


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ


項
第
四
号
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十


る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の


七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗


営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
次
の
⑴
又
は


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条


⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六


の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指


第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬


定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」
と


品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「


、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び
第


処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に


三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第


あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る


一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六


の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処


条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品


方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号


」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地


及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、


が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、


第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は


市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お


「
要
指
示
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第


い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見


一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
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出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第


医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条


一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又


か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条


は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三


ま
で
及
び
第
五
十
七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四


十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬


条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の


の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の


は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
五
十
九
条


は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九


第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と


項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品


、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医


以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第


薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み


二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ


替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中


以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条


「
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者


ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十


又
は
管
理
者
に
よ
り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条


七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の


中
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五


二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若


十
五
条
の
二
ま
で
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十


し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十


七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の


三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第


十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十


生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る


四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者
の


第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八


生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
よ


条
の
二
の
八
第
二
項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六


り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五
条


十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理


の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で


医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く


」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、


。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は


受
渡
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の


「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第


区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十


七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、


三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項


第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一


第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み


項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及


替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
二


び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事


項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中


」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三
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「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
三


者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と


、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第


す
る
。


一
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二


及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知


事
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ


つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の


区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項


、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三


の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区


の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第


一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の


は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七


条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象
者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物


」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と
す
る
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
十
四
条
第
十
九
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三
～
八


（
略
）


三
～
八


（
略
）


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
～
十
七


（
略
）


十
～
十
七


（
略
）
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○


医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め


る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


目
次


目
次


第
一
章
～
第
四
章


（
略
）


第
一
章
～
第
四
章


（
略
）


第
五
章


医
療
提
供
体
制
の
確
保


第
五
章


医
療
提
供
体
制
の
確
保


第
一
節
～
第
五
節


（
略
）


第
一
節
～
第
五
節


（
略
）


第
六
節


公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
）


第
六
節


公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
八
条
）


第
七
節


適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
医
薬
品
の
供
給
の
確
保
（
第


（
新
設
）


三
十
六
条
―
第
三
十
八
条
の
七
）


第
六
章
～
第
九
章


（
略
）


第
六
章
～
第
九
章


（
略
）


附
則


附
則


第
七
節


適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
医
薬
品
の
供
給
の
確
保


（
新
設
）


第
三
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の


第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で


削
除


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
七
項
に


規
定
す
る
特
定
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
供
給
が


不
足
し
、
又
は
そ
の
特
定
医
薬
品
の
需
給
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
か
ら
合
理


的
に
判
断
し
て
、
そ
の
供
給
が
不
足
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た


め
、
適
切
な
医
療
の
提
供
が
困
難
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
生
命
及
び


健
康
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
製
造
販
売
業
者


（
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を


い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
製
造
業
者
（
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
医
薬
品
の


製
造
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
卸
売
販
売
業
者
（


同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
卸
売
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
第


三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
当
該
特
定


医
薬
品
又
は
代
替
薬
（
同
法
第
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
代
替
薬
を
い
う
。
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以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
増
産
、
販
売
の
調
整
そ
の
他
の
当
該
特


定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
を
必
要
と
す
る
医
療
提
供
施
設
に
対
す
る
当
該
特
定


医
薬
品
又
は
代
替
薬
の
提
供
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が


で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
薬
局
開
設
者
（
医
薬


品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律


第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
薬
局
開
設
者
を
い
う
。
）
又
は
病
院
若
し
く
は
診


療
所
の
開
設
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
調
剤
又
は
処
方
に
関
す
る
配
慮


そ
の
他
の
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
を
必
要
と
す
る
者
に
対
す
る
医
療


の
提
供
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
七
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
供
給
確
保
医
薬
品
及
び
そ
の
製
造
に
必
要


不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
原
料
又
は
材
料
（
以
下
「
供
給
確
保
医
薬
品


等
」
と
い
う
。
）
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
指
針
（
以
下
「


安
定
供
給
確
保
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。


２


安
定
供
給
確
保
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と


す
る
。


一


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
方


向
二


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の


施
策
に
関
す
る
事
項


三


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
製
造
又


は
輸
入
に
関
す
る
事
項


四


そ
の
他
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
関
す
る
重
要


事
項


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
安
定
供
給
確
保
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し


た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。


４


第
一
項
の
「
供
給
確
保
医
薬
品
」
と
は
、
特
定
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
次
に


掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
、
そ
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
必
要
性
が
高


い
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


定
す
る
も
の
を
い
う
。
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一


そ
の
用
途
に
係
る
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
の
病
状
の
程
度


二


当
該
特
定
医
薬
品
と
代
替
性
の
あ
る
特
定
医
薬
品
又
は
治
療
方
法
の
有


無
三


そ
の
製
造
に
要
す
る
特
別
の
技
術
の
有
無
、
原
料
又
は
材
料
の
供
給
事


情
そ
の
他
の
製
造
又
は
供
給
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
事
項


四


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


第
三
十
八
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
（
前
条
第
四
項
に


規
定
す
る
供
給
確
保
医
薬
品
の
う
ち
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し


、
そ
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、


厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い


う
。
）
及
び
そ
の
製
造
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
原
料
又
は
材


料
（
以
下
「
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
製
造
の


状
況
そ
の
他
の
状
況
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
供
給
が
不
足
す
る
蓋


然
性
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
供
給
が
不
足
し
た
場
合
に
は
、
適
切
な
医
療
の


提
供
が
困
難
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響


を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品


等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し


て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬


品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す


る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
」
と
い
う
。


）
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が


で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
態
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し


た
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て


、
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
（
次
項
の
規
定
に
よ
る
変
更


の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て


同
じ
。
）
を
変
更
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る


こ
と
が
で
き
る
。


３


前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販
売
業
者
又
は
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製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
を
変
更
し
た
と


き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
し
た
事
項
を
厚
生


労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販


売
業
者
又
は
製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に


沿
つ
て
当
該
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の


供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
わ
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業


者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た


と
き
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当


な
理
由
が
な
く
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
沿
つ
て
当
該


供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の


発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
つ
て
い
な
い
と
認
め
る


と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
に
つ
い
て


（
新
設
）


、
需
要
の
増
加
又
は
製
造
数
量
の
減
少
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
現
に
そ
の


供
給
が
不
足
し
、
又
は
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
需
給
の
状
況
そ
の
他
の


状
況
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
供
給
が
不
足
す
る
蓋
然
性
が
特
に
高


く
、
か
つ
、
そ
の
供
給
の
不
足
に
よ
り
、
適
切
な
医
療
の
提
供
が
困
難
に
な


り
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認


め
る
と
き
は
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造


業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
又
は
輸
入
に
関
す


る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
等
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し


、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
態
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し


た
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て


、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
（
次
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
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つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を


変
更
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き


る
。


３


前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販
売
業
者
又
は


製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
し
た
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に


届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販


売
業
者
又
は
製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
に
沿
つ
て
当
該


製
造
等
計
画
に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
又
は
輸
入
を
行
わ
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業


者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た


と
き
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当


な
理
由
が
な
く
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
に
沿
つ
て
当
該
製
造
等
計
画


に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
を
行
つ
て
い
な
い


と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
三


国
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


（
新
設
）


指
示
に
従
つ
て
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防


止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
う
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
及
び
前


条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
重
要
供
給
確
保
医
薬


品
等
の
製
造
又
は
輸
入
を
行
う
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
必


要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
四


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
又
は


（
新
設
）


卸
売
販
売
業
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
安
定
供
給
確
保
指


針
に
即
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
給
確
保
医
薬


品
等
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
又
は
授
与
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
厚
生


労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
八
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
供
給
確
保
医
薬
品
等
に
つ
い
て
、
製


（
新
設
）


造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
対
し
、


安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て
、
当
該
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の


発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
八
条
の
二


（
新
設
）


の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者


に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
当
該


職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り


、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


第
六
条
の
二
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る


立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


第
三
十
八
条
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
医
薬
品
の
需
給
状
況
を
把
握
す


（
新
設
）


る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す


る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
情
報
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情


報
（
次
項
に
お
い
て
「
医
薬
品
調
剤
等
情
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
調
査


及
び
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


２


社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五


項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
前
項
の
調
査
及
び
分
析
の


用
に
供
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
有
す
る
医
薬


品
調
剤
等
情
報
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


第
八
十
七
条
の
二


第
三
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、


（
新
設
）


若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨


げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万


円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の


罰
金
に
処
す
る
。


罰
金
に
処
す
る
。
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一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指


（
新
設
）


示
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
か
つ
た
者


五


第
三
十
八
条
第
三
項
又
は
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し


（
新
設
）


て
、
届
出
を
し
な
か
つ
た
者


第
九
十
条


法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の


第
九
十
条


法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の


他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
八
十
七
条
、
第
八


他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
八
十
七
条
又
は
前


十
七
条
の
二
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ


条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は


か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。


人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
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○


麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で


定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
製
造
）


（
製
造
）


第
二
十
条


麻
薬
製
造
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
（
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等


第
二
十
条


麻
薬
製
造
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
（
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等


を
除
く
。
以
下
こ
の
節
（
第
二
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。


を
除
く
。
以
下
こ
の
節
（
第
二
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。


）
を
製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り


）
を
製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り


で
な
い
。


で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
四
第
一
項
（
同
法


二


大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
四
第
一
項
（
同
法


第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け


第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け


た
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
又
は
第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
が
大
麻


た
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
又
は
第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
が
大
麻


草
の
加
工
の
過
程
に
お
い
て
麻
薬
（
別
表
第
一
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十


草
の
加
工
の
過
程
に
お
い
て
麻
薬
（
別
表
第
一
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十


三
号
に
掲
げ
る
物
に
限
る
。
第
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
並
び
に
第
二
十


三
号
に
掲
げ
る
物
に
限
る
。
第
二
十
四
条
第
一
項
第
五
号
並
び
に
第
二
十


八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
製
造
す
る
場
合


八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
製
造
す
る
場
合


２


（
略
）


２


（
略
）


（
譲
渡
し
）


（
譲
渡
し
）


第
二
十
四
条


麻
薬
営
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


第
二
十
四
条


麻
薬
営
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
が
、
麻
薬
（
そ
の
使
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上


（
新
設
）


の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
回
収
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
限
る


。
次
号
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
一
項
た
だ
し


書
に
お
い
て
「
要
回
収
麻
薬
」
と
い
う
。
）
を
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬
製


剤
業
者
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ
の


他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合


三


麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
が
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬


（
新
設
）
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製
剤
業
者
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ


の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合


四
～
八


（
略
）


二
～
六


（
略
）


２


前
項
た
だ
し
書
（
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。


２


前
項
た
だ
し
書
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の


）
の
規
定
は
、
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
麻
薬
が
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第


規
定
は
、
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
麻
薬
が
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項


三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、


若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
又
は


又
は
麻
薬
処
方
箋
が
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交


麻
薬
処
方
箋
が
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ


付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。


れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。


３
～
７


（
略
）


３
～
７


（
略
）


８


麻
薬
元
卸
売
業
者
は
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
及
び
麻
薬
卸
売
業
者
以
外
の
者


８


麻
薬
元
卸
売
業
者
は
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
及
び
麻
薬
卸
売
業
者
以
外
の
者


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


９


麻
薬
卸
売
業
者
は
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府


９


麻
薬
卸
売
業
者
は
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府


県
（
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
よ
る
麻
薬
の
出
荷
の
停
止
又
は


県
の
区
域
内
に
あ
る
麻
薬
卸
売
業
者
、
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
診
療
施
設
の


制
限
そ
の
他
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
保
健
衛
生
上


開
設
者
及
び
麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
以
外
の
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は


の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
場
合
そ
の


な
ら
な
い
。


他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬


業
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
）
の
区
域


内
に
あ
る
麻
薬
卸
売
業
者
、
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
及


び
麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
以
外
の
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


。
た
だ
し
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬
製
剤
業
者
又
は
麻
薬
元


卸
売
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ


の
限
り
で
な
い
。


（
略
）


（
略
）


10


10


麻
薬
小
売
業
者
は
、
麻
薬
処
方
箋
（
第
二
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の


麻
薬
小
売
業
者
は
、
麻
薬
処
方
箋
（
第
二
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の


11


11


規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
所
持
す
る
者
以
外
の
者


規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
所
持
す
る
者
以
外
の
者


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


業
者
、
麻
薬
製
剤
業
者
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
に
譲
り
渡


す
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
略
）


（
略
）


12


12
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（
証
紙
に
よ
る
封
か
ん
）


（
証
紙
に
よ
る
封
か
ん
）


、
、


、
、


第
三
十
条


（
略
）


第
三
十
条


（
略
）


２


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
封


２


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
封


が
施
さ
れ
て
い
る
ま
ま
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


が
施
さ
れ
て
い
る
ま
ま
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


た
だ
し
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
が
、
第
二
十
四
条
第
八
項


た
だ
し
書
又
は
第
九
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は


、
こ
の
限
り
で
な
い
。


３


麻
薬
施
用
者
又
は
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
封
が
施
さ


３


麻
薬
施
用
者
又
は
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
封
が
施
さ


れ
て
い
る
ま
ま
、
麻
薬
を
交
付
し
、
又
は
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


れ
て
い
る
ま
ま
、
麻
薬
を
交
付
し
、
又
は
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


。
た
だ
し
、
麻
薬
小
売
業
者
が
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
の
規
定


。


に
よ
り
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
容
器
及
び
被
包
の
記
載
）


（
容
器
及
び
被
包
の
記
載
）


第
三
十
一
条


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容
器
及


第
三
十
一
条


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容
器
及


び
容
器
の
直
接
の
被
包
に
「
○麻
」
の
記
号
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ


び
容
器
の
直
接
の
被
包
に
「
○麻
」
の
記
号
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ


れ
て
い
る
麻
薬
以
外
の
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
麻
薬


れ
て
い
る
麻
薬
以
外
の
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二


元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
が
第
二
十
四
条
第
八
項
た
だ
し
書
又
は
第


十
四
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、


九
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
及
び
同
条
第
十
項
の


こ
の
限
り
で
な
い
。


規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い


。一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


（
麻
薬
取
締
官
及
び
麻
薬
取
締
員
）


（
麻
薬
取
締
官
及
び
麻
薬
取
締
員
）


第
五
十
四
条


（
略
）


第
五
十
四
条


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


麻
薬
取
締
官
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
麻
薬
取
締
員
は


５


麻
薬
取
締
官
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
麻
薬
取
締
員
は


、
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
こ
の
法
律
、
大
麻
草
の
栽
培
の


、
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
こ
の
法
律
、
大
麻
草
の
栽
培
の


規
制
に
関
す
る
法
律
、
あ
へ
ん
法
、
覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律


規
制
に
関
す
る
法
律
、
あ
へ
ん
法
、
覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律


第
二
百
五
十
二
号
）
若
し
く
は
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不


第
二
百
五
十
二
号
）
若
し
く
は
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
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正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取


正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取


締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
違
反


締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
違
反


す
る
罪
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
違
反
す
る
罪
（
医
薬
品
医
療
機


す
る
罪
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
違
反
す
る
罪
（
医
薬
品
医
療
機


器
等
法
第
八
十
三
条
の
九
、
第
八
十
四
条
第
九
号
（
名
称
、
形
状
、
包
装
そ


器
等
法
第
八
十
三
条
の
九
、
第
八
十
四
条
第
九
号
（
名
称
、
形
状
、
包
装
そ


の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
か
ら
み
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
か
ら
み
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条


十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の


の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
外
国
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
外
国
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し


、
若
し
く
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
（
配


、
若
し
く
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
（
配


置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て


置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て


い
る
医
薬
品
と
誤
認
さ
せ
る
物
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く


い
る
医
薬
品
と
誤
認
さ
せ
る
物
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く


は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限


は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限


る
。
）
、
第
十
九
号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に


る
。
）
、
第
十
九
号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に


係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
（
医
薬
品
医
療
機
器


係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
（
医
薬
品
医
療
機
器


等
法
第
七
十
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


等
法
第
七
十
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
係
る
部
分
に
限
る
。


第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
係
る
部
分
に
限
る
。


）
及
び
第
二
十
八
号
、
第
八
十
五
条
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
、
第
八


）
及
び
第
二
十
八
号
、
第
八
十
五
条
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
、
第
八


十
六
条
第
一
項
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
並
び
に
第
八
十
七
条
第
十
三


十
六
条
第
一
項
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
並
び
に
第
八
十
七
条
第
十
三


号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
（
医
薬
品
医


号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
（
医
薬
品
医


療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
該
当
す


療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
該
当
す


る
疑
い
の
あ
る
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一


る
疑
い
の
あ
る
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一


項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
五
号
（
以
下
こ
の
項
に
お
い


項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
五
号
（
以
下
こ
の
項
に
お
い


て
「
第
八
十
三
条
の
九
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
九
十
条
（
第
八


て
「
第
八
十
三
条
の
九
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
九
十
条
（
第
八


十
三
条
の
九
等
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
限
る
。
）
、
刑
法


十
三
条
の
九
等
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
限
る
。
）
、
刑
法


（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
編
第
十
四
章
に
定
め
る
罪
又
は
麻


（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
編
第
十
四
章
に
定
め
る
罪
又
は
麻


薬
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
に
よ
り
犯
さ
れ
た
罪
に
つ
い
て
、
刑


薬
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
に
よ
り
犯
さ
れ
た
罪
に
つ
い
て
、
刑


事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警


事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警


察
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。


察
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。


６
～
８


（
略
）


６
～
８


（
略
）
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○


薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で


定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
表
示
）


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
表
示
）


第
二
十
五
条


薬
剤
師
は
、
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
薬
剤
の
容
器


第
二
十
五
条


薬
剤
師
は
、
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
薬
剤
の
容
器


又
は
被
包
に
、
処
方
箋
に
記
載
さ
れ
た
患
者
の
氏
名
、
用
法
、
用
量
そ
の
他


又
は
被
包
に
、
処
方
せ
ん
に
記
載
さ
れ
た
患
者
の
氏
名
、
用
法
、
用
量
そ
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、


他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る


法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等


法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務


（
同
条
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
を
い
う
。
次
条
及
び
第
二
十
八
条
第
二


項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
に
つ
い
て
は


、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
情
報
の
提
供
及
び
指
導
）


（
情
報
の
提
供
及
び
指
導
）


第
二
十
五
条
の
二


薬
剤
師
は
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
販


第
二
十
五
条
の
二


薬
剤
師
は
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
販


売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
と
き
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
九
条
の


売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
と
き
は
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当


五
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務
と
し
て
調
剤
し
た
と
き
を
除


た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知


く
。
）
は
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当
た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要


見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。


２


薬
剤
師
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使


２


薬
剤
師
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使


用
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
九
条
の


用
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
患
者
の
当
該
薬
剤
の
使
用
の


五
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に


状
況
を
継
続
的
か
つ
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看


は
、
患
者
の
当
該
薬
剤
の
使
用
の
状
況
を
継
続
的
か
つ
的
確
に
把
握
す
る
と


護
に
当
た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬


と
も
に
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当
た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要
な


学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。
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（
処
方
箋
の
保
存
）


（
処
方
せ
ん
の
保
存
）


第
二
十
七
条


薬
局
開
設
者
は
、
当
該
薬
局
で
調
剤
済
み
と
な
つ
た
処
方
箋
を


第
二
十
七
条


薬
局
開
設
者
は
、
当
該
薬
局
で
調
剤
済
み
と
な
つ
た
処
方
せ
ん


、
調
剤
済
み
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
、
調
剤
済
み
と
な
つ
た
日
か
ら
三
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
調
剤
録
）


（
調
剤
録
）


第
二
十
八
条


（
略
）


第
二
十
八
条


（
略
）


２


薬
剤
師
は
、
薬
局
で
調
剤
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


薬
剤
師
は
、
薬
局
で
調
剤
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
調
剤
録
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば


ろ
に
よ
り
、
調
剤
録
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る


な
ら
な
い
。


委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務
と
し
て
調
剤
し
た
と
き
は
、
当
該
調
剤
に
つ
い


て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


３


薬
局
開
設
者
は
、
第
一
項
の
調
剤
録
を
、
最
終
の
記
入
の
日
か
ら
五
年
間


３


薬
局
開
設
者
は
、
第
一
項
の
調
剤
録
を
、
最
終
の
記
入
の
日
か
ら
三
年
間


、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○


国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


附


則


附


則


（
研
究
所
の
行
う
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
の
支
援
等
の
業
務
）


第
十
七
条


研
究
所
は
、
第
十
五
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る


（
新
設
）


業
務
の
ほ
か
、
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
業
務
を
行
う


。一


革
新
的
な
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第


三
項
に
お
い
て
「
革
新
的
な
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
の
実
用
化
の
た
め


の
研
究
開
発
に
必
要
な
相
当
の
規
模
の
施
設
又
は
設
備
を
整
備
し
、
革
新


的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
に
取
り
組
む
者
の
共
用
に
供
す
る
こ
と
等
に
よ


り
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
の
た
め
の
交
流
、
連
携
等
の
機
会
を
提


供
す
る
事
業
そ
の
他
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
に
取
り
組
む
者
に
対


し
当
該
実
用
化
に
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業


を
行
う
者
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
革
新
的
医
薬
品
等
実


用
化
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
の


交
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
。


二


前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。


２


研
究
所
は
、
第
十
五
条
並
び
に
附
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定


す
る
業
務
の
ほ
か
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
業
務
を


行
う
。


一


後
発
医
薬
品
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医


薬
品
の
う
ち
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲


げ
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同


一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条


第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
定
医
薬
品
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
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厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
二
十


四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
（
他
に
委
託
し
て
行
う
場
合
及


び
他
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同


じ
。
）
を
行
う
者
（
以
下
「
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。


）
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
製
造
を
行
う
品
目
の
製
造
の
工
程
と
他
の
後
発
医


薬
品
製
造
販
売
業
者
等
が
製
造
を
行
う
品
目
の
製
造
の
工
程
の
統
合
そ
の


他
の
後
発
医
薬
品
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
製
造
の
基
盤
の
整


備
に
関
す
る
措
置
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
製


造
基
盤
整
備
措
置
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
に
対
し
、
当
該
製
造
基
盤


整
備
措
置
に
必
要
な
資
金
の
交
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
。


二


前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。


３


前
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
は
、
次
条
第
一
項
又
は
附
則
第
二
十
四
条
第


一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。


４


第
一
項
及
び
第
二
項
の
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
研
究
所
に
係


る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
厚
生
労
働
大
臣
と
す
る
。


５


第
一
項
及
び
第
二
項
の
業
務
は
、
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に


つ
い
て
は
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
と
み
な
す
。


（
事
業
の
認
定
）


第
十
八
条


革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号


（
新
設
）


の
規
定
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場


合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
厚
生
労
働
大


臣
に
提
出
し
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
業
務
の
対
象
と
す
る


こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


二
以
上
の
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
事
業
者
が
そ
の
事
業
を
共
同
し


て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
革
新
的
医
薬
品
等
実


用
化
支
援
事
業
者
は
共
同
し
て
前
項
の
申
請
書
を
作
成
し
、
同
項
の
認
定
を


受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、


当
該
申
請
に
係
る
事
業
が
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中


長
期
目
標
に
お
い
て
定
め
る
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
対
象
と
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な
る
事
業
の
基
準
に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
中
長
期
目
標
に
お
い
て


定
め
る
当
該
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
照
ら
し
て


こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
の
た
め
の
支
援
を
促


進
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
認
定
を
す
る
も


の
と
す
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
が
前
項
の
基
準
に
適


合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
当
該
事
業


が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す


こ
と
が
で
き
る
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
研
究
所


に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た


と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）


第
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
条
第
四
項
の
規


（
新
設
）


定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
設
置
）


第
二
十
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
複


（
新
設
）


数
年
度
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
年
度
の
所
要
額
を
あ
ら
か
じ
め
見
込


み
難
く
、
弾
力
的
な
支
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
段
の
事
情
が
あ


り
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
複
数
年
度
に
わ
た
る
財
源
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が


そ
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限


る
。
）
及
び
当
該
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の


基
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
革
新
的
医
薬
品
等
実
用


化
支
援
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
次
項
の


規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
及
び
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基


金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額


の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。


２


政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
研
究
所
に
対
し
、
革
新
的
医
薬
品
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等
実
用
化
支
援
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の


他
の
収
入
金
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す


る
。


４


研
究
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金


を
設
け
た
場
合
に
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
係
る
業
務
に


つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。


）
の
規
定
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用


す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託


」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み


替
え
る
も
の
と
す
る
。


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
額
が
革
新
的


医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
係
る
業
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照


ら
し
て
過
大
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
速
や
か
に
、
交


付
を
受
け
た
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
充
て
る
補
助
金
の
全
部


又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と


す
る
。


７


前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
の
手
続
及
び
そ
の
帰
属
す
る
会
計
そ


の
他
国
庫
納
付
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


８


研
究
所
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
お


い
て
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
政
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


９


第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に


違
反
し
て
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
を
運
用
し
た
と
き
は
、
そ
の


違
反
行
為
を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。


（
国
会
へ
の
報
告
等
）


第
二
十
一
条


研
究
所
は
、
毎
事
業
年
度
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基


（
新
設
）


金
に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六
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月
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き


は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）


第
二
十
二
条


補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規


（
新
設
）


定
（
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り


研
究
所
が
交
付
す
る
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同


法
（
第
二
条
第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
各
省
各
庁
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研


究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
「
各
省
各
庁
の
長
」


と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
理


事
長
」
と
、
同
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九


条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
三
十
三
条
中
「
国
」
と
あ


る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
同


法
第
十
四
条
中
「
国
の
会
計
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医


薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る


。（
残
余
財
産
の
処
理
の
特
例
）


第
二
十
三
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


（
新
設
）


令
和
十
八
年
四
月
一
日
以
後
も
、
附
則
第
二
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
納


付
金
の
納
付
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
納
付
金
の
納
付
の
事
務
を
行


う
こ
と
が
で
き
る
。


（
製
造
基
盤
整
備
措
置
の
認
定
）


第
二
十
四
条


後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第


（
新
設
）


一
号
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
製
造
基
盤
整
備
措
置
を
行
お
う
と
す
る


場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
厚
生
労
働


大
臣
に
提
出
し
、
当
該
製
造
基
盤
整
備
措
置
に
つ
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
業


務
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る


。
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２


二
以
上
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
が
そ
の
製
造
基
盤
整
備
措
置
を


共
同
し
て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
後
発
医
薬
品


製
造
販
売
業
者
等
は
共
同
し
て
前
項
の
申
請
書
を
作
成
し
、
同
項
の
認
定
を


受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、


当
該
申
請
に
係
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項


に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
に
お
い
て
定
め
る
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号


に
掲
げ
る
業
務
の
対
象
と
な
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
の
基
準
に
適
合
し
て
お


り
、
か
つ
、
当
該
中
長
期
目
標
に
お
い
て
定
め
る
当
該
業
務
の
実
施
に
関
し


必
要
な
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
照
ら
し
て
当
該
製
造
基
盤
整
備
措
置
に
係
る


後
発
医
薬
品
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
促
進
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と


認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
前


項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い


の
に
当
該
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と


き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
研
究
所


に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た


と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）


第
二
十
五
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
条
第
四
項
の


（
新
設
）


規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議


し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
公
正
取
引
委
員
会
と
の
関
係
）


第
二
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
し
よ


（
新
設
）


う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
に
係
る
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者


等
が
行
お
う
と
す
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
、
事
業
再
編
（
産
業
競
争
力
強


化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る


事
業
再
編
を
い
う
。
）
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
後
発
医
薬
品
製
造
販
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売
業
者
等
と
他
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
と
の
適
正
な
競
争
を
阻
害


す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は


、
あ
ら
か
じ
め
、
公
正
取
引
委
員
会
に
、
当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
の
写
し


を
送
付
し
、
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
及
び
公
正
取
引
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に


当
た
っ
て
は
、
手
続
の
迅
速
か
つ
適
確
な
実
施
を
図
る
た
め
、
相
互
に
緊
密


に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
及
び
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議


に
係
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
附
則
第
二
十
四


条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
後
の
経
済
事
情
の
変


動
に
よ
り
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
間
の
適
正
な
競
争
を
阻
害
し
、
並


び
に
一
般
消
費
者
及
び
他
の
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
ら


な
い
よ
う
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。


（
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
設
置
）


第
二
十
七
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（


（
新
設
）


複
数
年
度
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
年
度
の
所
要
額
を
あ
ら
か
じ
め
見


込
み
難
く
、
弾
力
的
な
支
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
段
の
事
情
が


あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
複
数
年
度
に
わ
た
る
財
源
を
確
保
し
て
お
く
こ
と


が
そ
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に


限
る
。
）
及
び
当
該
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め


の
基
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
後
発
医
薬
品
製
造
基


盤
整
備
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
次
項
の


規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る


。
２


政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
研
究
所
に
対
し
、
後
発
医
薬
品
製


造
基
盤
整
備
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他


の
収
入
金
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。


４


研
究
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
を


設
け
た
場
合
に
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
係
る
業
務
に
つ
い
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て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。


）
の
規
定
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用
す


る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」


と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替


え
る
も
の
と
す
る
。


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
額
が
後
発
医
薬


品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
係
る
業
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し


て
過
大
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
速
や
か
に
、
交
付
を


受
け
た
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
充
て
る
補
助
金
の
全
部
又
は
一


部
に
相
当
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。


７


前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
の
手
続
及
び
そ
の
帰
属
す
る
会
計
そ


の
他
国
庫
納
付
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


８


研
究
所
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い


て
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定


め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


９


第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に


違
反
し
て
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
を
運
用
し
た
と
き
は
、
そ
の
違


反
行
為
を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。


（
国
会
へ
の
報
告
等
）


第
二
十
八
条


研
究
所
は
、
毎
事
業
年
度
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金


（
新
設
）


に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六
月


以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き


は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）


第
二
十
九
条


補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規


（
新
設
）


定
（
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
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研
究
所
が
交
付
す
る
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同


法
（
第
二
条
第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
各
省
各
庁
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研


究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
「
各
省
各
庁
の
長
」


と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
理


事
長
」
と
、
同
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九


条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
三
十
三
条
中
「
国
」
と
あ


る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
同


法
第
十
四
条
中
「
国
の
会
計
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医


薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る


。（
残
余
財
産
の
処
理
の
特
例
）


第
三
十
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令


（
新
設
）


和
十
三
年
四
月
一
日
以
後
も
、
附
則
第
二
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
納


付
金
の
納
付
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
納
付
金
の
納
付
の
事
務
を
行


う
こ
と
が
で
き
る
。
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○


地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て


政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


別
表
第
一


第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）


別
表
第
一


第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）


備
考


こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る


備
考


こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る


法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


法


律


事


務


法


律


事


務


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


医
薬
品
、
医
療
機


一


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一


医
薬
品
、
医
療
機


一


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一


器
等
の
品
質
、
有


、
第
二
十
三
条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一


器
等
の
品
質
、
有


、
第
二
十
三
条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一


効
性
及
び
安
全
性


項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十


効
性
及
び
安
全
性


項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十


の
確
保
等
に
関
す


九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第


の
確
保
等
に
関
す


九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第


る
法
律
（
昭
和
三


三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
、


る
法
律
（
昭
和
三


三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
、


十
五
年
法
律
第
百


第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項


十
五
年
法
律
第
百


第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項


四
十
五
号
）


か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条


四
十
五
号
）


か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条


の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七


の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七


の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て


に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て


い
る
事
務


い
る
事
務


二


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四


二


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四


項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三


項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び


に
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を


に
第
七
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と


さ
れ
て
い
る
事
務


さ
れ
て
い
る
事
務


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）
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○


予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て


政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
措
置
）


（
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
措
置
）


第
十
三
条


（
略
）


第
十
三
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が


あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、


あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、


医
師
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


医
師
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十


五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で


五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で


あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
製


あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
製


造
販
売
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
十
四


造
販
売
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
十
四


条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含


条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含


む
。
）
又
は
同
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
登


む
。
）
又
は
同
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認


録
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
同
法
第
十
九


定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
同
法
第
十
九


条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す


条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す


る
も
の
を
含
む
。
）
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
も
の
を
い
う


る
も
の
を
含
む
。
）
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
も
の
を
い
う


。
以
下
同
じ
。
）
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ


。
以
下
同
じ
。
）
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ


の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要


の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要


な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○


地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政


令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
経
費
）


（
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
経
費
）


第
十
条
の
四


専
ら
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
次


第
十
条
の
四


専
ら
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
次


に
掲
げ
る
よ
う
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
経
費
を
負


に
掲
げ
る
よ
う
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
経
費
を
負


担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。


担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


（
削
る
）


四


医
薬
品
の
検
定
に
要
す
る
経
費


四
～
七


（
略
）


五
～
八


（
略
）
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○


地
方
財
政
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を


超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


附


則


附


則


１
・
２


（
略
）


１
・
２


（
略
）


３


地
方
財
政
法
第
十
条
の
四
第
六
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る


３


改
正
後
の
地
方
財
政
法
第
十
条
の
四
第
七
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
政
令


も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
共


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


団
体
の
負
担
と
す
る
。
同
法
第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い


地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
す
る
。
改
正
後
の
地
方
財
政
法
第
十
一
条
の
二
の


て
準
用
す
る
。


規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


４


（
略
）


４


（
略
）
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○


登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お


い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


別
表
第
一


課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第


別
表
第
一


課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第


九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―


九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―


第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の


第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の


六
関
係
）


六
関
係
）


登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、


課
税
標
準


税
率


登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、


課
税
標
準


税
率


認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の


認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の


事
項


事
項


一
～
七
十
六


（
略
）


一
～
七
十
六


（
略
）


七
十
七


医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
、
製
造
業
若
し
く
は
修
理
業
に
係


七
十
七


医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
、
製
造
業
若
し
く
は
修
理
業
に
係


る
許
可
若
し
く
は
登
録
又
は
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
登


る
許
可
、
認
定
若
し
く
は
登
録
又
は
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に


録
認
証
機
関
の
登
録


係
る
登
録
認
証
機
関
の
登
録


㈠
～
㈢


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈠
～
㈢


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈣


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三


登
録
件
数


一
件
に
つ
き


㈣


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三


認
定
件
数


一
件
に
つ
き


条
の
三
第
一
項
（
医
薬
品
等
外
国


九
万
円


条
の
三
第
一
項
（
医
薬
品
等
外
国


九
万
円


製
造
業
者
の
登
録
）
の
医
薬
品
等


製
造
業
者
の
認
定
）
の
医
薬
品
等


外
国
製
造
業
者
の
登
録
又
は
同
条


外
国
製
造
業
者
の
認
定
又
は
同
条


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬


品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
第
八


品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
第
八


項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係
る


項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係
る


登
録
の
区
分
の
追
加
の
登
録
（
更


認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
（
更


新
の
登
録
を
除
く
。
）


新
の
認
定
を
除
く
。
）







- 243 -


（
削
る
）


（
削
る
）


（
削
る
）


㈤


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三


登
録
件
数


一
件
に
つ
き


条
の
三
の
二
第
一
項
（
医
薬
品
等


九
万
円


外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み
を
行


う
製
造
所
に
係
る
登
録
）
の
医
薬


品
等
外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み


を
行
う
製
造
所
の
登
録
（
更
新
の


登
録
を
除
く
。
）


㈤
～
㈨


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈥
～
㈩


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈩


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


登
録
件
数


一
件
に
つ
き


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


認
定
件
数


一
件
に
つ
き


三
条
の
二
十
四
第
一
項
（
再
生
医


九
万
円


三
条
の
二
十
四
第
一
項
（
再
生
医


九
万
円


療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
登
録


療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定


）
の
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造


）
の
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造


業
者
の
登
録
又
は
同
条
第
三
項
に


業
者
の
認
定
又
は
同
条
第
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第


器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第


八
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係


八
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係


る
登
録
の
区
分
の
追
加
の
登
録
（


る
認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
（


更
新
の
登
録
を
除
く
。
）


更
新
の
認
定
を
除
く
。
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十


許
可
件
数
又


一
件
に
つ
き


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十


許
可
件
数
、


一
件
に
つ
き


三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み


は
登
録
件
数


九
万
円


三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み


認
定
件
数
又


九
万
円


替
え
て
適
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


替
え
て
適
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


は
登
録
件
数


器
等
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く


器
等
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く


は
第
八
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等


は
第
八
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三


十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
十
三
条


条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三


の
三
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条


条
の
二
の
四
第
一
項
、
第
二
十
三


の
二
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条


条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第


の
二
の
四
第
一
項
、
第
二
十
三
条
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八
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
八


二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お


項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い


、
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
若
し


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
又


く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可


は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く


又
は
登
録
（
政
令
で
定
め
る
も
の


は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
、


に
限
り
、
更
新
の
許
可
又
は
登
録


認
定
又
は
登
録
（
政
令
で
定
め
る


を
除
く
。
）


も
の
に
限
り
、
更
新
の
許
可
、
認


定
又
は
登
録
を
除
く
。
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


七
十
七
の
二
～
百
六
十


（
略
）


七
十
七
の
二
～
百
六
十


（
略
）
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○


独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
二
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
業
務
の
範
囲
）


（
業
務
の
範
囲
）


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


げ
る
業
務


げ
る
業
務


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十


七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二


七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二


十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四


第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項


（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
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項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十


十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行


四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場


う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
同
法
第
二
十


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十


九
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同
法


の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認


第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法


二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三


。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ


条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、
同


と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認


法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
及
び
同


証
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等


法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十
四
条


を
行
う
こ
と
並
び
に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の


の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第
二
項


五
第
二
項
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、


、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
、


第
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
三
第


条
の
二
の
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
一
項
、
第
二


一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第
二
項


十
三
条
の
二
の
十
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
、
第


二
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三


二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二
項
、


条
の
三
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三


第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十


条
の
三
十
八
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
、
第
八
十
条
の


条
の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


三
第
四
項
又
は
第
八
十
条
の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る


こ
と
。


ロ
～
ヘ


（
略
）


ロ
～
ヘ


（
略
）


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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○


独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
三
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
業
務
の
範
囲
）


（
業
務
の
範
囲
）


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


げ
る
業
務


げ
る
業
務


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十


第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二


含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四


第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十


第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第


（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
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一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条


。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る


十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行


調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に


定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
、
同
法
第


九
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
同
法
第
二


の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認


十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い


二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三


法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同


。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ


法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認


五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ


証
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等


る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十


を
行
う
こ
と
並
び
に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の


三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、


五
第
二
項
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、


同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
並
び


第
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三


に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十


条
の
二
の
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
一
項
、
第
二


四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第


十
三
条
の
二
の
十
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二


二
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


条
の
三
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三


三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第


条
の
三
十
八
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
、
第
八
十
条
の


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項


三
第
四
項
又
は
第
八
十
条
の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二


こ
と
。


項
、
第
六
十
五
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第


六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十
条


の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


ロ
～
ヘ


（
略
）


ロ
～
ヘ


（
略
）


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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○


独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
四
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
業
務
の
範
囲
）


（
業
務
の
範
囲
）


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


げ
る
業
務


げ
る
業
務


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


法
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


十
九
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三


条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十


第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
八
十


第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二


三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九


十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第


の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三


一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十


十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
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を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に


一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規


。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る


一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
又
は
確
認
及
び
当
該
評
価
又
は
確
認
に
係
る


調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


通
知
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定


定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二


に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第


十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
、
同
法
第


八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
同
法
第
二


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の


十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二


二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い


含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同


三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確


法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の


認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同


の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交


五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ


付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項


る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十


の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
八
十
条
の
十


三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
並
び
に
同
法
第
十
四
条
の


同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
並
び


二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
十


に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十


項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条


四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第


の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二


二
の
十
の
四
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
三
第
一
項
、
第
二
十


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
三
条


三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第


の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項


十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二
項
、
第
六
十
五
条
の


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二


五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六


項
、
第
六
十
五
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第


第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十
条
の
十
第
三
項
の
報
告


六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十
条


又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


ロ
～
ヘ


（
略
）


ロ
～
ヘ


（
略
）


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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○


武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
五
条
関
係
）
【
公


布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
外
国
医
薬
品
等
の
輸
入
の
承
認
）


（
外
国
医
薬
品
等
の
輸
入
の
承
認
）


第
九
十
二
条


（
略
）


第
九
十
二
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す


３


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す


る
法
律
第
八
十
条
第
十
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法


る
法
律
第
八
十
条
第
八
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第


第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
薬
品
、
第
一
項
に
お


十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
薬
品
、
第
一
項
に
お
い


い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ


て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ


れ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
一
項
に
お
い
て
準
用


る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
再
生


る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
再
生
医


医
療
等
製
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


療
等
製
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○


武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
六
条
関
係


）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
麻
薬
等
の
取
扱
い
の
特
例
）


（
麻
薬
等
の
取
扱
い
の
特
例
）


第
百
七
十
四
条


（
略
）


第
百
七
十
四
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


医
師
相
当
衛
生
要
員
等
又
は
歯
科
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
は
、
自
衛
隊
麻


３


医
師
相
当
衛
生
要
員
等
又
は
歯
科
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
は
、
自
衛
隊
麻


薬
診
療
施
設
に
お
い
て
医
業
又
は
歯
科
医
業
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
麻
薬


薬
診
療
施
設
に
お
い
て
医
業
又
は
歯
科
医
業
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
麻
薬


及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
二
十


及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十


六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で


六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で


、
第
四
項
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
六
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及


、
第
四
項
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
六
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及


び
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ


び
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ


い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定
す
る
麻
薬
施
用
者
と
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及


い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定
す
る
麻
薬
施
用
者
と
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及


び
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定


び
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定


す
る
麻
薬
取
扱
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
七
条
第


す
る
麻
薬
取
扱
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
七
条
第


六
項
中
「
免
許
証
の
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
身
分
証
明
書
番
号
」
と
す
る


六
項
中
「
免
許
証
の
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
身
分
証
明
書
番
号
」
と
す
る


。


。


４


（
略
）


４


（
略
）
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○


薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
七
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な


い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
又
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


附


則


附


則


第
九
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
に
つ
い
て


第
九
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
に
つ
い
て


は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
店
舗
販
売
業


は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
店
舗
販
売
業


の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
六
条
第


の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
七
条
か


六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
二


ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六
、
第
三


十
九
条
の
五
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十
九
条
の


十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五
十
七
条


十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六
、
第
三
十
六
条
の
九
、


の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び


第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
一
、
第
五


第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。


十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三


条
並
び
に
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。


２


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
、
業


２


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
、
業


と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
前


と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
前


項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


六
条
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で


七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六


、
第
二
十
九
条
の
五
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十


、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五


九
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六
、
第
三
十
六
条


十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三


の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
一


条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


、
第
五
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三


八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機


条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


器
等
法
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第


第
二
十
六
条
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の


三
十
六
条
の
十
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び


三
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
五
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら


第
三
項
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
並


第
二
十
九
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項


び
に
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。


か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第


六
項
」
と
す
る
。
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第
十
一
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
業
務
を
行
う
既
存
配
置
販
売
業
者


第
十
一
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
業
務
を
行
う
既
存
配
置
販
売
業
者


に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
条
第
一
項
の
配
置


に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
条
第
一
項
の
配
置


販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十


販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十


一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条


一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条


の
十
第
七
項
、
第
三
十
六
条
の
十
一
、
第
五
十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第


の
十
第
七
項
、
第
五
十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の


二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の


二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ


規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十


の
場
合
に
お
い
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第


一
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項


三
十
六
条
の
九
第
二
号
及
び
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る


に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
六
条
の


同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
、


十
一
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の


「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
す
る
。


は
、
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
す
る
。


２


業
と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
既
存
配
置
販
売


２


業
と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
既
存
配
置
販
売


業
者
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医


業
者
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医


療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条


療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条


の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
、
第
三
十
六
条
の
十
一
、
第
五
十
七
条
の


の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
、
第
五
十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二


二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第


項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と


七
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
第


あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三


読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第


十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六


三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
（
同


条
の
十
第
七
項
（
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
準
用
に
係
る
部


条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
準
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第


分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
九
条
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条


二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
並
び
に
第
七
十
五
条
第
一
項


の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
並
び
に
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。


」
と
、
「
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
九


第
二
号
及
び
」
と
、
「
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
項
及
び


第
三
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
の
規
定
」
と
す
る
。
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○


国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
八
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内


に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
又
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の


（
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の


医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
援
助
）


医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
援
助
）


第
三
十
七
条
の
六


国
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
革
新
的
な
医
薬


第
三
十
七
条
の
六


国
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
革
新
的
な
医
薬


品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関


品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関


す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て


す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て


「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬


「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬


品
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
革
新
的
な
医
療
機
器
（


品
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
革
新
的
な
医
療
機
器
（


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以


下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
及
び
実
用
化
を


下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
及
び
実
用
化
を


促
進
す
る
た
め
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
（
医
療
法


促
進
す
る
た
め
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
（
医
療
法


第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
臨
床
研
究
中
核
病
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お


第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
臨
床
研
究
中
核
病
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お


い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
該
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
実
施
に
携


い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
該
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
実
施
に
携


わ
る
者
及
び
当
該
医
療
機
器
に
係
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の


わ
る
者
及
び
当
該
医
療
機
器
に
係
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の


二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
る
た
め
に
国
家
戦
略
特
別
区


二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
る
た
め
に
国
家
戦
略
特
別
区


域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
治
験
そ
の
他
の
試
験
の
実
施
に
携
わ
る
医
療
関


二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
そ
の
他
の
試
験
の
実
施
に
携
わ
る
医
療
関


係
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と


係
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と


す
る
。


す
る
。
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○


臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て


政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


。
）


。
）


ハ


（
略
）


ハ


（
略
）


ニ


次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等


ニ


次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等


法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ニ
に


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ニ
に


お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二


お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
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の
二
十
三
第
一
項
の
認
証
（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
以


の
二
十
三
第
一
項
の
認
証
（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
以


下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
又
は
医
薬
品
医
療
機
器


下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
又
は
医
薬
品
医
療
機
器


等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第


等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第


二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。


二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。


）
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用


）
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用


方
法
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
使
用
方
法
等
」
と
い
う


方
法
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
使
用
方
法
等
」
と
い
う


。
）
と
異
な
る
使
用
方
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え
る


。
）
と
異
な
る
使
用
方
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え
る


お
そ
れ
が
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用
方
法
等
と
同
程
度


お
そ
れ
が
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用
方
法
等
と
同
程
度


以
下
の
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
使
用
方
法
等
を
除
く
。


以
下
の
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
使
用
方
法
等
を
除
く
。


）
で
用
い
る
場
合
に
限
る
。
）


）
で
用
い
る
場
合
に
限
る
。
）


ホ


（
略
）


ホ


（
略
）


ヘ


次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療


ヘ


次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療


機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ヘ
に
お


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ヘ
に
お


い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量


い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量


、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ヘ
に
お
い
て
「
用
法
等


、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ヘ
に
お
い
て
「
用
法
等


」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与


」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与


え
る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し


え
る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し


て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限


て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限


る
。
）


る
。
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）
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○


臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
十
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政


令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
四
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


。
）


。
）


ハ
～
ヘ


（
略
）


ハ
～
ヘ


（
略
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）
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○


医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
抄
）


（
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
等
）


（
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
等
）


第
三
十
五
条


（
略
）


第
三
十
五
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
作
成


３


認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
作
成


し
て
自
ら
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
仮


し
て
自
ら
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
仮


名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
医
療
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す


名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
医
療
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す


る
た
め
に
、
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な


る
た
め
に
、
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な


い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確


い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確


保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第


保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第


五
項
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
外
国
の
法


六
項
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
外
国
の
法


令
上
こ
れ
に
相
当
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該


令
上
こ
れ
に
相
当
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該


調
査
に
回
答
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


調
査
に
回
答
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）
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○


厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
十
二
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に


お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
厚
生
科
学
審
議
会
）


（
厚
生
科
学
審
議
会
）


第
八
条


厚
生
科
学
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


第
八
条


厚
生
科
学
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法


四


再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法


律
第
八
十
五
号
）
、
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
、


律
第
八
十
五
号
）
、
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
、


感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平


感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平


成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六


成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六


十
八
号
）
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
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号
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。
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上記のほか、法律案要綱、法律案案文・理由、参照条文が厚生労働省ホームペ

ージに掲載されています。 

ホーム > 所管の法令等 > 国会提出法案 > 第 217回国会（令和7年常会）

提出法律案 

第 217 回国会（令和 7年常会）提出法律案 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html 

 

＜参考＞ 

・薬機法等制度改正に関するとりまとめ（厚生科学審議会・医薬品医療機器制度部

会）概要資料 

 




厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会とりまとめ 概要①


令和元年改正医薬品医療機器等法の検討規定に基づき、改正法の施行状況を踏まえた更なる制度改善に加え、人口構造の変化や技術革新等によ


り新たに求められる対応を実現する観点から、令和６年４月以降、関係業界へのヒアリングを含め計10回にわたり検討を行い、令和７年１月10日にと


りまとめを公表。


背景等
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4. 国家検定制度の合理化


○ 実地試験によらずに、書面審査のみによる検査に合格した場合であっても医
薬品等の販売等を可能とする。


5. 感染症定期報告制度の見直し


○ 定期的な報告ではなく、再生医療等製品又は生物由来製品のリスク
が高い場合に速やかに評価・検討結果の報告を求めるとともに、報告対
象がない場合は報告を不要とする。


6. 体外診断用医薬品の特性を踏まえた性能評価


○ 体外診断用医薬品の市販後の性能担保のため、製造販売業者に対し、
情報収集、評価、報告を義務付けるとともに、市販後の性能が担保されない
場合には承認を取り消す仕組みを導入する。


7. 医薬品製造管理者等の要件の見直し


○ 医薬品及び体外診断用医薬品の製造管理者について、薬剤師を置くこと
が著しく困難であると認められる場合は薬剤師以外の技術者をもって代えるこ
とができる特例を設ける。


8. 登録認証制度の安定的な運用に向けた制度の見直し


○ 登録認証機関が製造販売業者に対して行う実地調査にPMDAが立ち会っ
て助言を行えるようにするとともに、業務の休廃止に関する規定を整備する。


※法改正事項以外のものを除く。以下同じ。


具体的な方策


①医薬品等の品質確保及び安全対策の強化、②品質の確保された医療用医薬品等の供給、③ドラッグ・ラグやドラッグ・ロス解消に向けた創薬環


境・規制環境の整備、④薬局機能・薬剤師業務のあり方の見直し及び医薬品の適正使用の推進について、それぞれ次のような見直しを行うことが必要。


①医薬品等の品質確保及び安全対策の強化


1．製造販売業者等による品質保証責任の明確化等


○ 医薬品等の製造販売業者等に対し、責任役員が原因で薬事に関する法令


違反が生じた場合等、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために


特に必要な場合には、当該責任役員の変更を命じることができるようにする。


○ 医薬品製造販売業者に対し、製造所における製造管理及び品質管理の定


期的な確認及び情報の収集や、品質保証責任者の設置を義務付ける。


○ 医薬品製造業者に対し、承認申請時に限らず製造管理・品質管理上の基


準の遵守を義務付ける。 等


2．医薬品安全管理責任者の設置その他の製造販売後安全管理


○ 医薬品製造販売業者に対し、医薬品リスク管理計画の作成及び当該
計画に基づくリスク管理の実施や、安全管理責任者の設置を義務付ける。


○ リアルワールドデータのみによる再審査又は使用成績評価の申請が可能
であることを明確化する。 等


3．GMP適合性調査の見直し


○ 製造所のリスク評価を行い、低リスクと評価された場合は調査不要とし、製造
管理・品質管理上のリスクの高い製造所に対しては高頻度で実地調査を行え
るようにする。 等
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4. 医薬品等の供給不足時の海外代替品へのアクセス改善


○ 既承認医薬品等の供給の不足により医療上の著しい影響が生じる
場合に、外国で流通している代替品について、優先的な承認審査や、
一定期間の外国語表示による包装の容認等を可能とする。


5. 製造方法等の中リスクの変更カテゴリの追加等


○ 製造方法等に係る一部変更のうち、品質に与える影響が大きくない中リ
スク事項に係る変更について、一定期間内で承認するとともに、製造方法
等に係る軽微変更のうち品質に与える影響が少ないものについては、随時
の軽微変更届の代わりに当該変更内容を１年に１回厚生労働大臣に
報告することができるようにする。


○ 安定供給上の対応を含め、科学的に妥当な理由がある場合には、日本
薬局方に不適合な品目についても、個別に承認できる余地を与える。


○ 生物学的製剤や放射性医薬品等の保管のみを行う医薬品の製造所
（市場出荷判定を行う製造所を除く。）及び医薬品等に係る外国製造
業者の製造所について、認定制から登録制にする。


6. 医療用医薬品の需給データを活用したモニタリングの実施


○ 電子処方箋管理サービスのデータについて、医療用医薬品の需給状況
の把握の観点から厚生労働大臣が調査・分析できる旨の規定を設ける。


②品質の確保された医療用医薬品等の供給


1．医療用医薬品の製造販売業者における安定供給確保に向けた体制


整備


○ 医療用医薬品の製造販売業者に対し、安定供給体制管理責任者の設置


を義務付けるとともに、安定供給のための必要な措置を遵守事項として規定す


る。


2．医療用医薬品の供給不安の迅速な把握、報告徴収及び協力要請等


○ ①医療用医薬品の製造販売業者に対する供給状況報告・供給不安
報告の厚生労働大臣への届出の義務化、②供給不足のおそれがある場
合に製造販売業者又は卸売販売業者に対して厚生労働大臣が製造・
販売等の状況の報告を求めることができる旨の規定、③供給不足のおそ
れがある場合に製造販売業者、卸売販売業者、医療機関又は薬局等に
対して厚生労働大臣が必要な協力の要請ができる旨の規定を設ける。


○ 麻薬卸売業者は一定の場合に隣接する都道府県の区域内にある麻薬
小売業者等に麻薬を譲渡できるようにするとともに、麻薬の回収等のため
の譲渡をできるようにする。


3. 安定供給確保医薬品の供給確保策


○ 安定供給確保医薬品について、専門家の意見を聴いた上で厚生労働大臣
が指定するとともに、生産の促進その他の安定的な供給の確保のために必要な
措置の要請、需給状況の把握のための製造販売業者等に対する報告徴収等
の規定を設ける。


3. リアルワールドデータの薬事申請への利活用の明確化


○ 様々なデータを受け付ける観点から、医薬品等の承認申請時の添付
資料の規定を一般的なものに改める。


4. 再生医療等製品の特性を踏まえた授与等の例外的許容


○ 自家細胞を用いた再生医療等製品のうち規格外品について、安全性が確
保されていることを前提に、規格外であることにより推定される効果の低下に
比して疾患の重篤性や患者の状態から治療を受ける機会の損失の影響が
多大である等の場合に限って授与等を許容する。


③ドラッグ・ラグやドラッグ・ロス解消に向けた創薬環境・規制環境の整備


1．小児用医薬品のドラッグ・ロス解消に向けた開発計画策定の促進


○ 成人の医薬品の承認申請者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を


努力義務として課すとともに、再審査期間の上限を12年に引き上げる。


2．希少・重篤な疾患に対する医薬品等に係る条件付き承認の見直し


○ 条件付き承認制度について、取消し規定を設けた上で、探索的試験
の段階で、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合に承認を与えるこ
とができるようにする。







1．デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販


売


○ 薬剤師等が常駐しない受渡店舗において、当該店舗に紐付いた薬


局・店舗販売業（管理店舗）の薬剤師等による遠隔での管理の下、


医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことを可能とする。


2．調剤業務の一部外部委託の制度化


○ 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一
部の委託を可能とするとともに、患者の安全確保のため、受託側お
よび委託側の薬局における必要な基準等を設定する。


3. 薬局の機能等のあり方の見直し


○ 地域連携薬局について、居宅等における情報の提供および薬学
的知見に基づく指導を主要な機能として位置付ける。


○ 健康サポート薬局について、都道府県知事の認定を受けて当該
機能を有する薬局であることを称することができることとする。


4. 薬局機能情報提供制度の見直し


○ 薬局開設の許可申請先と揃えるため、薬局機能情報提供制度
の報告先に保健所設置市市長及び特別区区長を含める。


○ 報告された情報の適切な活用のため、都道府県知事から厚生労
働大臣への報告義務及び厚生労働大臣による助言等の権限を設
ける。


5. 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し


① 処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止


○ 医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原則とした上で、やむ
を得ない場合(※)にのみ薬局での販売を認める。


※ ①医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の
手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用
医薬品で代用できない場合、又は②社会情勢の影響による物流の停
滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛
生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売
することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合等


② 要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加等


○ 要指導医薬品について、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導によ
り必要な情報提供等を行った上で販売を可能とするとともに、適正使用のた
めの必要事項等の確認について対面で行うことが適切である品目については、
オンライン服薬指導による情報提供等のみにより販売可能な対象から除外
できるようにする。


○ 医薬品の特性を踏まえて必要な場合には要指導医薬品から一般用医薬
品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後も個別
の品目についてリスク評価を行い、リスクの高い区分を含む適切な区分への
移行を可能とする。


③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化


○ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等で
の購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由
等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。販売
方法については、20歳未満への大容量製品又は複数個の販売を禁止する
とともに、20歳未満への小容量製品の販売又は20歳以上への大容量製
品若しくは複数個の販売に際しては、対面又はオンラインでの販売を義務付
ける。


○ 商品の陳列については、顧客の手の届かない場所への商品陳列又は販売
若しくは情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し購入する医薬品と
購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、専
門家が配置される当該場所から目の届く範囲（当該場所から７メートル以
内（指定第二類医薬品と同じ））への陳列により対応する。


○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者及び店舗
販売業者において、法令に基づく販売業務に関する手順書に、頻回購入に
対しての適切な業務手順を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行う。


④ 一般用医薬品の分類と販売方法


○ リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、販売における専門家の
関与のあり方については、販売区分に応じた留意事項も含めて、指針等に
より明確化する。


6. 処方箋等の保存期間の見直し


○ 医師及び歯科医師の診療録の保存期間との整合を図るため、調剤済み
処方箋及び調剤録の保存期間を３年間から５年間に改める。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律案の概要


１．医薬品等の品質及び安全性の確保の強化【医薬品医療機器等法】
① 製造販売業者における医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置を法定化する。
② 指定する医薬品の製造販売業者に対して、副作用に係る情報収集等に関する計画の作成、実施を義務付ける。
③ 法令違反等があった場合に、製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を可能とする。


２．医療用医薬品等の安定供給体制の強化等【医薬品医療機器等法、医薬基盤・健康・栄養研究所法、麻向法、医療法】
① 医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置、出荷停止時の届出義務付け、供給不足時の増産等の必要な協力の要請等を法定化する。
また、電子処方箋管理サービスのデータを活用し、需給状況のモニタリングを行う。


② 製造販売承認を一部変更する場合の手続について、変更が中程度である場合の類型等を設ける。
③ 品質の確保された後発医薬品の安定供給の確保のための基金を設置する。


３．より活発な創薬が行われる環境の整備【医薬品医療機器等法、医薬基盤・健康・栄養研究所法】
① 条件付き承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とする。
② 医薬品の製造販売業者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化する。
③ 革新的な新薬の実用化を支援するための基金を設置する。


４．国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等【医薬品医療機器等法、薬剤師法】
① 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一部の外部委託を可能とする。
② 濫用のおそれのある医薬品の販売について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務付ける。
③ 薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売を可能とする。


改正の概要


不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ
適正に提供していくため、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化等、より活発な創薬が行われ
る環境の整備、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等の必要な措置を講ずる。


改正の趣旨


施行期日
公布後６月以内に政令で定める日（ただし、３①②及び４②は公布後１年以内に政令で定める日、１①②③、２①の一部及び４①③は


公布後２年以内に政令で定める日、２②は公布後３年以内に政令で定める日）


等
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す
る
法
律
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昭
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三
十
五
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法
律
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百
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十
五
号
）
（
抄
）
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一
条
関
係
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公
布
の
日
か
ら
起
算
し
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六
月
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超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
又
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
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い
て
政
令


で
定
め
る
日
施
行
】
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傍
線
部
分
は
改
正
部
分
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改


正


案


現


行


目
次


目
次
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一
章
～
第
七
章


（
略
）


第
一
章
～
第
七
章


（
略
）


第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
査
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
三
条
）


第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
定
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
三
条
）


第
九
章
～
第
十
八
章


（
略
）


第
九
章
～
第
十
八
章


（
略
）


附
則


附
則


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２
～


（
略
）


２
～


（
略
）


16


16


こ
の
法
律
で
「
特
定
医
薬
品
」
と
は
、
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医


（
新
設
）


17
薬
品
以
外
の
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。


一


第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品


二


第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品


三


薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
製
造
し


、
当
該
薬
局
に
お
い
て
直
接
需
要
者
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
医
薬
品


（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
成
分


以
外
の
有
効
成
分
を
含
有
し
な
い
医
薬
品
に
限
る
。
）


四


そ
の
他
製
造
販
売
又
は
販
売
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
及
び


18


17


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
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項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


項
（
同
条
第
十
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


（
略
）


（
略
）


19


18


（
開
設
の
許
可
）


（
開
設
の
許
可
）


第
四
条


（
略
）


第
四
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


四


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類


、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
要


ロ


そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
一


指
導
医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販


般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者


売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て


と
の
間
の
通
信
手
段
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載


、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導


し
た
書
類


医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又


は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ


の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を


記
載
し
た
書
類


五


（
略
）


五


（
略
）


４


（
略
）


４


（
略
）


５


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


５


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物


の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
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報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


又
は
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な


に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と


が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
若
し


が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


く
は
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら


て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
対
面
等
」
と


い
う
。
）
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ


れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意


見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
一
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
と
有


ロ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
と
有


効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て


と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て


か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲
げ


か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


る
医
薬
品
を
除
く
。
）


ハ
・
ニ


（
略
）


ハ
・
ニ


（
略
）


ホ


次
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
医
薬
品


（
新
設
）


四


（
略
）


四


（
略
）


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ


（
新
設
）


ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬


品
を
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
指
定
す
る
こ
と


が
で
き
る
。


一


イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
、


そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品


ロ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
と
有
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効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品


二


一
般
用
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
及
び
使
用
の
実
態
そ
の
他
を
勘
案
し


て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供


及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


き
る
。


き
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い


は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い


る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与


る
者
に
対
し
て
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一


す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方


般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合


法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む


。
）
に
関
す
る
事
項


イ


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬


（
新
設
）


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬


（
新
設
）


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）


２


（
略
）


２


（
略
）


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


第
九
条
の
四


薬
局
開
設
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
処
方


第
九
条
の
四


薬
局
開
設
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
処
方


箋
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
当
該
薬
剤
を
販
売
し


箋
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
当
該
薬
剤
を
販
売
し


、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面


そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面


等
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項


（
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら


が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て


通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
の
適
正
な
使


は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計


用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
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算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
第
三
十
六
条


省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁


を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方


的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示


式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら


し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な


れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


の
を
い
う
。
以
下
第
三
十
六
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ


て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て
必
要
な
情
報


を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


２
～
６


（
略
）


２
～
６


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
四
条


（
略
）


第
十
四
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の


粧
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令


資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お


該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は


い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ


、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か


る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集


つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
削
る
）


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該


医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
検
証
す
る
た
め
の
十
分
な
人
数
を
対
象
と


す
る
臨
床
試
験
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
の
規
定


に
よ
り
添
付
す
る
も
の
と
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の


一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


６


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申
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請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の


も
の
を
除
く
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と


を
除
く
。
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と
の
成


の
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査


分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査
を
含


を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第


む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第
三
項


三
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か


か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う


ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す


か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


る
。


６
～
８


（
略
）


７
～
９


（
略
）


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
次
の
各


（
新
設
）


号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い


て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規


定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
薬
品
の
審
査


又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含


む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一


既
に
第
一
項
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承


認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項


の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
ら
れ


て
い
る
医
薬
品
（
次
号
に
お
い
て
「
既
承
認
の
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
と


有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
用
途
に
関
し
、
外
国
（
医
薬
品


の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
我
が
国
と
同
等
の
水
準


に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
制
度
又
は
こ
れ
に


相
当
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
国
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。


）
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で


貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
る


こ
と
。
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二


既
承
認
の
医
薬
品
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
充
足
さ
れ
て
い
な
い
と
認


め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
以
外
に
医
療
上
適
当
な
方
法
が
な
い
こ
と
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
審
査
又
は
調
査
を
行


（
新
設
）


10
い
、
第
一
項
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る


。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


11


10


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
七
項
若
し
く
は
前


八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て


項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行


行
う
こ
と
が
で
き
る
。


う
こ
と
が
で
き
る
。


（
略
）


（
略
）


12


11


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
関
し
、
第
五
項
の
規
定
に


12
基
づ
き
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い


こ
と
と
し
た
医
薬
品
に
つ
い
て
第
一
項
の
承
認
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
医


薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
の
実
施
、
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め


に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
条
件
を
付
し
て
す
る
も
の
と
し
、
当
該
条


件
を
付
し
た
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
当
該
条
件
に
基
づ
き
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
当
該
医


薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提


出
し
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
受
け


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
件
を
付
し
た
同
項
の


承
認
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ


、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関


13
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
資
料
に
基
づ
き


、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
（
当
該
医
薬
品
が
同
項
後
段
の
厚
生
労
働
省


令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適


合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
及
び
同


項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
）
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
調
査
の
結
果
を
踏
ま
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え
、
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
し
、
又
は
当
該
承
認
を


受
け
た
者
に
対
し
て
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
及
び
適


正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が


で
き
る
。


（
削
る
）


第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
、


14
第
十
二
項
後
段
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た


者
又
は
こ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
資
料


の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は


な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


13


15


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
十
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
略
）


（
略
）


14


16


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


15


17


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若


項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若


し
く
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項


し
く
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項


の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚


粧
品
が
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
、
認
定
又
は
登
録
に
係


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
、
認
定
又
は
登
録
に
係


る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理


る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理


又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に


対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、


対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、
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そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


（
条
件
付
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


（
新
設
）


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限


る
。
）
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴


い
て
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使
用


の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
そ


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


申
請
に
係
る
医
薬
品
が
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特


定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ


る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


二


申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の


で
あ
る
こ
と
。


三


申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
に
比
し
て
著
し
く
有
害
な
作
用
を
有
す
る


こ
と
に
よ
り
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る


も
の
で
な
い
こ
と
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
と
さ


れ
た
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資


料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
当
該
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は


、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か


つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き


は
、
当
該
資
料
及
び
同
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び


安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
同
項
前
段
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
医
薬
品
が
同
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項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
調
査
及


び
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面


に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
）
を
行
う
際
に
得
ら
れ
て
い
る
知
見
に
基
づ


き
、
当
該
調
査
を
行
い
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず


れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更


し
、
又
は
当
該
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、


同
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の


再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


第
二
項
後
段
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
二
項
後
段
の
規
定
に


よ
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
法


人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
）
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な


く
、
当
該
資
料
の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密


を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様


と
す
る
。


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
が


同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用


す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
医
薬


品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
な
い
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
医


薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定


で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号


三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
の
規


ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に


定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の


か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
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確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し


の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ


て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
品


け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
使


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、


調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


。
５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受


け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三
項
の
規
定
に


け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三
項
の
規
定
に


よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に
、
改
め
て
同


よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に
、
改
め
て
同


条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第


三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関


す
る
資
料
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す


る
資
料
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
と
す
る
。


６


（
略
）


６


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
八
項
、
第
十
四
条
の


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
並
び
に
第
十
三
項
（


二
第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二


同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
十


二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
五
項
の


。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と


準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の


い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
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る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（
同


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
七
項
若
し


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第
二


く
は
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
申
請
者
又


合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
申


は
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、


請
者
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機


機
構
が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機


構
が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構


構
に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第


六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


七
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第
十


２


第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条


四
条
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
新
医
薬
品
等
の
再
審
査
）


（
新
医
薬
品
等
の
再
審
査
）


第
十
四
条
の
四


次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
（
第


第
十
四
条
の
四


次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
（
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も


十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
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の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受


を
受
け
た
者
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に


け
た
者
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
申
請


申
請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


既
に
第
十
四
条
の
承
認
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に


一


既
に
第
十
四
条
の
承
認
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に


お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び


及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を


期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え


与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、


ら
れ
て
い
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果


効
果
等
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
承
認


等
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
承
認
の
際


の
際
指
示
し
た
も
の
（
以
下
「
新
医
薬
品
」
と
い
う
。
）


次
に
掲
げ
る


指
示
し
た
も
の
（
以
下
「
新
医
薬
品
」
と
い
う
。
）


次
に
掲
げ
る
期
間


期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た


（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か


日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
（
次
号
に
お
い
て
「
申
請
期
間
」
と


ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
（
次
号
に
お
い
て
「
申
請
期
間
」
と
い
う


い
う
。
）


。
）


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


既
に
第
十
四
条
の
承
認
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て


ロ


特
定
用
途
医
薬
品
又
は
既
に
第
十
四
条
の
承
認
若
し
く
は
第
十
九
条


い
る
医
薬
品
と
効
能
又
は
効
果
の
み
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
（
イ


の
二
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
と
効
能
若
し
く
は
効
果
の
み


に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬


が
明
ら
か
に
異
な
る
医
薬
品
（
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
そ
の


品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る


他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審


も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
認
の
あ
つ
た
日
後
六
年
に
満
た
な
い
範
囲


議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
認
の
あ


内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
期
間


つ
た
日
後
六
年
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定


す
る
期
間


ハ


（
略
）


ハ


（
略
）


二


（
略
）


二


（
略
）


２


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の


２


第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に


。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承


掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
申
請
し
て


認
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ


、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
申
請
し
て
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
再


審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
医
薬
品
の
再
審
査
を
適
正
に
行
う
た
め
特
に
必
要


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
医
薬
品
の
再
審
査
を
適
正
に
行
う
た
め
特
に
必
要


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
調
査
期
間
を


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
調
査
期
間
を


、
そ
の
承
認
の
あ
つ
た
日
後
十
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す


、
そ
の
承
認
の
あ
つ
た
日
後
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る


る
こ
と
が
で
き
る
。


こ
と
が
で
き
る
。
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４


（
略
）


４


（
略
）


５


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


５


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料


性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定


生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働


め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基


省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な


準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


。


６


（
略
）


６


（
略
）


７


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は


７


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
き
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
の
成
績


性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行


に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果


い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


（
略
）


８


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


第
十
五
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


第
十
七
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


令
で
定
め
る
。


令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬
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部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
三
項
の
厚


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
五
項
の
厚


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７
～


（
略
）


７
～


（
略
）


11


11


（
小
児
用
の
医
薬
品
に
係
る
開
発
の
促
進
）


第
十
四
条
の
八
の
二


薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


（
新
設
）


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
児
用
の
薬
局
医
薬
品
の
開
発
を
促
進
す
る
た


め
に
必
要
な
小
児
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
す
る
医
薬
品
の


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
の
収
集
に
関
す
る
計
画
を
作
成


す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
資
料
の
収
集


を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
七
条


（
略
）


第
十
七
条


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造
を
実
地
に
管


５


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造
を
実
地
に
管


理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所


理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所


ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
の
製
造


ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
製
造
の
管


所
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
製
造
所
に


理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
又
は
第


お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術


十
三
条
の
二
の
二
の
登
録
を
受
け
た
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
お
い
て
は


者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も


つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
医
薬
品
を
製
造


（
新
設
）


す
る
場
合


二


第
十
三
条
の
二
の
二
の
登
録
を
受
け
て
保
管
の
み
を
行
う
場
合


（
新
設
）


三


薬
剤
師
を
置
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の


（
新
設
）


他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
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６
～


（
略
）


６
～


（
略
）


14


14


（
出
荷
停
止
等
の
お
そ
れ
の
報
告
）


第
十
八
条
の
三


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る


（
新
設
）


特
定
医
薬
品
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
に
そ
の
出
荷
の
停
止
若
し
く
は
制
限
を


す
る
こ
と
と
し
た
と
き
、
又
は
六
月
以
内
に
そ
の
出
荷
の
停
止
若
し
く
は
制


限
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た


事
項
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


（
出
荷
停
止
等
の
届
出
）


第
十
八
条
の
四


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る


（
新
設
）


特
定
医
薬
品
に
つ
い
て
、
そ
の
出
荷
の
停
止
又
は
制
限
を
し
た
と
き
は
、
直


ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の


旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
を
し
た
事
項
に
変
更


が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、


当
該
届
出
に
係
る
情
報
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。


（
報
告
徴
収
）


第
十
八
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
医
薬
品
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の


（
新
設
）


三
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ


つ
た
場
合
そ
の
他
の
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た


め
に
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
効
能
及
び
効
果
に
つ
い
て
当
該
特
定
医
薬
品
と


代
替
性
の
あ
る
医
薬
品
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
代
替
薬
」
と
い
う
。
）
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の
製
造
販
売
又
は
販
売
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に


は
、
製
造
販
売
業
者
、
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
そ


の
他
の
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
の
製
造
販
売
又
は
販
売
に
係
る
関
係


者
に
対
し
、
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
又
は
授


与
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
、
第
十
四
条
の
二
の
二
並
び
に
第
十
四
条


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


の
二
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


条
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


条
第
十
七
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


用
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
の
二
ま
で
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
を


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
ま
で
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用


準
用
す
る
。


す
る
。


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製


造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
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条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十


二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
の
承


四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準


認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受


十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
者
又


け
た
者
又
は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る


の
と
す
る
。


。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の


薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令


資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お


該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定


い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働


め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、


省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た


資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作


も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
削
る
）


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


診
断
用
医
薬
品
が
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品


、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若


し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認


め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
検
証
す
る
た
め
の
十
分
な
人
数
を
対
象
と


す
る
臨
床
試
験
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
の
規
定


に
よ
り
添
付
す
る
も
の
と
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の


一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


５
～
８


（
略
）


６
～
９


（
略
）
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９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


（
新
設
）


診
断
用
医
薬
品
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合


に
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三


号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を


、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
の
審
査
又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は


調
査
を
含
む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一


既
に
第
一
項
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に


よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の


六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
次
号
に
お


い
て
「
既
承
認
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
と


成
分
、
分
量
、
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
、
性
能
等
が
同
一
性
を
有
す
る


と
認
め
ら
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
用


途
に
関
し
、
外
国
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
我
が
国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め


ら
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
制
度


又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
国
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も


の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
販
売
若
し
く
は
授
与
の


目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提


供
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で


あ
る
こ
と
。


二


既
承
認
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
対
す
る
需
要
が
著
し


く
充
足
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
以
外
に
医
療
上


適
当
な
方
法
が
な
い
こ
と
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
審
査
又
は
調
査
を
行


（
新
設
）


10
い
、
第
一
項
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る


。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外


11


10


診
断
用
医
薬
品
が
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品


診
断
用
医
薬
品
が
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品
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、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若


、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若


し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認


し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認


め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
七
項
若
し
く
は
前


八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の


項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
審


審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、


12


11


申
請
に
係
る
医
療
機
器
が
、
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


申
請
に
係
る
医
療
機
器
が
、
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限


を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用


を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用


方
法
、
効
果
、
性
能
等
が
明
ら
か
に
異
な
る
と
き
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ


方
法
、
効
果
、
性
能
等
が
明
ら
か
に
異
な
る
と
き
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ


い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
関
し
、
第
五
項
の
規
定
に


12
基
づ
き
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い


こ
と
と
し
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
第
一
項
の
承
認


を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成


績
に
関
す
る
調
査
の
実
施
、
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の


実
施
そ
の
他
の
条
件
を
付
し
て
す
る
も
の
と
し
、
当
該
条
件
を
付
し
た
同
項


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


条
件
に
基
づ
き
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外


診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
を
厚
生
労
働


大
臣
に
提
出
し
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
当
該
条
件
を
付
し
た
同
項
の
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診


断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ


て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


13
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と


き
は
、
当
該
資
料
に
基
づ
き
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
（
当
該
医
療
機
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器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
同
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の


規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調


査
及
び
同
項
前
段
に
規
定
す
る
調
査
）
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
調
査
の
結


果
を
踏
ま
え
、
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
し
、
又
は
当


該
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
及
び
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な


措
置
の
再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
削
る
）


第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
、


14
第
十
二
項
後
段
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た


者
又
は
こ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
資
料


の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は


な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。


・


（
略
）


・


（
略
）


13


14


15


16


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


15


17


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項


第
二
十
三
条
の
二
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同
条


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同
条


の
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質


の
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質


管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体


基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も


の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
準
適
合
証
を
交


の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
準
適
合
証
を
交


付
す
る
。


付
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造


二


当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
と
同
一
の
前
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


品
と
同
一
の
前
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
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区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造


区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造


す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の


工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の


み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
前
号
に
掲


み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
前
号
に
掲


げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
（
当
該
承


げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
（
当
該
承


認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
を
し


認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
を
し


、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所
に
お
い
て
、
同
号
に


の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所
に
お
い
て
、
同
号
に


掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
し
て
行
わ
れ


掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
し
て
行
わ
れ


て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


２


前
項
の
基
準
適
合
証
の
有
効
期
間
は
、
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で


２


前
項
の
基
準
適
合
証
の
有
効
期
間
は
、
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で


定
め
る
期
間
と
す
る
。


定
め
る
期
間
と
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
条
件
付
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


（
新
設
）


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同


条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
項
の


規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
医
療
機
器
又


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し


て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使


用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て


そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
希
少
疾
病
用
医
療


機
器
若
し
く
は
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆


的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
療
機
器
若
し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他


の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


二


申
請
に
係
る
効
果
又
は
性
能
を
有
す
る
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の


で
あ
る
こ
と
。


三


医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
、
申
請
に
係
る
効
果
又
は
性
能
に
比
し
て
著
し
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く
有
害
な
作
用
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
機
器
と
し
て
使
用
価
値
が
な


い
と
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受


け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ


り
条
件
と
さ
れ
た
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を


受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に


従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き


は
、
当
該
資
料
及
び
同
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
同
項
前
段
に
規
定
す


る
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
同
項
後
段
の
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当


該
調
査
及
び
当
該
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い


て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
）
を
行
う
際
に
得
ら
れ
て
い
る
知


見
に
基
づ
き
、
当
該
調
査
を
行
い
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る


。
４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更


し
、
又
は
当
該
条
件
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者


に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必


要
な
措
置
の
再
度
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


第
二
項
後
段
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
二
項
後


段
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ


ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
）
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
正


当
な
理
由
な
く
、
当
該
資
料
の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
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た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い


て
も
、
同
様
と
す
る
。


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を


受
け
た
者
が
同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に


お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号


イ
中
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な


い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き


る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に


は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。


は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。


）
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


）
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要


な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る


な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る


同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他


る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報


労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
（
第
三


項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に


項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に


、
改
め
て
同
条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
改
め
て
同
条
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お


け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
臨
床
試
験
の
試


験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
医
療
機
器
又
は
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体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
」
と
す
る
。


６


（
略
）


６


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に


お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
こ


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て


む
。
）
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
の


）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に


規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基


第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
及
び
同


準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の


条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
療
機
器


受
付
（
以
下
「
医
療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で


等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
療
機
器
等
審
査
等
を


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
療
機
器
等
審
査
等
を


行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体


行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同


外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同


条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く


条
第
七
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い


は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
の
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構
が


六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構
が
行
う
審


行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に
基


査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に
基
準
適
合


準
適
合
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、


品
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し


同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
八


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


第
二
十
三
条
の
二
の
八


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療
機
器


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
療
機
器


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、


厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十


厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十


二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目


一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目


に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第


２


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
第


二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
使
用
成
績
評
価
）


（
使
用
成
績
評
価
）


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は


当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期


に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期


間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申


間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申


請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な


請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


ら
な
い
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定


の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付


め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医


該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定


療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又


め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
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厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た


定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば


も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
ら
な
い
。


５


（
略
）


５


（
略
）


６


第
一
項
の
指
定
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二


６


第
一
項
の
指
定
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二


十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及


ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関


び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、


す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚


そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


（
略
）


７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十


医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


第
二
十
三
条
の
二
の
十


医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
七
（
第
四
項
及
び
第
五
項


条
の
二
の
五
第
十
七
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
七
（
第
四
項
及
び
第
五
項


を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的


を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的


読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
医


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
医


療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い


療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い


て
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
製
造
方
法
の
変
更


て
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
製
造
方
法
の
変
更
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そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
に
限
る
。
）
を
行
う
日
の
厚
生
労


そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
に
限
る
。
）
を
行
う
日
の
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


働
省
令
で
定
め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第


り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第


十
三
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


十
五
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７


（
略
）


７


（
略
）


８


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
が
第
二
十
三
条
の
二
の


８


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
が
第
二
十
三
条
の
二
の


五
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
確


五
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
確


認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
第
六
項
に
規
定
す
る
製
造
方
法
の


認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
（
第
六
項
に
規
定
す
る
製
造
方
法
の


変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
を
行
う
場
合
を
除
く
。


変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
を
行
う
場
合
を
除
く
。


）
に
つ
い
て
同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
に


）
に
つ
い
て
同
条
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
に


お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る


お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
代
え
て
、
当
該
変
更
計
画
に


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
代
え
て
、
当
該
変
更
計
画
に


従
つ
た
変
更
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の


従
つ
た
変
更
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の


調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


９
～


（
略
）


９
～


（
略
）


12


12


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


（
略
）


２
～
９


（
略
）


２
～
９


（
略
）


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
自
ら
薬
剤
師
で
あ
つ
て
そ
の
製
造


10


10


を
実
地
に
管
理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め


を
実
地
に
管
理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め


に
、
製
造
所
（
設
計
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
工
程
の
み
行
う
製


に
、
製
造
所
（
設
計
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
工
程
の
み
行
う
製


造
所
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し


造
所
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し


、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当


、
そ
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
体
外
診
断
用
医
薬


す
る
場
合
は
、
当
該
製
造
所
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


品
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外


に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る


の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


。一


そ
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
体
外
診
断
用
医


（
新
設
）


薬
品
を
製
造
す
る
場
合


二


薬
剤
師
を
置
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の


（
新
設
）


他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
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～


（
略
）


～


（
略
）


11


14


11


14


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
（
第
一
号


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
（
第
一
号


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の


六
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
の
七
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


六
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
の
七
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
に
つ


い
て
は
、
同
条
第
十
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
、
第
二
十
三
条
の
二
の


い
て
は
、
同
条
第
十
七
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
二


六
の
二
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


の
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選


任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る


任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る


物
が
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機


物
が
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機


器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る


器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は


「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、


「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、


第
八
項
及
び
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
九
項
及
び
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一


項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承


項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承


認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
」
と
あ
る


認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
の
六
の
三
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「


の
二
の
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の


の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の


規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
選
任
外
国


規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
選
任
外
国


製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）
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（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
認
証
）


（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
認
証
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者
は


５


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者
は


、
そ
の
認
証
に
係
る
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に


、
そ
の
認
証
に
係
る
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に


も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


一


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者


一


第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
認
証
を
受
け
た
者


が
既
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基
準
適
合
証
又
は
次
条
第
一
項


が
既
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基
準
適
合
証
又
は
次
条
第
一
項


の
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
基
準


の
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
基
準


適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
第
二
十
三


適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分


条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分


に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。


に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。


二


（
略
）


二


（
略
）


６
～
８


（
略
）


６
～
８


（
略
）


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
項
に


（
新
設
）


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
。


こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
登
録
認
証


機
関
に
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
前
項
の
立
会
い
及
び
助
言
を
行
わ
せ
る
こ


（
新
設
）


10
と
が
で
き
る
。


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に


（
新
設
）


11
よ
り
機
構
に
立
会
い
及
び
助
言
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め


る
。


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


（
基
準
適
合
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四


登
録
認
証
機
関
は
、
前
条
第
四
項
（
同
条
第
七


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四


登
録
認
証
機
関
は
、
前
条
第
四
項
（
同
条
第
七


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同


条
の
認
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品


条
の
認
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品


質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生


質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
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労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ


労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ


る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い


る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い


る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


、
基
準
適
合
証
を
交
付
す
る
。


、
基
準
適
合
証
を
交
付
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た
者
が
製
造


二


当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た
者
が
製
造


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
と
同
一
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労


品
と
同
一
の
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
属
す
る
も
の
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
を
製
造
す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
を
製
造
す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
も
の
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ


で
定
め
る
も
の
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ


。
）
が
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す


。
）
が
、
前
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す


る
製
造
所
（
当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た


る
製
造
所
（
当
該
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
認
証
を
受
け
た


者
が
製
造
販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は


者
が
製
造
販
売
を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所


体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該
製
造
所


に
お
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


に
お
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造


工
程
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


工
程
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
承
継
）


第
二
十
三
条
の
八
の
二


登
録
認
証
機
関
が
そ
の
登
録
に
係
る
事
業
の
全
部
を


（
新
設
）


譲
渡
し
、
又
は
登
録
認
証
機
関
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
当


該
登
録
に
係
る
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と


き
は
、
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人


以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
べ
き


相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く


は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
そ
の
事
業
の
全
部
を


承
継
し
た
法
人
は
、
そ
の
登
録
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
す
る
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
遅
滞
な
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く
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届


け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
財
務
諸
表
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）


（
財
務
諸
表
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）


第
二
十
三
条
の
十
七


登
録
認
証
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に


第
二
十
三
条
の
十
七


登
録
認
証
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に


、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支


、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支


計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が


計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が


さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
九
十


さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
九
十


一
条
第
二
号
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間


一
条
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
業
所


事
業
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有


こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の


効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を


資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当


添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
料


該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ


作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
二
十
三
条
の


三
十
七
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


三
十
七
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


六
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


六
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も


の
を
除
く
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と
の


の
を
除
く
。
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と
の
構


構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
構
造
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効


成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
構
造
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果


果
、
性
能
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。


、
性
能
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
第
三
項
後


の
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
第
三
項
後
段


段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地


の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の


の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


６
～
８


（
略
）


６
～
８


（
略
）


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


（
新
設
）


、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
再
生


医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項


若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、


他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
審
査
又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先


し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含
む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一


既
に
第
一
項
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三


条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の


を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）


を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
（
次
号
に
お
い
て
「
既
承
認
の
再


生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）
と
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
構
造
、
用


法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
、
性
能
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と


認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
用
途
に
関
し
、
外
国
（


再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
我
が


国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売


の
承
認
の
制
度
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
国
と
し
て
政


令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販


売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
す
る
こ
と
が
認
め


ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
こ
と
。


二


既
承
認
の
再
生
医
療
等
製
品
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
充
足
さ
れ
て
い


な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
以
外
に
医
療
上
適
当
な
方
法
が
な


い
こ
と
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
審
査
又
は
調
査
を
行


（
新
設
）


10
い
、
第
一
項
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る


。
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厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


11
、
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品
、
先
駆
的
再
生
医
療
等
製
品
又
は
特
定
用


、
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品
、
先
駆
的
再
生
医
療
等
製
品
又
は
特
定
用


途
再
生
医
療
等
製
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら


途
再
生
医
療
等
製
品
そ
の
他
の
医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら


れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第


れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第
二
項
第


三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調


三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査


査
を
、
他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が


を
、
他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で


で
き
る
。


き
る
。


（
略
）


（
略
）


12


10


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


13


11


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
九
項
及
び
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
略
）


（
略
）


14


12


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


15


13


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お


い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は


は
化
粧
品
が
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は


、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「


、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二


項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、


項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、


同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に


あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
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規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と


規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と


、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」


十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」


と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当


と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当


す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
条
件
及
び
期
限
付
承
認
）


（
条
件
及
び
期
限
付
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
者
が


第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
者
が


製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再


製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再


生
医
療
等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


生
医
療
等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
第
三


三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ


号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見


ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め


を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
七
年
を


に
必
要
な
条
件
及
び
七
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目


超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
第
一
項
の
承
認


に
係
る
同
条
第
一
項
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


３


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と


、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣


省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け


に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
ば
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


４


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合


に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
な
い


は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
な
い


」
と
、
同
号
ロ
中
「
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
る
」
と
す
る


」
と
、
同
号
ロ
中
「
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
推
定
さ
れ
る
」
と
す
る


。


。


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


５


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限


（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の


（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の


）
内
に
、
改
め
て
同
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


）
内
に
、
改
め
て
同
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「


臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の


再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
」
と
す
る
。


６
・
７


（
略
）


６
・
７


（
略
）


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生


造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生


医
療
等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大


医
療
等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大


臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第


臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第


六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


六
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て


て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な


、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い


い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と


範
囲
内
の
期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が


が
で
き
る
。


で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定
に
か


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は


か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生
医
療


売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
再
生
医
療


等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は


等
製
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は


、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず


、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る


る
こ
と
が
で
き
る
。


こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
再
審
査
）


（
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
再
審
査
）


第
二
十
三
条
の
二
十
九


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
九


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性


４


第
一
項
の
申
請
は
、
申
請
書
に
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
成
績
に
関


及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付


す
る
資
料
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
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し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
再


な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が


生
医
療
等
製
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
と
き


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は


は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ


か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


（
略
）


５


（
略
）


６


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
十
五


６


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
十
五


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該


再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚


再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で


生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告


定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な


し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


ら
な
い
。


７


（
略
）


７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第
四


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第
四


項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
）


第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二


（
略
）


第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
再


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
再


生
医
療
等
製
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の
確
認


生
医
療
等
製
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の
確
認


を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大


日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
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臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
三
項
の
厚
生
労


臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
一
項
の
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７
～


（
略
）


７
～


（
略
）


11


11


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（


第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の


第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の


二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
承
認
に
つ


い
て
は
、
同
条
第
十
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
二
十
三


い
て
は
、
同
条
第
十
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
二
十
三


条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
特
例
承
認
）


第
二
十
三
条
の
四
十


第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国


第
二
十
三
条
の
四
十


第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国


製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物


製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物


が
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療


が
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療


等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い


等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い


て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


て
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
あ
る


十
七
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
」
と
あ
る
の


の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、


は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第


第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
二


第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二


十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十


二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「


五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ


項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


は
「
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十


二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者


八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は







- 40 -


又
は
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と


の
と
す
る
。


す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
の
種
類
）


（
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
の
種
類
）


第
二
十
五
条


医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応


第
二
十
五
条


医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応


じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
行
う
。


じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
行
う
。


一


店
舗
販
売
業
の
許
可


要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
、
店
舗


一


店
舗
販
売
業
の
許
可


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規


に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
業
務


定
す
る
要
指
導
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
を


、
店
舗
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
業
務


二
・
三


（
略
）


二
・
三


（
略
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


第
二
十
六
条


（
略
）


第
二
十
六
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


そ
の
店
舗
に
お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
要
指


五


そ
の
店
舗
に
お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
一
般


導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販


用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
と
の


売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段


間
の
通
信
手
段
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書


そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類


類


六


（
略
）


六


（
略
）


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）


（
店
舗
販
売
品
目
）


（
店
舗
販
売
品
目
）


第
二
十
七
条


店
舗
販
売
業
者
（
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。


第
二
十
七
条


店
舗
販
売
業
者
（
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。


以
下
同
じ
。
）
は
、
薬
局
医
薬
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く


以
下
同
じ
。
）
は
、
薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し


く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


る
こ
と
が
で
き
る
。


る
こ
と
が
で
き
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
店
舗
に


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
店
舗
に


お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲


お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
一
般
用
医
薬
品
を
販


げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間


売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応


の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


イ


要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


（
新
設
）


ロ


一
般
用
医
薬
品


（
新
設
）


２


（
略
）


２


（
略
）


（
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


（
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


第
三
十
六
条
の
五


（
略
）


第
三
十
六
条
の
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


（
新
設
）


に
よ
り
、
特
定
要
指
導
医
薬
品
に
つ
き
、
薬
剤
師
に
、
対
面
に
よ
り
、
販
売


さ
せ
、
又
は
授
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
要
指
導
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


（
要
指
導
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
指
導
等
）


第
三
十
六
条
の
六


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
要
指
導
医
薬
品
の


第
三
十
六
条
の
六


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
要
指
導
医
薬
品
の


適
正
な
使
用
の
た
め
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に


適
正
な
使
用
の
た
め
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お


い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面
等
に
よ
り
、


い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
対
面
に
よ
り
、
厚


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記


生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記
録


録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を


に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い


生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て


て
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を


必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行


行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与


わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す


す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該
当


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
一
項
に
該
当


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


二
・
三


（
略
）


二
・
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
提
供
等
）


第
三
十
六
条
の
十
一


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は


（
新
設
）


、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
濫
用
を
し
た
場
合
に
中
枢


神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の


防
止
を
図
る
必
要
が
あ
る
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の


意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
」
と
い


う
。
）
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し


く
は
授
与
し
、
又
は
配
置
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
又
は
そ
の
業
務
に
係
る
都
道
府
県
の


区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
若
し
く
は
授
与
又
は
配
置
販
売
に
従
事
す
る


薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た


書
面
（
当
該
事
項
が
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁


的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示


し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。
た
だ
し
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
薬
剤
師


等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。







- 43 -


一


薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
製
造
し


、
当
該
薬
局
に
お
い
て
直
接
需
要
者
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
医
薬
品


（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
成
分


以
外
の
有
効
成
分
を
含
有
し
な
い
医
薬
品
に
限
る
。
）


二


要
指
導
医
薬
品


三


一
般
用
医
薬
品


２


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に


よ
る
情
報
の
提
供
を
行
わ
せ
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販


売
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者


の
他
の
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
使
用
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
事
項
を
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は
、
指
定
濫
用
防
止


医
薬
品
ご
と
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
量
を
超
え
て
指
定
濫
用
防
止
医


薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
、
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢


に
満
た
な
い
者
に
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
て


は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
き
（
配
置
販


売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
。


二


そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に
お
い
て
又
は
配
置
販
売
に
よ
つ
て
指
定
濫


用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
年
齢
以
上
の
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
で
あ


る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
又
は
そ
の
業
務
に
係
る
都


道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
若
し
く
は
授
与
又
は
配
置
販
売


に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
、
対
面
等
に
よ
り
、
第
一
項
本


文
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
行
わ
せ
る
と
き
。


４


薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は
、
第
一
項
本
文
の


規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
が
で
き
な
い
場
合
そ
の
他
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品


を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と


認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し


て
は
な
ら
な
い
。
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第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
査


第
八
章


医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
定


（
検
査
）


（
検
定
）


第
四
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
は


第
四
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
は


、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
者
の
検
査
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し


、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
者
の
検
定
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し


た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目


た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目


的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省


的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省


令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
療
機
器
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る


２


厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
療
機
器
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る


者
の
検
査
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し


者
の
検
定
を
受
け
、
か
つ
、
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
販
売
し


、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯


、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯


蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
、
電


蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
、
電


気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


３


前
二
項
の
検
査
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


３


前
二
項
の
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


４


第
一
項
及
び
第
二
項
の
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ


４


第
一
項
及
び
第
二
項
の
検
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ


と
が
で
き
な
い
。


と
が
で
き
な
い
。


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品


二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
日
本
薬


質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
、


局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
名
称
、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が


第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に


あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
一
般
的
名
称
）


お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
日
本
薬
局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
名
称


、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
一
般


的
名
称
）


三
～
五


（
略
）


三
～
五


（
略
）


六


日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品
質
が
日


（
新
設
）
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本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
性
状
又


は
品
質
に
つ
い
て
適
正
な
も
の
と
し
て
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の


承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
有
効
成
分
の
名
称


（
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
一
般
的
名
称
）
及
び
そ


の
分
量
（
有
効
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
及
び
製
造


方
法
の
要
旨
）


七
・
八


（
略
）


六
・
七


（
略
）


九


指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


（
新
設
）


十
～
十
七


（
略
）


八
～
十
五


（
略
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


第
五
十
五
条


（
略
）


第
五
十
五
条


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
又
は


一


日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
又
は


品
質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
か
つ
、
次
の
イ
及
び


品
質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の


ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の







- 46 -


イ


そ
の
性
状
及
び
品
質
が
適
正
な
も
の
と
し
て
第
十
四
条
又
は
第
十
九


（
新
設
）


条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
も
の


ロ


そ
の
性
状
及
び
品
質
が
適
正
な
も
の
と
し
て
第
十
四
条
又
は
第
十
九


（
新
設
）


条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の


二


（
略
）


二


（
略
）


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
六
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


四
～
九


（
略
）


四
～
九


（
略
）


（
陳
列
等
）


（
陳
列
等
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す


（
新
設
）


る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
よ
う
、


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
陳
列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
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条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又


は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第


は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第


五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の


五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の


三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る


三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る


の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
八


の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
八


項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と


項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と


、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は


、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は


第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品


品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品


」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と


」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と


、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し


、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し


く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


六
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）


」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能


」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第


」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
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二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認


二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認


証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「


証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働


に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働


大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又


は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、


は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、


第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条


第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条


の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第


る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第


八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」


八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」


と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く


と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く


は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


は
第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
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二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九


二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九


条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医


薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬


薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬


品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、


品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、


「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く


「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く


は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四


は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」


）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」


と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一


と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項


中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四


条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に


条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に


規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大


規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大


臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
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前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


若
し
く
は
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
療
機
器
は
、
販
売
し
、


第
六
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
療
機
器
は
、
販
売
し
、


貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造


貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造


し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム


し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム


に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。


に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
厚
生
労


二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
厚
生
労


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


認
証
を
受
け
た
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ


認
証
を
受
け
た
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ


の
承
認
又
は
認
証
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


の
承
認
又
は
認
証
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
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四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


六
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い


な
い
も
の
を
除
く
。
）


な
い
も
の
を
除
く
。
）


三
～
七


（
略
）


三
～
七


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
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二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


く
は
第
十
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
厚
生
労
働
大
臣


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
厚
生
労
働
大
臣


の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は


の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は


性
能
が
そ
の
承
認
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


性
能
が
そ
の
承
認
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


四
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


二
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）


。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）


三
～
六


（
略
）


三
～
六


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
感
染
症
評
価
報
告
）


（
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
感
染
症
定
期
報
告
）


第
六
十
八
条
の
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再


第
六
十
八
条
の
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再


生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け


よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け


た
再
生
医
療
等
製
品
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に


た
再
生
医
療
等
製
品
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に


よ
る
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ


よ
る
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ


き
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
評
価
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


き
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
評
価
し
、
そ
の
成
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
定
期
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よ
り
、
そ
の
成
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


的
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
評
価
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
定
期
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


第
六
十
八
条
の
十
五


（
略
）


第
六
十
八
条
の
十
五


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
生
物
由
来
製
品
に
関
す
る
感
染
症
評
価
報
告
）


（
生
物
由
来
製
品
に
関
す
る
感
染
症
定
期
報
告
）


第
六
十
八
条
の
二
十
四


生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
製
造
医
薬


第
六
十
八
条
の
二
十
四


生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
製
造
医
薬


品
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、


品
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
第


十
九
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
生
物
由


十
九
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
生
物
由


来
製
品
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に
よ
る
感
染
症
に


来
製
品
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
料
若
し
く
は
材
料
に
よ
る
感
染
症
に


関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
当
該
生
物
由


関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
当
該
生
物
由


来
製
品
を
評
価
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
成
果


来
製
品
を
評
価
し
、
そ
の
成
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
定
期
的
に
報
告
し
な
け


を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
ば
な
ら
な
い
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
評
価
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
感
染
症
定
期
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
及
び
調
査
の
実
施
）


第
六
十
八
条
の
二
十
五


（
略
）


第
六
十
八
条
の
二
十
五


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
立
入
検
査
等
）


（
立
入
検
査
等
）


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十


三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条


三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条


の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二


の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二


第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十


者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十


二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条


二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
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第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五


第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五


項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
十
四
条
の
三


項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
項
若
し
く
は
第
十
六
項
、
第
十
四
条
の
三


第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


で
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は


で
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二


第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
、
第
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
十


条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く


五
項
若
し
く
は
第
十
六
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条


は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら


で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る


三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四
十
条
の


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て


三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
、
第
二


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九


十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
十
三
項


、
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
二


若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
三


十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第


十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条
の
四
十


三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条
の
四
十
二
、
第
四
十


二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第


条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い


八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
六


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若


条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第


し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の


六
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項


二
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第


若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は


四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら


第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項


第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
、
第
六
十
八


、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十


条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
六
、
第
六
十


六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、


八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条


第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し


の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
項


く
は
第
七
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
又


、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
一


は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の


条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第


二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く


七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五


は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
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条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た


確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等


め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、


に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該


、
又
は
当
該
職
員
に
、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医


職
員
に
、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬


薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り


業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類


扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物


そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問


件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と


さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


２
～
９


（
略
）


２
～
９


（
略
）


第
七
十
二
条
の
四


（
略
）


第
七
十
二
条
の
四


（
略
）


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機


器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の


器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の


販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医


販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医


療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業


療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業


者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の


者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
第
十
四
条
第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一


二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一


の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項


六
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に


又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
す
る
行
為


違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修


が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局


理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
条
件


開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
条
件
に
対
す
る
違
反


に
対
す
る
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず


を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


（
承
認
の
取
消
し
等
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の


定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の


二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
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規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条


六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）


の
二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等


十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い


）
を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ


等
製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お


か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
一


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十


た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至


期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二


つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を


第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認


付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項


め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
に
お


第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


き
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四


た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断


条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号


性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条


の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三


第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る


条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
十


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四


六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し


の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
に
お


と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体


の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項


外
診
断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は


に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該


第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条


当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認


含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三
条


を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号


の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用


若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若


医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
二
十
三
条


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
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す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き


薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付


い
。


し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診


断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十


三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二


十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十


五
の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き


、
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四


項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に


該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承


認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


三


第
十
四
条
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
、







- 58 -


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


六
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又
は


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四
・
五


（
略
）


四
・
五


（
略
）


六


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第


六


第
十
四
条
第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項


二
の
五
第
十
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条


、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項


の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
九


又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
の
二


条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二


の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た


十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。


と
き
。


七


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


七


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該


一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し


当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。


八


（
略
）


八


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
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第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る


は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
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五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
」
と
、


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
七
項
若
し
く
は
第


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


く
は
第
九
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
七
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
三


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
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第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第


五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


第
五
項
後
段
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
十
二
項
、
第


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
、
第
二
十
三


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


第
十
二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一


第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条


十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三


一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の


六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六


の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
五
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は


第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六


の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
特
例
承
認
の
取
消
し
等
）


（
特
例
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条


第
七
十
五
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条


第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て


は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条
の
二


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認


の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認


に
係
る
品
目
が
第
十
四
条
の
三
第
一
項
各
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一


に
係
る
品
目
が
第
十
四
条
の
三
第
一
項
各
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一


項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当


項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当


し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断


し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断


用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十


用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十


三
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に


三
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に


よ
る
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条


よ
る
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の


の
二
の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の


承
認
を
受
け
た
者
が
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


承
認
を
受
け
た
者
が
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
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の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す


の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項


二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し


反
し
た
と
き
、
又
は
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
を
防
止
す


た
と
き
、
又
は
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
を
防
止
す
る
た


る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と


め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で


が
で
き
る
。


き
る
。


（
手
数
料
）


（
手
数
料
）


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


一
～
七


（
略
）


一
～
七


（
略
）


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


八


第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
四
条
第
十
五
項


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第


又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
二


十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四


十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二


条
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


る
者


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
申
請
す
る
者


八
の
二
～
十
三


（
略
）


八
の
二
～
十
三


（
略
）


十
四


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定


十
四


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
こ


を
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
（
第
二


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二


十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十


八
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
申
請
す
る
者


を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


十
五
～
二
十
三


（
略
）


十
五
～
二
十
三


（
略
）


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
第
二
十
三
条


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第


八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
八


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


む
。
）
の
調
査
を
申
請
す
る
者


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
適
用
除
外
等
）


（
適
用
除
外
等
）


第
八
十
条


（
略
）


第
八
十
条


（
略
）


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


８


第
十
四
条
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


８


第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
第
十
四


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三


合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お


条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二


九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三
条
の


十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定


二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に


を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
療
機
器


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に


若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第


規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の


認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政
令
で


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が


、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六
十
五
条
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さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
、
第
六


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
若


十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五
条
か
ら


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八


第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
か
ら
第
六


第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
八
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
十
七
、


）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二


の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政


の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ
と
が


令
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六
十


で
き
る
。


五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
、


第
六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五
条


か
ら
第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
か
ら


第
六
十
八
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
十


七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十


の
二
の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ


と
が
で
き
る
。


９


（
略
）


９


（
略
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


十
五
項
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一


三
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か


項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及


ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
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十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第
七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十


項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、
第
七
十
五
条


七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条


の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条


の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の


の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、


二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第


第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、


七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十


第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を
除
く
。
）
中


七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を
除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る


「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省


の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水


令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま


産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る


で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道


の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が


府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に


保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市


あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に


長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八


第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二


条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一


を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の


を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医


同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び


薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
ロ
、
第
二
十
五
条
第
二
号
、
第
二


、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対


十
六
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条


面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品


、
第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し


と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指


、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用


導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を


一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ


受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九


る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る


条
第
一
項
第
二
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す


者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一


る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


項
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲


、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と


げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ


、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に


中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ


係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
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る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に


、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象


動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ


動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で


い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質


定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使


（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に


用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化


残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に


し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し


他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る


て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
十
項


お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら


、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十


れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の


五
第
九
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
第
五


二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項


項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
中
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十


数
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第


五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上


一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の


」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


八
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二


第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ


十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の


と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用


は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第


さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の


三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ


程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に


る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場


供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ


合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら


る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
中
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
又
は


み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の


生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」


二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の


と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若


二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第


し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、


二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一


又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ


項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は


る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度


健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と


か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ


あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め


れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ


ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に


と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、


従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の


第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お


残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他


け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬


の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お


局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
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そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ


地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は


る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が


、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十


当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医


二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は


薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当


「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二


該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十


第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と


一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る


」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第


場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十


生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」


六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有


と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の


す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従


は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は


い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食


当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に


用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第


は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有


一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医


す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合


薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産


品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地


物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、


が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、


第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の


市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六
条
の
九
（
見


あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要


出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七


指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十


項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「


六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が


医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所


指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」


在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て


と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び


は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条


」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品


第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十


の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同


六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


項
第
五
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一


品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在


般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中


地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は


「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（


、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に


以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及


お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
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び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と


見
出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条


あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類


第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及


又
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
七
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第


び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九


三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医


条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置


薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る


す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。


の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
三
号
及
び
第
五
十
九


次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」


条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第


と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
箋


二
項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項


品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、


中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第


第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ


五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一


れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七


項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」


条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五


と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の


十
七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条


処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体


の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認


」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
要
指
導
医


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条


薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」


若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二


と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は


十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項


第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」


第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の


と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
と
あ
る
の


厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ


は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
七
条
」
と
、
「
、


る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者


第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条


の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に


の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三


よ
り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五


条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条


条
の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま


の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


で
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四


、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の


条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と


は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「


あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二


る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ


十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一


れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
よ
り
当
該
動
物
の
た


項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読


め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
及
び
第


み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第


五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
」
と
、
「
、
第
五


二
項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
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十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若


の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


し
く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し


若
し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、


」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る


の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条


の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
中
「
医
学
医
術


の
五
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条


」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事


の
三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都


（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機


道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七


器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
に


十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事


あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す


、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又


る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第


は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保


七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七


健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、


十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
三
条


第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の


、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及
び
第
八


四
中
「
対
象
者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の


十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


は
「
数
」
と
す
る
。


同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項


並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す


る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」


と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市


又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条
の
二
第


一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象
者
」
と


あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と
す
る
。


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
五
項
及
び
第
十
九


用
す
る
場
合
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適


条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
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用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第


度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
第
三
号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残


ど
う
か
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
残
留


性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内


閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第


３


農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七


二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
二
十
三


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
二
十
三


条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画
の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、


条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画
の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、


当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ


当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ


り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
（
当


り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
（
当


該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に


該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に


供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係


供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係


る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
（
第
二
十
三
条


る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
（
第
二
十
三
条


の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。


の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。


）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十


）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十


六
の
二
第
一
項
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用


六
の
二
第
一
項
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用


に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健


に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健


康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
り
、
こ
れ
ら
の


康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
り
、
こ
れ
ら
の


規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


規
定
を
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
当
該
再
生
医
療
等


）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
当
該
再
生
医
療
等


製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産


製
品
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産


物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
る


物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
に
係
る
部
分
に
限
る


。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な


。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


条
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


条
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


は
、
第
二
十
七
条
中
「
薬
局
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二
の


は
、
第
二
十
七
条
中
「
薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る


三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬
品


薬
局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬


又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
、


品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤


同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
販


師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と


売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三


、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該


ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の
二


販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の


第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の


二
第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


第
八
十
三
条
の
九


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
と
し
て
、
指


第
八
十
三
条
の
九


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
と
し
て
、
指


定
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
と
き
又
は
指


定
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者
又
は
指
定


定
薬
物
を
所
持
し
た
と
き
（
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列


薬
物
を
所
持
し
た
者
（
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
た


し
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
拘


者
に
限
る
。
）
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金


禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁


為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に


刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一


第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


四


第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
又
は
第
二
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十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た


六


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た


と
き
。


者


七


第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


七


第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


八


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
二


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


九


第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十


第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十


第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
一


第
三
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
三
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
二


第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
二


第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
三


第
四
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三


第
四
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
四


第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
四


第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
五


第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
五


第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
六


第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
六


第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
七


第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
七


第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
八


第
五
十
五
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及


十
八


第
五
十
五
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及


び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


十
九


第
五
十
五
条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び


十
九


第
五
十
五
条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び


第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反


第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反


し
た
と
き
。


し
た
者


二
十


第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場


二
十


第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二
十
一


第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十


二
十
一


第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十


四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
者


二
十
二


第
五
十
七
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五


二
十
二


第
五
十
七
条
第
二
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五


条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
二
十
三


第
六
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
三


第
六
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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二
十
五


第
六
十
八
条
の
二
十
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
五


第
六
十
八
条
の
二
十
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二
十
六


第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
六


第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


二
十
七


第
七
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
七


二
十
七


第
七
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
七


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
第
七
十
条
第
三
項
若
し
く


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
第
七
十
条
第
三
項
若
し
く


は
第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
を
拒
み


は
第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
を
拒
み


、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。


、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者


二
十
八


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
（
前
条
に
該
当
す
る


二
十
八


第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
前
条
に
該
当
す
る
者


と
き
を
除
く
。
）
。


を
除
く
。
）


二
十
九


第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


二
十
九


第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


八
十
三
条
の
三
又
は
第
八
十
三
条
の
四
第
二
項
（
第
八
十
三
条
の
五
第
二


八
十
三
条
の
三
又
は
第
八
十
三
条
の
四
第
二
項
（
第
八
十
三
条
の
五
第
二


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁


為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第


一


第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第


二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
第


二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
第


一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


三


第
十
四
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


五


第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た


六


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


と
き
。


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
一
項
、
第
五
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
一
項
、
第
五
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


八


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
九


第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


九


第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
十


第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十


第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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十
一


第
四
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
四
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
二


第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
二


第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
三


第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三


第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
四


第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
四


第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
五


第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項


十
五


第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項


を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定


を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定


に
違
反
し
た
と
き
。


に
違
反
し
た
者


十
六


毒
薬
又
は
劇
薬
に
関
し
第
五
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
六


毒
薬
又
は
劇
薬
に
関
し
第
五
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
七


第
六
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
制
限
そ
の


十
七


第
六
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
制
限
そ
の


他
の
措
置
に
違
反
し
た
と
き
。


他
の
措
置
に
違
反
し
た
者


十
八


第
六
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
八


第
六
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
九


第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令


十
九


第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令


に
違
反
し
た
と
き
。


に
違
反
し
た
者


二
十


第
七
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
施
設
の
使


二
十


第
七
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
施
設
の
使


用
禁
止
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。


用
禁
止
の
処
分
に
違
反
し
た
者


二
十
一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


二
十
一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


二
十
二


第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
二


第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


二
十
三


第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
三


第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


二
十
四


第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


二
十
四


第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


二
十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き


二
十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


。
二
十
六


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た


二
十
六


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た


と
き
。


者


二
十
七


第
八
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
七


第
八
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


２


（
略
）


２


（
略
）


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の


反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に


拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


処
す
る
。







- 76 -


一


第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に


一


第
十
四
条
第
十
四
項
（
同
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
四
条
の
四
第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


二


第
十
四
条
の
四
第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
の
六
第
六
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


三


第
十
四
条
の
六
第
六
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


四


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


四


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
同
条
第
十
五
項
（
第
二
十
三
条
の


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し


二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


た
と
き
。


条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に


違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て


五


第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


六


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
七
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


七


第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
六
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


七


第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
六
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
六
十
八
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


八


第
六
十
八
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


九


第
六
十
八
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
六
十
八
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十


第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十


第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
一


第
八
十
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
八
十
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


２


（
略
）


２


（
略
）


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


罰
金
に
処
す
る
。


一


第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び


一


第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び


に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第


に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第


二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
者


二


第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
四
条
第
十
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
十
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三


第
十
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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四


第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と


六


第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


き
。


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お


七


第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
四
十
条
の
三
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


八


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


八


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十


第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き


十


第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


。
十
一


第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
一


第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
二


第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
二


第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


十
三


第
六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八


十
三


第
六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
第


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
第


六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項


六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項


の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規


の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規


定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
四
項


定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
四
項


若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収


若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収


去
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う


去
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う


も
の
を
含
む
。
）
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
六
十
九


も
の
を
含
む
。
）
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
六
十
九


条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


に
よ
る
質
問
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機


に
よ
る
質
問
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機


構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
せ
ず


構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
せ
ず


、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。


、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者


十
四


第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
四


第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
五


第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


十
六


第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
前
段
又
は
第
五
項
の
規


十
六


第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
前
段
又
は
第
五
項
の
規


定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
者


十
七


第
八
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
七


第
八
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為







- 78 -


を
し
た
登
録
認
証
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


を
し
た
登
録
認
証
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


す
る
。


す
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
二
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽


三


第
二
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
基
準
適


の
届
出
を
し
て
、
基
準
適
合
性
認
証
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し


合
性
認
証
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。


、
又
は
廃
止
し
た
と
き
。


四


（
略
）


四


（
略
）


第
九
十
一
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の


第
九
十
一
条


第
二
十
三
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等


過
料
に
処
す
る
。


を
備
え
て
置
か
ず
、
財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し


一


第
二
十
三
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚


く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
条
第
二
項
各
号


偽
の
届
出
を
し
た
者


の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。


二


第
二
十
三
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等
を
備
え


て
置
か
ず
、
財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は


虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
条
第
二
項
の
規
定


に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
者
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○


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【


公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
医
薬
関
係
者
の
責
務
）


（
医
薬
関
係
者
の
責
務
）


第
一
条
の
五


（
略
）


第
一
条
の
五


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
開
設
者
は
、
関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
等
に
よ
り
、
医
療
を
受
け
る


３


薬
局
開
設
者
は
、
医
療
を
受
け
る
者
に
必
要
な
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
安
定


者
に
必
要
な
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
安
定
的
な
供
給
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該


的
な
供
給
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
師
に
よ
る
前
項
の


薬
局
に
お
い
て
薬
剤
師
に
よ
る
前
項
の
情
報
の
提
供
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ


情
報
の
提
供
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２
～


（
略
）


２
～


（
略
）


16


16


こ
の
法
律
で
「
特
定
医
薬
品
」
と
は
、
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医


こ
の
法
律
で
「
特
定
医
薬
品
」
と
は
、
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医


17


17


薬
品
以
外
の
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


薬
品
以
外
の
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。


一


第
四
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品


一


第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品


二


第
四
条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品


二


第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品


三
・
四


（
略
）


三
・
四


（
略
）


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
四
項
及
び


こ
の
法
律
で
「
治
験
」
と
は
、
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び


18


18


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三


項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
資
料
の
う
ち
臨
床
試
験
の


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
試
験
の
実
施
を
い
う
。


（
略
）


（
略
）


19


19
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（
開
設
の
許
可
）


（
開
設
の
許
可
）


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


区
長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一


区
長
。
次
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一


項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て


項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て


。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば


。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
開
設
し
て
は
な
ら
な


、
開
設
し
て
は
な
ら
な
い
。


い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


そ
の
薬
局
に
係
る
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託
を


（
新
設
）


す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要


な
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


五


そ
の
薬
局
に
お
い
て
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託


（
新
設
）


を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要


な
構
造
設
備
及
び
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
書
類


六


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


四


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は


、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類


、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類


イ
・
ロ


（
略
）


イ
・
ロ


（
略
）


ハ


そ
の
薬
局
に
係
る
受
渡
委
託
（
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す


（
新
設
）


る
登
録
受
渡
業
者
に
対
し
て
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登


録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し


を
委
託
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は


、
当
該
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び
体
制
に
関


す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


七


（
略
）


五


（
略
）


４


（
略
）


４


（
略
）
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５


第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
薬
局
に
係
る
第
九
条
の
五
に
規
定


（
新
設
）


す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託
を
し
、
若
し
く
は
そ
の
薬
局
に
お
い
て
委
託
を


受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
そ
の
薬
局
に
係
る
受
渡
委
託
を
し
よ
う
と
す


る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可


を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


（
新
設
）


ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地


三


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


７


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


（
新
設
）


。一


そ
の
薬
局
に
係
る
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託
を


す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要


な
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


二


そ
の
薬
局
に
お
い
て
第
九
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
の
委
託


を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要


な
構
造
設
備
及
び
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
書
類


三


そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
業
を
併
せ
行
う
場
合
で
あ
つ
て
当


該
薬
局
に
係
る
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
九
条
の
五


第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び


体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


８


第
五
項
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
の
残
存
期
間


（
新
設
）


と
す
る
。


９


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


５


こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物


三


要
指
導
医
薬
品


次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
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の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
人
体
に
対
す
る
作
用
が
著
し
く
な


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情


い
も
の
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情


報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


報
に
基
づ
く
需
要
者
の
選
択
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面


又
は
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な


又
は
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な


が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
若
し


が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
若
し


く
は
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら


く
は
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら


れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
対
面
等
」
と


れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
対
面
等
」
と


い
う
。
）
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ


い
う
。
）
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ


れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意


れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意


見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
三
項
に
該


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲


て
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
（
ホ
に
掲


げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）


げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ
～
ホ


（
略
）


ロ
～
ホ


（
略
）


四


（
略
）


四


（
略
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ


10
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬


ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬


品
を
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
指
定
す
る
こ
と


品
を
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
指
定
す
る
こ
と


が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


一


イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
、


一


イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品


医
薬
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
、


そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び


そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
三
項
に
該


イ


そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品


当
す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品


ロ


（
略
）


ロ


（
略
）


二


（
略
）


二


（
略
）


（
許
可
の
基
準
）


（
許
可
の
基
準
）
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第
五
条


前
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
の


第
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可


各
号
（
同
項
の
許
可
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
）
の
い
ず
れ
か
に


を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が


で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責


三


申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責


任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。
第
六
条
の
五
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
二


任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。
第
六
条
の
四
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
二


項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す


項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す


る
と
き
。


る
と
き
。


イ
～
ト


（
略
）


イ
～
ト


（
略
）


（
地
域
連
携
薬
局
）


（
地
域
連
携
薬
局
）


第
六
条
の
二


薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又


第
六
条
の
二


薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又


は
薬
剤
師
が
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
す
る
他
の
医
療
提
供
施
設
と
連
携
し
、


は
薬
剤
師
が
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
す
る
他
の
医
療
提
供
施
設
と
連
携
し
、


地
域
に
お
け
る
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
の
推
進
及
び
効
率
的
な
提


地
域
に
お
け
る
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
の
推
進
及
び
効
率
的
な
提


供
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
実
施
す
る
た


供
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
実
施
す
る
た


め
に
必
要
な
機
能
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の


め
に
必
要
な
機
能
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
地
域
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
地
域
連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と


が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


一


構
造
設
備
が
、
薬
剤
及
び
医
薬
品
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
又
は
薬
学
的


一


構
造
設
備
が
、
薬
剤
及
び
医
薬
品
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
又
は
薬
学
的


知
見
に
基
づ
く
指
導
を
受
け
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
心


知
見
に
基
づ
く
指
導
を
受
け
る
者
（
次
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「


身
の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で


利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
も


定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と


。


二
～
四


（
略
）


二
～
四


（
略
）


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨


三


前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
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四


（
略
）


四


（
略
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
）


（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
）


第
六
条
の
三


（
略
）


第
六
条
の
三


（
略
）


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨


四


前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要


五


（
略
）


五


（
略
）


３
～
５


（
略
）


３
～
５


（
略
）


（
健
康
増
進
支
援
薬
局
）


第
六
条
の
四


薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品


（
新
設
）


の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
当
該
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
利


用
者
に
お
け
る
健
康
の
保
持
増
進
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見


に
基
づ
く
指
導
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要


件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て


健
康
増
進
支
援
薬
局
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


構
造
設
備
が
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な


も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ


と
。


二


利
用
者
に
お
け
る
主
体
的
な
健
康
の
保
持
増
進
の
支
援
に
関
係
す
る
機


関
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
と
連
携
す
る
体
制
が
、
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


三


利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
当
該


利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
利
用
者
に
お
け
る
健
康
の
保
持
増
進
に
必


要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
う
体
制
が
、
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


２


前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
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ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
薬
局
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地


三


前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨


四


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


３


健
康
増
進
支
援
薬
局
で
な
い
も
の
は
、
こ
れ
に
健
康
増
進
支
援
薬
局
又
は


こ
れ
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
の
認
定
は
、
一
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期


間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


（
認
定
の
基
準
）


（
認
定
の
基
準
）


第
六
条
の
五


第
六
条
の
二
第
一
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項


第
六
条
の
四


第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
者
が
、


の
認
定
の
申
請
者
が
、
第
七
十
五
条
第
四
項
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定


第
七
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
受
け
た
認
定
を
取
り


に
よ
り
そ
の
受
け
た
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を


消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、


経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
六
条
の
二
第
一
項
、
第
六
条
の
三
第
一


第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る


項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


。


２


第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
六
条
の
二
第


２


第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
六
条
の
二
第


一
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る


一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


。（
薬
局
の
管
理
）


（
薬
局
の
管
理
）


第
七
条


薬
局
開
設
者
が
薬
剤
師
（
薬
剤
師
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に


第
七
条


薬
局
開
設
者
が
薬
剤
師
（
薬
剤
師
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に


よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規


よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規


定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
、
第
二
十
八


定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
、
第
二
十
八


条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
三


条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
四


十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、


十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
自
ら
そ
の
薬
局
を
実
地
に
管


自
ら
そ
の
薬
局
を
実
地
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬


理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る


局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
他
の
薬
剤
師
の
う
ち
か
ら
薬


実
務
に
従
事
す
る
他
の
薬
剤
師
の
う
ち
か
ら
薬
局
の
管
理
者
を
指
定
し
て
そ


局
の
管
理
者
を
指
定
し
て
そ
の
薬
局
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の


の
薬
局
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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限
り
で
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
の
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
義


３


薬
局
の
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に


務
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行


同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び


し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る


に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必


た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


薬
局
の
管
理
者
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
局
を
実
地
に
管
理
す
る
薬
局


４


薬
局
の
管
理
者
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
局
を
実
地
に
管
理
す
る
薬
局


開
設
者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


開
設
者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の


は
、
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
薬
局
の
管
理
（
受
渡
委
託
を
す
る


薬
局
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
薬
局
の
管
理
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に


場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の


従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都


第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
の
管
理
を
含
む
。
以
下
同
じ


道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


。
）
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。


た
だ
し
、
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は


、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
管
理
者
の
義
務
）


（
管
理
者
の
義
務
）


第
八
条


（
略
）


第
八
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


薬
局
の
管
理
者
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ


（
新
設
）


た
第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
受
渡
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


第
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で


き
る
。


き
る
。


一


薬
局
に
お
け
る
医
薬
品
の
試
験
検
査
そ
の
他
の
医
薬
品
の
管
理
の
実
施


一


薬
局
に
お
け
る
医
薬
品
の
試
験
検
査
そ
の
他
の
医
薬
品
の
管
理
の
実
施


方
法
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規


方
法
に
関
す
る
事
項


定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
四
号
に


規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
の
実
施
方
法


を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
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二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


二


薬
局
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又


は
授
与
の
実
施
方
法
（
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
実
施
方
法
を
含
む
。
）


は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い


に
関
す
る
事
項


る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与


イ


そ
の
薬
局
に
お
い
て
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次


す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方


の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お


法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法


イ


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬


⑴


要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬


⑵


一
般
用
医
薬
品


品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）


ロ


受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定


す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡


し
の
実
施
方
法


２


（
略
）


２


（
略
）


（
調
剤
の
業
務
の
委
託
）


第
九
条
の
五


薬
局
開
設
者
は
、
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
に
必
要
な


（
新
設
）


情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に


調
剤
の
業
務
の
効
率
化
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
特
定
調
剤
業
務
（
調


剤
の
業
務
の
う
ち
当
該
業
務
に
著
し
い
影
響
を
与
え
な
い
定
型
的
な
業
務
と


し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
薬
局
の


薬
局
開
設
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
薬
局
に
お
け
る
掲
示
）


（
薬
局
に
お
け
る
掲
示
）


第
九
条
の
六


（
略
）


第
九
条
の
五


（
略
）


（
製
造
販
売
業
の
許
可
）


（
製
造
販
売
業
の
許
可
）


第
十
二
条


（
略
）


第
十
二
条


（
略
）


２


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大


ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大


臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、


三


第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏


第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名


名


四


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、


（
新
設
）


第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
同
項
に
規


定
す
る
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
の
氏
名


五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る


（
新
設
）


者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品


等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名


六


（
略
）


四


（
略
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
製
造
業
の
許
可
）


（
製
造
業
の
許
可
）


第
十
三
条


（
略
）


第
十
三
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


３


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働


こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働


大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十


四


医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十


七
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
の
氏
名


七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
の
氏
名


五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に


五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に


あ
つ
て
は
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
等
責


あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術


任
技
術
者
の
氏
名


者
の
氏
名


六


（
略
）


六


（
略
）


４
～
９


（
略
）


４
～
９


（
略
）


（
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
）


（
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
）


第
十
三
条
の
二
の
二


（
略
）


第
十
三
条
の
二
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


３


第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
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る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生


労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


医
薬
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る


三


医
薬
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る


者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者


者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
の


の
氏
名


氏
名


四


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請


四


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
所
に
つ
い
て
第
一
項
の
登
録
の
申
請


を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
六
項
に
規
定


を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
医


す
る
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
氏
名


薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
氏
名


五


（
略
）


五


（
略
）


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
四
条


（
略
）


第
十
四
条


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


５


第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


請
内
容
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品
目
の
品
質


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
（
既
に
こ
の
条
又
は
第
十
九
条
の
二


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


の
承
認
（
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た


も
の
を
除
く
。
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と


も
の
を
除
く
。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
目
と


の
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査


の
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査


を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第


を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が
第


三
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


三
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
目
に
係
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か


ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す


ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す


る
。


る
。


６


（
略
）


６


（
略
）


７


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が


（
新
設
）


前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ


れ
て
い
る
調
査
に
つ
い
て
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
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質
管
理
の
方
法
が
第
二
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
少
な


い
と
評
価
し
た
と
き
は
、
そ
の
回
の
調
査
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の


場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
調
査
を
行
わ
な
い


旨
を
当
該
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。


８


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区


分
を
い
う
。
次
条
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製


分
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
同
条


造
工
程
に
つ
い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き


第
三
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に


は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
六
項
の
調
査
を
受
け


係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


る
こ
と
を
要
し
な
い
。


９


（
略
）


８


（
略
）


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
次
の
各


９


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
次
の
各


10
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い


号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い


て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規


て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
前
項
の
規


定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
薬
品
の
審
査


定
に
よ
る
調
査
を
、
特
に
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、
他
の
医
薬
品
の
審
査


又
は
調
査
（
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含


又
は
調
査
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
し
て
行
う
審
査
又
は
調
査
を
含


む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


む
。
）
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


（
略
）


（
略
）


11


10


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
希
少
疾


12


11


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


に
つ
い
て
の
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
第
六
項
若
し
く
は
第


九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て


八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て


行
う
こ
と
が
で
き
る
。


行
う
こ
と
が
で
き
る
。


（
略
）


（
略
）


13


12


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項


14


13


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労


る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労
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働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
十
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
略
）


（
略
）


15


14


第
一
項
及
び
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


16


15


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
十
四
条
の
二


（
略
）


第
十
四
条
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
区
分
が
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
関
し
特
に
注
意


（
新
設
）


が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
該
当
す
る
と
き
は


、
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
区
分
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の


製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
そ
の
確
認
に
特
に
専
門
的
知
識


を
必
要
と
す
る
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
厚


生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
事
項
に
係
る
確
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。
４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、


（
新
設
）


実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
当
該
確


認
に
係
る
過
去
の
調
査
結
果
等
を
勘
案
し
て
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
場


合
に
は
、
当
該
調
査
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
そ


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
そ
の
製
造
所
に


の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
前
条
第
二
項
第
四


お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す


号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ


と
き
は
、
そ
の
製
造
所
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認


の
製
造
所
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と


さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一


よ
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工


項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご


程
の
区
分
ご
と
に
、
基
準
確
認
証
を
交
付
す
る
。


と
に
、
基
準
確
認
証
を
交
付
す
る
。


６


（
略
）


４


（
略
）


７


第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
製
造
業
者
が
、
次


５


第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
製
造
業
者
が
、
次


の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、


の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
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当
該
基
準
確
認
証
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


当
該
基
準
確
認
証
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


（
条
件
付
承
認
）


（
条
件
付
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


第
十
四
条
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は


す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限


る
。
）
及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴


る
。
）
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴


い
て
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て


い
て
、
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使
用


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
の
実
施
を
条
件
と
す
る
ほ
か
、
適
正
な
使
用


の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
そ


の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
そ


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
が


６


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
が


同
条
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用


同
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用


す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
医
薬


す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
医
薬


品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
な
い
」


品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
な
い
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
医


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
な
い
」
と
、
同
号
ロ
中
「
医


薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
」


薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
」


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


と
あ
る
の
は
「
合
理
的
に
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。


（
緊
急
承
認
）


（
緊
急
承
認
）


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ


第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ


う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令


う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令


で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
（
第


三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
三
項
の
規


三
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
の
規


定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の


定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の


確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し


確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
限
を
付
し


て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


て
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）
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２
～
６


（
略
）


２
～
６


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
九
項
、
第
十
四
条
の


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
八
項
、
第
十
四
条
の


二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項


二
第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二


（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
十


、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
並
び
に
第
十
四
条
の
二


四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
五
項
の


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と


る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）


い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
薬
品
等
審
査
等
を
行


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（
同


品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（
同


条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第
二


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
第
二


項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る


項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
申
請
者
又


調
査
の
申
請
者
、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
申
請
者
又
は
第


は
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、


十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


機
構
が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機


が
行
う
審
査
、
調
査
、
評
価
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は


構
に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


機
構
に
基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）
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（
特
例
承
認
）


（
特
例
承
認
）


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


第
十
四
条
の
三


第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第


も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第


六
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


六
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


第
十
六
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


第
十
五
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


令
で
定
め
る
。


令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


第
十
四
条
の
七
の
二


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


６


第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
変
更
が
第
三
項
の
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
確
認


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
は
、
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
一
項
の


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


確
認
を
受
け
た
変
更
計
画
に
従
つ
た
変
更
を
行
う
日
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


め
る
日
数
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
四
項
の
厚


働
大
臣
に
当
該
変
更
を
行
う
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
同
条
第
十
三
項
の
厚
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生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７
～


（
略
）


７
～


（
略
）


11


11


（
小
児
用
の
医
薬
品
に
係
る
開
発
の
促
進
）


（
小
児
用
の
医
薬
品
に
係
る
開
発
の
促
進
）


第
十
四
条
の
八
の
二


薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


第
十
四
条
の
八
の
二


薬
局
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令


局
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
児
用
の
薬
局
医
薬
品
の
開
発
を
促
進
す
る
た


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
児
用
の
薬
局
医
薬
品
の
開
発
を
促
進
す
る
た


め
に
必
要
な
小
児
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
す
る
医
薬
品
の


め
に
必
要
な
小
児
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
す
る
医
薬
品
の


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
の
収
集
に
関
す
る
計
画
を
作
成


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
の
収
集
に
関
す
る
計
画
を
作
成


す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
資
料
の
収
集


す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
資
料
の
収
集


を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
七
条


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


第
十
七
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生


に
よ
り
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
（
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
お
け
る
品
質
管
理


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


を
そ
の
全
体
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
の
品
質
を
確
保
す
る
こ


の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
薬
品
の


と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理


製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
薬
剤
師
を
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造


の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ


販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
を
、


し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定


そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者


め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ


に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省


と
が
で
き
る
。


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代


え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
に
関
し
薬
剤
師
を


一


そ
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
し
薬
剤
師
を
必
要
と


必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
に
つ
い
て


し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
み
そ


の
み
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


二


（
略
）


二


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及


統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任


び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
品


者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
第
四
項


等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規


第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及


項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
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び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売


３


医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


後
安
全
管
理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は


品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め


、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述


。


べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販


４


医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


売
後
安
全
管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に
医
薬
品
総
括
製
造
販


粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び


売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


に
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


５


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
次
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
品
質
保
証


（
新
設
）


責
任
者
及
び
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
を
監
督
す
る
と
と
も
に
、
第
七
項
及


び
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
医
薬


品
安
全
管
理
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


（
新
設
）


、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
監
督
の
下
に
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
の


統
括
を
行
う
者
（
以
下
「
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
」
と
い
う
。
）
及
び
医


薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
（
以
下
「
医
薬
品
安
全
管


理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
は
、
医
薬
品
の
品
質
保
証
の
統
括
の
遂
行
の
た


（
新
設
）


め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
し
、
意
見


を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
の
品
質
保
証
の
統
括
の
た
め
に


（
新
設
）


必
要
な
業
務
及
び
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て


は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


９


医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
は
、
第
七
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
前
項
に
規


（
新
設
）


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経


験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括


（
新
設
）


10
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に


対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
が
行
う
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統


（
新
設
）


11
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事


項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
は
、
第
十
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
前
項
に


（
新
設
）


12
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
並
び
に
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者


が
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
あ
つ
て


は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
に
規


定
す
る
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
並
び
に
そ
の
結


果
に
基
づ
く
評
価
及
び
必
要
な
措
置
の
実
施
を
遂
行
し
、
並
び
に
前
項
に
規


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及


び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
略
）


５


（
略
）


13


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と
し
て
置
か
れ
る
者


６


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と
し
て
置
か
れ
る
者


14
（
以
下
「
医
薬
品
製
造
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
及
び
第
十
六
項
に


（
以
下
「
医
薬
品
製
造
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
及
び
第
八
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
第
十
七
項
に
規


い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
第
九
項
に
規
定
す


定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚


る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経


生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を


験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


～


（
略
）


７
～
９


（
略
）


15


17


（
削
る
）


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


10
こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た


め
に
、
製
造
所
ご
と
に
、
責
任
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と


11
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
は


、
次
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義


務
並
び
に
第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
削
る
）


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管


12
理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
業
者
に
対


し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
削
る
）


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準


13
用
す
る
。


（
削
る
）


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
行
う
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の


14
管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
遵
守
す
べ


き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


（
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
遵
守
事
項
等
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
遵
守
事
項
等


）


第
十
八
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
医
薬
品
の
製
造
管
理
若


第
十
八
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


し
く
は
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
実
施
方
法
、
医
薬
品
総
括


又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理


製
造
販
売
責
任
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
品
の
製


の
実
施
方
法
、
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の


造
販
売
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き


配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
が


る
。


そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た


２


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
三
項


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守


の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊


の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ


重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き


、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及


は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い


び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に


保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
の
製
造
所


（
新
設
）


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
施
設
（
次


項
に
お
い
て
「
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品
質
管


理
の
業
務
が
、
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準


そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
基
づ
き
適
正
に
遂
行
さ
れ
て
い


る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
及
び
こ
れ
を
適
切
に


保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
の
製
造
所


（
新
設
）


等
（
当
該
製
造
販
売
業
者
が
製
造
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
に


関
連
す
る
業
務
を
委
託
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る


。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
の
製
造
管
理
及


び
品
質
管
理
の
実
施
状
況
に
係
る
記
録
そ
の
他
の
当
該
製
造
所
等
に
お
け
る
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製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
係
る
情
報
を
収
集
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
製
造
所
に
お
け
る
医
薬
品
の
試


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
製
造
所
に
お
け
る
医
薬
品
、
医


験
検
査
の
実
施
方
法
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮


薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
試
験
検
査
の
実
施
方
法
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
又


事
項
そ
の
他
医
薬
品
の
製
造
業
者
又
は
医
薬
品
を
製
造
す
る
医
薬
品
等
外
国


は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他


製
造
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
又
は
医
薬
品
等
外
国


。


製
造
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る


。


６


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
前
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医


４


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
条
第
七
項
又
は


薬
品
製
造
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措


第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
品
製
造
管
理
者
又
は
医
薬
部
外


置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措


品
等
責
任
技
術
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措


置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由


置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措


）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由


）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
そ
の
製
造
す
る
医
薬
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第


（
新
設
）


四
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品


質
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
の
う


５


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後


ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


安
全
管
理
に
係
る
業
務
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、


こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
に
委
託


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に


す
る
こ
と
が
で
き
る
。


行
う
能
力
の
あ
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
法
令
遵
守
体
制
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
法
令
遵
守
体


制
）


第
十
八
条
の
二


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
医
薬
品
の
品
質
管
理
及
び
製


第
十
八
条
の
二


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、


造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
を
適


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管


正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保


理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ


す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措


と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚


置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一


医
薬
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ


一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安


い
て
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び


全
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の


二


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安


他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す


全
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令


る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を


に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬


有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
販


事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に


売
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労


係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に


働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。


必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。


三


医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
医
薬


三


医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


品
安
全
管
理
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
、
第
十
二


者
に
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を


条
の
二
第
一
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
て
医
薬


遵
守
し
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販


品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な


売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の


権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
従
業
者


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
製
造
販
売
業


の
製
造
販
売
業
者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す


者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


こ
と
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と


る
措
置


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


２


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
を
記
録


２


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に


し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


掲
げ
る
措
置
の
内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


３


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他


３


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部


の
製
造
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法


外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業


令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守


に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各


号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
薬
品
製
造
管
理


一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に


者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


つ
い
て
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
又
は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
有
す


る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の


二


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ


遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
業


の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
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者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の


た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
業
者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る


監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め


役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業


に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と


務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定


。


め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。


三


医
薬
品
製
造
管
理
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
、
第
十


三


医
薬
品
製
造
管
理
者
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
そ
の
他
の
厚
生
労


四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
て
医
薬


働
省
令
で
定
め
る
者
に
、
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で


品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与


定
め
る
基
準
を
遵
守
し
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管


及
び
そ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


理
又
は
品
質
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら


の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
の
製
造
業
者
の
従
業
者
に
対


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務


の
製
造
業
者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と


の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


４


医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
を
記
録
し
、


４


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ


こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


る
措
置
の
内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
八
条
の
二
の
二


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で


（
新
設
）


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
特
定
医
薬
品
に
関
す
る
製


造
販
売
の
計
画
の
策
定
、
当
該
特
定
医
薬
品
の
供
給
状
況
の
調
査
並
び
に
製


造
業
者
及
び
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
そ
の
他
の
当


該
特
定
医
薬
品
の
供
給
に
係
る
関
係
者
と
の
連
絡
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
当


該
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
（
以
下
「
供
給
体
制
の
管
理
」
と
い
う


。
）
の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
を


置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
は
、
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管


理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販


売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
が
行
う
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の


管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任


者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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４


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び


前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能


力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
等
）


第
十
八
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
特
定
医
薬
品


（
新
設
）


の
供
給
体
制
の
管
理
の
実
施
方
法
、
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
の


義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が


供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と


が
で
き
る
。


２


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら


れ
た
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、


法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講


じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、


そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


（
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
法
令
遵
守
体
制
）


第
十
八
条
の
二
の
四


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
特
定
医
薬
品
の
供


（
新
設
）


給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に


関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
特
定
医


薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適


合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬
事
に


関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る


体
制
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
適


正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体


制
を
整
備
す
る
こ
と
。
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三


特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
者
に
特
定
医
薬
品
の
供
給
体
制
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権


限
の
付
与
及
び
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
従


業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
製
造
販


売
業
者
の
供
給
体
制
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も


の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


２


特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
を


記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
十
八
条
の
二
の
五


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生


（
新
設
）


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
保


証
（
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
に
お
け
る
品
質
管
理
を
そ
の
全


体
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
を
確
保


す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
製
造
販
売
後
安


全
管
理
の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該


当
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販


売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
部
外


品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及


び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に


同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要


な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の


品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た


め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り


述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並


び
に
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
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は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


５


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た


め
に
、
製
造
所
ご
と
に
、
責
任
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
を
管
理
す
る
者
と


し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
は


、
次
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務


並
び
に
第
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並


び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に


必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管


理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
業
者
に
対


し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準


用
す
る
。


９


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
行
う
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の


管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
及
び
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
遵
守
す
べ


き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


（
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
遵
守
事
項
等
）


第
十
八
条
の
二
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
医
薬
部
外
品


（
新
設
）


又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理


の
実
施
方
法
、
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
義
務
の
遂
行
の
た


め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
が
そ
の


業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に


よ
り
述
べ
ら
れ
た
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す


る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、


当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合


に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存


し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
製
造
所
に
お
け
る
医
薬
部
外
品


又
は
化
粧
品
の
試
験
検
査
の
実
施
方
法
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
義


務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ
の
他
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
製


造
業
者
又
は
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
医
薬
品
等
外
国
製


造
業
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り


述
べ
ら
れ
た
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、


法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講


じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、


そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


５


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理


に
係
る
業
務
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
能
力


の
あ
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
等
の
法
令
遵
守
体
制
）


第
十
八
条
の
二
の
七


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
医
薬


（
新
設
）


部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業


務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬


事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に


関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
有
す


る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に


関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す


る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
当
該
製
造
販
売
業
者
の
薬
事
に
関
す


る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び
従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制


そ
の
他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も


の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
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三


医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定


め
る
者
に
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基


準
を
遵
守
し
て
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後


安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の
者
が


行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他
の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販


売
業
者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の


他
の
製
造
販
売
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
措
置


２


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措


置
の
内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の


製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す


る
こ
と
に
よ
り
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
が
有
す
る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。


二


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
の
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
製


造
業
者
の
業
務
の
遂
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体


制
、
当
該
製
造
業
者
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
及
び


従
業
者
の
業
務
の
監
督
に
係
る
体
制
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
業
務
の
適
正


を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制


を
整
備
す
る
こ
と
。


三


医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に


、
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し


て
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
を
行
わ
せ
る
た


め
に
必
要
な
権
限
の
付
与
及
び
そ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
の
監
督
そ
の
他


の
措
置


四


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業


者
の
従
業
者
に
対
し
て
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
そ
の
他
の
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製
造
業
者
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
措
置


４


医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の


内
容
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
休
廃
止
等
の
届
出
）


（
休
廃
止
等
の
届
出
）


第
十
九
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の


第
十
九
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の


事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
事
業
を
再
開
し
た
と
き
、


事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
事
業
を
再
開
し
た
と
き
、


又
は
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者
若
し
く
は


又
は
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事


医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者


項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内


け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


条
第
十
六
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


条
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


用
す
る
。


用
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


第
十
九
条
の
四


外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
十


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
の
二
ま
で
、
第
十
八
条
第
五
項
及
び
第
十
八


四
条
の
四
か
ら
第
十
四
条
の
八
の
二
ま
で
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
を


条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。


準
用
す
る
。


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
の
特
例
承
認
）


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製


第
二
十
条


第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
者
が
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
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造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


造
販
売
業
者
に
製
造
販
売
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
が
、
第
十
四
条
の
三
第
一


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
三
項


第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
、
第


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四


二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四


条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十


十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十


四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準


四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受


用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受


け
た
者
又
は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


け
た
者
又
は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も


の
と
す
る
。


の
と
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
製
造
業
の
登
録
）


（
製
造
業
の
登
録
）


第
二
十
三
条
の
二
の
三


業
と
し
て
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の


第
二
十
三
条
の
二
の
三


業
と
し
て
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の


製
造
（
設
計
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ


製
造
（
設
計
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬


品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
、
組
立
て
、
滅
菌
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で


品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
、
組
立
て
、
滅
菌
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
同
項
に
お
い
て
同
じ


定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
同
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣


。
）
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣


の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


第
二
十
三
条
の
二
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
療
機
器
（
専
ら
動


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に


に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
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お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
こ


二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
こ


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て


二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
、
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
八
項
の


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
の


規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基


規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基


準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の


準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
返
還
の


受
付
（
以
下
「
医
療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で


受
付
（
以
下
「
医
療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で


き
る
。


き
る
。


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


（
使
用
成
績
評
価
）


（
使
用
成
績
評
価
）


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


第
二
十
三
条
の
二
の
九


厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は


一
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け


当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品


て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
厚
生


に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期


労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。
）


間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申


を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
期
間
内
に
申
請
し
て
、
厚
生
労


請
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な


働
大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


ら
な
い
。


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


（
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
性
能
等
再
評
価
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
て
い
る


（
新
設
）


者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
体
外
診
断
用
医
薬


品
の
範
囲
を
指
定
し
て
性
能
等
再
評
価
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、


同
条
の
承
認
の
取
得
後
に
当
該
承
認
に
係
る
性
能
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
事
項
（
第
七
項
に
お
い
て
「
性
能
等
」
と
い
う
。
）
を
再
評
価
す


る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
べ
き
旨
を
公
示
し
た
と
き
は
、


そ
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
性
能
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等
再
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
の
性
能
等
再
評
価
は
、
性
能
等
再
評
価
を
行
う
際
に
得
ら


れ
て
い
る
知
見
に
基
づ
き
、
前
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
第


二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
又
は
ハ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認


す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。


３


第
一
項
の
公
示
は
、
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ
き
者
が
提
出
す
べ
き
資


料
及
び
そ
の
提
出
期
限
を
併
せ
行
う
も
の
と
す
る
。


４


第
一
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ
き
者
が


提
出
す
る
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、


か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
お
い
て
は
、
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ


き
者
が
提
出
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
第
一
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医


薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
指
定
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
前
項
に


規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
と
き
は
、


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
資
料
が
同
項
の
規
定
に
適


合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う


も
の
と
す
る
。


６


第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ


き
性
能
等
再
評
価
を
受
け
る
べ
き
者
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の


収
集
若
し
く
は
作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
と


き
は
、
そ
の
役
員
）
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
資


料
の
収
集
又
は
作
成
に
関
し
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て


は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。


７


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で


定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
性
能
等
の
適
正
を
図
る
た
め
に
必


要
な
情
報
を
収
集
し
、
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ


き
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
措
置


を
講
ず
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労


働
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三


体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使


（
新
設
）


用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の


二
の
七
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場


合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


機
構
に
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は


、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め


る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提


出
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計


画
の
確
認
）


画
の
確
認
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二


（
略
）


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売


第
二
十
三
条
の
二
の
十
四


医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売


業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
機
器
又
は
体
外


業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
機
器
又
は
体
外


診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理


診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理


の
統
括
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
厚


を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働


生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
を
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製


省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
を
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売


造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
薬
剤
師
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


業
者
に
あ
つ
て
は
薬
剤
師
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ


。
た
だ
し
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
、
次
の
各
号


し
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


よ
り
、
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括


一


そ
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
し


に
関
し
薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


薬
剤
師
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
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体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
み
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
み
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合


二


（
略
）


二


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及


び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か


び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者


れ
る
者
（
以
下
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、


（
以
下
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に


次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


規
定
す
る
義
務
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を


業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守


を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら


す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。


３


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


３


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医


薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を


薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
公
正
か


公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対


つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意


し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


４


医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括


医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
た
め


の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守


に
必
要
な
業
務
並
び
に
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き


す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


５
～


（
略
）


５
～


（
略
）


14


14


（
政
令
へ
の
委
任
）


（
政
令
へ
の
委
任
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二


こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二


こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業


の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
製
造
業
又
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登


の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
製
造
業
又
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登


録
又
は
登
録
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価


録
又
は
登
録
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
又
は
使
用
成
績
に
関
す
る
評


又
は
性
能
等
再
評
価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の
他
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用


価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の
他
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取


売
業
又
は
製
造
業
（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造


得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


２
～
６


（
略
）


２
～
６


（
略
）


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を
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製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
第
八
十
条
第
六
項
に
お


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程


い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第


に
つ
い
て
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
基
準
確
認
証


十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該


の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お


製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要


け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


し
な
い
。


８
～


（
略
）


８
～


（
略
）


15


15


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製


い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る


は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は


政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同


、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「


条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二


」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と


項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、


、
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


第
四
号
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て


あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は


規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と


第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の


、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


は
「
に
該
当
す
る
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の


十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
」


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は


と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当


「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規


す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読


み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


３


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
審
査


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


製
品
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
申
請
者
、
同
条
第
六
項
（


同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
調
査
の
申
請
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
確
認
証
を
返
還
す
る
者
は
、
機
構


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


が
行
う
審
査
、
調
査
若
し
く
は
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
、
又
は
機
構
に


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


基
準
確
認
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４
～
７


（
略
）


４
～
７


（
略
）


（
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


（
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
設
置
及
び
遵
守
事
項
）


第
二
十
三
条
の
三
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働


第
二
十
三
条
の
三
十
四


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
保
証
（
再
生
医


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造


療
等
製
品
の
製
造
販
売
に
お
け
る
品
質
管
理
を
そ
の
全
体
を
通
じ
て
行
う
こ


販
売
後
安
全
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣


と
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ


医
師
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
技
術
者
を
置
か


の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
行
わ
せ
る


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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た
め
に
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安


全
管
理
の
統
括
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品


全
管
理
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製


総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
第


造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
義
務
及
び
第
四
項
に


四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項


規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に
同
項
に
規
定


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能


す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
及
び


力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質


３


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質


保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に


管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が


必
要
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ


あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


ば
な
ら
な
い
。


４


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
再
生
医
療
等
製
品
の
品


４


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
行
う
再
生
医
療
等
製
品
の
品


質
保
証
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
統
括
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に


質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に
再
生
医


再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は


療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


労
働
省
令
で
定
め
る
。


５
～
９


（
略
）


５
～
９


（
略
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


（
店
舗
販
売
業
の
許
可
）


第
二
十
六
条


店
舗
販
売
業
の
許
可
は
、
店
舗
ご
と
に
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地


第
二
十
六
条


店
舗
販
売
業
の
許
可
は
、
店
舗
ご
と
に
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特


の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特


別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項


別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二


及
び
第
七
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項


十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
与
え
る
。


及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
与
え


る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


３


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。


。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
前
号
の
者
以
外
に
そ
の
店


三


第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
前
号
の
者
以
外
に
そ
の
店


舗
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者


舗
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
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（
第
四
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
を
い
う
。
以
下
同
じ


（
第
四
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
を
い
う
。
以
下
同
じ


。
）
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
氏
名


。
）
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
氏
名


及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類


及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類


四
・
五


（
略
）


四
・
五


（
略
）


六


そ
の
店
舗
に
係
る
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
九
条


（
新
設
）


の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
五
第


九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び
体


制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


七


（
略
）


六


（
略
）


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）


６


第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
店
舗
に
係
る
受
渡
委
託
を
し
よ
う


（
新
設
）


と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の


許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


７


前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


（
新
設
）


ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
店
舗
の
所
在
地


の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地


三


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


８


そ
の
店
舗
に
係
る
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
申
請
書


（
新
設
）


に
は
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
第


二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構


造
設
備
及
び
体
制
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


９


第
四
項
の
規
定
は
、
第
六
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


（
新
設
）


第
六
項
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間


（
新
設
）


10
の
残
存
期
間
と
す
る
。


（
店
舗
の
管
理
）


（
店
舗
の
管
理
）


第
二
十
八
条


（
略
）


第
二
十
八
条


（
略
）
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２


（
略
）


２


（
略
）


３


店
舗
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
義
務


３


店
舗
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
並
び
に
同


並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し
、
並
び
に


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


店
舗
管
理
者
は
、
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
店
舗
の
管
理
（
受


４


店
舗
管
理
者
は
、
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
店
舗
の
管
理
そ
の


渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録


他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、


受
渡
店
舗
で
の
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡
し
の
管
理
を
含


そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限


む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て


り
で
な
い
。


は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を


受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
店
舗
管
理
者
の
義
務
）


（
店
舗
管
理
者
の
義
務
）


第
二
十
九
条


（
略
）


第
二
十
九
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


店
舗
管
理
者
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た


（
新
設
）


第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
受
渡
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。


（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


（
店
舗
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


第
二
十
九
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


項
そ
の
他
店
舗
の
業
務
に
関
し
店
舗
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め


る
こ
と
が
で
き
る
。


る
こ
と
が
で
き
る
。


一


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合


一


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項


に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
一


般
用
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
次
の
イ
及
び


二


店
舗
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
実
施
方
法
（
そ
の
店
舗
に


ロ
に
掲
げ
る
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲


イ


そ
の
店
舗
に
お
い
て
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
し
て
次


げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
と
の
間


の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お


の
通
信
手
段
に
応
じ
た
当
該
実
施
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項


け
る
そ
の
者
と
の
間
の
通
信
手
段
に
応
じ
た
実
施
方
法


イ


要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
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⑴


要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）


ロ


一
般
用
医
薬
品


⑵


一
般
用
医
薬
品


ロ


受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定


す
る
登
録
受
渡
店
舗
で
の
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡


し
の
実
施
方
法


２


（
略
）


２


（
略
）


（
登
録
受
渡
店
舗
に
係
る
登
録
）


第
二
十
九
条
の
五


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、


（
新
設
）


業
と
し
て
店
舗
に
お
い
て
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
当
該
受
渡
し
を


行
お
う
と
す
る
店
舗
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い


る
も
の
に
お
け
る
受
渡
し
に
つ
い
て
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知


事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
登
録
は
、
同
項
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
、


受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
ご
と
に
行
う
。


３


第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知


事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


一


氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の


氏
名


二


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地


三


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
構
造
設
備
の
概
要


四


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
に
お
い
て
一
般
用
医
薬
品
の
受
渡


し
の
業
務
を
行
う
体
制
の
概
要


五


第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
三
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
し


な
い
旨
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


４


前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。一


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
平
面
図


二


第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
の
氏
名


を
記
載
し
た
書
類
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三


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類


５


第
一
項
の
登
録
は
、
六
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期


間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


６


都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一


項
の
登
録
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


一


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
の
構
造
設
備
が
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
き
。


二


そ
の
受
渡
し
を
行
お
う
と
す
る
店
舗
に
お
い
て
受
渡
し
の
業
務
を
行
う


体
制
が
、
適
切
に
受
渡
し
を
行
う
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
厚
生
労
働


省
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
し
な
い
と
き
。


７


第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
登
録


に
つ
い
て
準
用
す
る
。


８


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
が
受
渡
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、


当
該
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
つ
い
て


、
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。


９


こ
の
条
に
お
い
て
「
受
渡
し
」
と
は
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者


が
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
委
託
を
受


け
て
、
そ
の
販
売
し
、
又
は
授
与
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
当
該
薬
局


開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に
代
わ
つ
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
の
引
渡
し
を


行
う
こ
と
を
い
う
。


（
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に
よ
る
受
渡
し
の
管
理
）


第
二
十
九
条
の
六


前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
同
条
第
八
項
の
規
定


（
新
設
）


に
よ
り
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
以
下
「


登
録
受
渡
業
者
」
と
い
う
。
）
に
受
渡
し
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
受
渡


し
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
す
る
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者


は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
そ
の
指
定
す
る
者
に
受
渡
し
を
管
理
さ


せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
受
渡
し
を
管
理
す
る
者
（
以
下
「
受
渡
管
理
者
」
と


い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
剤
師
又
は
登


録
販
売
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３


受
渡
管
理
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
義
務


並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


受
渡
管
理
者
は
、
そ
の
薬
局
の
管
理
者
若
し
く
は
そ
の
薬
局
以
外
の
場
所


で
業
と
し
て
薬
局
の
管
理
に
従
事
す
る
者
又
は
そ
の
店
舗
の
店
舗
管
理
者
若


し
く
は
そ
の
店
舗
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
店
舗
の
管
理
に
従
事
す
る
者
で


あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府


県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
受
渡
管
理
者
の
義
務
）


第
二
十
九
条
の
七


受
渡
管
理
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が


（
新
設
）


な
い
よ
う
に
、
そ
の
受
渡
し
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
設
備
及
び
体


制
並
び
に
当
該
受
渡
し
に
係
る
業
務
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。


２


受
渡
管
理
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、


そ
の
受
渡
し
に
つ
き
、
そ
の
薬
局
の
管
理
者
又
は
そ
の
店
舗
の
店
舗
管
理
者


に
対
し
、
必
要
な
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


受
渡
管
理
者
が
行
う
受
渡
し
の
管
理
に
関
す
る
業
務
及
び
受
渡
管
理
者
が


遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。


４


受
渡
管
理
者
は
、
第
二
十
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た


次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と


も
に
、
当
該
意
見
を
記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


。（
登
録
受
渡
業
者
に
よ
る
登
録
受
渡
店
舗
の
管
理
）


第
二
十
九
条
の
八


登
録
受
渡
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


（
新
設
）


よ
り
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
店
舗
（
同
条
第
八
項
の


規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
た
薬
局
又
は
店
舗


を
含
む
。
以
下
「
登
録
受
渡
店
舗
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め


に
、
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務


並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
遂
行
し


、
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
た


め
に
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
の
義
務
）


第
二
十
九
条
の
九


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る


（
新
設
）


お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
に
勤
務
す
る
従
業
者
を
監
督


し
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
の
構
造
設
備
及
び
医
薬
品
そ
の
他
の
物
品
を
管
理


し
、
そ
の
他
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
の
業
務
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。


２


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い


よ
う
に
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
の
業
務
に
つ
き
、
受
渡
管
理
者
及
び
登
録
受


渡
業
者
に
対
し
、
必
要
な
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
が
行
う
登
録
受
渡
店
舗
の
管
理
に
関
す
る
業
務
及


び
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省


令
で
定
め
る
。


（
登
録
受
渡
業
者
の
遵
守
事
項
）


第
二
十
九
条
の
十


厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
次
に
掲
げ
る
事


（
新
設
）


項
そ
の
他
登
録
受
渡
店
舗
の
業
務
に
関
し
登
録
受
渡
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事


項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


一


登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
一
般
用
医
薬
品
の
管
理
の
実
施
方
法
に
関
す


る
事
項


二


登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
受
渡
し
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項


２


登
録
受
渡
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
登
録
受
渡


店
舗
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
に
措
置
を


講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
講
じ
た
措
置
の


内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
を


記
録
し
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。







- 122 -


（
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
掲
示
）


第
二
十
九
条
の
十
一


登
録
受
渡
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ


（
新
設
）


に
よ
り
、
そ
の
登
録
受
渡
店
舗
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
で
あ
つ
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
登
録
受
渡
店
舗
の
見
や
す
い
場
所


に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
薬
局
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


（
薬
局
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
等
）


第
三
十
六
条
の
三


（
略
）


第
三
十
六
条
の
三


（
略
）


２


薬
局
開
設
者
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
か
ら
処
方
箋
の
交
付
を


（
新
設
）


受
け
た
者
以
外
の
者
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
く
、
薬
局
医
薬
品
の
う
ち


、
処
方
箋
の
交
付
を
受
け
て
使
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指


定
す
る
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の


各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


薬
剤
師
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し


く
は
販
売
業
者
、
医
師
、
歯
科
医
師
若
し
く
は
獣
医
師
又
は
病
院
、
診
療


所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
（
以
下
「
薬
剤
師
等
」
と
い


う
。
）
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合


二


医
師
、
歯
科
医
師
又
は
獣
医
師
か
ら
処
方
箋
の
交
付
を
受
け
た
者
以
外


の
者
に
対
し
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
場
合
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合


３


薬
局
開
設
者
は
、
薬
局
医
薬
品
（
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医


２


薬
局
開
設
者
は
、
薬
局
医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
対


薬
品
を
除
く
。
）
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
、
正
当
な


し
て
、
正
当
な
理
由
な
く
、
薬
局
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
て
は
な


理
由
な
く
、
薬
局
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ


ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
剤
師
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、


し
、
薬
剤
師
等
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
医
師
、
歯
科
医
師
若
し
く
は
獣
医
師
又
は


病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
（
以
下
「
薬
剤
師


等
」
と
い
う
。
）
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い


。


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


（
一
般
用
医
薬
品
の
区
分
）


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と


第
三
十
六
条
の
七


一
般
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と







- 123 -


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


一


第
一
類
医
薬
品


そ
の
副
作
用
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
程


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


度
の
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
そ
の
使
用
に
関


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


し
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
三
項
に
該
当


び
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
第
十
四
条
第
十
二
項
に
該
当


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


す
る
と
さ
れ
た
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
申
請
に
係
る
承
認
を
受
け
て
か
ら


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の


二
・
三


（
略
）


二
・
三


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


（
販
売
方
法
等
の
制
限
）


（
販
売
方
法
等
の
制
限
）


第
三
十
七
条


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
店
舗
に
よ
る
販
売
又
は
授


第
三
十
七
条


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
店
舗
に
よ
る
販
売
又
は
授


与
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
受
渡
し
を
含
む
。
）
以
外
の
方
法
に


与
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
配
置
販
売
業
者
は
配
置
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
そ


よ
り
、
配
置
販
売
業
者
は
配
置
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
医
薬
品
を


れ
ぞ
れ
医
薬
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
そ
の
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目


販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
そ
の
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
医
薬
品
を
貯


的
で
医
薬
品
を
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


２


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
が
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は


（
新
設
）


、
登
録
受
渡
店
舗
で
の
受
渡
し
に
お
い
て
は
、
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は


直
接
の
被
包
（
内
袋
を
含
ま
な
い
。
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項


を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
開
き
、
そ
の
医
薬
品
を
分
割
販
売
し
て
は
な
ら


な
い
。


３


配
置
販
売
業
者
は
、
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
を
開
き
、


２


配
置
販
売
業
者
は
、
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
（
内
袋
を


そ
の
医
薬
品
を
分
割
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。


含
ま
な
い
。
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。


）
を
開
き
、
そ
の
医
薬
品
を
分
割
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
三
十
八
条


店
舗
販
売
業
及
び
登
録
受
渡
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び


第
三
十
八
条


店
舗
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を


第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。


準
用
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）
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第
四
十
条


第
三
十
九
条
第
一
項
の
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
貸


第
四
十
条


第
三
十
九
条
第
一
項
の
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
貸


与
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項
、
第
八
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第


与
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項
、
第
八
条
、
第
九
条
（
第
一
項
各
号
を


九
条
（
第
一
項
各
号
を
除
く
。
）
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第


除
く
。
）
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用


十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
「


す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る


次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に


の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
」
と
、
「
同
条


お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ


第
三
項
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に
お


り
、
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る


い
て
準
用
す
る
次
条
第
三
項
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項


次
条
第
三
項
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は


」
と
あ
る
の
は
「
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販


「
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
又
は
貸
与


売
業
又
は
貸
与
業
の
営
業
所
に
お
け
る
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守


業
の
営
業
所
に
お
け
る
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器


管
理
医
療
機
器
の
品
質
確
保
の
実
施
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
品
質
確
保
の
実
施
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
四
十
条
の
七


再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項


第
四
十
条
の
七


再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項


、
第
八
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
九
条
（
第
一
項
各
号
を
除
く
。
）
、


、
第
八
条
、
第
九
条
（
第
一
項
各
号
を
除
く
。
）
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条


第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の


第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七


場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
「
次
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項


条
第
三
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お


」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項


い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
り
、
及
び
「
同


及
び
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
三


は
「
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
三
項
」
と
、
第
九


項
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医


条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
製
品
の
販


療
等
製
品
の
販
売
業
の
営
業
所
に
お
け
る
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
確
保
の


売
業
の
営
業
所
に
お
け
る
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
確
保
の
実
施
方
法
」
と


実
施
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


（
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


第
五
十
条


医
薬
品
は
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
次
に
掲
げ


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）
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二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品


二


名
称
（
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品


質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
、


質
が
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
、


第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号


第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に


ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
日
本
薬
局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た


お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
日
本
薬
局
方
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
名
称


名
称
、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の


、
そ
の
他
の
医
薬
品
で
一
般
的
名
称
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
一
般


一
般
的
名
称
）


的
名
称
）


三
～
十
七


（
略
）


三
～
十
七


（
略
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


第
五
十
二
条


医
薬
品
（
次
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容


第
五
十
二
条


医
薬
品
（
次
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容


器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通


器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通


信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ


信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ


り
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二


り
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二
項
に


項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号


規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の


そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労


他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省


働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


第
五
十
五
条


第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、


第
五
十
五
条


第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六


第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条


十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二


の
二
の
七
の
規
定
に
違
反
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売


の
五
の
規
定
に
違
反
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し


若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た


く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し


だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い


、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


。
２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
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十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


四
～
九


（
略
）


四
～
九


（
略
）


（
陳
列
等
）


（
陳
列
等
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


第
五
十
七
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て


（
新
設
）


登
録
受
渡
店
舗
に
お
い
て
一
般
用
医
薬
品
を
陳
列
す
る
と
き
は
、
登
録
受
渡


業
者
に
対
し
て
、
一
般
用
医
薬
品
の
適
切
な
管
理
に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


登
録
受
渡
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
い
て
陳
列
す
る
場


（
新
設
）
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合
を
除
き
、
登
録
受
渡
店
舗
に
お
い
て
一
般
用
医
薬
品
を
陳
列
し
て
は
な
ら


な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又


条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第


、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三


五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の


条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と


三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る


あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「


の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
八


第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項


項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と


」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し


、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十


の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条


九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第


の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医


品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
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薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品


」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と


」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「


、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し


若
し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


第
十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）


。
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能


性
能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二


」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第


条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二


一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認


の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と


証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「


、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第


四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生


に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働


労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
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、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
、
第
六
十
八
条
の
二


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一


の
四
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又


条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二


は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、


項
、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十


第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条


三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」


の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


と
あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、


る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第


「
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八


八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」


項
」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若


と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く


し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第


二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九


十
九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、


条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医


た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用


薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」


品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、


と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若


「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く


し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四


十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。


）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」


）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五


と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」


能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条


と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項


一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証


認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、


」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第


「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四


十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二


条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に


号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労


規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大


働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


第
六
十
三
条
の
二


医
療
機
器
（
次
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
除
く
。
）
は


第
六
十
三
条
の
二


医
療
機
器
（
次
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
除
く
。
）
は


、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他


、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他


の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た


も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条


同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番


第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、


号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し


記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚


、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
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若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


（
容
器
等
へ
の
符
号
等
の
記
載
）


第
六
十
五
条
の
三


再
生
医
療
等
製
品
は
、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情


第
六
十
五
条
の
三


再
生
医
療
等
製
品
は
、
そ
の
容
器
又
は
被
包
に
、
電
子
情


報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方


報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方


法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
の


法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
第


三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項


一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情


等
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ


報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て


れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を


い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た


し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
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第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）
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二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
厚
生
労
働
大
臣


再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ
の
承
認


の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は


の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
（
第
二
十
三


性
能
が
そ
の
承
認
の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


四
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


反
し
て
い
な
い
も
の
又
は
疾
病
の
治
療
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
再
生


。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）


医
療
等
製
品
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を


除
く
。
）


三
～
六


（
略
）


三
～
六


（
略
）


２


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
者


（
新
設
）


は
、
前
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
を
販
売
し


、
又
は
授
与
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚


生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に


（
新
設
）


使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
前


項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
届
出
の
受
理
に
係
る
事
務


（
新
設
）


を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項


の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構


に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省


（
新
設
）


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


第
十
一
章


医
薬
品
等
の
安
全
対
策


第
十
一
章


医
薬
品
等
の
安
全
対
策


（
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
に
関
す
る
計
画
の
作


成
等
）


第
六
十
八
条
の
二


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す


（
新
設
）


る
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
医
薬
品
の
安
全
性
及


び
有
効
性
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
と
し
て
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
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製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
う
ち
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報


収
集
、
調
査
、
試
験
そ
の
他
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
伴
う
副
作
用
の
発


生
等
の
最
小
化
を
図
る
た
め
の
対
策
の
実
施
（
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い


て
「
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
」
と
い
う
。
）
に


関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


３


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
料
及
び


最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
第
一
項
の
計
画
を


作
成
し
、
又
は
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


、
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
を
す
る
と
と
も
に
、


そ
の
結
果
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
評
価
及
び
必
要
な
措
置
の
実
施
に
つ
い
て


、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と


き
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働


大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
伴
う
副
作
用
の
発
生
等
の
最


小
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


６


医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
計
画
に
従
つ
て
、
厚
生
労
働
省


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
に
、
医
薬
品


の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
並
び
に
そ
の
結
果
に
基
づ
く
評


価
及
び
必
要
な
措
置
の
実
施
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
等
に
関
す


る
報
告
の
受
理
）


第
六
十
八
条
の
二
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
前
条
第
二
項
及
び
第


（
新
設
）


四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
並
び
に
同
条
第
五
項
の
指
導
及
び
助
言
に


係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
報
告
の
受
理
に
係
る
事
務
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を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ


る
報
告
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。


第
六
十
八
条
の
二
の
三
・
第
六
十
八
条
の
二
の
四


（
略
）


第
六
十
八
条
の
二
・
第
六
十
八
条
の
二
の
二


（
略
）


（
注
意
事
項
等
情
報
の
届
出
等
）


（
注
意
事
項
等
情
報
の
届
出
等
）


第
六
十
八
条
の
二
の
五


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


第
六
十
八
条
の
二
の
三


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
若
し
く
は
医
療
機
器
又


販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
若
し
く
は
医
療
機
器
又


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各


号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
に
定
め


号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事


る
事
項
、
当
該
医
療
機
器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項


項
、
当
該
医
療
機
器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し


若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該


く
は
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該
再
生
医
療


再
生
医
療
等
製
品
の
同
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
使
用
及
び
取
扱


等
製
品
の
同
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
使
用
及
び
取
扱
い
上
の
必


い
上
の
必
要
な
注
意
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
厚
生
労
働


要
な
注
意
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届


大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も


け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と


、
同
様
と
す
る
。


す
る
。


２


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項


２


医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項


の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に


よ
り
、
直
ち
に
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項


よ
り
、
直
ち
に
、
当
該
医
薬
品
の
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項


若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
、
当
該
医


若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
、
当
該
医
療
機


療
機
器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十


器
の
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条


八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品


の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
同
項
第


の
同
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す


三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ


る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け


の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら


れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。
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第
六
十
八
条
の
二
の
六
・
第
六
十
八
条
の
二
の
七


（
略
）


第
六
十
八
条
の
二
の
四
・
第
六
十
八
条
の
二
の
五


（
略
）


（
情
報
の
提
供
等
）


（
情
報
の
提
供
等
）


第
六
十
八
条
の
二
の
八


医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の


第
六
十
八
条
の
二
の
六


医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の


製
造
販
売
業
者
、
卸
売
販
売
業
者
、
医
療
機
器
卸
売
販
売
業
者
等
（
医
療
機


製
造
販
売
業
者
、
卸
売
販
売
業
者
、
医
療
機
器
卸
売
販
売
業
者
等
（
医
療
機


器
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
の
う
ち
、
薬
局
開
設
者
、
医
療
機
器
の
製
造


器
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
の
う
ち
、
薬
局
開
設
者
、
医
療
機
器
の
製
造


販
売
業
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療
所
若
し


販
売
業
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療
所
若
し


く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機
器
を
販


く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機
器
を
販


売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
も
の
又
は
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療


売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
も
の
又
は
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
病
院
、
診
療


所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機


所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
医
療
機


器
を
貸
与
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
再
生
医
療
等
製


器
を
貸
与
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
再
生
医
療
等
製


品
卸
売
販
売
業
者
（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
の
う
ち
、
再
生
医
療
等


品
卸
売
販
売
業
者
（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
の
う
ち
、
再
生
医
療
等


製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は


製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は


飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
再
生
医
療
等
製
品
を


飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
業
と
し
て
、
再
生
医
療
等
製
品
を


販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外


販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外


国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取


国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取


得
者
若
し
く
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
外


得
者
若
し
く
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
外


国
特
例
承
認
取
得
者
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再


国
特
例
承
認
取
得
者
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再


生
医
療
等
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
医
薬
品
、
医


生
医
療
等
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
医
薬
品
、
医


療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
（
第


療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
（
第


六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療


六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療
機
器


機
器
の
保
守
点
検
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
収


の
保
守
点
検
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
収
集
し


集
し
、
及
び
検
討
す
る
と
と
も
に
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く


、
及
び
検
討
す
る
と
と
も
に
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼


は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
販


育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
販
売
業


売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者


者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
又
は


又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
に
対
し


医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
に
対
し
、
こ


、
こ
れ
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


れ
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


薬
局
開
設
者
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師


３


薬
局
開
設
者
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師


、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療


、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療


等
製
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
、
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
に
第


等
製
品
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
、
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
に
第
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一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
の
活
用
（
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第


一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
の
活
用
（
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項


二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療
機
器
の
保
守
点
検
の
適


第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
医
療
機
器
の
保
守
点
検
の
適
切
な


切
な
実
施
を
含
む
。
）
そ
の
他
必
要
な
情
報
の
収
集
、
検
討
及
び
利
用
を
行


実
施
を
含
む
。
）
そ
の
他
必
要
な
情
報
の
収
集
、
検
討
及
び
利
用
を
行
う
こ


う
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
危
害
の
防
止
）


（
危
害
の
防
止
）


第
六
十
八
条
の
九


（
略
）


第
六
十
八
条
の
九


（
略
）


２


薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者


２


薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者


、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者


、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
販


、
医
療
機
器
の
販
売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等


売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者


製
品
の
販
売
業
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医


又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
は
、
前


薬
関
係
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医


項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は


療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認


再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
が
行
う
必


取
得
者
が
行
う
必
要
な
措
置
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら


要
な
措
置
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。


（
回
収
の
報
告
）


（
回
収
の
報
告
）


第
六
十
八
条
の
十
一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


第
六
十
八
条
の
十
一


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
特
例
承
認
取
得
者
又
は
第
八


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
特
例
承
認
取
得
者
又
は
第
八


十
条
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、


十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外


医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
は
、
そ


者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
製
造
を
し
、
又
は
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


の
製
造
販
売
を
し
、
製
造
を
し
、
又
は
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


三
条
の
二
の
十
七
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬


の
十
七
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
薬


品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
回
収
す


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
回
収
す
る
と
き
（


る
と
き
（
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
回
収
す
る
と
き


第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
回
収
す
る
と
き
を
除
く
。


を
除
く
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
回
収
に
着
手


）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
回
収
に
着
手
し
た
旨
及


し
た
旨
及
び
回
収
の
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


び
回
収
の
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


。（
生
物
由
来
製
品
の
製
造
管
理
者
）


（
生
物
由
来
製
品
の
製
造
管
理
者
）


第
六
十
八
条
の
十
六


第
十
七
条
第
十
三
項
、
第
十
八
条
の
二
の
五
第
五
項
並


第
六
十
八
条
の
十
六


第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
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び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
五
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず


二
の
十
四
第
五
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
物
由
来
製
品
の


、
生
物
由
来
製
品
の
製
造
業
者
は
、
当
該
生
物
由
来
製
品
の
製
造
に
つ
い
て


製
造
業
者
は
、
当
該
生
物
由
来
製
品
の
製
造
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣


は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
自
ら
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
す
る


の
承
認
を
受
け
て
自
ら
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の


場
合
の
ほ
か
、
そ
の
製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所
（
医
療


製
造
を
実
地
に
管
理
さ
せ
る
た
め
に
、
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断


機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
生
物
由
来
製
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
製


用
医
薬
品
た
る
生
物
由
来
製
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
製
造
工
程
の
う
ち
第
二


造
工
程
の
う
ち
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
、
組
立
て


十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
、
組
立
て
、
滅
菌
そ
の
他
の
厚


、
滅
菌
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）


生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
に
、
厚
生
労
働


ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
医
師
、
細
菌
学
的
知
識
を
有


大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
医
師
、
細
菌
学
的
知
識
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
技


す
る
者
そ
の
他
の
技
術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


術
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
八
条
の
十
九


生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、


第
六
十
八
条
の
十
九


生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
保
健
衛
生
上
特
別
の
注


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
保
健
衛
生
上
特
別
の
注


意
を
要
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
生
物
由
来
製


意
を
要
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
生
物
由
来
製


品
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


品
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
又
は
第
六
十
八


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
又
は
第
六
十
八


条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中


条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中


「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八


「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の


条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
二
の
五
」
と
、
「
又
は
第
六


二
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
二
の
三
」
と
、
「
又
は
第
六
十
八


十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
六
十
八
条
の
二
の
七
、
第
六
十
八


条
の
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の


条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す


十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第


る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
」
と


五
十
一
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
」
と
、
「


、
「
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、


販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与


授
与
し
、
又
は
販
売
、
貸
与
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


し
、
又
は
販
売
、
貸
与
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
）


（
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
）


第
六
十
八
条
の
二
十
の
二


生
物
由
来
製
品
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
生


第
六
十
八
条
の
二
十
の
二


生
物
由
来
製
品
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
生
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物
由
来
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者


物
由
来
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者


は
、
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


は
、
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か


ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方


、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ


法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば


の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ


な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限


の
限
り
で
な
い
。


り
で
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


（
立
入
検
査
等
）


（
立
入
検
査
等
）


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十


条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の


三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条


三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若


の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二


し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条


第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業


者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十


者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第


二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条


六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五


）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
四
項
若
し
く


項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
十
四
条
の
三


は
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
三
第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第


第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第


で
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は


十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項


第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
、
第
二
十
三


か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
七
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の


条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く


四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の


は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二


二
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら


十
三
条
の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第


三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
、
第
二
十
三
条
の
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四


十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て


十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
十
三
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同


若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
三


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五


十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の


第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項


三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条
の
四
十
二
、
第
四
十


、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い


で
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若


の
四
十
二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を


し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条
の


同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第


二
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第


四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の


四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら


七
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五


第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
、
第
六
十
八


第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若


条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
六
、
第
六
十


し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十


八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条


第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八


の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
項


条
の
十
六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項


、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
一


ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第


条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第


五
項
若
し
く
は
第
十
一
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一


七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五


項
の
規
定
又
は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第


条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た


七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二


め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、


条
の
八
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該


第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必


職
員
に
、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に


扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物


、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


が
で
き
る
。


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


る
。


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若
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し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五


二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の


、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条


五
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の


の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の


三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医


二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


販
売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第


売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
五


五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四


条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十


十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項


条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
、


、
第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用


第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び


び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に


）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第
一
項
及


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び


び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八


）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条


条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い


、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条


条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


）
、
第
二
十
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九


、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


条
の
四
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
か
ら
第


）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
四
ま
で
、
第
二
十


三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
五
条
か


九
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十
九
条


ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第


の
十
一
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
か
ら
第


三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
三
十
九
条
の


三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
五
条
か


三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は


ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第


第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は


三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
三
十
九
条
の


第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
五
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第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は


第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
五
項


第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
、
第
六
十
八
条
の
五


、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
五
項


八
十
条
第
七
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一


若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項


項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七


、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵


八
十
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第


守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は


一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第


、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を


必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他


遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業


は
、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ


り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店


の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ


舗
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再


せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若


し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他


の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第


３


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第


二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る


二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る


か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
地
域
連


か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
地
域
連


携
薬
局
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
若
し
く
は
健
康
増
進
支
援
薬
局
（
以
下


携
薬
局
若
し
く
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
地


こ
の
章
に
お
い
て
「
地
域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。
）
の
開
設
者
が
第
六
条


域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。
）
の
開
設
者
が
第
六
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は


の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
の


第
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
五


四
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
五
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の


項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か


二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に


ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
薬
局
開


必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
当
該
地
域
連


設
者
若
し
く
は
当
該
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省


携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬


必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局


局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局
等
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳


等
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）
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６


厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は


６


厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は


特
別
区
の
区
長
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


特
別
区
の
区
長
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


と
き
は
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の


と
き
は
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の


開
設
者
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医


開
設
者
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医


療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
登
録
受
渡


療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
医
療
機
器


業
者
、
医
療
機
器
の
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
第
八
十
条
の
六
第
一


の
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け


項
の
登
録
を
受
け
た
者
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機


た
者
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生


器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
又
は
第
十
八
条
第
八


医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
又
は
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十
三
条


項
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第


の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五


二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の


第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六


七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
に


項
の
委
託
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、


り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
病
院
、
診
療
所
、
飼


又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
病
院
、
診
療
所
、
飼
育
動
物
診
療
施
設
、
工
場


育
動
物
診
療
施
設
、
工
場
、
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ


査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
第
七
十
条
第


、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
第
七
十
条
第
一
項
に


一
項
に
規
定
す
る
物
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
物
を
、
試
験
の
た
め
必
要
な


規
定
す
る
物
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
物
を
、
試
験
の
た
め
必
要
な
最
少
分


最
少
分
量
に
限
り
、
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


量
に
限
り
、
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


７
～
９


（
略
）


７
～
９


（
略
）


（
緊
急
命
令
）


（
緊
急
命
令
）


第
六
十
九
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


第
六
十
九
条
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は


医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は


拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部


拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者


、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
、
医
療
機
器
の
貸
与
業


、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理


者
若
し
く
は
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
五
項


業
者
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
五
項
、
第


条
の
三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六


六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条


項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
、
第
八
十


の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
、
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を


条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
薬
局
開
設
者
に
対
し
て
、
医
薬
品
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受
け
た
者
又
は
薬
局
開
設
者
に
対
し
て
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品


、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売


、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
若
し
く
は
授
与
、
医
療
機


若
し
く
は
授
与
、
医
療
機
器
の
貸
与
若
し
く
は
修
理
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ


器
の
貸
与
若
し
く
は
修
理
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
電
気
通
信
回
線
を


ラ
ム
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
そ
の
他
保
健


通
じ
た
提
供
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又


衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置
を
と
る


は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と


べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


（
廃
棄
等
）


（
廃
棄
等
）


第
七
十
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


第
七
十
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
に
対


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
に
対


し
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳


し
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳


列
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
、
同
項
の
規
定
に
違
反


列
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
、
同
項
の
規
定
に
違
反


し
て
販
売
さ
れ
、
若
し
く
は
授
与
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


し
て
販
売
さ
れ
、
若
し
く
は
授
与
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


品
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て


品
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て


い
る
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
販
売
さ
れ
、
貸
与
さ
れ
、
若
し


い
る
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
販
売
さ
れ
、
貸
与
さ
れ
、
若
し


く
は
授
与
さ
れ
た
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
電
気
通
信
回
線
を


く
は
授
与
さ
れ
た
医
療
機
器
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
電
気
通
信
回
線
を


通
じ
て
提
供
さ
れ
た
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
五


通
じ
て
提
供
さ
れ
た
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
五


十
五
条
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
の
四
及


十
五
条
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
の
四
及


び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五


び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五


条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四


条
の
二
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第


六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
第
二
項
（


六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
第
二
項
（


第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十


を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
五
条
の
五
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の


八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若


二
十
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は


し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
、
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
性


再
生
医
療
等
製
品
、
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
性
認
証
を


認
証
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十


取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十
四
条
の


四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号


二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（


ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
項
第
五
号
を
除
く
。
）
を
第
七
十
五
条
の
二
の


こ
れ
ら
の
規
定
（
同
項
第
五
号
を
除
く
。
）
を
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二


二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
若
し
く


若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
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若
し
く
は
化
粧
品
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の


は
化
粧
品
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、


承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
二
十


第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消


三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た


さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
、
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
の


再
生
医
療
等
製
品
、
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
の
三
第
一


三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規


項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ


定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医


る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
薬
品
、


薬
品
、
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（


第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の


三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に


規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の


よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を


承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十


取
り
消
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
第
七
十
五
条
の


五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の


三
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第


四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の


三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た


二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
再
生
医


再
生
医
療
等
製
品
又
は
不
良
な
原
料
若
し
く
は
材
料
に
つ
い
て
、
廃
棄
、
回


療
等
製
品
又
は
不
良
な
原
料
若
し
く
は
材
料
に
つ
い
て
、
廃
棄
、
回
収
そ
の


収
そ
の
他
公
衆
衛
生
上
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
に
足
り
る
措
置
を
と
る


他
公
衆
衛
生
上
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
に
足
り
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ


べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


（
改
善
命
令
等
）


（
改
善
命
令
等
）


第
七
十
二
条


（
略
）


第
七
十
二
条


（
略
）


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造


く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造


販
売
業
者
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
製


販
売
業
者
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
製


造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
（
以
下
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
と
総


造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
（
以
下
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
と
総


称
す
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
八
十
条
第


称
す
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
八
十
条
第


一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部


一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
に
対


粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
に
対
し
て
、
そ


し
て
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法


の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
（
医
療
機


（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ


器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
物
の
製


の
物
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。


造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
十


）
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、


四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
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第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
に
規
定


条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生


す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ
の
製
造
管
理
若


労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品


し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医


質
管
理
の
方
法
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若


療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六


し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に


十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条


六
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医


の
五
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は


療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定


再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製


す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い


品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
製
造


て
は
、
そ
の
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は


管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う


そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命


ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品


３


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品


を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造


業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造
設
備
が
、
第
十
三


業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造
設
備
が
、
第
十
三


条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二
第
五


条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二
第
五


項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ


項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ


の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お


く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の


五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し


五
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再


く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由


生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品


来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の


に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
設


構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の


備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の
全
部
若


全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業


４


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条


者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器


第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し


の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対


く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造


し
て
、
そ
の
構
造
設
備
が
、
第
五
条
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号


設
備
が
、
第
五
条
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
、
第
三
十
四
条
第


（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
の
五


三
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十


第
六
項
第
一
号
、
第
三
十
四
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
三
十
九


条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ


条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労


ず
、
又
は
そ
の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
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働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
そ
の
構
造
設
備
に
よ
つ
て
医
薬


療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
に
規


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
第
五
十
六
条
、
第
六
十
五
条


定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十


若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し


八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ


く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由


が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改


来
製
品
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の


善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を


構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の


禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造


５


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
構
造


設
備
が
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第


設
備
が
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規


六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準


定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
い
て


に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は


は
、
そ
の
構
造
設
備
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当


そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る


該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き


こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


第
七
十
二
条
の
二


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は


第
七
十
二
条
の
二


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
に


登
録
受
渡
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
登
録
受
渡
店
舗
が
第
五


対
し
て
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
が
第
五
条
第
二
号
又
は
第
二
十
六
条
第
四
項


条
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す


第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な


る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ


つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
の
体
制


く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は


を
整
備
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を
命


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
地
域


３


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
そ
の
地
域


連
携
薬
局
等
が
第
六
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
六
条


連
携
薬
局
等
が
第
六
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
又
は
第
六


の
三
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
又
は
第
六
条
の
四
第
一
項
各
号
（


条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ


第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
要
件


た
と
き
は
、
当
該
要
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
を
行
う
体
制
を
整
備


に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
業
務
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ


す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
が
で
き
る
。


第
七
十
二
条
の
二
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧


第
七
十
二
条
の
二
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製


品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製







- 148 -


造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局


造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
対
し
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局


開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九


開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九


条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医


条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医


療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第


療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第


一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
二
の
四
、
第
十
八
条
の
二
の


を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十


七
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
九
条
の
三
、
第


二
、
第
二
十
九
条
の
三
、
第
三
十
一
条
の
五
又
は
第
三
十
六
条
の
二
の
二
の


三
十
一
条
の
五
又
は
第
三
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
不
十
分


規
定
に
よ
る
措
置
が
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
改


で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ


善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
七
十
二
条
の
四


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
第
六
十


（
新
設
）


八
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚


偽
の
報
告
を
し
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
に
対
し


、
そ
の
報
告
を
行
い
、
又
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正
す
べ
き
こ
と
を
命
ず


る
こ
と
が
で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
伴
う
副
作
用
の
発
生
等


の
最
小
化
を
図
る
た
め
に
十
分
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
十
八
条
の


二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
計
画
の
変
更
を
命
ず


る
こ
と
が
で
き
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
第
六
十
八
条
の
二
第
六


項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
に
対


し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る


。
第
七
十
二
条
の
五


第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、


第
七
十
二
条
の
四


第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器


は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器


の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販


の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販


売
業
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十


売
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
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九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生


機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者


医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基


に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反


づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
健
衛
生


す
る
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡


上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と


大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業


き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販


者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に


売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
の
運
営
の


対
し
て
、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命


改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


第
七
十
二
条
の
六
・
第
七
十
二
条
の
七


（
略
）


第
七
十
二
条
の
五
・
第
七
十
二
条
の
六


（
略
）


（
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
の
変
更
命
令
）


第
七
十
二
条
の
八


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


（
新
設
）


医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
つ
い


て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く


は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
場
合
又
は
そ
の
薬
事
に


関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
が
第
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
十
三
条


第
六
項
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
、


第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係


る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
十
二
条
の
二
第


二
項
等
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
に


至
つ
た
場
合
若
し
く
は
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二


十
三
条
の
二
十
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
二
の
許
可
若
し
く
は
第
十
三


条
の
二
の
二
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
の
登
録
を
受
け
た
時
点
に
お


い
て
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
が
第
十
二
条
の
二
第


二
項
等
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
規
定
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明


し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を


変
更
し
な
け
れ
ば
、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た


め
に
必
要
な
業
務
の
運
営
の
改
善
が
見
込
ま
れ
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ


の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
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責
任
を
有
す
る
役
員
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
変
更
命
令
）


（
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
変
更
命
令
）


第
七
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
部


第
七
十
三
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
療


外
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
若
し


機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売


く
は
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
医
薬
品
品
質
保
証
責
任
者


責
任
者
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
、
医
療
機
器


、
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
、
特
定
医
薬
品
供
給
体
制
管
理
責
任
者
、
医
薬


責
任
技
術
者
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


品
製
造
管
理
者
、
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
、
医
療
機
器
責
任
技
術
者
、


品
製
造
管
理
者
又
は
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知


体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者


事
は
、
薬
局
の
管
理
者
又
は
店
舗
管
理
者
、
区
域
管
理
者
若
し
く
は
医
薬
品


又
は
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
の


営
業
所
管
理
者
、
医
療
機
器
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
の
管
理
者
若
し
く


管
理
者
又
は
店
舗
管
理
者
、
受
渡
管
理
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
店
舗
責
任
者


は
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
そ
の


、
区
域
管
理
者
若
し
く
は
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
、
医
療
機
器
の
販
売
業
若


他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処


し
く
は
貸
与
業
の
管
理
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
に
つ


分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
者
が
管
理
者
若
し
く
は
責


い
て
、
そ
の
者
に
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る


任
技
術
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者


も
の
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
、
又


、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対


は
そ
の
者
が
管
理
者
若
し
く
は
責
任
技
術
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め


し
て
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
と
き
は
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者


、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
変
更
を
命


ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
承
認
の
取
消
し
等
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


第
七
十
四
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
承
認
（
第
十
四
条
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規


定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の


定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の


規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条


規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
三
条


の
二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


の
二
十
五
の
承
認
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。


）
を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療


）
を
与
え
た
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療


等
製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
に
お


等
製
品
が
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
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い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至


つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を


つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を


付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項


付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項


第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と


第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と


き
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


き
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四


条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全


性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条


性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条


第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る


第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る


に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四


り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
十
四
条
の
承
認
を
与
え
た
医
薬
品
が
第
十
四


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同


な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同


条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た


条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た


と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体


を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体


外
診
断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は


外
診
断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は


第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条


第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三
条


含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用


の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用


医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
二
十
三
条


医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
よ
り
第
二
十
三
条


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用


の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付


、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付


し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診


し
た
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
与
え
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診


断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三


断
用
医
薬
品
が
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若
し
く
は
第
二
十
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三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二


合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
第
二
十
三
条
の
二


十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十


十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十


五
の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


五
の
承
認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き


二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き


、
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に


、
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四


項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に


項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に


該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承


一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承


認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二


認
を
与
え
た
再
生
医
療
等
製
品
が
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら


、
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


四


第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再


十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
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審
査
若
し
く
は
再
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
又
は
第
二
十
三


審
査
若
し
く
は
再
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
又
は
第
二
十
三


条
の
二
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
の
規


条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な


定
に
よ
り
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
若
し
く
は
性
能
等
再
評
価
を
受
け
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
資


け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
資


料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
資
料


料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
資
料


若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二


若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
、


し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
資
料
を
提


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第


出
し
た
と
き
。


四
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。


五
～
八


（
略
）


五
～
八


（
略
）


（
許
可
の
取
消
し
等
）


（
許
可
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条


（
略
）


第
七
十
五
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ


４


都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ


か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
を
取
り
消
す
こ


か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
を
取
り
消
す
こ


と
が
で
き
る
。


と
が
で
き
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条


二


地
域
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条


第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）


第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）


の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


三


（
略
）


三


（
略
）


５


都
道
府
県
知
事
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号


５


都
道
府
県
知
事
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の


認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定


三


専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定


又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に


又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に


限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


四


（
略
）


四


（
略
）


６


都
道
府
県
知
事
は
、
健
康
増
進
支
援
薬
局
の
開
設
者
が
、
次
の
各
号
の
い


（
新
設
）
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ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
健
康
増
進
支
援
薬
局
の
認
定
を
取


り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一


健
康
増
進
支
援
薬
局
が
、
第
六
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を


欠
く
に
至
つ
た
と
き
。


二


健
康
増
進
支
援
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
又
は


同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る


。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。


三


健
康
増
進
支
援
薬
局
の
開
設
者
が
、
第
七
十
二
条
第
五
項
又
は
第
七
十


二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


（
登
録
の
取
消
し
等
）


（
登
録
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又


第
七
十
五
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又


は
医
療
機
器
の
製
造
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
受
渡
業
者


は
医
療
機
器
の
製
造
業
者
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法


に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の


令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為


若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
、
不
正
の


が
あ
つ
た
と
き
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く


手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
、
又
は
当
該
者
（


若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
、
又
は
当
該
者


当
該
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す


（
当
該
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有


る
役
員
を
含
む
。
）
が
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


す
る
役
員
を
含
む
。
）
が
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二


五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三


の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五


第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の


条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き


規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間


は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し


を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二
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項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


第
十
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
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一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
」
と


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
三


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
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二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
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の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第


十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条


十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し


十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十


十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二


三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条


の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の


の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三


六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六


条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
五
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十


の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


二
の
六
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二


一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二


第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第


第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六


一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３


基
準
適
合
性
認
証
を
受
け
た
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業


３


基
準
適
合
性
認
証
を
受
け
た
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業


者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
同
項
中
「
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方


お
い
て
、
同
項
中
「
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方


法
（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、


法
（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、


そ
の
物
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ


そ
の
物
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ


。
）
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号


。
）
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号


、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と


、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
」
と


あ
る
の
は
「
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の


あ
る
の
は
「
製
造
管
理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
十
三
条
の
二
の
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五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器


五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器


若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器


若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器


等
が
」
と
、
「
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


等
が
」
と
、
「
（
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の


含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
若


は
「
若
し
く
は
第
六
十
五
条
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、


し
く
は
第
六
十
五
条
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機


医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機


器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
若
し


器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改


く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行


善
を
行
う
ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」


う
ま
で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る


と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
取


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
取


消
し
等
）


消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第


二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か


二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か


に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を


に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を


取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請


三


次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請


求
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。


求
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。


四
・
五


（
略
）


四
・
五


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


２


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す


る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、


る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、


「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ


品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ


い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
、
第
三
十


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「


売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
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二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造


受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局


業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与


開
設
者
、
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命


業
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す


ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
課
徴
金
納
付
命
令
）


（
課
徴
金
納
付
命
令
）


第
七
十
五
条
の
五
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
五
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合


３


第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合


に
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
者
に
対
し
て
同
項
の
課
徴
金
を
納
付
す
る
こ
と
を


に
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
者
に
対
し
て
同
項
の
課
徴
金
を
納
付
す
る
こ
と
を


命
じ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


命
じ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。


一


第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
の
六
第
一
項
の
命
令
を
す


一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
命
令
を
す


る
場
合
（
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
に
与
え
る
影
響
が
軽
微


る
場
合
（
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
に
与
え
る
影
響
が
軽
微


で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）


で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）


二


（
略
）


二


（
略
）


４


（
略
）


４


（
略
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
、
第
六
条
の
四
第
四
項
、
第
十
三
条
の
三
第


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
、
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お


る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三


い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
第
二


二
十
二
第
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
九


十
三
条
の
二
十
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
の


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
の
更
新
又
は
第
十
三
条
の
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更
新
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お


二
の
二
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
（
第
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
二


十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
六
第
三


三
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
五
項
の
登
録
の
更
新
を
拒


項
の
登
録
の
更
新
を
拒
も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し


も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し
、
そ
の
処
分
の
理
由
を


、
そ
の
処
分
の
理
由
を
通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を


通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な


与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


い
。


（
手
数
料
）


（
手
数
料
）


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


一
～
七


（
略
）


一
～
七


（
略
）


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（


又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
二


第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条


十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
又
は
第
十
四


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す


条
第
七
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


る
者


）
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


八
の
二


第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て


八
の
二


第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


九
～
十
五


（
略
）


九
～
十
五


（
略
）


十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
一
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の


十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の


規
定
を
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


規
定
を
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


十
六
～
二
十
八


（
略
）


十
六
～
二
十
八


（
略
）
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二
十
九


第
八
十
条
第
一
項
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
調


二
十
九


第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
調
査
を
申
請
す
る
者


査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八


十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の


十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の


二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用


二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二


第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、


第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


の
医
療
機
器
等
審
査
等
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い


の
医
療
機
器
等
審
査
等
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確


認
、
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二


認
、
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九
項
に
お


十
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項


（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
又
は
第
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
又
は
第
二


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
、
医
薬


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
、
医
薬


品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性
認
証
又
は
再
生


品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性
認
証
又
は
再
生


医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の


医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の


手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
適
用
除
外
等
）


（
適
用
除
外
等
）


第
八
十
条


輸
出
用
の
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項


第
八
十
条


輸
出
用
の
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項


か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造


に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
そ
の
製


業
者
は
、
そ
の
製
造
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
政
令
で
定


造
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
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め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品


と
き
は
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が


質
管
理
の
方
法
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で


第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適


定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
製
造
を
し
よ
う
と
す


合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
そ


る
と
き
、
及
び
そ
の
開
始
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過


の
開
始
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
、
厚


す
る
ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受


生
労
働
大
臣
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら


け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
い
。


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
同
項
の
調
査
を
受
け


（
新
設
）


た
者
は
、
当
該
調
査
に
係
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品


を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
調
査
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製


造
工
程
の
区
分
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基


準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製


造
所
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
行
う
同
項
の
調


査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


３


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
製
造
を
し
よ
う


（
新
設
）


と
す
る
と
き
に
第
一
項
の
調
査
を
受
け
た
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


又
は
化
粧
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、


当
該
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製


造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚


生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
書
面


に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い


て
、
当
該
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、


当
該
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４
・
５


（
略
）


２
・
３


（
略
）


６


前
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
同
項
の
調
査
を
受
け


（
新
設
）


た
者
は
、
当
該
調
査
に
係
る
輸
出
用
の
再
生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造


所
が
、
当
該
調
査
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
に


属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す


る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、


当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経


過
す
る
ご
と
に
行
う
同
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


７


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
製
造
を
し
よ
う


（
新
設
）
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と
す
る
と
き
に
第
五
項
の
調
査
を
受
け
た
輸
出
用
の
再
生
医
療
等
製
品
の
特


性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
用
の
再


生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地


の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
輸
出
用
の
再


生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
は
、
当
該
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


８


第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の


４


第
一
項
又
は
第
二
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の
規
定
を
準


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
化
粧
品


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
化
粧
品
」
と
あ
る


」
と
あ
る
の
は
「
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


の
は
「
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ


目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は


。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が


体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ


目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と


れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
前
条


、
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更


許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る


新
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四


む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二


項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て


項
中
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は


、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第


、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新


四
項
の
許
可
の
更
新
を
す
る
と
き
は
、
機
構
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知


を
す
る
と
き
は
、
機
構
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
調
査
の
結
果
を


す
る
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
な


考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
と


い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
化
粧
品
」
と
あ
る
の
は
「
、


、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
化
粧
品
」
と
あ
る
の
は
「
、
化
粧
品
、
医
療
機
器


化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
、
「
前
条
第
一
項
若
し


又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
、
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可


く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「
第


又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
一
項
又
は


八
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す


第
二
項
の
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


る
。


９


第
五
項
又
は
第
七
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
の
規


５


第
三
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定
を
準
用
す


定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若


る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八


し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す


項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い


む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第


て
の
同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」


七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
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と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
七
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
行


「
第
八
十
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ


わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第


の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の


一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
を
す
る
と


許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
を
す
る
と
き
は
、
機
構
が
第
四
項
の


き
は
、
機
構
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
な


規
定
に
よ
り
通
知
す
る
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ


け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第


る
の
は
「
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
若


三
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可


し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「


の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
七
項
の
調
査
」
と
読
み


第
八
十
条
第
三
項
の
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


替
え
る
も
の
と
す
る
。


第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
ほ
か
、
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬


６


第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
ほ
か
、
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬


10
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政
令


部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政
令


で
、
こ
の
法
律
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る


で
、
こ
の
法
律
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る


こ
と
が
で
き
る
。


こ
と
が
で
き
る
。


（
略
）


７


（
略
）


11


第
十
四
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


８


第
十
四
条
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


12
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
第
十


る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
若
し
く
は
第
十
四


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に


合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十


十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三
条


九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
二
十
三
条
の


の
二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に


二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
療
機


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
療
機
器


器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第


若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一


一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第


第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条


一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の


の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が


が
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二


さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十


十
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
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準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
若


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八


八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十


）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、


の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
政


政
令
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六


令
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
六
十


十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


）
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に


、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
の
四
に
お


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
、


、
第
六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


第
六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五


む
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五
条


条
か
ら
第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
の


か
ら
第
六
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
五
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
二
か
ら


三
か
ら
第
六
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
、
第
六
十
八


第
六
十
八
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
、
第
六
十
八
条
の
十


条
の
十
七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条


七
、
第
六
十
八
条
の
十
八
、
第
六
十
八
条
の
二
十
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十


の
二
十
の
二
の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定


の
二
の
規
定
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
、
そ
の
他
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ


め
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
が
で
き
る
。


（
略
）


９


（
略
）


13
（
事
務
の
区
分
）


（
事
務
の
区
分
）


第
八
十
一
条
の
三


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一
、
第
二
十
三


第
八
十
一
条
の
三


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一
、
第
二
十
三


条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第


条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第


六
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、


六
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、


第
七
十
二
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
か
ら


第
七
十
二
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
か
ら


第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七


第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七


十
六
条
の
七
の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府


十
六
条
の
七
の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府


県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二


県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二


年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受


年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受


託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）
と


託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）
と


す
る
。


す
る
。


２


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条


２


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
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第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
七
十


第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
七
十


二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る


二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る


こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。


こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一


、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項


項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及


ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、


項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、


第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、


第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、


第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及


第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及


び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十


び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十


六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を


六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を


除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「


除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「


厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か


厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か


ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一


ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一


項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別


項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別


区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
七
条
第


区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
五
項
及


四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一


び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項


項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
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並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）


）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬


）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三


品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「


項
第
六
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医


医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に


薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の


薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要


適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る


指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議


定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除


会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬


く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
厚
生
労
働


品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医


品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八


療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、


条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る


第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
次
の
イ


動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四


又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二


条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡


項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る


医
薬
品
（
医
薬
品
の
う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
動
物
の
身
体
に


と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、


対
す
る
作
用
が
著
し
く
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に


そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
適
切
な
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
と
認
め


有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林


ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
と
、
同
項
第
二


水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留
性
（


号
イ
中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化


、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と


学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を


、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に


い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の


係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に


肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が


、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な


動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ


い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
十


い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質


四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
第
二
号
及


（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に


び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十


残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に


三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
四
条
の


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し


二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、


て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
十
項
第
二
号
及
び


「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法


第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て


第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一


の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
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号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療


他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る


上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号


お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
中
「
同
号
ロ
中
「


及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「


医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
第
十


若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第


に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動


第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の


物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も


二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物


の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項


の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中


中
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し


「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る


く
は
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第


の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る


一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条


使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物


の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及


に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉


び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と


、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生


あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第


産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い


一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ


と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬


る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該


局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造


変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で


有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係


あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区


る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を


域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一


損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い


使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都


て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十


道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ


五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十


て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は


授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市


」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使


又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、


用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳


第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五


そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ


条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第


れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三


二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ


三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る


る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用


の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又


さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供


は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対


さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
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象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な


こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品


う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六


の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有


条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第
五


す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用


項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ


あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ


の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ


の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い


は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十


て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号


一
条
、
第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見


中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


出
し
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一


品
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く


般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都


。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の


道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区


八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項
及
び


る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同


第
七
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び


条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類


第
六
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
号


は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医


中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の


薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
五
号
中


十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品


、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二


健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長


十
九
条
の
五
第
三
項
第
四
号
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
第
一


又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て


号
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し


あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ


中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
項


中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品


及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又
は
指


」
と
、
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農


示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六


林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以


条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に


外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二


あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の
は
「


類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬


獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
五
十
九
条
第
九


品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品


号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
中


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ


「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
以
外


る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の


の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類


営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
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合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条


の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で


の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
七
条


第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬


」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、


品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く


処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く


あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る


は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号


方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号


中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労


及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、


働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は


第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は


「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者
の
生
活


「
要
指
示
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第


の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
よ
り
当


一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定


該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五
条
の
二


医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
」
と


か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条


、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二


ま
で
及
び
第
五
十
七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第


条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四


の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の


条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条


は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九


の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と


号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え


、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医


る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
中


薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み


「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
都


替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中


道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し
く
は


「
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者


管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若
し
く


又
は
管
理
者
に
よ
り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条


は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健


中
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五


所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又


十
五
条
の
二
ま
で
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、


は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十


一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、


七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の


第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の


十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ


二
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十


知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条


四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


の
三
第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
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第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八


所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道


条
の
二
の
八
第
二
項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六


府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を


十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十


医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く


七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「


。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録


対
象
者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数


受
渡
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の


」
と
す
る
。


区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第


七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、


第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一


項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及


び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事


」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三


第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を


設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県


知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置


す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条


の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象


者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と


す
る
。


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


２


農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
変
更
計
画


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


の
確
認
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
申
出
に
係
る
医
薬
品
に


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準


号
ロ
（
残
留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適


用
す
る
場
合
（
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適


用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残
留
性
の
程


度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
（
残







- 173 -


留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


留
性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
残
留


す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
残
留


性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内


性
の
程
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
内


閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


（
動
物
用
医
薬
品
の
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
特
例
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


第
八
十
三
条
の
二
の
三


（
略
）


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


２


前
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


「
動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
二
十
七


条
、
第
二
十
九
条
の
五
第
九
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
並


条
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て


び
に
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
中
「


は
、
第
二
十
七
条
中
「
薬
局
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二
の


薬
局
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ


三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬
品


り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
品
目
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師


五
第
九
項
中
「
店
舗
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規


又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
、


定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た


同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
販


店
舗
販
売
業
者
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
販
売
又
は
授
与
に
従


売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三


事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
又
は
授
与
に
従
事


ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の
二


す
る
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る


第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


の
は
「
当
該
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
者
」
と
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中


「
又
は
授
与
（
受
渡
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
受
渡
し
を
含
む
。
）
」
と


あ
る
の
は
「
又
は
授
与
」
と
し
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
、
第
六
項
及


び
第
八
項
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
六


か
ら
第
二
十
九
条
の
十
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
五


項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七


十
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


３


動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
第
三
項


３


動
物
用
医
薬
品
特
例
店
舗
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項


の
規
定
を
準
用
す
る
。


の
規
定
を
準
用
す
る
。


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
四
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に


為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
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処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一


第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


（
略
）


二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


三


第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
十
四
条
の
七
の


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


四


（
略
）


四


（
略
）


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


五


第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
又
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


九


第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と


九


第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


き
。


十
～
二
十
三


（
略
）


十
～
二
十
三


（
略
）


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
四


第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


第
八
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
五
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁


為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に


刑
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一


第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


一


第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


二


第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第


三


第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第


六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者


四


第
六
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
六
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


五


第
六
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


五


第
六
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者


六


第
七
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


六


第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


七


第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に


七


第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に


違
反
し
た
と
き
。


違
反
し
た
者


八


第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に
違
反
し


八


第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
命
令
に
違
反
し


た
と
き
。


た
者


九


第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者







- 175 -


十


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き


十


第
七
十
六
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者


。


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処


し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
十
三
項
、
第
十
八
条
の
二
の


四


第
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二
第
一
項
又
は
第
十
八
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に


違
反
し
た
と
き
。


五
～
九


（
略
）


五
～
九


（
略
）


十


第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
ず
に
受
渡
し
を


（
新
設
）


行
つ
た
と
き
。


十
一
～
二
十
一


（
略
）


十
～
二
十


（
略
）


二
十
二


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令


（
新
設
）


に
違
反
し
た
と
き
。


二
十
三


第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


二
十
一


第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違


反
し
た
と
き
。


反
し
た
と
き
。


二
十
四


第
七
十
二
条
の
八
又
は
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反


二
十
二


第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


し
た
と
き
。


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
三
～
二
十
七


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違


第
八
十
六
条
の
三


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違


反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に


反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に


処
す
る
。


処
す
る
。


一
～
五


（
略
）


一
～
五


（
略
）


六


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
六
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お


（
新
設
）


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


七
～
十
二


（
略
）


六
～
十
一


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三
～
十
七


（
略
）


三
～
十
七


（
略
）


第
八
十
八
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
八
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の


為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


罰
金
に
処
す
る
。


一


第
六
条
、
第
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
四
項
又
は
第
六
条
の


一


第
六
条
、
第
六
条
の
二
第
三
項
又
は
第
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
違


四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


反
し
た
者


二


第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


三


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者


四


第
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


四


第
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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○


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
【


公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
開
設
の
許
可
）


（
開
設
の
許
可
）


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


第
四
条


薬
局
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は


区
長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
、
第
八
条
の
二
第
一


区
長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一


項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第


項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て


三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て


る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば


る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
開
設


、
開
設
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
て
は
な
ら
な
い
。


２
～


（
略
）


２
～


（
略
）


10


10


（
薬
局
開
設
者
に
よ
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
）


（
薬
局
開
設
者
に
よ
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
）


第
八
条
の
二


（
略
）


第
八
条
の
二


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を


４


都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を


確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
そ
の
他
の
官
公


確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
そ
の
他
の
官
公


署
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ


署
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
薬
局
に
関
し
必
要
な
情


て
は
、
市
又
は
特
別
区
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す


報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


る
薬
局
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


５


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区


５


都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
は
、
第
一
項
又
は
第


及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


い
。


こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
報
告
の
内
容
を
厚
生
労
働
大
臣
（
薬
局
の
所
在
地
が
保


健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生


労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
。
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
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報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


６


薬
局
開
設
者
が
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
、
電
子
情


（
新
設
）


報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方


法
で
あ
つ
て
そ
の
内
容
を
当
該
薬
局
開
設
者
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道


府
県
知
事
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
よ
り
行


つ
た
と
き
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ


る
報
告
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。


７


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
都


（
新
設
）


道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
情
報
の
提
供


の
た
め
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
し
必
要
な


助
言
、
勧
告
そ
の
他
の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
）


第
十
三
条
の
三


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


第
十
三
条
の
三


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


又
は
化
粧
品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者


又
は
化
粧
品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者


」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
登
録
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


２


前
項
の
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


に
行
う
。


に
与
え
る
。


３


第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
六
号


３


第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
三
項
（
同
項
第
一
号
、
第
二


に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規


号
及
び
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
並


定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
中
「
許
可
の
」
と
あ


び
に
第
十
三
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三


る
の
は
「
登
録
の
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生


条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
」
と


労
働
大
臣
の
登
録
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
」


、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
」
と
、
「
第
一
項
」
と
あ


と
、
「
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
（
第
一
号
及
び


る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く


第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る


は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


も
の
と
す
る
。


合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の


同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し


く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
八
項
の
認
定
又
は
第
十
三
条


の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ


の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
の
三
第
三







- 179 -


項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
七
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準


用
す
る
前
条
第
九
項
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
若


し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第


八
項
の
認
定
又
は
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項


の
認
定
の
更
新
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
）


（
削
る
）


第
十
三
条
の
三
の
二


医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
は
、
保
管
の
み
を
行
お
う
と


す
る
製
造
所
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
三
項
（
同


項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の


規
定
を
準
用
す
る
。


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
四
条


（
略
）


第
十
四
条


（
略
）


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


い
。


い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所


二


申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所


が
、
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で


が
、
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で


き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の


き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
（


登
録
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
登
録
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造


申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。


が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
な
い
と
き
。


）
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
登
録
を
受


け
て
い
な
い
と
き
。


三
・
四


（
略
）


三
・
四


（
略
）


３
～
７


（
略
）


３
～
７


（
略
）


８


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


８


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区


質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
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分
を
い
う
。
第
十
七
項
、
次
条
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


分
を
い
う
。
次
条
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製


に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け


造
工
程
に
つ
い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き


て
い
る
と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
六
項
の


は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
六
項
の
調
査
を
受
け


調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


る
こ
と
を
要
し
な
い
。


９
～


（
略
）


９
～


（
略
）


14


14


特
に
適
切
な
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働


（
新
設
）


15
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
第
一
項
の
承


認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
承
認
を
受
け
た
品
目
の
製
造
方
法
そ
の
他
の
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
厚


生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当


該
承
認
の
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の
厚
生
労
働
省
令


で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
も
の
と
す


る
。厚


生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
同
項
の


（
新
設
）


16
規
定
に
よ
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は


、
当
該
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生


労
働
大
臣
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
す
る


理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
十
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に


（
新
設
）


17
つ
い
て
第
十
四
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医


薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係


る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ


い
て
次
条
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
製


造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六


項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
五
項
に
規
定
す


（
新
設
）


18
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
の
第
十
四
項
の


承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し


て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
項
第
四
号


に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に







- 181 -


つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ


の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
を
受


け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微


19


15


軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生


な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働


労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
第
十
四
項
の
厚
生


（
新
設
）


20
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
が
品
質
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
い
も
の
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
軽
微


変
更
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
代


え
て
、
年
度
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変


更
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
、
こ
れ
が
特
定
軽
微
変
更
で
あ
る
旨


の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結


（
新
設
）


21
果
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


第
一
項
及
び
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
並
び
に
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る


第
一
項
及
び
第
十
四
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


22


16


報
告
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


第
十
四
条
の
二


第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と


同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一


項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、


項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若


そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規


し
く
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項


定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と


の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化


こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
又
は
登
録
に
係
る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品


粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚


、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第


生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
、
認
定
又
は
登
録
に
係


二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る


る
製
造
所
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
管
理


か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又


又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
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は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、
そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き


で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に


る
。


対
し
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
に
、


そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
～
７


（
略
）


２
～
７


（
略
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
実
施
）


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


第
十
四
条
の
二
の
三


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
承
認


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十


四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
並
び
に
第
十
八
項
、


四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
九
項
、
第
十
四
条
の


第
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に


二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
並
び
に
前
条
第
二
項


前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定


（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査


に
よ
る
調
査
、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
、
同
条
第


、
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
並
び
に
第
十
四
条
の
二


二
十
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
並


第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ


び
に
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
同
条


る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）


第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
医
薬
品
等
審


を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


第
十
四
条
の
五


医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
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よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


よ
る
確
認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条


第
二
十
二
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）


第
十
六
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の


の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政


政
令
で
定
め
る
。


令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


第
十
九
条
の
二


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）


、
第
三
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、
第
十
九
項
、
第
二
十
項
及
び
第
二
十
二
項


及
び
第
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四


並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用


条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。


す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
同


条
第
十
五
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
及
び
第
二
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二


条
第
十
六
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準


並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


用
す
る
。


７


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に


（
新
設
）


つ
い
て
は
、
同
条
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
二
項
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の


三
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
政
令
へ
の
委
任
）


（
政
令
へ
の
委
任
）


第
二
十
三
条


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
の


第
二
十
三
条


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
の


許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
又
は
登
録
の
更


許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
又
は
認
定
の
更


新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の


新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製
造
所
の
管
理
そ
の


他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な


製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し
必
要
な


事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
登
録
）


（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
）


第
二
十
三
条
の
二
十
四


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製


第
二
十
三
条
の
二
十
四


外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製


品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
」


品
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
」
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と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
登
録
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


２


前
項
の
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
製
造
所
ご
と


に
行
う
。


に
与
え
る
。


３


第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
三
項
（
第
一
号


３


第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
三
項
（
第
一
号


及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び


、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
か
ら
第
九
項


第
九
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
中
「
許


ま
で
並
び
に
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三


可
の
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
の
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
」
と
あ
る


条
の
二
十
二
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「


の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の


認
定
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
」
と
、
「
第
一


は
「
登
録
」
と
、
「
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
（


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く


第
一
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
と


は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の


同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
八
項
の
認
定
又
は
次
条
第
三
項
に
お
い


て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
九
項


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認


定
の
更
新
に
つ
い
て
の
次
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
七
項
（
次


条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
九
項
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三


項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
許
可
又
は
同
条
第
四
項
の
許
可
の


更
新
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用


す
る
前
条
第
八
項
の
認
定
又
は
次
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四


項
の
認
定
の
更
新
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五


（
略
）


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


２


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な


い
。


い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
第
二
十
三
条


二


申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
第
二
十
三
条


の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る


の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
（
申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る


区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
前
条
第
一
項
の
登
録
（
申
請
を
し
た


区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
（
申
請
を
し
た


品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て


品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
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い
な
い
と
き
。


い
な
い
と
き
。


三
・
四


（
略
）


三
・
四


（
略
）


３
～
６


（
略
）


３
～
６


（
略
）


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を


７


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
を


製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


工
程
の
区
分
（
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
第
十
六
項
及
び
第
八
十


観
点
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
第
八
十
条
第
六
項
に
お


条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い


い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る


十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該


と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受


製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
前
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要


け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


し
な
い
。


８
～


（
略
）


８
～


（
略
）


13


13


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
承
認
を
受
け
た
品
目
の
製
造
方
法


（
新
設
）


14
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
前
項
の


規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
厚
生
労


働
大
臣
は
、
当
該
承
認
の
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断


す
る
も
の
と
す
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
同
項
の


（
新
設
）


15
規
定
に
よ
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は


、
当
該
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生


労
働
大
臣
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
す
る


理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に


（
新
設
）


16
つ
い
て
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
再


生
医
療
等
製
品
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
の
製
造
工


程
と
同
一
の
製
造
工
程
の
区
分
に
属
す
る
製
造
工
程
に
つ
い
て
次
条
に
お
い


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る


と
き
は
、
当
該
製
造
工
程
に
係
る
当
該
製
造
所
に
お
け
る
第
十
三
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
六
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
四
項
に
規
定
す


（
新
設
）


17
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る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
一
部
の
変
更
に
つ
い
て
の
第
十
三
項
の


承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
特
性
そ
の
他
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と


認
め
る
と
き
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又


は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実


地
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
を
受


け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微


18


14


軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生


な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働


労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
第
十
三
項
の
厚
生


（
新
設
）


19
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
が
品
質
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
い
も
の
と


し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
軽
微


変
更
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
代


え
て
、
年
度
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変


更
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
、
こ
れ
が
特
定
軽
微
変
更
で
あ
る
旨


の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結


（
新
設
）


20
果
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
並
び
に
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る


第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。


21


15


報
告
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の


）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


と
す
る
。


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


（
基
準
確
認
証
の
交
付
等
）


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
三
条
の
二


十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
を
受
け


十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
定
を
受
け


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の


た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製


規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
そ
の
製


造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る


造
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
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政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同


政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
「
同


条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号


条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号


」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と


」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と


、
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


、
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項


第
四
号
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の


第
四
号
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
第
五
十
六
条
（
第
六


十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て


十
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は


同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は


第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の


第
六
十
八
条
の
二
十
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の


は
「
に
該
当
す
る
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の


は
「
に
該
当
す
る
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
」
と
、
「
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は


「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規


「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
に
規


定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読


定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読


み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
実
施
）


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


第
二
十
三
条
の
二
十
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
、
再
生
医
療
等
製
品
（


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


の
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
八
項
並
び
に
第
十
七
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準


）
並
び
に
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い


四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
前
条
第
二
項
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十


場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


五
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
通
知


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第


交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二


五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二


第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等


に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の


製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


返
還
の
受
付
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ


る
こ
と
が
で
き
る
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）
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４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


４


厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定
に
か


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
規
定
に
か


か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


か
わ
ら
ず
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５
～
７


（
略
）


５
～
７


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


第
二
十
三
条
の
三
十


再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第


は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
七
（
第
四


四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て


項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


５


第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
（
第
一
号


を
除
く
。
）
、
第
三
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
十
八
項
、
第
十
九
項
及
び


を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（


第
二
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三


第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の


条
の
二
十
六
の
二
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


６


前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ


い
て
は
、
同
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
及
び
第
二
十
一
項
、
第
二
十


い
て
は
、
同
条
第
十
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
二
十
三


三
条
の
二
十
六
第
四
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る


条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。


。
７


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
九
項
の
規
定
に


（
新
設
）


よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
十
項
及
び
第
二
十
一
項
並
び
に
第
二
十


三
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
政
令
へ
の
委
任
）


（
政
令
へ
の
委
任
）


第
二
十
三
条
の
四
十
二


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は


第
二
十
三
条
の
四
十
二


こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
販
売
業
又
は


製
造
業
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
登


製
造
業
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
、
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認


録
又
は
登
録
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製


定
又
は
認
定
の
更
新
、
製
造
販
売
品
目
の
承
認
、
再
審
査
又
は
再
評
価
、
製


造
所
の
管
理
そ
の
他
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


造
所
の
管
理
そ
の
他
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
（
外
国


製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し


製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
行
う
製
造
を
含
む
。
）
に
関
し


必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
）


第
五
十
五
条


（
略
）


第
五
十
五
条


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若


を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
製
造
所
（


造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十


外
国
に
あ
る
製
造
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
、
第
十
三


三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十


条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用


定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第


第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は


（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て


、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品


に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


第
五
十
六
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
、
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入
し
、
貯
蔵
し
、


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


三


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
若


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造


し
く
は
分
量
（
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
本
質
又
は
製
造
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方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


方
法
）
又
は
性
状
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
の
内
容


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


と
異
な
る
も
の
（
第
十
四
条
第
十
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


四
～
九


（
略
）


四
～
九


（
略
）


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
六
十
条


医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


と
、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九


条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


条
又
は
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項


、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条


、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三


の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
の
登
録
」
と
、
「
第
八
項
若
し


条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と
、
「
、


あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「


第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三


第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し


）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
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三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条


四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の


の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十


二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は


九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
あ


二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た


る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
」
と
、
「
、


医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医


品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品


薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品


質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（


」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又


若
し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」
と
、


第
十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」


含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む


と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」
と
あ


。
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」


五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は


と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「


性
能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二


第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三


条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二


条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と


第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く


あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四


は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三


条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の


の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と


九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定


、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「


す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」


第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第


と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生


労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


第
六
十
二
条


化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
各
号
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


、
第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号


準
用
す
る
第
五
十
一
条
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
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中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
、
「
、
効
果
又
は
性
能
」


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


と
あ
る
の
は
「
又
は
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


、
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
五
、
第
六
十
八
条


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一


の
二
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一


条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二


条
又
は
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二


項
、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
十
三


項
、
第
五
十
三
条
及
び
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定
若
し
く
は
第
十


条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
の
登
録
」
と
、
「
第
八
項
若


三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
項
」
と
、
「


と
あ
る
の
は
「
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
」
と
、


、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十


「
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八


三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


項
」
と
、
「
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三


第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第


の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又


十
九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
、
第
十
九
条
の
二
、


は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け


あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」
と
、
「
、
品


た
医
薬
品
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
体
外
診
断
用


質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
化
粧
品
」


が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
（
第


と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
が
そ
の
承
認
又
は
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
若


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は


し
く
は
品
質
が
そ
の
承
認
」
と
、
「
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
」
と
、
同


十
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。


あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性
能
」
と
あ
る


）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
五


の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
、
品
質
若
し
く
は
性


あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第


能
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
品
質
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
二
条


十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条


第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第


の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ


一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は


る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の


の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九


認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
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」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す


「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第


る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と


十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労


働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


第
六
十
四
条


医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
三
条
の
二
」
と
、


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
効
能
、
効
果
」
と


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


あ
る
の
は
「
効
果
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
「
販
売
し
、
授


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
医


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
つ
て
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
は
な


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は


三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登


一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二


録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十


十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」


」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項


と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十


若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」


含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と


と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一


三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二


項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第


十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条


二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
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の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号


の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る


項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三


も
の
と
す
る
。


条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
準
用
）


（
準
用
）


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


第
六
十
五
条
の
四


再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


三
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
、
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
各
号
」
と
、
第
五
十
三
条
中


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


「
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
五
条
の


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


」
と
、
「
性
能
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


基
準
を
定
め
て
指
定
し
た
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
定
め


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


ら
れ
た
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
性
能
」
と
、


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


第
五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
若
し
く
は
前
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十


三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ


三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一


第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の


十
四
第
一
項
の
認
定
」
と
、
「
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条


は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
二


第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
」
と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一


（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九


項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用


条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
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十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一


三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


項
若
し
く
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


く
は
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二


を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
」
と
、
第
五
十
六
条


、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し


の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二


の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の


十
三
の
認
証
を
受
け
な
い
で
、
又
は
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条


は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な


の
二
の
十
二
の
届
出
を
し
な
い
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五


い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と


又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
な
い
で
」
と
、
同
条
第
三
項
第


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の


と
す
る
。


二
十
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


（
販
売
、
製
造
等
の
禁
止
）


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


第
六
十
五
条
の
五


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
再
生
医
療
等
製
品
は


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
製
造
し
、
輸
入


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た


二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た


再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ
の
承
認


再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
性
状
、
品
質
又
は
性
能
が
そ
の
承
認


の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
八
項
（
第
二
十
三


の
内
容
と
異
な
る
も
の
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
（
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違


反
し
て
い
な
い
も
の
又
は
疾
病
の
治
療
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
再
生


反
し
て
い
な
い
も
の
又
は
疾
病
の
治
療
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
再
生


医
療
等
製
品
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を


医
療
等
製
品
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を


除
く
。
）


除
く
。
）


三
～
六


（
略
）


三
～
六


（
略
）


２
～
５


（
略
）


２
～
５


（
略
）


（
立
入
検
査
等
）


（
立
入
検
査
等
）


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


第
六
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八


し
く
は
製
造
業
者
、
医
療
機
器
の
修
理
業
者
、
第
十
八
条
第
八
項
、
第
十
八
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条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
六
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の


三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若


三
十
五
第
五
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若


し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条


し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
第
八
十
条


の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業


の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業


者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第


者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第


六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
四
項
若
し
く


）
、
第
十
三
条
の
二
の
二
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
四
項
若
し
く


は
第
十
九
項
、
第
十
四
条
の
三
第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第


は
第
十
五
項
、
第
十
四
条
の
三
第
三
項
、
第
十
四
条
の
九
、
第
十
七
条
、
第


十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第


十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第


十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項


十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
二
の
五
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
六
第
一
項


か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
七
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の


か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
の
七
、
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の


四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の


四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
三
条
の


二
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項


二
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項


、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二


、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
、
第
二


十
三
条
の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


十
三
条
の
二
の
十
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
か
ら
第


四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
の
二
（
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
（
第
四
十
条
の
三
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
二
（
第
四


十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一


十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
一


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五


第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項


第
二
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項


、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま


で
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条


で
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
、
第
二
十
三
条


の
四
十
二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を


の
四
十
二
、
第
四
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を


同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第


同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
、
第


四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の


四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
の


七
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五


七
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
五


第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若


第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
若
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し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十


し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
六
十
八
条
の
十


第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八


第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
十
一
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
六
十
八


条
の
十
六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項


条
の
十
六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項


ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第


ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第


五
項
若
し
く
は
第
十
一
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一


五
項
若
し
く
は
第
十
一
項
、
第
八
十
条
の
八
若
し
く
は
第
八
十
条
の
九
第
一


項
の
規
定
又
は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第


項
の
規
定
又
は
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第


七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二


七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二


条
の
八
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二


条
の
八
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二


第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必


第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に


働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に


、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
製
造
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


２


都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
三


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五


、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第


、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条


一
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二


の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及
び
第
八
十
一
条
の


及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の


二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


販
売
業
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と


売
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
第
五


い
う
。
）
が
、
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条


条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十


第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
、


若
し
く
は
第
四
項
、
第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一


第
八
条
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
（
第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び


一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用


第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十


）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お


条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
二
（
第
四
十
条
第
一
項
及
び


四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用


第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
第


）
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条


一
項
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の


、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て


七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お


十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条


十
八
条
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用


、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条


）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
四
ま
で
、
第
二
十


の
四
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の


九
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十
九
条


六
か
ら
第
二
十
九
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、


の
十
一
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
か
ら
第


第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま


三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
五
条
か


で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第


ら
第
三
十
六
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第


三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の


三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
三
十
九
条
の


二
、
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項


三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
四
、
第
四
十
条
の
五
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は


、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六


第
七
項
、
第
四
十
条
の
六
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は


条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十


第
四
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
の
二
（
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て


五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
、
第
六
十
八
条
の
五


、
第
六
十
八
条
の
五
第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の


第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
二
項
、
第
五
項


七
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六


若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項


十
八
条
の
十
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は


、
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


第
八
項
若
し
く
は
第
八
十
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、


八
十
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第


第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第


一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第


七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一


七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
命
令
を


項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が


遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で


は
、
当
該
販
売
業
者
等
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、


り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店


店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医


舗
、
事
務
所
そ
の
他
当
該
販
売
業
者
等
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
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療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り


生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若


、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し


し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他


く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


都
道
府
県
知
事
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事


３


都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第


、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
）
は
、
次
の
各
号
に


二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る


掲
げ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働


か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
地
域
連


省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、


携
薬
局
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
若
し
く
は
健
康
増
進
支
援
薬
局
（
以
下


薬
局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局
、
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
若
し
く
は
健
康


こ
の
章
に
お
い
て
「
地
域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。
）
の
開
設
者
が
第
六
条


増
進
支
援
薬
局
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
地
域
連
携
薬
局
等
」
と
い
う
。


の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
の


）
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


四
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
五
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に


る
。


必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
当
該
地
域
連


一


薬
局
開
設
者
が
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は


携
薬
局
等
の
開
設
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り


第
七
十
二
条
の
三
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め


必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
薬
局
若
し
く
は
地
域
連
携
薬
局


る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


当
該
薬
局
開
設
者


等
に
立
ち
入
り
、
そ
の
構
造
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検


二


地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者
が
第
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第


査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
又
は
第
七


る
。


十
二
条
第
五
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
基
づ
く
命
令
を
遵


守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


当
該
地
域
連
携
薬
局
等
の
開
設
者


４
～
９


（
略
）


４
～
９


（
略
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


（
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
四
条
の
二


（
略
）


第
七
十
四
条
の
二


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
第
十
四
条
、
第
二
十


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


の
承
認
を
与
え
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き


る
。


る
。
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一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


第
十
四
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
八
項
、
第
十
四
条
の
二
の


三


第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二


二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
、
第


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項


八
項
若
し
く
は
第
十
七
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


定
に
違
反
し
た
と
き
。


四
～
八


（
略
）


四
～
八


（
略
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


第
七
十
五
条
の
二
の
二


（
略
）


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


２


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
一


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


五
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


四
号
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


で
の
間
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


「
請
求
す
る
」
と
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
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十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
」
と


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る


、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項
第
三


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条


第
十
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
第
二


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


三
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
」
と


一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
四
項
」
と


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四


第
三
号
ハ
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
四


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


前
段
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


ハ
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


二
の
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
、


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
」
と
、
「


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
」


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
」
と
あ


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
あ
る


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


二
十
五
第
二
項
第
三
号
イ
」
と
、
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
二
号
」
と
、


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


同
条
第
二
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


用
す
る
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


の
は
「
請
求
す
る
」
と
、
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


三
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
」


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
八
項
、
第
十
四
条
の
二


と
、
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第


の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
、
第
八


二
の
六
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
又


項
若
し
く
は
第
十
七
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る


は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
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の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第


く
は
第
九
項
、
第
十
九
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十


十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い


八
項
、
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の


て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第


二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お


三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六


い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は


の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第


十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六


十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
七
項
又
は
第
二
十
三
条


条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項


第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く


の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は


は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項


「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第


」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の


第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」


六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二


の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
と
、
「
第
十


の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第


四
条
の
四
第
五
項
後
段
、
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九


十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は
第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条


第
四
項
後
段
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十


の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し


九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「


く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九


第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
若
し
く
は


に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十


第
十
四
条
の
六
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第


三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条


二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三


四
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条


二
十
九
第
四
項
後
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
、
「
第


の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六


十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の


条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十


三
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の


二
の
六
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て


二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十


準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十


項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
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十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の


一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二


三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三


十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
」
と
、


て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二


「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三


の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第


第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る


一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
の
二
の


の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第


五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と


読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定


の
取
消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
四


削
除


第
七
十
五
条
の
四


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十


三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該


当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
認
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り


消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項


又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い


て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。


二


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
三


条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者


の
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
、


医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所


に
お
い
て
そ
の
構
造
設
備
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
の
検


査
を
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
に


お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
忌
避
さ
れ
、
又


は
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
が
さ
れ
ず
、
若
し
く


は
虚
偽
の
答
弁
が
さ
れ
た
と
き
。
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三


次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に


応
じ
な
か
つ
た
と
き
。


四


こ
の
法
律
そ
の
他
薬
事
に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ


れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
。


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受


け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場


合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
命
じ
、
又
は
そ
の
改
善
を
行
う
ま
で
の
間
当
該
施


設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
あ
る
の
は
、


「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


３


第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
質
問
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
五


条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
等
の
登
録
の
取
消
し
等
）


（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
及
び
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
取


消
し
等
）


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三


第
七
十
五
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第


条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た


二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か


者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当


に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を


該
登
録
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


一


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項


一


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
第
十
三
条
の
三
の
二
第


、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の


一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
、


登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
求
め
た
場
合
に


要
な
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽


お
い
て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。


の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。


二


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
三


二


厚
生
労
働
大
臣
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
三


条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二


条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け


十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
の
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医


た
者
の
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医


薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
業
務
上
取
り


療
機
器
を
業
務
上
取
り
扱
う
場
所
に
お
い
て
そ
の
構
造
設
備
又
は
帳
簿
書


扱
う
場
所
に
お
い
て
そ
の
構
造
設
備
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
に
つ


類
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
の
検
査
を
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者


い
て
の
検
査
を
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
よ
う
と
し


に
質
問
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ


た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
忌
避


ら
れ
、
若
し
く
は
忌
避
さ
れ
、
又
は
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由


さ
れ
、
又
は
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
答
弁
が
さ
れ
ず


な
し
に
答
弁
が
さ
れ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
が
さ
れ
た
と
き
。
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、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
が
さ
れ
た
と
き
。


三


（
略
）


三


（
略
）


四


不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四


四


不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。


二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。


五


（
略
）


五


（
略
）


２


第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三


２


第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録


条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
五


を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る


第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二


。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す


条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の


る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、


は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機


「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製


器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は


品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ


医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医


い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は


薬
品
の
販
売
業
者
若
し
く
は
登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く


登
録
受
渡
業
者
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項


は
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者


の
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販


又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
第
一


売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の


二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造


登
録
を
受
け
た
者
」
と
、
「
そ
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
、
修
理
業
者


業
者
、
修
理
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与


、
薬
局
開
設
者
、
販
売
業
者
、
登
録
受
渡
業
者
又
は
貸
与
業
者
」
と
あ
る
の


業
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す


は
「
そ
の
者
」
と
、
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え


る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


る
も
の
と
す
る
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


（
許
可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
）


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


第
七
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
第
四
項
、
第


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


十
二
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
四
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
六
項
、
第
四
十
条
の


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


二
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
許
可
の
更
新
、
第
六
条
の
二


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
第
六
条
の
四
第
四
項
の
認
定
の
更


第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
五
項
、
第
六
条
の
四
第
四
項
、
第
十
三
条
の
三
第


新
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
、
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準


三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
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用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第


い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の


の
三
第
三
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


二
十
二
第
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二


含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に


十
三
条
の
二
十
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
の


お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四


更
新
又
は
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
（
第
二


す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
五
項
の
登
録
の
更
新


十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十


を
拒
も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し
、
そ
の
処
分
の
理


三
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
五
第
五
項
の
登
録
の
更
新
を
拒


由
を
通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な


も
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
に
対
し
、
そ
の
処
分
の
理
由
を


ら
な
い
。


通
知
し
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


（
手
数
料
）


（
手
数
料
）


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


第
七
十
八
条


次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
申
請
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


者
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
要
す
る


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。


な
い
。


一
～
三
の
二


（
略
）


一
～
三
の
二


（
略
）


四


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
申
請
す
る
者


四


第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
申
請
す
る
者


五


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
の
登
録


五


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
四
項
の
認
定


の
更
新
を
申
請
す
る
者


の
更
新
を
申
請
す
る
者


六


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
八
項
の
登
録


六


第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
八
項
の
認
定


の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
登
録
を
申
請
す
る
者


の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
を
申
請
す
る
者


（
削
る
）


六
の
二


第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
二


の
二
第
四
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
者


七


（
略
）


七


（
略
）


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


八


第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
八
項
（
第
十
九
条
の
二
第
六


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項


十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（


。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
第
十
四
条
の
三
第
二


第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条


項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十


の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
又
は
第
十
四


九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
又
は
第


条
第
七
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
四
条
第
七
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


）
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


む
。
）
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


八
の
二


第
十
四
条
第
二
十
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


（
新
設
）


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


八
の
三
～
十
九


（
略
）


八
の
二
～
十
九


（
略
）


二
十


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
を
申
請
す
る
者


二
十


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
申
請
す
る
者


二
十
一


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


二
十
一


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
二
第
四
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
者


の
二
十
二
第
四
項
の
認
定
の
更
新
を
申
請
す
る
者


二
十
二


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


二
十
二


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条


の
二
十
二
第
八
項
の
登
録
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
登
録
を
申
請
す
る


の
二
十
二
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
を
申
請
す
る


者


者


二
十
三


（
略
）


二
十
三


（
略
）


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条


二
十
四


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
第
二
十
三
条


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
項
（


条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第


第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若


八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


し
く
は
第
十
七
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る


。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
八


場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
第
二
十
三


第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


条
の
二
十
八
第
二
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る


。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す


む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


二
十
四
の
二


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
九
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七


（
新
設
）


第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す


る
者


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


二
十
五
～
二
十
九


（
略
）


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用


２


機
構
が
行
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八


す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条


十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
十
四
条
の
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の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び


二
の
三
第
一
項
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用


第
十
九
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い


。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
第
十
九
条
の
四


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
等
審
査
等
、
第
十
四
条
の
七
の
二


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第


第
八
項
（
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、


一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
第
二
十


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三


び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
機
器
等
審
査
等
、


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


の
医
療
機
器
等
審
査
等
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い


。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九


十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
、
第
二
十
三
条
の
十
八


項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確


第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
第
八
十
条


認
、
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
基
準
適
合
性
認
証
、
第
二
十
三
条
の
二


第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二


十
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九
項
に
お


十
七
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
か
ら


（
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


第
七
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


査
等
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
又
は
第
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す


該
調
査
、
医
薬
品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性


る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
調
査
、
医
薬


認
証
又
は
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令


品
等
審
査
等
、
確
認
、
医
療
機
器
等
審
査
等
、
基
準
適
合
性
認
証
又
は
再
生


で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


医
療
等
製
品
審
査
等
に
要
す
る
実
費
の
額
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の


手
数
料
を
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


（
略
）


３


（
略
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


（
動
物
用
医
薬
品
等
）


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


第
八
十
三
条


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


治
験
使
用
薬
物
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二
条
第


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


十
五
項
、
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ロ
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項


第
六
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項


、
第
八
条
の
二
第
五
項
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及


、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項


び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三


ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及
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十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定


び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含


を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七


む
。
）
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
五
項
、
第
七


十
二
条
第
五
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七


十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
五
の
三
、
第


十
五
条
の
五
の
三
、
第
七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七


七
十
五
条
の
五
の
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七


項
及
び
第
八
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項


十
五
条
の
五
の
六
、
第
七
十
五
条
の
五
の
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の


、
第
七
十
五
条
の
五
の
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条


八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
九
第
四
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
及


の
五
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び


び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条


第
三
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十


の
五
の
十
四
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
五
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
六
第
一


五
条
の
五
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七


項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
七
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
八
、


十
五
条
の
五
の
十
八
、
第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二


第
七
十
五
条
の
五
の
十
九
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
、
第
七
十
六
条
の
四
、


、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七


第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及


十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条


び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十


の
八
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び


六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
一
条
の
四
を


に
第
八
十
一
条
の
四
を
除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農


除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「


林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」


厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か


と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動


ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一


物
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を


項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区


区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
五
項
及


長
。
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項


び
第
六
項
、
第
七
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項


、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
（
第
三


並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る


）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る


）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三


場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」


項
第
六
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医


と
、
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品


薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
そ
の


及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
指
導


適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る


医
薬
品
（
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の
対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授


こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議


与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
要
指
導
医
薬
品
と
し
て
、
厚
生
労
働
大


会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
要
指
導
医
薬


臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
以
下
「
特


品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬


定
要
指
導
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ


品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
八


る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省


条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る


令
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣


動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
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医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
（
保
健


条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡


所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
市
又
は
特
別
区
。
第
七
項
に


医
薬
品
（
医
薬
品
の
う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
動
物
の
身
体
に


お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
都


対
す
る
作
用
が
著
し
く
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に


道
府
県
知
事
（
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区


規
定
す
る
登
録
受
渡
店
舗
に
お
け
る
適
切
な
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
と
認
め


域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府


ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
と
、
同
項
第
二


県
知
事
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、


号
イ
中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と


「
厚
生
労
働
大
臣
（
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区


、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
。


、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に


次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」


係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に


と
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
九
項
第
四
号


、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る


に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
（
医
薬
品


動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ


の
う
ち
、
そ
の
効
能
及
び
効
果
に
お
い
て
動
物
の
身
体
に
対
す
る
作
用
が
著


い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質


し
く
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
受


（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に


渡
店
舗
に
お
け
る
適
切
な
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し


残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に


て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
次
の
⑴


係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康


又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二


を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し


項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る


て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
十
項
第
二
号
及
び


と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、


第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五


そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一


有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林


号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療


水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留
性
（


上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号


医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化


及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「


学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を


若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請


い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の


に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対


肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が


象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動


生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な


物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も


い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
十
項
第
二
号
及
び
第
十
二
項
、
第
十


の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項


四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
第
二
号
及


中
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し


び
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十


く
は
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第


三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は


一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条


「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
四
条
の


の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
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二
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、


び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と


「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法


あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第


に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て


一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ


の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の


る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該


他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る


変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が


お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
六
項
中
「
同
号
ロ
中
「


有
す
る
対
象
動
物
に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係


医
薬
品
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
中
「
医
薬
品
若
し
く
は
」
と
、
第
十


る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を


四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第


損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て


二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都


第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の


道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ


二
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物


て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は


の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中


授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市


「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
る


又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、


の
は
「
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
又
は
当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
計
画
に
係
る


第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五


使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物


条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第


に
つ
い
て
の
残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉


二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第


、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生


三
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る


産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い


の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又


と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬


は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対


局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造


象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な


し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で


う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二


あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区


の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有


域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一


す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い


方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ


て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
十


の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ


五
第
二
項
第
三
号
ロ
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十


る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又


三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は


は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十


」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
申
請
に
係
る
使


一
条
、
第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見


用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳


出
し
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一


そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ


般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都


れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三


道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
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号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ


の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項
及
び


る
の
は
「
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
変
更
計
画
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用


第
七
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び


さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供


第
六
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の


さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る


は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医


こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品


薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
五
号
中


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六


「
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品


条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第
五


」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二


項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


十
九
条
の
五
第
三
項
第
四
号
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
第
一


あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ


号
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と


の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
二
十


中
「
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品


八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第


」
と
、
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農


二
十
九
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知


林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以


事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用


外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二


医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
要
指
導
医
薬
品


類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬


（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「


品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品


医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
五
第
三


」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ


項
第
四
号
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
五
十


る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の


七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗


営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場


受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
次
の
⑴
又
は


合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条


⑵
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
受
渡
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六


の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、


条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指


第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬


定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」
と


品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「


、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び
第


処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に


三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第


あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る


一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六


の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処


条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品


方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号


」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
営
業
所
の
所
在
地


及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、


が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、


第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は


市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お


「
要
指
示
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第


い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見


一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
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出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第


医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条


一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又


か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条


は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
八
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三


ま
で
及
び
第
五
十
七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四


十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬


条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二


品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の


の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の


は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
五
十
九
条


は
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九


第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二


若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と


項
中
「
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品


、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医


以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第


薬
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み


二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ


替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中


以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
七
条


「
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者


ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十


又
は
管
理
者
に
よ
り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条


七
条
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の


中
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五


二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若


十
五
条
の
二
ま
で
」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、


し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
若


第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十


し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十


七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の


三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
第


十
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ


二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
そ
の
他
の
厚


る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十


生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る


四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項


の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
消
費
者
の


第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八


生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
よ


条
の
二
の
八
第
二
項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六


り
当
該
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
、
第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
五
条


十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理


の
二
ま
で
及
び
第
五
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
の
二
ま
で


医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く


」
と
、
「
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、


。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録


第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は


受
渡
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の


「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
、
「
第


区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第


十
四
条
の
九
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十


七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、


三
条
の
二
の
十
二
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項


第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一


第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み


項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二
及


替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
る
」
と
、
第
六
十
八
条
の
二
の
八
第
二


び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事


項
中
「
医
学
医
術
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
学
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中


」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三
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「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し


第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を


く
は
管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
若


設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県


し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
、
登
録
受
渡
店
舗
又
は
営


知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置


業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合


す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条


に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項


の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七
条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象


、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
三


者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物
」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と


、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第


す
る
。


一
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
三
の
二


及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知


事
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ


つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の


区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項


、
第
七
十
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三


の
三
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区


の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第


一
項
中
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の


は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
、
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
七


条
の
三
及
び
第
七
十
七
条
の
四
中
「
対
象
者
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
の
動
物


」
と
、
「
人
数
」
と
あ
る
の
は
「
数
」
と
す
る
。


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


第
八
十
七
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


第
十
四
条
第
十
九
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


二


第
十
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


三
～
八


（
略
）


三
～
八


（
略
）


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


九


第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。


十
～
十
七


（
略
）


十
～
十
七


（
略
）
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○


医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め


る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


目
次


目
次


第
一
章
～
第
四
章


（
略
）


第
一
章
～
第
四
章


（
略
）


第
五
章


医
療
提
供
体
制
の
確
保


第
五
章


医
療
提
供
体
制
の
確
保


第
一
節
～
第
五
節


（
略
）


第
一
節
～
第
五
節


（
略
）


第
六
節


公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
）


第
六
節


公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
八
条
）


第
七
節


適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
医
薬
品
の
供
給
の
確
保
（
第


（
新
設
）


三
十
六
条
―
第
三
十
八
条
の
七
）


第
六
章
～
第
九
章


（
略
）


第
六
章
～
第
九
章


（
略
）


附
則


附
則


第
七
節


適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
医
薬
品
の
供
給
の
確
保


（
新
設
）


第
三
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の


第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で


削
除


品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
七
項
に


規
定
す
る
特
定
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
供
給
が


不
足
し
、
又
は
そ
の
特
定
医
薬
品
の
需
給
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
か
ら
合
理


的
に
判
断
し
て
、
そ
の
供
給
が
不
足
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た


め
、
適
切
な
医
療
の
提
供
が
困
難
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
生
命
及
び


健
康
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
製
造
販
売
業
者


（
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を


い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
製
造
業
者
（
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
医
薬
品
の


製
造
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
卸
売
販
売
業
者
（


同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
卸
売
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
第


三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
当
該
特
定


医
薬
品
又
は
代
替
薬
（
同
法
第
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
代
替
薬
を
い
う
。
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以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
増
産
、
販
売
の
調
整
そ
の
他
の
当
該
特


定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
を
必
要
と
す
る
医
療
提
供
施
設
に
対
す
る
当
該
特
定


医
薬
品
又
は
代
替
薬
の
提
供
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が


で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
薬
局
開
設
者
（
医
薬


品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律


第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
薬
局
開
設
者
を
い
う
。
）
又
は
病
院
若
し
く
は
診


療
所
の
開
設
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
調
剤
又
は
処
方
に
関
す
る
配
慮


そ
の
他
の
当
該
特
定
医
薬
品
又
は
代
替
薬
を
必
要
と
す
る
者
に
対
す
る
医
療


の
提
供
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
七
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
供
給
確
保
医
薬
品
及
び
そ
の
製
造
に
必
要


不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
原
料
又
は
材
料
（
以
下
「
供
給
確
保
医
薬
品


等
」
と
い
う
。
）
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
指
針
（
以
下
「


安
定
供
給
確
保
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。


２


安
定
供
給
確
保
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と


す
る
。


一


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
方


向
二


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の


施
策
に
関
す
る
事
項


三


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
製
造
又


は
輸
入
に
関
す
る
事
項


四


そ
の
他
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
関
す
る
重
要


事
項


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
安
定
供
給
確
保
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し


た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。


４


第
一
項
の
「
供
給
確
保
医
薬
品
」
と
は
、
特
定
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
次
に


掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
、
そ
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
必
要
性
が
高


い
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指


定
す
る
も
の
を
い
う
。
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一


そ
の
用
途
に
係
る
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
の
病
状
の
程
度


二


当
該
特
定
医
薬
品
と
代
替
性
の
あ
る
特
定
医
薬
品
又
は
治
療
方
法
の
有


無
三


そ
の
製
造
に
要
す
る
特
別
の
技
術
の
有
無
、
原
料
又
は
材
料
の
供
給
事


情
そ
の
他
の
製
造
又
は
供
給
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
事
項


四


そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項


第
三
十
八
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
（
前
条
第
四
項
に


規
定
す
る
供
給
確
保
医
薬
品
の
う
ち
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し


、
そ
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、


厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い


う
。
）
及
び
そ
の
製
造
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
原
料
又
は
材


料
（
以
下
「
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
製
造
の


状
況
そ
の
他
の
状
況
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
供
給
が
不
足
す
る
蓋


然
性
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
供
給
が
不
足
し
た
場
合
に
は
、
適
切
な
医
療
の


提
供
が
困
難
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響


を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品


等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し


て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬


品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す


る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
」
と
い
う
。


）
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が


で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
態
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し


た
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て


、
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
（
次
項
の
規
定
に
よ
る
変
更


の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て


同
じ
。
）
を
変
更
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る


こ
と
が
で
き
る
。


３


前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販
売
業
者
又
は
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製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
を
変
更
し
た
と


き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
し
た
事
項
を
厚
生


労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販


売
業
者
又
は
製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に


沿
つ
て
当
該
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の


供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
わ
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業


者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た


と
き
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当


な
理
由
が
な
く
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
沿
つ
て
当
該


供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の


発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
つ
て
い
な
い
と
認
め
る


と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
二


厚
生
労
働
大
臣
は
、
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
に
つ
い
て


（
新
設
）


、
需
要
の
増
加
又
は
製
造
数
量
の
減
少
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
現
に
そ
の


供
給
が
不
足
し
、
又
は
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
需
給
の
状
況
そ
の
他
の


状
況
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
供
給
が
不
足
す
る
蓋
然
性
が
特
に
高


く
、
か
つ
、
そ
の
供
給
の
不
足
に
よ
り
、
適
切
な
医
療
の
提
供
が
困
難
に
な


り
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認


め
る
と
き
は
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造


業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る


と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
又
は
輸
入
に
関
す


る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
等
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し


、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
態
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要


が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し


た
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て


、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
（
次
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
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つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を


変
更
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き


る
。


３


前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販
売
業
者
又
は


製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
厚
生


労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
し
た
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に


届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４


第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
届
出
を
し
た
製
造
販


売
業
者
又
は
製
造
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
に
沿
つ
て
当
該


製
造
等
計
画
に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
又
は
輸
入
を
行
わ
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業


者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た


と
き
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
が
正
当


な
理
由
が
な
く
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
に
沿
つ
て
当
該
製
造
等
計
画


に
係
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
を
行
つ
て
い
な
い


と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
三


国
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


（
新
設
）


指
示
に
従
つ
て
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防


止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
う
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
及
び
前


条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
重
要
供
給
確
保
医
薬


品
等
の
製
造
又
は
輸
入
を
行
う
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
、
必


要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
四


供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
又
は


（
新
設
）


卸
売
販
売
業
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
安
定
供
給
確
保
指


針
に
即
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
給
確
保
医
薬


品
等
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
又
は
授
与
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
厚
生


労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
八
条
の
五


厚
生
労
働
大
臣
は
、
供
給
確
保
医
薬
品
等
に
つ
い
て
、
製


（
新
設
）


造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
対
し
、


安
定
供
給
確
保
指
針
に
即
し
て
、
当
該
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の


発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
八
条
の
六


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
八
条
の
二


（
新
設
）


の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者


に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
当
該


職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り


、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


第
六
条
の
二
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る


立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


第
三
十
八
条
の
七


厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
医
薬
品
の
需
給
状
況
を
把
握
す


（
新
設
）


る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す


る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
情
報
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情


報
（
次
項
に
お
い
て
「
医
薬
品
調
剤
等
情
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
調
査


及
び
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


２


社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五


項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
前
項
の
調
査
及
び
分
析
の


用
に
供
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
有
す
る
医
薬


品
調
剤
等
情
報
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。


第
八
十
七
条
の
二


第
三
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、


（
新
設
）


若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨


げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万


円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の


第
八
十
九
条


次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の


罰
金
に
処
す
る
。


罰
金
に
処
す
る
。
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一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指


（
新
設
）


示
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
か
つ
た
者


五


第
三
十
八
条
第
三
項
又
は
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し


（
新
設
）


て
、
届
出
を
し
な
か
つ
た
者


第
九
十
条


法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の


第
九
十
条


法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の


他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
八
十
七
条
、
第
八


他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
八
十
七
条
又
は
前


十
七
条
の
二
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ


条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は


か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。


人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
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○


麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で


定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
製
造
）


（
製
造
）


第
二
十
条


麻
薬
製
造
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
（
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等


第
二
十
条


麻
薬
製
造
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
（
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等


を
除
く
。
以
下
こ
の
節
（
第
二
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。


を
除
く
。
以
下
こ
の
節
（
第
二
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。


）
を
製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り


）
を
製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り


で
な
い
。


で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
四
第
一
項
（
同
法


二


大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
四
第
一
項
（
同
法


第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け


第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け


た
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
又
は
第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
が
大
麻


た
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
又
は
第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
が
大
麻


草
の
加
工
の
過
程
に
お
い
て
麻
薬
（
別
表
第
一
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十


草
の
加
工
の
過
程
に
お
い
て
麻
薬
（
別
表
第
一
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十


三
号
に
掲
げ
る
物
に
限
る
。
第
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
並
び
に
第
二
十


三
号
に
掲
げ
る
物
に
限
る
。
第
二
十
四
条
第
一
項
第
五
号
並
び
に
第
二
十


八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
製
造
す
る
場
合


八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
製
造
す
る
場
合


２


（
略
）


２


（
略
）


（
譲
渡
し
）


（
譲
渡
し
）


第
二
十
四
条


麻
薬
営
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


第
二
十
四
条


麻
薬
営
業
者
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
が
、
麻
薬
（
そ
の
使
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上


（
新
設
）


の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
回
収
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
限
る


。
次
号
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
一
項
た
だ
し


書
に
お
い
て
「
要
回
収
麻
薬
」
と
い
う
。
）
を
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬
製


剤
業
者
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ
の


他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合


三


麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
が
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬


（
新
設
）
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製
剤
業
者
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ


の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合


四
～
八


（
略
）


二
～
六


（
略
）


２


前
項
た
だ
し
書
（
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。


２


前
項
た
だ
し
書
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の


）
の
規
定
は
、
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
麻
薬
が
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第


規
定
は
、
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
麻
薬
が
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項


三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、


若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
又
は


又
は
麻
薬
処
方
箋
が
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交


麻
薬
処
方
箋
が
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ


付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。


れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。


３
～
７


（
略
）


３
～
７


（
略
）


８


麻
薬
元
卸
売
業
者
は
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
及
び
麻
薬
卸
売
業
者
以
外
の
者


８


麻
薬
元
卸
売
業
者
は
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
及
び
麻
薬
卸
売
業
者
以
外
の
者


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め


る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


９


麻
薬
卸
売
業
者
は
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府


９


麻
薬
卸
売
業
者
は
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府


県
（
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
よ
る
麻
薬
の
出
荷
の
停
止
又
は


県
の
区
域
内
に
あ
る
麻
薬
卸
売
業
者
、
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
診
療
施
設
の


制
限
そ
の
他
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
保
健
衛
生
上


開
設
者
及
び
麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
以
外
の
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は


の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
場
合
そ
の


な
ら
な
い
。


他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬


業
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
）
の
区
域


内
に
あ
る
麻
薬
卸
売
業
者
、
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
及


び
麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
以
外
の
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


。
た
だ
し
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬
製
剤
業
者
又
は
麻
薬
元


卸
売
業
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ


の
限
り
で
な
い
。


（
略
）


（
略
）


10


10


麻
薬
小
売
業
者
は
、
麻
薬
処
方
箋
（
第
二
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の


麻
薬
小
売
業
者
は
、
麻
薬
処
方
箋
（
第
二
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の


11


11


規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
所
持
す
る
者
以
外
の
者


規
定
に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
所
持
す
る
者
以
外
の
者


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
要
回
収
麻
薬
を
麻
薬
製
造


に
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


業
者
、
麻
薬
製
剤
業
者
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
に
譲
り
渡


す
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
略
）


（
略
）


12


12
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（
証
紙
に
よ
る
封
か
ん
）


（
証
紙
に
よ
る
封
か
ん
）


、
、


、
、


第
三
十
条


（
略
）


第
三
十
条


（
略
）


２


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
封


２


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
封


が
施
さ
れ
て
い
る
ま
ま
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


が
施
さ
れ
て
い
る
ま
ま
で
な
け
れ
ば
、
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。


た
だ
し
、
麻
薬
元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
が
、
第
二
十
四
条
第
八
項


た
だ
し
書
又
は
第
九
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は


、
こ
の
限
り
で
な
い
。


３


麻
薬
施
用
者
又
は
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
封
が
施
さ


３


麻
薬
施
用
者
又
は
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
封
が
施
さ


れ
て
い
る
ま
ま
、
麻
薬
を
交
付
し
、
又
は
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


れ
て
い
る
ま
ま
、
麻
薬
を
交
付
し
、
又
は
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い


。
た
だ
し
、
麻
薬
小
売
業
者
が
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
の
規
定


。


に
よ
り
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


４


（
略
）


４


（
略
）


（
容
器
及
び
被
包
の
記
載
）


（
容
器
及
び
被
包
の
記
載
）


第
三
十
一
条


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容
器
及


第
三
十
一
条


麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
容
器
及


び
容
器
の
直
接
の
被
包
に
「
○麻
」
の
記
号
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ


び
容
器
の
直
接
の
被
包
に
「
○麻
」
の
記
号
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ


れ
て
い
る
麻
薬
以
外
の
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
麻
薬


れ
て
い
る
麻
薬
以
外
の
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二


元
卸
売
業
者
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
が
第
二
十
四
条
第
八
項
た
だ
し
書
又
は
第


十
四
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、


九
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
及
び
同
条
第
十
項
の


こ
の
限
り
で
な
い
。


規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い


。一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


（
麻
薬
取
締
官
及
び
麻
薬
取
締
員
）


（
麻
薬
取
締
官
及
び
麻
薬
取
締
員
）


第
五
十
四
条


（
略
）


第
五
十
四
条


（
略
）


２
～
４


（
略
）


２
～
４


（
略
）


５


麻
薬
取
締
官
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
麻
薬
取
締
員
は


５


麻
薬
取
締
官
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
麻
薬
取
締
員
は


、
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
こ
の
法
律
、
大
麻
草
の
栽
培
の


、
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
こ
の
法
律
、
大
麻
草
の
栽
培
の


規
制
に
関
す
る
法
律
、
あ
へ
ん
法
、
覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律


規
制
に
関
す
る
法
律
、
あ
へ
ん
法
、
覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律


第
二
百
五
十
二
号
）
若
し
く
は
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不


第
二
百
五
十
二
号
）
若
し
く
は
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
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正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取


正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取


締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
違
反


締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
違
反


す
る
罪
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
違
反
す
る
罪
（
医
薬
品
医
療
機


す
る
罪
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
違
反
す
る
罪
（
医
薬
品
医
療
機


器
等
法
第
八
十
三
条
の
九
、
第
八
十
四
条
第
九
号
（
名
称
、
形
状
、
包
装
そ


器
等
法
第
八
十
三
条
の
九
、
第
八
十
四
条
第
九
号
（
名
称
、
形
状
、
包
装
そ


の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
か
ら
み
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
か
ら
み
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条


十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条


の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の


の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
外
国
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し


二
十
三
の
認
証
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
外
国
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し


、
若
し
く
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
（
配


、
若
し
く
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
（
配


置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て


置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て


い
る
医
薬
品
と
誤
認
さ
せ
る
物
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く


い
る
医
薬
品
と
誤
認
さ
せ
る
物
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く


は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限


は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限


る
。
）
、
第
十
九
号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に


る
。
）
、
第
十
九
号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に


係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
（
医
薬
品
医
療
機
器


係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
（
医
薬
品
医
療
機
器


等
法
第
七
十
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


等
法
第
七
十
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
係
る
部
分
に
限
る
。


第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
係
る
部
分
に
限
る
。


）
及
び
第
二
十
八
号
、
第
八
十
五
条
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
、
第
八


）
及
び
第
二
十
八
号
、
第
八
十
五
条
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
、
第
八


十
六
条
第
一
項
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
並
び
に
第
八
十
七
条
第
十
三


十
六
条
第
一
項
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
並
び
に
第
八
十
七
条
第
十
三


号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
（
医
薬
品
医


号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
（
医
薬
品
医


療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
該
当
す


療
機
器
等
法
第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
模
造
に
係
る
医
薬
品
に
該
当
す


る
疑
い
の
あ
る
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一


る
疑
い
の
あ
る
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一


項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
五
号
（
以
下
こ
の
項
に
お
い


項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
五
号
（
以
下
こ
の
項
に
お
い


て
「
第
八
十
三
条
の
九
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
九
十
条
（
第
八


て
「
第
八
十
三
条
の
九
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
九
十
条
（
第
八


十
三
条
の
九
等
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
限
る
。
）
、
刑
法


十
三
条
の
九
等
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
限
る
。
）
、
刑
法


（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
編
第
十
四
章
に
定
め
る
罪
又
は
麻


（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
編
第
十
四
章
に
定
め
る
罪
又
は
麻


薬
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
に
よ
り
犯
さ
れ
た
罪
に
つ
い
て
、
刑


薬
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
に
よ
り
犯
さ
れ
た
罪
に
つ
い
て
、
刑


事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警


事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警


察
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。


察
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。


６
～
８


（
略
）


６
～
８


（
略
）
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○


薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で


定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
表
示
）


（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
表
示
）


第
二
十
五
条


薬
剤
師
は
、
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
薬
剤
の
容
器


第
二
十
五
条


薬
剤
師
は
、
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
薬
剤
の
容
器


又
は
被
包
に
、
処
方
箋
に
記
載
さ
れ
た
患
者
の
氏
名
、
用
法
、
用
量
そ
の
他


又
は
被
包
に
、
処
方
せ
ん
に
記
載
さ
れ
た
患
者
の
氏
名
、
用
法
、
用
量
そ
の


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、


他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る


法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等


法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務


（
同
条
に
規
定
す
る
特
定
調
剤
業
務
を
い
う
。
次
条
及
び
第
二
十
八
条
第
二


項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
調
剤
業
務
に
つ
い
て
は


、
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
情
報
の
提
供
及
び
指
導
）


（
情
報
の
提
供
及
び
指
導
）


第
二
十
五
条
の
二


薬
剤
師
は
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
販


第
二
十
五
条
の
二


薬
剤
師
は
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使
用
の
た
め
、
販


売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
と
き
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
九
条
の


売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
し
た
と
き
は
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当


五
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務
と
し
て
調
剤
し
た
と
き
を
除


た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知


く
。
）
は
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当
た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要


見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


な
情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。


２


薬
剤
師
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使


２


薬
剤
師
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
調
剤
し
た
薬
剤
の
適
正
な
使


用
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
九
条
の


用
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
患
者
の
当
該
薬
剤
の
使
用
の


五
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に


状
況
を
継
続
的
か
つ
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看


は
、
患
者
の
当
該
薬
剤
の
使
用
の
状
況
を
継
続
的
か
つ
的
確
に
把
握
す
る
と


護
に
当
た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬


と
も
に
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当
た
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要
な


学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


情
報
を
提
供
し
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。
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（
処
方
箋
の
保
存
）


（
処
方
せ
ん
の
保
存
）


第
二
十
七
条


薬
局
開
設
者
は
、
当
該
薬
局
で
調
剤
済
み
と
な
つ
た
処
方
箋
を


第
二
十
七
条


薬
局
開
設
者
は
、
当
該
薬
局
で
調
剤
済
み
と
な
つ
た
処
方
せ
ん


、
調
剤
済
み
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


を
、
調
剤
済
み
と
な
つ
た
日
か
ら
三
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
調
剤
録
）


（
調
剤
録
）


第
二
十
八
条


（
略
）


第
二
十
八
条


（
略
）


２


薬
剤
師
は
、
薬
局
で
調
剤
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


２


薬
剤
師
は
、
薬
局
で
調
剤
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
調
剤
録
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば


ろ
に
よ
り
、
調
剤
録
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る


な
ら
な
い
。


委
託
に
係
る
特
定
調
剤
業
務
と
し
て
調
剤
し
た
と
き
は
、
当
該
調
剤
に
つ
い


て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


３


薬
局
開
設
者
は
、
第
一
項
の
調
剤
録
を
、
最
終
の
記
入
の
日
か
ら
五
年
間


３


薬
局
開
設
者
は
、
第
一
項
の
調
剤
録
を
、
最
終
の
記
入
の
日
か
ら
三
年
間


、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○


国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


附


則


附


則


（
研
究
所
の
行
う
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
の
支
援
等
の
業
務
）


第
十
七
条


研
究
所
は
、
第
十
五
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る


（
新
設
）


業
務
の
ほ
か
、
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
業
務
を
行
う


。一


革
新
的
な
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第


三
項
に
お
い
て
「
革
新
的
な
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
の
実
用
化
の
た
め


の
研
究
開
発
に
必
要
な
相
当
の
規
模
の
施
設
又
は
設
備
を
整
備
し
、
革
新


的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
に
取
り
組
む
者
の
共
用
に
供
す
る
こ
と
等
に
よ


り
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
の
た
め
の
交
流
、
連
携
等
の
機
会
を
提


供
す
る
事
業
そ
の
他
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
に
取
り
組
む
者
に
対


し
当
該
実
用
化
に
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業


を
行
う
者
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
革
新
的
医
薬
品
等
実


用
化
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
の


交
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
。


二


前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。


２


研
究
所
は
、
第
十
五
条
並
び
に
附
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定


す
る
業
務
の
ほ
か
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
業
務
を


行
う
。


一


後
発
医
薬
品
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医


薬
品
の
う
ち
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲


げ
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同


一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
医
薬
品
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条


第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
定
医
薬
品
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
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厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
二
十


四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
（
他
に
委
託
し
て
行
う
場
合
及


び
他
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同


じ
。
）
を
行
う
者
（
以
下
「
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。


）
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
製
造
を
行
う
品
目
の
製
造
の
工
程
と
他
の
後
発
医


薬
品
製
造
販
売
業
者
等
が
製
造
を
行
う
品
目
の
製
造
の
工
程
の
統
合
そ
の


他
の
後
発
医
薬
品
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
製
造
の
基
盤
の
整


備
に
関
す
る
措
置
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
製


造
基
盤
整
備
措
置
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
に
対
し
、
当
該
製
造
基
盤


整
備
措
置
に
必
要
な
資
金
の
交
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
。


二


前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。


３


前
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
は
、
次
条
第
一
項
又
は
附
則
第
二
十
四
条
第


一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。


４


第
一
項
及
び
第
二
項
の
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
研
究
所
に
係


る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
厚
生
労
働
大
臣
と
す
る
。


５


第
一
項
及
び
第
二
項
の
業
務
は
、
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に


つ
い
て
は
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
と
み
な
す
。


（
事
業
の
認
定
）


第
十
八
条


革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号


（
新
設
）


の
規
定
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場


合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
厚
生
労
働
大


臣
に
提
出
し
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
業
務
の
対
象
と
す
る


こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


二
以
上
の
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
事
業
者
が
そ
の
事
業
を
共
同
し


て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
革
新
的
医
薬
品
等
実


用
化
支
援
事
業
者
は
共
同
し
て
前
項
の
申
請
書
を
作
成
し
、
同
項
の
認
定
を


受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、


当
該
申
請
に
係
る
事
業
が
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中


長
期
目
標
に
お
い
て
定
め
る
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
対
象
と
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な
る
事
業
の
基
準
に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
中
長
期
目
標
に
お
い
て


定
め
る
当
該
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
照
ら
し
て


こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
実
用
化
の
た
め
の
支
援
を
促


進
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
認
定
を
す
る
も


の
と
す
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
が
前
項
の
基
準
に
適


合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
当
該
事
業


が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す


こ
と
が
で
き
る
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
研
究
所


に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た


と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）


第
十
九
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
条
第
四
項
の
規


（
新
設
）


定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
設
置
）


第
二
十
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
複


（
新
設
）


数
年
度
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
年
度
の
所
要
額
を
あ
ら
か
じ
め
見
込


み
難
く
、
弾
力
的
な
支
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
段
の
事
情
が
あ


り
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
複
数
年
度
に
わ
た
る
財
源
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が


そ
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限


る
。
）
及
び
当
該
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の


基
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
革
新
的
医
薬
品
等
実
用


化
支
援
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
次
項
の


規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
及
び
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基


金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額


の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。


２


政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
研
究
所
に
対
し
、
革
新
的
医
薬
品
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等
実
用
化
支
援
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の


他
の
収
入
金
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す


る
。


４


研
究
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金


を
設
け
た
場
合
に
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
係
る
業
務
に


つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。


）
の
規
定
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用


す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託


」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み


替
え
る
も
の
と
す
る
。


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
の
額
が
革
新
的


医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
係
る
業
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照


ら
し
て
過
大
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
速
や
か
に
、
交


付
を
受
け
た
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
充
て
る
補
助
金
の
全
部


又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と


す
る
。


７


前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
の
手
続
及
び
そ
の
帰
属
す
る
会
計
そ


の
他
国
庫
納
付
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


８


研
究
所
は
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
お


い
て
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
政
令


で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。


９


第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に


違
反
し
て
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基
金
を
運
用
し
た
と
き
は
、
そ
の


違
反
行
為
を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。


（
国
会
へ
の
報
告
等
）


第
二
十
一
条


研
究
所
は
、
毎
事
業
年
度
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
基


（
新
設
）


金
に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六







- 233 -


月
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き


は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）


第
二
十
二
条


補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規


（
新
設
）


定
（
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り


研
究
所
が
交
付
す
る
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同


法
（
第
二
条
第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
各
省
各
庁
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研


究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
「
各
省
各
庁
の
長
」


と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
理


事
長
」
と
、
同
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九


条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
三
十
三
条
中
「
国
」
と
あ


る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
同


法
第
十
四
条
中
「
国
の
会
計
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医


薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る


。（
残
余
財
産
の
処
理
の
特
例
）


第
二
十
三
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


（
新
設
）


令
和
十
八
年
四
月
一
日
以
後
も
、
附
則
第
二
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
納


付
金
の
納
付
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
納
付
金
の
納
付
の
事
務
を
行


う
こ
と
が
で
き
る
。


（
製
造
基
盤
整
備
措
置
の
認
定
）


第
二
十
四
条


後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第


（
新
設
）


一
号
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
製
造
基
盤
整
備
措
置
を
行
お
う
と
す
る


場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
厚
生
労
働


大
臣
に
提
出
し
、
当
該
製
造
基
盤
整
備
措
置
に
つ
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
業


務
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る


。
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２


二
以
上
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
が
そ
の
製
造
基
盤
整
備
措
置
を


共
同
し
て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
後
発
医
薬
品


製
造
販
売
業
者
等
は
共
同
し
て
前
項
の
申
請
書
を
作
成
し
、
同
項
の
認
定
を


受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、


当
該
申
請
に
係
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項


に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
に
お
い
て
定
め
る
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号


に
掲
げ
る
業
務
の
対
象
と
な
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
の
基
準
に
適
合
し
て
お


り
、
か
つ
、
当
該
中
長
期
目
標
に
お
い
て
定
め
る
当
該
業
務
の
実
施
に
関
し


必
要
な
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
照
ら
し
て
当
該
製
造
基
盤
整
備
措
置
に
係
る


後
発
医
薬
品
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
促
進
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と


認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
前


項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い


の
に
当
該
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と


き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。


５


厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
研
究
所


に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た


と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）


第
二
十
五
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
条
第
四
項
の


（
新
設
）


規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議


し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
公
正
取
引
委
員
会
と
の
関
係
）


第
二
十
六
条


厚
生
労
働
大
臣
は
、
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
し
よ


（
新
設
）


う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
に
係
る
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者


等
が
行
お
う
と
す
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
が
、
事
業
再
編
（
産
業
競
争
力
強


化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る


事
業
再
編
を
い
う
。
）
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
後
発
医
薬
品
製
造
販
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売
業
者
等
と
他
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
と
の
適
正
な
競
争
を
阻
害


す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は


、
あ
ら
か
じ
め
、
公
正
取
引
委
員
会
に
、
当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
の
写
し


を
送
付
し
、
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。


２


厚
生
労
働
大
臣
及
び
公
正
取
引
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に


当
た
っ
て
は
、
手
続
の
迅
速
か
つ
適
確
な
実
施
を
図
る
た
め
、
相
互
に
緊
密


に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。


３


厚
生
労
働
大
臣
及
び
公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議


に
係
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
附
則
第
二
十
四


条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
後
の
経
済
事
情
の
変


動
に
よ
り
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
間
の
適
正
な
競
争
を
阻
害
し
、
並


び
に
一
般
消
費
者
及
び
他
の
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
ら


な
い
よ
う
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。


（
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
設
置
）


第
二
十
七
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（


（
新
設
）


複
数
年
度
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
年
度
の
所
要
額
を
あ
ら
か
じ
め
見


込
み
難
く
、
弾
力
的
な
支
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
段
の
事
情
が


あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
複
数
年
度
に
わ
た
る
財
源
を
確
保
し
て
お
く
こ
と


が
そ
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に


限
る
。
）
及
び
当
該
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め


の
基
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
後
発
医
薬
品
製
造
基


盤
整
備
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
次
項
の


規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る


。
２


政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
研
究
所
に
対
し
、
後
発
医
薬
品
製


造
基
盤
整
備
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


３


後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他


の
収
入
金
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。


４


研
究
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
を


設
け
た
場
合
に
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
係
る
業
務
に
つ
い
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て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


５


通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。


）
の
規
定
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用
す


る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」


と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替


え
る
も
の
と
す
る
。


６


厚
生
労
働
大
臣
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
の
額
が
後
発
医
薬


品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
係
る
業
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し


て
過
大
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
速
や
か
に
、
交
付
を


受
け
た
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
充
て
る
補
助
金
の
全
部
又
は
一


部
に
相
当
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。


７


前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
の
手
続
及
び
そ
の
帰
属
す
る
会
計
そ


の
他
国
庫
納
付
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


８


研
究
所
は
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い


て
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定


め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。


９


第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に


違
反
し
て
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金
を
運
用
し
た
と
き
は
、
そ
の
違


反
行
為
を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。


（
国
会
へ
の
報
告
等
）


第
二
十
八
条


研
究
所
は
、
毎
事
業
年
度
、
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
基
金


（
新
設
）


に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六
月


以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き


は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）


第
二
十
九
条


補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規


（
新
設
）


定
（
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
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研
究
所
が
交
付
す
る
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同


法
（
第
二
条
第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
各
省
各
庁
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研


究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
「
各
省
各
庁
の
長
」


と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
理


事
長
」
と
、
同
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九


条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
三
十
三
条
中
「
国
」
と
あ


る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
、
同


法
第
十
四
条
中
「
国
の
会
計
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医


薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る


。（
残
余
財
産
の
処
理
の
特
例
）


第
三
十
条


研
究
所
は
、
附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令


（
新
設
）


和
十
三
年
四
月
一
日
以
後
も
、
附
則
第
二
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
納


付
金
の
納
付
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
納
付
金
の
納
付
の
事
務
を
行


う
こ
と
が
で
き
る
。
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○


地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て


政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


別
表
第
一


第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）


別
表
第
一


第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）


備
考


こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る


備
考


こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る


法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


法


律


事


務


法


律


事


務


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


医
薬
品
、
医
療
機


一


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一


医
薬
品
、
医
療
機


一


第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一


器
等
の
品
質
、
有


、
第
二
十
三
条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一


器
等
の
品
質
、
有


、
第
二
十
三
条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一


効
性
及
び
安
全
性


項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十


効
性
及
び
安
全
性


項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十


の
確
保
等
に
関
す


九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第


の
確
保
等
に
関
す


九
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第


る
法
律
（
昭
和
三


三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
、


る
法
律
（
昭
和
三


三
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
、


十
五
年
法
律
第
百


第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項


十
五
年
法
律
第
百


第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項


四
十
五
号
）


か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条


四
十
五
号
）


か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
十
六
条


の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七


の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七


の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


の
二
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定


に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て


に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て


い
る
事
務


い
る
事
務


二


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四


二


第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四


項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三


項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び


項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
並
び


に
第
七
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を


に
第
七
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と


設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と


さ
れ
て
い
る
事
務


さ
れ
て
い
る
事
務


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）
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○


予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て


政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
措
置
）


（
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
措
置
）


第
十
三
条


（
略
）


第
十
三
条


（
略
）


２
・
３


（
略
）


２
・
３


（
略
）


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が


４


厚
生
労
働
大
臣
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が


あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、


あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、


医
師
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


医
師
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十


五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で


五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で


あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
製


あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
製


造
販
売
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
十
四


造
販
売
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
十
四


条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含


条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含


む
。
）
又
は
同
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
登


む
。
）
又
は
同
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認


録
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
同
法
第
十
九


定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
同
法
第
十
九


条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す


条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す


る
も
の
を
含
む
。
）
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
も
の
を
い
う


る
も
の
を
含
む
。
）
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
も
の
を
い
う


。
以
下
同
じ
。
）
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ


。
以
下
同
じ
。
）
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ


の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要


の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要


な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○


地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政


令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
経
費
）


（
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
経
費
）


第
十
条
の
四


専
ら
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
次


第
十
条
の
四


専
ら
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
次


に
掲
げ
る
よ
う
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
経
費
を
負


に
掲
げ
る
よ
う
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
経
費
を
負


担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。


担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


（
削
る
）


四


医
薬
品
の
検
定
に
要
す
る
経
費


四
～
七


（
略
）


五
～
八


（
略
）
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○


地
方
財
政
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を


超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


附


則


附


則


１
・
２


（
略
）


１
・
２


（
略
）


３


地
方
財
政
法
第
十
条
の
四
第
六
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る


３


改
正
後
の
地
方
財
政
法
第
十
条
の
四
第
七
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
政
令


も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
共


で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


団
体
の
負
担
と
す
る
。
同
法
第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い


地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
す
る
。
改
正
後
の
地
方
財
政
法
第
十
一
条
の
二
の


て
準
用
す
る
。


規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


４


（
略
）


４


（
略
）
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○


登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お


い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


別
表
第
一


課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第


別
表
第
一


課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第


九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―


九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―


第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の


第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の


六
関
係
）


六
関
係
）


登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、


課
税
標
準


税
率


登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、


課
税
標
準


税
率


認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の


認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の


事
項


事
項


一
～
七
十
六


（
略
）


一
～
七
十
六


（
略
）


七
十
七


医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
、
製
造
業
若
し
く
は
修
理
業
に
係


七
十
七


医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
、
製
造
業
若
し
く
は
修
理
業
に
係


る
許
可
若
し
く
は
登
録
又
は
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
登


る
許
可
、
認
定
若
し
く
は
登
録
又
は
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に


録
認
証
機
関
の
登
録


係
る
登
録
認
証
機
関
の
登
録


㈠
～
㈢


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈠
～
㈢


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈣


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三


登
録
件
数


一
件
に
つ
き


㈣


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三


認
定
件
数


一
件
に
つ
き


条
の
三
第
一
項
（
医
薬
品
等
外
国


九
万
円


条
の
三
第
一
項
（
医
薬
品
等
外
国


九
万
円


製
造
業
者
の
登
録
）
の
医
薬
品
等


製
造
業
者
の
認
定
）
の
医
薬
品
等


外
国
製
造
業
者
の
登
録
又
は
同
条


外
国
製
造
業
者
の
認
定
又
は
同
条


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬


第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬


品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
第
八


品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
第
八


項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係
る


項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係
る


登
録
の
区
分
の
追
加
の
登
録
（
更


認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
（
更


新
の
登
録
を
除
く
。
）


新
の
認
定
を
除
く
。
）
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（
削
る
）


（
削
る
）


（
削
る
）


㈤


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三


登
録
件
数


一
件
に
つ
き


条
の
三
の
二
第
一
項
（
医
薬
品
等


九
万
円


外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み
を
行


う
製
造
所
に
係
る
登
録
）
の
医
薬


品
等
外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み


を
行
う
製
造
所
の
登
録
（
更
新
の


登
録
を
除
く
。
）


㈤
～
㈨


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈥
～
㈩


（
略
）


（
略
）


（
略
）


㈩


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


登
録
件
数


一
件
に
つ
き


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


認
定
件
数


一
件
に
つ
き


三
条
の
二
十
四
第
一
項
（
再
生
医


九
万
円


三
条
の
二
十
四
第
一
項
（
再
生
医


九
万
円


療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
登
録


療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定


）
の
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造


）
の
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造


業
者
の
登
録
又
は
同
条
第
三
項
に


業
者
の
認
定
又
は
同
条
第
三
項
に


お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第


器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第


八
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係


八
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
所
に
係


る
登
録
の
区
分
の
追
加
の
登
録
（


る
認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
（


更
新
の
登
録
を
除
く
。
）


更
新
の
認
定
を
除
く
。
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十


許
可
件
数
又


一
件
に
つ
き


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十


許
可
件
数
、


一
件
に
つ
き


三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み


は
登
録
件
数


九
万
円


三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み


認
定
件
数
又


九
万
円


替
え
て
適
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


替
え
て
適
用
す
る
医
薬
品
医
療
機


は
登
録
件
数


器
等
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く


器
等
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く


は
第
八
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等


は
第
八
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第


十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三


十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
十
三
条


条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三


の
三
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条


条
の
二
の
四
第
一
項
、
第
二
十
三


の
二
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条


条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第


の
二
の
四
第
一
項
、
第
二
十
三
条
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八
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
八


二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お


項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い


、
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
若
し


第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
又


く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可


は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く


又
は
登
録
（
政
令
で
定
め
る
も
の


は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
、


に
限
り
、
更
新
の
許
可
又
は
登
録


認
定
又
は
登
録
（
政
令
で
定
め
る


を
除
く
。
）


も
の
に
限
り
、
更
新
の
許
可
、
認


定
又
は
登
録
を
除
く
。
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


（
略
）


七
十
七
の
二
～
百
六
十


（
略
）


七
十
七
の
二
～
百
六
十


（
略
）
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○


独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
二
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
業
務
の
範
囲
）


（
業
務
の
範
囲
）


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


げ
る
業
務


げ
る
業
務


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十


七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二


七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二


十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四


第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項


（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
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項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十


十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行


四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場


う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に


合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
同
法
第
二
十


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十


九
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条


準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同
法


の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認


第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法


二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付


第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三


。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ


条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、
同


と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認


法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
及
び
同


証
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等


法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十
四
条


を
行
う
こ
と
並
び
に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の


の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第
二
項


五
第
二
項
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、


、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
、


第
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
三
第


条
の
二
の
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
一
項
、
第
二


一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第
二
項


十
三
条
の
二
の
十
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
、
第


二
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三


二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二
項
、


条
の
三
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三


第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十


条
の
三
十
八
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
、
第
八
十
条
の


条
の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


三
第
四
項
又
は
第
八
十
条
の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る


こ
と
。


ロ
～
ヘ


（
略
）


ロ
～
ヘ


（
略
）


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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○


独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
三
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
業
務
の
範
囲
）


（
業
務
の
範
囲
）


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


げ
る
業
務


げ
る
業
務


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十


第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二


含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条


。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四


第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十


第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九


、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第


（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お


九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
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一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条


。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る


十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行


調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に


定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第


十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
、
同
法
第


九
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
同
法
第
二


の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認


十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い


二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同


を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三


法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の


条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同


。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ


法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認


五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ


証
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等


る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十


を
行
う
こ
と
並
び
に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の


三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、


五
第
二
項
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、


同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
並
び


第
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三


に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十


条
の
二
の
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
一
項
、
第
二


四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第


十
三
条
の
二
の
十
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二


二
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


条
の
三
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三


三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第


条
の
三
十
八
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
、
第
八
十
条
の


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項


三
第
四
項
又
は
第
八
十
条
の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二


こ
と
。


項
、
第
六
十
五
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第


六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十
条


の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


ロ
～
ヘ


（
略
）


ロ
～
ヘ


（
略
）


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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○


独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
四
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て


三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
業
務
の
範
囲
）


（
業
務
の
範
囲
）


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


第
十
五
条


機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う


。


。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


五


医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲


げ
る
業
務


げ
る
業
務


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


イ


行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同


法
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四


法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る


条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条


場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
の


の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項


五
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。


（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第


）
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す


十
九
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（


十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
三


条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十


第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含


含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お


む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
（
同
条


る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
（
同
法
第
八
十


第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十


条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二


三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
九


十
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条


項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第


の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三


一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十


十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合


九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
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を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に


一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規


。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準


定
に
よ
る
調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第


用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る


一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
又
は
確
認
及
び
当
該
評
価
又
は
確
認
に
係
る


調
査
又
は
審
査
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規


通
知
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定


定
に
よ
る
評
価
及
び
通
知
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二


に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第


十
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
、
同
法
第


八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、


十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る


第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九


場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
九
項
（
同
法
第
二


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の


十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二


二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い


含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
、
同


三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確


法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の


認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二


規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同


の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に


法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第


お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
交


五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ


付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
八
第
二
項


る
基
準
適
合
証
の
交
付
又
は
返
還
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
二
十


の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、
同
法
第
八
十
条
の
十


三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
う
こ
と
、


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
並
び
に
同
法
第
十
四
条
の


同
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
等
を
行
う
こ
と
並
び


二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十
四
条
の
七
の
二
第
十


に
同
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
十


項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条


四
条
の
七
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
第


の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二


二
の
十
の
四
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
三
第
一
項
、
第
二
十


項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
四
第
十
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十


三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
三
条


三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
第


の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三


二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項


十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二
項
、
第
六
十
五
条
の


、
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
十
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二


五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
六


項
、
第
六
十
五
条
の
五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第


第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十
条
の
十
第
三
項
の
報
告


六
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
、
第
八
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八
十
条


又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


の
十
第
三
項
の
報
告
又
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。


ロ
～
ヘ


（
略
）


ロ
～
ヘ


（
略
）


六
～
八


（
略
）


六
～
八


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）
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○


武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
五
条
関
係
）
【
公


布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
外
国
医
薬
品
等
の
輸
入
の
承
認
）


（
外
国
医
薬
品
等
の
輸
入
の
承
認
）


第
九
十
二
条


（
略
）


第
九
十
二
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す


３


医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す


る
法
律
第
八
十
条
第
十
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法


る
法
律
第
八
十
条
第
八
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第


第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
薬
品
、
第
一
項
に
お


十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
薬
品
、
第
一
項
に
お
い


い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ


て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ


れ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
一
項
に
お
い
て
準
用


る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す


す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
再
生


る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
再
生
医


医
療
等
製
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


療
等
製
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○


武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
六
条
関
係


）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
麻
薬
等
の
取
扱
い
の
特
例
）


（
麻
薬
等
の
取
扱
い
の
特
例
）


第
百
七
十
四
条


（
略
）


第
百
七
十
四
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


医
師
相
当
衛
生
要
員
等
又
は
歯
科
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
は
、
自
衛
隊
麻


３


医
師
相
当
衛
生
要
員
等
又
は
歯
科
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
は
、
自
衛
隊
麻


薬
診
療
施
設
に
お
い
て
医
業
又
は
歯
科
医
業
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
麻
薬


薬
診
療
施
設
に
お
い
て
医
業
又
は
歯
科
医
業
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
麻
薬


及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
二
十


及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十


六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で


六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で


、
第
四
項
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
六
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及


、
第
四
項
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
六
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及


び
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ


び
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ


い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定
す
る
麻
薬
施
用
者
と
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及


い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定
す
る
麻
薬
施
用
者
と
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及


び
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定


び
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
に
規
定


す
る
麻
薬
取
扱
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
七
条
第


す
る
麻
薬
取
扱
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
七
条
第


六
項
中
「
免
許
証
の
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
身
分
証
明
書
番
号
」
と
す
る


六
項
中
「
免
許
証
の
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
身
分
証
明
書
番
号
」
と
す
る


。


。


４


（
略
）


４


（
略
）
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○


薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
七
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な


い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
又
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


附


則


附


則


第
九
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
に
つ
い
て


第
九
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
に
つ
い
て


は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
店
舗
販
売
業


は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
店
舗
販
売
業


の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
六
条
第


の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
七
条
か


六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
二


ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六
、
第
三


十
九
条
の
五
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十
九
条
の


十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五
十
七
条


十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六
、
第
三
十
六
条
の
九
、


の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び


第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
一
、
第
五


第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。


十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三


条
並
び
に
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。


２


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
、
業


２


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
薬
種
商
販
売
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
、
業


と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
前


と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
前


項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十


六
条
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で


七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六


、
第
二
十
九
条
の
五
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら
第
二
十


、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五


九
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六
、
第
三
十
六
条


十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三


の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
十
一


条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


、
第
五
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三


八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機


条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


器
等
法
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第


第
二
十
六
条
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の


三
十
六
条
の
十
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び


三
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
五
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
二
十
九
条
の
六
か
ら


第
三
項
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
並


第
二
十
九
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項


び
に
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。


か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第


六
項
」
と
す
る
。
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第
十
一
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
業
務
を
行
う
既
存
配
置
販
売
業
者


第
十
一
条


前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
業
務
を
行
う
既
存
配
置
販
売
業
者


に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
条
第
一
項
の
配
置


に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
を
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
条
第
一
項
の
配
置


販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十


販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十


一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条


一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条


の
十
第
七
項
、
第
三
十
六
条
の
十
一
、
第
五
十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第


の
十
第
七
項
、
第
五
十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の


二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の


二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ


規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十


の
場
合
に
お
い
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第


一
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項


三
十
六
条
の
九
第
二
号
及
び
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る


に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
六
条
の


同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
、


十
一
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の


「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
す
る
。


は
、
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
す
る
。


２


業
と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
既
存
配
置
販
売


２


業
と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
既
存
配
置
販
売


業
者
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医


業
者
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
医


療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条


療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条


の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
、
第
三
十
六
条
の
十
一
、
第
五
十
七
条
の


の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
、
第
五
十
七
条
の
二
、
第
六
十
九
条
第
二


二
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第


項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と


七
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
第


あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三


読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第


十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六


三
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
、
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
（
同


条
の
十
第
七
項
（
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
準
用
に
係
る
部


条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
準
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第


分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
九
条
第


五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条


二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
並
び
に
第
七
十
五
条
第
一
項


の
二
の
二
、
第
七
十
三
条
並
び
に
第
七
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。


」
と
、
「
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
九


第
二
号
及
び
」
と
、
「
並
び
に
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
項
及
び


第
三
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
の
規
定
」
と
す
る
。
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○


国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
八
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内


に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
又
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の


（
革
新
的
な
医
薬
品
等
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の


医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
援
助
）


医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
援
助
）


第
三
十
七
条
の
六


国
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
革
新
的
な
医
薬


第
三
十
七
条
の
六


国
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
革
新
的
な
医
薬


品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関


品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関


す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て


す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て


「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬


「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬


品
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
革
新
的
な
医
療
機
器
（


品
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
革
新
的
な
医
療
機
器
（


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以


医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以


下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
及
び
実
用
化
を


下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
開
発
及
び
実
用
化
を


促
進
す
る
た
め
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
（
医
療
法


促
進
す
る
た
め
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
（
医
療
法


第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
臨
床
研
究
中
核
病
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お


第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
臨
床
研
究
中
核
病
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お


い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
該
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
実
施
に
携


い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
該
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
実
施
に
携


わ
る
者
及
び
当
該
医
療
機
器
に
係
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の


わ
る
者
及
び
当
該
医
療
機
器
に
係
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の


二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
る
た
め
に
国
家
戦
略
特
別
区


二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
る
た
め
に
国
家
戦
略
特
別
区


域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


域
内
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第


二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
治
験
そ
の
他
の
試
験
の
実
施
に
携
わ
る
医
療
関


二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
そ
の
他
の
試
験
の
実
施
に
携
わ
る
医
療
関


係
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と


係
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と


す
る
。


す
る
。
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○


臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て


政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


。
）


。
）


ハ


（
略
）


ハ


（
略
）


ニ


次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等


ニ


次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等


法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十


三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ニ
に


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ニ
に


お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二


お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
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の
二
十
三
第
一
項
の
認
証
（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
以


の
二
十
三
第
一
項
の
認
証
（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
以


下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
又
は
医
薬
品
医
療
機
器


下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
又
は
医
薬
品
医
療
機
器


等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第


等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第


二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。


二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。


）
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用


）
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用


方
法
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
使
用
方
法
等
」
と
い
う


方
法
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
使
用
方
法
等
」
と
い
う


。
）
と
異
な
る
使
用
方
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え
る


。
）
と
異
な
る
使
用
方
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え
る


お
そ
れ
が
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用
方
法
等
と
同
程
度


お
そ
れ
が
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届
出
に
係
る
使
用
方
法
等
と
同
程
度


以
下
の
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
使
用
方
法
等
を
除
く
。


以
下
の
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
使
用
方
法
等
を
除
く
。


）
で
用
い
る
場
合
に
限
る
。
）


）
で
用
い
る
場
合
に
限
る
。
）


ホ


（
略
）


ホ


（
略
）


ヘ


次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療


ヘ


次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療


機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十


三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ヘ
に
お


て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
ヘ
に
お


い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量


い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量


、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ヘ
に
お
い
て
「
用
法
等


、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
（
以
下
ヘ
に
お
い
て
「
用
法
等


」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与


」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与


え
る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し


え
る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し


て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限


て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限


る
。
）


る
。
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）
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○


臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
十
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政


令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
定
義
）


（
定
義
）


第
二
条


（
略
）


第
二
条


（
略
）


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


２


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
臨
床
研
究
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
う
ち
、
次


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。


一


（
略
）


一


（
略
）


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


二


次
に
掲
げ
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の


を
除
く
。
）


を
除
く
。
）


イ


（
略
）


イ


（
略
）


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


ロ


次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
四
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


む
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
に


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
用
法
等
」


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


と
い
う
。
）
と
異
な
る
用
法
等
（
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


る
お
そ
れ
が
当
該
承
認
に
係
る
用
法
等
と
同
程
度
以
下
の
も
の
と
し
て


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
用
法
等
を
除
く
。
）
で
用
い
る
場
合
に
限
る


。
）


。
）


ハ
～
ヘ


（
略
）


ハ
～
ヘ


（
略
）


３
・
４


（
略
）


３
・
４


（
略
）
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○


医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
抄
）


（
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
等
）


（
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
等
）


第
三
十
五
条


（
略
）


第
三
十
五
条


（
略
）


２


（
略
）


２


（
略
）


３


認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
作
成


３


認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
作
成


し
て
自
ら
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
仮


し
て
自
ら
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
仮


名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
医
療
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す


名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
医
療
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す


る
た
め
に
、
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な


る
た
め
に
、
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な


い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確


い
。
た
だ
し
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確


保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第


保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第


五
項
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
外
国
の
法


六
項
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
外
国
の
法


令
上
こ
れ
に
相
当
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該


令
上
こ
れ
に
相
当
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該


調
査
に
回
答
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


調
査
に
回
答
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


４
・
５


（
略
）


４
・
５


（
略
）
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○


厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
十
二
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に


お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


案


現


行


（
厚
生
科
学
審
議
会
）


（
厚
生
科
学
審
議
会
）


第
八
条


厚
生
科
学
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


第
八
条


厚
生
科
学
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


一
～
三


（
略
）


一
～
三


（
略
）


四


再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法


四


再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法


律
第
八
十
五
号
）
、
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
、


律
第
八
十
五
号
）
、
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
、


感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平


感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平


成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六


成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六


十
八
号
）
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
、
生
活
衛
生


十
八
号
）
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
、
生
活
衛
生


関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
、
難
病
の
患
者
に


関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
、
難
病
の
患
者
に


対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
、
食


対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
及
び


品
衛
生
法
及
び
医
療
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項


食
品
衛
生
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す


を
処
理
す
る
こ
と
。


る
こ
と
。


２


（
略
）


２


（
略
）








厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会とりまとめ 概要①


令和元年改正医薬品医療機器等法の検討規定に基づき、改正法の施行状況を踏まえた更なる制度改善に加え、人口構造の変化や技術革新等によ


り新たに求められる対応を実現する観点から、令和６年４月以降、関係業界へのヒアリングを含め計10回にわたり検討を行い、令和７年１月10日にと


りまとめを公表。


背景等


1


4. 国家検定制度の合理化


○ 実地試験によらずに、書面審査のみによる検査に合格した場合であっても医
薬品等の販売等を可能とする。


5. 感染症定期報告制度の見直し


○ 定期的な報告ではなく、再生医療等製品又は生物由来製品のリスク
が高い場合に速やかに評価・検討結果の報告を求めるとともに、報告対
象がない場合は報告を不要とする。


6. 体外診断用医薬品の特性を踏まえた性能評価


○ 体外診断用医薬品の市販後の性能担保のため、製造販売業者に対し、
情報収集、評価、報告を義務付けるとともに、市販後の性能が担保されない
場合には承認を取り消す仕組みを導入する。


7. 医薬品製造管理者等の要件の見直し


○ 医薬品及び体外診断用医薬品の製造管理者について、薬剤師を置くこと
が著しく困難であると認められる場合は薬剤師以外の技術者をもって代えるこ
とができる特例を設ける。


8. 登録認証制度の安定的な運用に向けた制度の見直し


○ 登録認証機関が製造販売業者に対して行う実地調査にPMDAが立ち会っ
て助言を行えるようにするとともに、業務の休廃止に関する規定を整備する。


※法改正事項以外のものを除く。以下同じ。


具体的な方策


①医薬品等の品質確保及び安全対策の強化、②品質の確保された医療用医薬品等の供給、③ドラッグ・ラグやドラッグ・ロス解消に向けた創薬環


境・規制環境の整備、④薬局機能・薬剤師業務のあり方の見直し及び医薬品の適正使用の推進について、それぞれ次のような見直しを行うことが必要。


①医薬品等の品質確保及び安全対策の強化


1．製造販売業者等による品質保証責任の明確化等


○ 医薬品等の製造販売業者等に対し、責任役員が原因で薬事に関する法令


違反が生じた場合等、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために


特に必要な場合には、当該責任役員の変更を命じることができるようにする。


○ 医薬品製造販売業者に対し、製造所における製造管理及び品質管理の定


期的な確認及び情報の収集や、品質保証責任者の設置を義務付ける。


○ 医薬品製造業者に対し、承認申請時に限らず製造管理・品質管理上の基


準の遵守を義務付ける。 等


2．医薬品安全管理責任者の設置その他の製造販売後安全管理


○ 医薬品製造販売業者に対し、医薬品リスク管理計画の作成及び当該
計画に基づくリスク管理の実施や、安全管理責任者の設置を義務付ける。


○ リアルワールドデータのみによる再審査又は使用成績評価の申請が可能
であることを明確化する。 等


3．GMP適合性調査の見直し


○ 製造所のリスク評価を行い、低リスクと評価された場合は調査不要とし、製造
管理・品質管理上のリスクの高い製造所に対しては高頻度で実地調査を行え
るようにする。 等







厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会とりまとめ 概要②


2


4. 医薬品等の供給不足時の海外代替品へのアクセス改善


○ 既承認医薬品等の供給の不足により医療上の著しい影響が生じる
場合に、外国で流通している代替品について、優先的な承認審査や、
一定期間の外国語表示による包装の容認等を可能とする。


5. 製造方法等の中リスクの変更カテゴリの追加等


○ 製造方法等に係る一部変更のうち、品質に与える影響が大きくない中リ
スク事項に係る変更について、一定期間内で承認するとともに、製造方法
等に係る軽微変更のうち品質に与える影響が少ないものについては、随時
の軽微変更届の代わりに当該変更内容を１年に１回厚生労働大臣に
報告することができるようにする。


○ 安定供給上の対応を含め、科学的に妥当な理由がある場合には、日本
薬局方に不適合な品目についても、個別に承認できる余地を与える。


○ 生物学的製剤や放射性医薬品等の保管のみを行う医薬品の製造所
（市場出荷判定を行う製造所を除く。）及び医薬品等に係る外国製造
業者の製造所について、認定制から登録制にする。


6. 医療用医薬品の需給データを活用したモニタリングの実施


○ 電子処方箋管理サービスのデータについて、医療用医薬品の需給状況
の把握の観点から厚生労働大臣が調査・分析できる旨の規定を設ける。


②品質の確保された医療用医薬品等の供給


1．医療用医薬品の製造販売業者における安定供給確保に向けた体制


整備


○ 医療用医薬品の製造販売業者に対し、安定供給体制管理責任者の設置


を義務付けるとともに、安定供給のための必要な措置を遵守事項として規定す


る。


2．医療用医薬品の供給不安の迅速な把握、報告徴収及び協力要請等


○ ①医療用医薬品の製造販売業者に対する供給状況報告・供給不安
報告の厚生労働大臣への届出の義務化、②供給不足のおそれがある場
合に製造販売業者又は卸売販売業者に対して厚生労働大臣が製造・
販売等の状況の報告を求めることができる旨の規定、③供給不足のおそ
れがある場合に製造販売業者、卸売販売業者、医療機関又は薬局等に
対して厚生労働大臣が必要な協力の要請ができる旨の規定を設ける。


○ 麻薬卸売業者は一定の場合に隣接する都道府県の区域内にある麻薬
小売業者等に麻薬を譲渡できるようにするとともに、麻薬の回収等のため
の譲渡をできるようにする。


3. 安定供給確保医薬品の供給確保策


○ 安定供給確保医薬品について、専門家の意見を聴いた上で厚生労働大臣
が指定するとともに、生産の促進その他の安定的な供給の確保のために必要な
措置の要請、需給状況の把握のための製造販売業者等に対する報告徴収等
の規定を設ける。


3. リアルワールドデータの薬事申請への利活用の明確化


○ 様々なデータを受け付ける観点から、医薬品等の承認申請時の添付
資料の規定を一般的なものに改める。


4. 再生医療等製品の特性を踏まえた授与等の例外的許容


○ 自家細胞を用いた再生医療等製品のうち規格外品について、安全性が確
保されていることを前提に、規格外であることにより推定される効果の低下に
比して疾患の重篤性や患者の状態から治療を受ける機会の損失の影響が
多大である等の場合に限って授与等を許容する。


③ドラッグ・ラグやドラッグ・ロス解消に向けた創薬環境・規制環境の整備


1．小児用医薬品のドラッグ・ロス解消に向けた開発計画策定の促進


○ 成人の医薬品の承認申請者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を


努力義務として課すとともに、再審査期間の上限を12年に引き上げる。


2．希少・重篤な疾患に対する医薬品等に係る条件付き承認の見直し


○ 条件付き承認制度について、取消し規定を設けた上で、探索的試験
の段階で、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合に承認を与えるこ
とができるようにする。







1．デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販


売


○ 薬剤師等が常駐しない受渡店舗において、当該店舗に紐付いた薬


局・店舗販売業（管理店舗）の薬剤師等による遠隔での管理の下、


医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことを可能とする。


2．調剤業務の一部外部委託の制度化


○ 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一
部の委託を可能とするとともに、患者の安全確保のため、受託側お
よび委託側の薬局における必要な基準等を設定する。


3. 薬局の機能等のあり方の見直し


○ 地域連携薬局について、居宅等における情報の提供および薬学
的知見に基づく指導を主要な機能として位置付ける。


○ 健康サポート薬局について、都道府県知事の認定を受けて当該
機能を有する薬局であることを称することができることとする。


4. 薬局機能情報提供制度の見直し


○ 薬局開設の許可申請先と揃えるため、薬局機能情報提供制度
の報告先に保健所設置市市長及び特別区区長を含める。


○ 報告された情報の適切な活用のため、都道府県知事から厚生労
働大臣への報告義務及び厚生労働大臣による助言等の権限を設
ける。


5. 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し


① 処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止


○ 医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原則とした上で、やむ
を得ない場合(※)にのみ薬局での販売を認める。


※ ①医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の
手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用
医薬品で代用できない場合、又は②社会情勢の影響による物流の停
滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛
生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売
することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合等


② 要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加等


○ 要指導医薬品について、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導によ
り必要な情報提供等を行った上で販売を可能とするとともに、適正使用のた
めの必要事項等の確認について対面で行うことが適切である品目については、
オンライン服薬指導による情報提供等のみにより販売可能な対象から除外
できるようにする。


○ 医薬品の特性を踏まえて必要な場合には要指導医薬品から一般用医薬
品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後も個別
の品目についてリスク評価を行い、リスクの高い区分を含む適切な区分への
移行を可能とする。


③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化


○ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等で
の購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由
等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。販売
方法については、20歳未満への大容量製品又は複数個の販売を禁止する
とともに、20歳未満への小容量製品の販売又は20歳以上への大容量製
品若しくは複数個の販売に際しては、対面又はオンラインでの販売を義務付
ける。


○ 商品の陳列については、顧客の手の届かない場所への商品陳列又は販売
若しくは情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し購入する医薬品と
購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、専
門家が配置される当該場所から目の届く範囲（当該場所から７メートル以
内（指定第二類医薬品と同じ））への陳列により対応する。


○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者及び店舗
販売業者において、法令に基づく販売業務に関する手順書に、頻回購入に
対しての適切な業務手順を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行う。


④ 一般用医薬品の分類と販売方法


○ リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、販売における専門家の
関与のあり方については、販売区分に応じた留意事項も含めて、指針等に
より明確化する。


6. 処方箋等の保存期間の見直し


○ 医師及び歯科医師の診療録の保存期間との整合を図るため、調剤済み
処方箋及び調剤録の保存期間を３年間から５年間に改める。


厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会とりまとめ 概要③


④薬局機能・薬剤師業務のあり方の見直し及び医薬品の適正使用の推進
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